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日程第３ 行政報告
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日程第10 議案第７号 名寄市議会議員及び名寄
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日程第16 議案第１３号 令和３年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１４号 令和３年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について
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令和４年９月５日（月曜日）第３回９月定例会・第１号
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日程第９ 議案第６号 名寄市手数料徴収条例の

一部改正について

日程第10 議案第７号 名寄市議会議員及び名寄

市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例の一部改正について

日程第11 議案第８号 令和４年度名寄市一般会

計補正予算（第７号）

日程第12 議案第９号 令和４年度名寄市介護保

険特別会計補正予算（第４号）

日程第13 議案第１０号 令和４年度名寄市後期

高齢者医療特別会計補正予算（第１

号）

日程第14 議案第１１号 令和４年度名寄市立大

学特別会計補正予算（第１号）

日程第15 議案第１２号 令和４年度名寄市病院

事業会計補正予算（第１号）

日程第16 議案第１３号 令和３年度名寄市一般

会計決算の認定について

議案第１４号 令和３年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

議案第１５号 令和３年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について

議案第１６号 令和３年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて

議案第１７号 令和３年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て

議案第１８号 令和３年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について

議案第１９号 令和３年度名寄市病院

事業会計決算の認定について

議案第２０号 令和３年度名寄市水道

事業会計決算の認定について

議案第２１号 令和３年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について

日程第17 報告第１号 令和３年度名寄市下水道

事業会計継続費精算報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君
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総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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ただいまより令和４年〇議長（東 千春議員）

第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

日程第１ 会議録署名〇議長（東 千春議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 今 村 芳 彦 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

を指名をいたします。

日程第２ 会期の決定〇議長（東 千春議員）

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２９日まで

の２５日間としたいと思いますが、御異議ござい

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

９日までの２５日間と決定いたしました。

日程第３ これより行〇議長（東 千春議員）

政報告を行います。

加藤市長。

おはようございます。本〇市長（加藤剛士君）

日、令和４年第３回定例会の開会にあたり、これ

までの主な行政事項について、その概要を御報告

申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた令和３年度の各会

計決算について申し上げます。

一般会計については、形式収支で４億６，３９

５万１千円の黒字となり、翌年度に繰り越しすべ

き一般財源１８９万５千円を差し引いた実質収支

は、４億６，２０５万６千円となりました。ここ

から、名寄市基金条例に基づき、財政調整基金へ

２億４，０００万円を積み立て、残り２億２，２

０５万６千円を令和４年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で２，２０

５万６千円、介護の保険事業勘定で１億４，５７

８万９千円、それぞれ黒字となりました。

そのほかの特別会計については、一般会計繰入

金で調整を行い、収支同額となっています。

次に、基金について申し上げます。

それぞれ基金の設置目的に沿った経費の財源と

して、合計３億６，５１７万４千円を取り崩しま

したが、財政調整基金、減債基金などに、合計９

億８，８１６万６千円を積み立てたことから基金

残高は１０３億９，３４４万２千円で、前年度末

に比べて、６億２，２９９万２千円の増額となり

ました。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、総合計画について申し上げます。

名寄市総合計画（第２次）後期基本計画の策定

にあたり、コロナ禍において開催が難しい状況に

あった市民対話・参加の機会を積極的に設け、各

種団体との意見懇談会を開催するなど、市民の声

に耳を傾けてまいりました。

また、名寄市総合計画審議会ではこの間、８回

の審議を重ね後期基本計画骨子（案）をまとめて

いただいたところであり、今後は、総合計画審議

会からの答申をもとに、後期基本計画素案を作成

し、パブリックコメントを行うとともに、市民の

皆様から頂いた御意見を踏まえて、名寄市総合計

画（第２次）後期基本計画案を作成してまいりま

す。

さらに、後期基本計画策定に併せて、名寄市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略についても計画期

間や成果指標（ＫＰＩ）など必要な見直し作業を

行ってまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

名寄市町内会連合会主催による町内会長と行政
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との懇談会が、７月１日にグランドホテル藤花で

開催されました。令和４年度における市の主な事

業などについて説明し、情報共有を図ったほか、

地域の課題などについて意見交換を行いました。

次に、広報・広聴事業について申し上げます。

名寄の魅力発信の取組として、名寄の夏の思い

出をテーマにしたインスタグラムによるハッシュ

タグキャンペーンを行っています。若い世代を巻

き込みながら、名寄の夏の楽しい過ごし方など、

市内外へ情報発信し、本市の魅力再発見につなげ、

地域愛の醸成が図られるよう取組を進めてまいり

ます。

また、ＪＩＣＡ北海道において、北海道大学に

通う発展途上国からの留学生に対し、地域や日本

文化などを理解してもらう福利厚生事業を行って

おり、７月１６日、１７日に名寄市地域交流プロ

グラムとして、本市の認知度向上及び魅力発信に

つなげることを目的に、市民の協力のもと留学生

を受け入れました。参加者同士による暮らしの様

子や母国紹介などのプレゼンテーションのほか、

餅つき体験などの交流プログラムを行い、参加者

からは、本市及び異文化への理解につながる良い

思い出となったなどの感想が寄せられました。

今後も、本市の認知度向上や魅力発信につなが

る機会を活用し、市民と協働による情報発信に取

り組んでまいります。

次に、情報化の推進について申し上げます。

デジタル社会の到来を見据え、本市におけるＤ

Ｘ推進事業に係る様々な取組に対し、計画的かつ

効果的に推進するため、７月に名寄市ＤＸ推進組

織委員会を設置しました。庁内及び地域における

ＤＸ施策を総合的に進める組織となり、取組の具

現化に向け協議を進めてまいります。

また、デジタル格差解消のため、７月に高齢者

向けスマホ教室を開催し、１７人の市民に参加い

ただきました。スマホの基本的な操作や検索の仕

方などを学び、まずは使って体験することが重要

であると考え取組を進めてきたところです。今後

も「誰ひとり取り残されない、人に優しいデジタ

ル化」に一層取り組んでまいります。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

東京都杉並区との交流事業については、６月１

９日、４年振りに開催された第４１回ふうれん白

樺まつりに、杉並区から代表団５人と高円寺阿波

踊り親善訪問団３４人、東京商工会議所杉並支部

から９人が来名され、阿波おどりなどを通じて広

く市民と交流を深めました。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流事業については、７月１５日に開催され

た自治体国際化協会主催のオンライン交流セミナ

ーに、名寄・リンゼイ姉妹都市友好委員会の三瓶

委員長が出演し、「コロナ禍における姉妹都市交

流活動～名寄市での取り組み」と題して事例発表

を行い、本市とリンゼイとの交流を広くＰＲしま

した。

台湾との交流事業については、名寄市議会が日

台友好親善議員連盟を設立したことを記念し、６

月２４日に台北駐日経済文化代表処の謝長廷代表

をはじめ７人が本市を訪れ、歓迎セレモニーや議

連設立記念祝賀会などを通じて、今後のさらなる

日台間の交流促進や友好親善について確認しまし

た。

次に、移住・定住について申し上げます。

「名寄市移住促進協議会」では、６月に移住体

験ツアーを１件受け入れました。参加者は、住ま

いや仕事などの情報収集を通じて、名寄での生活

イメージを持てたことから、本市への移住を決め、

７月に移住しています。

また、６月６日の市議会定例会にて承認いただ

いたクリエイティブ人材移住推進補助金において

は、デザイナーとして活動されている方の移住に

対し、１件の交付決定となりました。

引き続き、関係機関と連携しながら、移住・定

住推進に向け取り組んでまいります。

次に、健康の保持増進について申し上げます。

新型コロナワクチン接種については、８月２３
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日現在で１８，９２９人に３回目の接種を終えて

います。４回目接種については、６０歳以上の方、

１８歳以上６０歳未満の基礎疾患を有する方、医

療従事者及び高齢者施設従事者などへの接種を進

めています。

今後につきましても、国の動向を注視し、市内

医療機関などの御協力をいただきながら、希望さ

れる市民への接種を速やかに進めることができる

よう努めてまいります。

次に、病院事業について申し上げます。

市立総合病院の第１四半期における患者取扱状

況については、入院患者数は延べ１万９，２４１

人で、前年比３，３０３人、率にして１４．７パ

ーセントの減少、また、外来患者数は、延べ５万

１，２０７人で前年比２，４８０人、率にして４．

６パーセントの減少となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１３億８２５万円で前年比６，８６

０万円、率にして５．０パーセントの減少、外来

収益は５億９，７９６万円で前年比５，６９２万

円、率にして８．７パーセントの減少となってい

ます。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、１

９億６２１万円となり、前年比１億２，５５３万

円、率にして６．２パーセントの減少となってい

ます。

患者数や医業収益は、新型コロナウイルス感染

症の発生状況により変動しますが、第２種感染症

指定医療機関として、引き続き、国や道の要請に

基づき、ワクチン接種も含めた感染症対策に取り

組んでまいります。

次に、高齢者施策の推進について申し上げます。

包括的な医療・介護の支援及びサービス提供体

制づくりを推進することを目的とした「医療介護

連携情報共有ＩＣＴ事業」について、昨年７月か

ら本格稼働し１年が経過しました。

８月１日現在、本ＩＣＴ事業に参加している事

業所数は、稼働当初から８事業所が増え５９事業

所、同意を得てＩＣＴシステムへ登録した方の人

数も９０４人増え１，１０８人となりました。

医療と介護が連携し情報共有が図られたことに

より、質の高いケアの実現と病気に対する重症化

予防や安全・安心で効率的なサポートを行うこと

が出来ています。

発展途上のシステムですが、期待する効果を発

揮できるよう取り組むとともに、高齢者の皆様が

住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、

地域包括ケアシステムのさらなる深化に努めてま

いります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、税制改正に伴い、基礎賦課分及び後期

高齢者支援金分に係る限度額の改正を行いました。

当初賦課の状況は、加入者数が５，０１５人で、

前年度比２３８人の減、世帯数は３，３７９世帯

で、前年度比８５世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割が１，１８５世帯、５割が

５３６世帯、２割が４１２世帯となり、全体では

国保加入世帯の６３．１パーセントにあたる２，

１３３世帯となりました。

今後も医療費の適正化など加入者の負担軽減に

つながる取組を進め、市民の皆様が安心できる医

療保険制度を確立するため、事業の円滑な運営に

努めてまいります。

次に、循環型社会の形成について申し上げます。

名寄地区衛生施設事務組合が行う次期一般廃棄

物中間処理施設整備の一環として、旧清掃センタ

ーの解体工事が５月から着工されています。

次に、消防行政について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災出動件数

は３件で、前年と比較して５件の減となっており、

死傷者は発生していません。

火災種別では、車両火災２件、建物火災１件と

なっています。

救急出動件数は５３６件で、前年比１１件の減、

事故種別では、急病３７５件、一般負傷６４件、
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転院搬送５２件、交通事故２７件、そのほか１８

件となっています。

救助件数は１８件で、前年比１件の減、交通事

故によるもの８件、そのほか１０件となっていま

す。

火災予防について、住宅用火災警報器の設置率

は６月末現在で８５．４％となっています。女性

消防団が行っている防火訪問について町内会、民

生委員と連携を図りながら住宅火災での死傷者ゼ

ロを目標に、未設置世帯への設置促進や維持管理

について活動を継続してまいります。

次に、防災対策の充実について申し上げます。

本年度の防災訓練については、７月２０日に名

寄市防災訓練「防災体験教室２０２２」として、

名寄西小学校の児童を対象に、学校や北海道開発

局名寄河川事務所などの関係機関のほか、北海道

地域防災マスターの協力により行いました。

訓練では、降雨体験装置などを活用することに

より、大雨が降った状態やドアが浸水した場合の

状況などを体感したほか、３Ｄ眼鏡を活用した土

砂災害体験や避難する際の非常持出品の必要性、

逃げ遅れた場合の救助、避難所での生活などにつ

いても体験を通じて学びました。

大雨時に発生する災害や、その災害から身を守

る知識などについて、実際に体験する中から、

「自ら考えて判断する力」や「想像力」を身につ

け、命を守る行動の育成が図られました。

さらに、関係機関だけでなく地域防災マスター

との連携協力により、地域の防災力向上につなが

りました。

引き続き、関係機関や地域の方々と連携した防

災活動を推進するほか、市民の防災・減災意識の

向上と啓発を図ってまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

７月１３日から１０日間、「夏の全国交通安全

運動」として、関係団体や地域住民の御協力をい

ただきながら、街頭啓発や早朝パトロール、パト

ライト作戦などを行いました。

また、関係機関や団体との連携により、７月１

０日には飲酒運転根絶の啓発活動を、道の駅「も

ち米の里☆なよろ」において行いました。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

市民の安全・安心な生活づくりのため、６月１

８日には、北海道大学大学院の河原純一郎教授を

講師に「見落としを防ぐ広告表示の見分け方」、

８月６日には、東京都赤坂山王法律事務所の竹内

留美弁護士を講師に「若者からシニアまで身近に

ひそむ消費者トラブル」をテーマに消費生活セミ

ナーを開催し、合わせて６３人の参加がありまし

た。

次に、住宅の整備について申し上げます。

栄町５５団地改修工事は、これまでに１８戸の

住宅改修を終え、５月から第３期１５戸の住宅改

修を進めています。

また、瑞生団地の整備は、実施設計を５月下旬

に、建替工事を６月中旬に、それぞれ着手してい

ます。

次に、都市環境の整備について申し上げます。

名寄市公園施設長寿命化計画に基づき、浅江島

公園と麻生公園の施設改修工事を７月に着工して

います。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、南８丁目通老朽管更新工事を６月に

着工しています。

浄水場設備の更新工事については、緑丘浄水場

表洗ポンプほか５工事を４月に、風連日進地区増

圧ポンプほか１工事を６月に着工しています。

配水管網整備工事については、豊栄南１１丁目

仲通配水管網整備工事ほか１路線が完成していま

す。

また、第２期拡張事業である陸上自衛隊名寄駐

屯地への配水管新設整備工事については５月に着

工しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、名寄下
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水終末処理場の電気設備更新工事と、令和２年度

から行っている雨水ポンプ更新工事の３台目のポ

ンプ更新に着工しています。

公共桝取替工事については、７月下旬に５０カ

所の取替が完了しています。また、公共下水道ス

トックマネジメント計画に基づく管渠の更生工事

と布設替工事を７月に着工しています。

個別排水処理施設整備事業については、農村部

において７基の合併浄化槽の整備を進めています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金と都市構造再編集中支

援事業補助金により整備を進めている豊栄西１２

条仲通と北３丁目通は６月に、南１０丁目右仲通

と西７条通の２は８月に着工しています。また、

徳田１８線緑丘連絡線の歩道と西３条仲通の実施

設計は６月に着手しています。

本市単独事業により整備を進めている南１丁目

通は６月に、風連東５号線の舗装改築工事は７月

に着工しています。

次に、橋梁の整備について申し上げます。

名寄市橋梁長寿命化修繕計画に基づき整備を進

めている八千代橋と共和橋の修繕工事、御園１号

橋をはじめとした５４橋の近接目視点検及び１８

線橋の実施設計は６月に、大沢橋と智東開拓２号

橋の実施設計は７月に着手しています。

次に、地域公共交通について申し上げます。

宗谷本線名寄高校駅を活用した取組として、６

月に名寄高校と地元町内会が協力して花苗を植え

る美化活動を行いました。

また、登下校時の高校生や駅利用者の安全を確

保するため、横断歩道が設置され供用が開始され

ました。

今後も、宗谷本線の維持・存続に向けて関係機

関と連携し、利用促進に資する取組を推進してま

いります。

次に、農業・農村の振興について申し上げます。

基盤整備については、ちえぶん地区をはじめ、

道営事業２地区において、本年度すべての工事発

注が終了し、整地工や暗渠排水及び排水路の整備

など、順調に進捗しています。

次に、主要農作物の生育状況などについて申し

上げます。

８月１５日現在の状況は、水稲では、もち米・

うるち米ともに平年より早く進んでいます。

畑作物では、秋小麦・春小麦は、収穫量は平年

に比べ良好で現在調製作業を行っています。大豆、

南瓜についても適度な雨があり平年より生育が良

い状況ですが、スイートコーンについては、５月

末からの低温により一部に影響がありましたが平

年並みに推移しています。

また、収穫を終えたアスパラガスについては、

天候にも恵まれ、ＪＡへの出荷量は昨年と比較し

１割以上増加し３４０ｔの出荷量となりました。

畜産では、母子里牧場の電気牧柵設置工事につ

いて６月１日に着工し、８月末に完成しており、

哺育・育成センターと連携した育成環境の充実を

図ってまいります。

次に、有害鳥獣駆除対策について申し上げます。

７月３１日現在の捕獲状況は、エゾシカで昨年

度の３８６頭に対し５５頭少ない３３１頭、アラ

イグマは１４３頭に対し１１５頭捕獲しました。

引き続き関係団体と連携し捕獲活動など、農業被

害防止に取り組んでまいります。

次に、ヒグマ対策について申し上げます。

本年度のヒグマ出没情報は、７月３１日現在で、

目撃が１６件、痕跡が１３件で合計２９件の出没

報告を受けており、昨年の出没総数より１５件少

ない出没状況となっています。引き続きホームペ

ージなどによる出没状況の提供はもとより、一層

注意喚起など、関係団体と連携して、被害防止対

策に取り組んでまいります。

次に、産業まつりについて申し上げます。

なよろ産業まつりは、８月２８日、なよろ健康

の森を会場に、感染防止対策を講じながら、集客

型としては３年ぶりに開催されました。例年の内

容から一部中止や変更した企画もありましたが、
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市民をはじめとする多くの皆様の御来場をいただ

きました。

また、山形県鶴岡市や、株式会社赤福をはじめ

御協力をいただいた関係機関・団体の皆様にお礼

申し上げます。

次に、商工業の振興について申し上げます。

「名寄市ずっと住まいる応援事業」については、

市民の住宅改修ニーズに応える制度として好評を

得て、８月５日に本年度予算額に達し、交付申請

の受付を終了しました。申請件数は、前年の総件

数より２件多い１６３件でした。今後、来年度以

降の制度延長を含め、庁内関係部署による検討会

議において検討してまいります。

新型コロナウイルス感染症などへの影響に対す

る経済対策では、北海道へのまん延防止等重点措

置の適用及びコスト増加の影響を受け、売上や利

益が減少した事業者を支援する「名寄市地域経済

再生応援金」については、６月末日で申請受付を

終了し、給付件数は１３８件、給付額は３，６８

０万５千円となりました。

見込みより少ない給付となりましたが、今回、

売上減少の要件のほかに、利益（所得）減少の要

件を新たに設けた結果、売上げは減少していても、

企業努力やコロナ関連の給付金などにより利益

（所得）がコロナ前よりも増加したために該当し

ないケースが多く、ウィズコロナに対応した企業

経営が一定程度進んでいることや、コロナ関連の

支援が市内事業者の経営維持に効果的に寄与した

と受け止めています。

今後は、新型コロナウイルスの感染状況に加え、

不安定な社会経済情勢により長期化する原油価格

・物価高騰に対して、国や道の施策を注視しなが

ら、持続可能な方策を検討してまいります。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る敷地利活用については、同工場稼働停止による

経済的損失から、早期に地域経済を再生させ、雇

用の創出を図るため、「名寄市企業立地促進条例

の特例に関する条例」を本定例会に提案しますの

で、御審議のほどよろしくお願いいたします。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の雇用情

勢について、求職者に対し求人数が上回る状況が

継続しています。

また、若年層の持続的な雇用の確保がより一層

重要となっていることから、６月２７日、名寄公

共職業安定所長、上川総合振興局長、上川教育局

長と本市の４者で名寄商工会議所及び北海道上川

管内商工会連合会に対し、来春の新規学卒者の積

極的な求人や円滑な採用を求める要請行動を行い

ました。

王子マテリア株式会社名寄工場生産品集約に係

る雇用対策については、８月１５日現在、離職者

の再就職を支援する地元定着推進事業の相談件数

が６０件あり、再就職などした方が４１人となっ

ています。引き続き、関係機関と連携し早期の再

就職などを支援してまいります。

また、ＪＡ道北なよろや市内旅客運送事業者で

構成される「なよろ地域づくり事業協同組合」は、

６月までに派遣職員を３人雇用し事業を開始して

います。いずれも王子マテリア株式会社名寄工場

等の離職者を採用しており、本市の産業人材の確

保及び人口流出防止の役割を果たしています。引

き続き、地域の担い手確保、移住・定住の促進に

つながるよう、国のスキームに沿って支援してま

いります。

次に、観光の振興について申し上げます。

本市の新たな観光振興計画の推進にあたり、７

月１５日に名寄市観光振興計画（第２次）検証委

員会を開催し、アウトドア観光やスポーツツーリ

ズムの推進など、計画で定める３つの重点項目を

含む１１の方向性に沿った具体的な取組が承認さ

れました。このうち観光庁に採択された事業では、

地域おこし協力隊をアウトドアガイドとして育成

しながら、名寄観光の看板商品の創出に取り組ん

でまいります。

ひまわり観光については、道立サンピラーパー



－10－

令和４年９月５日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

クのひまわり畑において、ひまわりボランティア

として市民の皆様に協力をいただき、除草作業や

環境整備を行いました。また、８月６日から２８

日の間、十分な感染防止対策を講じながら「なよ

ろひまわりまつり」を開催し、「ひまわりスタン

プラリー」や「ひまわりのラッピングプレゼン

ト」などを行いました。

ふうれん望湖台自然公園では、本年度はヒグマ

の出没などによる施設の利用休止を回避するため

電牧柵の設置と併せて草刈りや巡回を行い、お客

様が安全に施設を利用できるよう運営に努めてい

ます。

５月２９日には、集客型としては３年ぶりに

「なよろアスパラまつり」が駅前交流プラザ「よ

ろーな」駐車場で開催されました。感染対策のた

め、ステージイベントはなく、飲食はテイクアウ

トのみと制限のある中の開催でしたが、名よせ通

り商店街では、謎解きやちびっこ縁日などのイベ

ントが同時開催され、子どもたちを含め市民の皆

様が楽しみました。

６月１９日には、「ふうれん白樺まつり」が４

年ぶりに開催されました。本年度は会場を風連町

中央公園に移し、感染防止対策を十分行った上で、

ステージイベントなどを行い、東京都杉並区や高

円寺阿波おどり訪問団と市民の皆様が交流を深め

ました。

７月３１日には、「てっし名寄まつり」が曙橋

天塩川下流河川敷特設会場で開催され、十分な感

染防止対策のもと、３年ぶりに例年と同等のイベ

ントが開催されました。また、なよろ観光まちづ

くり協会の２０周年記念事業として、例年より豪

華な花火が打ち上がりました。

８月１３日には、「風連ふるさとまつり」がＪ

Ｒ風連駅前通り特設会場で開催され、多くの市民

や帰省客が３年ぶりのステージイベントや盆おど

りを楽しみました。

次に、小中学校教育の充実について申し上げま

す。

確かな学力を育てる教育の推進については、４

月１９日に本市の小学校６年生１６１人、中学校

３年生１７６人が令和４年度全国学力・学習状況

調査に参加しました。７月２８日に調査結果が提

供されたことから、各学校においては調査結果の

分析及び２学期以降の学習指導の改善策を講じ、

学力向上の取組をさらに進めてまいります。

また、名寄市教育改善プロジェクト委員会の教

育指導の充実に関する研究グループにおいて、一

人１台端末を活用した指導方法や教材の工夫・改

善及び教職員の指導体制構築のための研修を通じ

て、学力向上に係る授業改善を推進してまいりま

す。

豊かな心を育てる教育の推進については、７月

２１日に風連中央小学校を会場に、いじめの根絶

に向けた名寄市小中高いじめ防止サミットを開催

しました。同サミットでは、いじめを許さない意

識と態度を育むため、全小中学校、高等学校の児

童会・生徒会の代表者が一堂に会し、「いじめ防

止宣言」による各学校でのいじめ根絶に向けた活

動の様子や工夫点について交流するとともに、Ｓ

ＮＳやオンラインゲームなどでの「ネットいじ

め」の防止策について、具体的事例を取り上げ、

協議しました。今後は、ここで得た成果を児童会

・生徒会を中心とした全校でのいじめ根絶に向け

た活動に生かせるよう取り組んでまいります。

不登校児童生徒への支援として、各学校におい

ては、保護者や関係機関及びスクールソーシャル

ワーカーと連携を図り、不登校の解消に向けた相

談体制づくりを進めているところです。さらに、

名寄市教育改善プロジェクト委員会の教育指導の

充実に関する研究グループにおいて、不登校児童

生徒の学びの継続のため、一人１台端末を活用し

た遠隔による授業参加ができる仕組みづくりに取

り組んでまいります。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月上旬までに市内の全小・中学校において、「全

国体力・運動能力、運動習慣等調査」を行いまし
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た。調査結果が提供されたのち、各学校及び名寄

市教育研究所において調査の結果を分析し、児童

生徒の体力や運動能力の向上及び運動習慣改善に

向けた取組を充実してまいります。

学校における新型コロナウイルス感染症への対

応については、持続的な学校運営のため、基本的

な感染対策の徹底に努める一方、気温の高い日に

は、体育の時間はマスクを外し距離をとって活動

をしたり、大型扇風機を活用した屋内の換気を行

うなど、熱中症対策にも考慮して取り組んでいま

す。引き続き、学校衛生管理マニュアルなどに則

りながら、教育活動に影響がでることがないよう

適切な取組を進めてまいります。

学校給食については、７月には七夕の行事食献

立を、８月には地元産「メロン」を提供し、児童

生徒の好評を得ています。今後も、旬に応じた野

菜など、地場産物を積極的に取り入れた食材選定

での献立提供に努めてまいります。

特別支援教育の推進については、５月９日に名

寄市特別支援連携協議会第１回専門委員会議を開

催し、本年度の取組について協議しました。また、

６月２０日に名寄市立大学と連携して第１回名寄

市特別支援教育コーディネーター研修会を開催し、

個に応じた支援のあり方について理解を深めまし

た。

社会の変化に対応する力を育てる教育の推進に

ついては、情報モラル教育に係る内容について外

部講師に依頼し、７月から９月の期間に各学校に

おいて、児童生徒に講話や事例などを通じて考え

させる授業を実施しているところです。

信頼される学校づくりの推進については、８月

１日に地域学校協働本部連絡協議会を開催し、地

域コーディネーターの役割について確認し、今後

の活動のあり方について協議を行いました。今後

も統括地域コーディネーターと各地域コーディネ

ーターとの連携を図り、地域と学校が協働して子

どもたちの成長を支えていく地域学校協働活動の

一層の充実に努めてまいります。

小中一貫教育については、４月２２日に北海道

教育委員会が主催する「小中一貫教育サポート事

業説明会」に参加し、上川教育局のサポートを受

けながら、智恵文地区及び風連地区それぞれの小

中一貫教育の方向性について協議を行いました。

また、４月２８日には「風連地区第１回小中一貫

教育推進会議」、５月１２日には「智恵文地区小

中一貫教育合同会議」を開催し、９年間を見通し

た教育課程編成及び校内校務分掌の見直しについ

て協議を行いました。とりわけ、智恵文地区につ

いては、令和６年４月に義務教育学校として開校

することから、その準備を含めて小中一貫教育の

充実を図る取組を進めてまいります。

学校における働き方改革の推進については、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の教育経営の充

実に関する研究グループを中心に、各学校の働き

方改革の取組状況を踏まえて改善点について協議

し、教職員が実感のもてる働き方改革の取組の充

実を図ってまいります。

また、部活動改革については、国が示した段階

的な地域部活動への移行の考え方を踏まえ、「Ｎ

ＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業」を通じ

て名寄市教育改善プロジェクト委員会を中心に、

部活動改革に対する教職員の理解と地域移行に向

けた課題を洗い出し、その解決に向けた協議を進

めてまいります。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

智恵文小中学校の校舎等改築については、増築

部分の工事を７月下旬に着工し、その後、既存校

舎等の改修工事を行い、令和６年１月の完成に向

け進めてまいります。

また、給食センター休憩室等増改修工事の実施

設計は８月下旬から着手しています。

次に、高等学校教育の充実について申し上げま

す。

６月７日に、新設校のコミュニティ・スクール

設置に向け、文部科学省認定のＣＳマイスターの

取釜宏行氏を講師に招き「高校と地域の協働を支
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えるコミュニティ・スクールとは」をテーマに研

修会を開催しました。参加した高校の教職員や市

民の皆様は高校におけるコミュニティ・スクール

の仕組みや役割などについて理解を深めました。

今後も、名寄市内高等学校魅力化推進委員会で

は、統合推進委員会と連携し、新設校へのコミュ

ニティ・スクール設置に向けた協議を進めてまい

ります。

次に、名寄市立大学について申し上げます。

名寄市立大学への理解を深め、進路決定の参考

としていただくオープンキャンパスを７月２日と

３１日に行いました。来場型で午前・午後の部に

分けて行い、２日間で合わせて高校生３４０人、

保護者２６５人の参加がありました。

各学科教員による模擬授業や学生との交流、保

護者には「なよろを観る」バスツアーにて、在学

生の生活スポットや実習先など各所を巡り、本学

及び本市の魅力を伝えるとともに、学内ツアーで

は、修学及び生活環境をより身近に感じていただ

いています。

なお、３回目のオープンキャンパスは１０月１

日の開催を予定しています。

また、特別支援学校教諭免許状の取得向上に向

けた取組として、北海道教育委員会が主催し、名

寄市立大学が指導大学として行っている免許法認

定講習を７月２４日から８月６日にわたり開催し

ました。道内では、北海道教育大学が指導大学と

なって行った２会場と合わせて３会場で、新型コ

ロナウイルス感染症対策としてインターネットに

よる同時双方向型遠隔講習として行いました。延

べ２９１人が受講し、先進的な教育理論や教育実

践の講義に熱心に取り組みました。

次に、生涯学習社会の形成について申し上げま

す。

名寄ピヤシリ大学では、６月２８日、体育セン

ターピヤシリフォレストを会場に体育祭を開催し、

大学・大学院の学生と同窓生の４０人が汗を流し

ました。

風連瑞生大学では、７月１５日、東地区運動広

場のパークゴルフ場において、パークゴルフ大会

を行い、学生３２人が楽しみながらプレイしまし

た。

また、智恵文友朋学級では、７月１４日に学生

４人が智恵文保育所と合同で避難訓練を行うとと

もに、水消火器を利用した消火訓練を行いました。

６月１８日には、市民講座「ステンドグラス教

室」を開催しました。８人の参加者はオリジナル

のおやすみライト作りを学びました。

次に、市立図書館について申し上げます。

北国博物館との連携事業により、６月１９日に

「バードコールづくり＆野鳥観察会」を開催しま

した。８人の参加者は図書館でバードコールを製

作し、その後、北国博物館に移動して自分たちで

作ったバードコールを鳴らしながら、野鳥の観察

を楽しみました。

また、夏休みの企画として、「こわいおはなし

会」「夏休みの工作」など子ども向けの行事を開

催したほか、７月１３日には読み聞かせ連絡会議

を開催し、子どもの読書活動推進に向けて意見交

換を行いました。

次に、なよろ市立天文台について申し上げます。

６月２６日に「惑星×七曜一気見観望会」を開

催しました。午前２時からの観望会でしたが、非

常に珍しく貴重な機会とあって１９人が参加し、

インターネット配信も約２，０００アクセスがあ

りました。

６月２９日から７月１０日まで、園児を招いて

七夕の短冊の飾りつけを行うイベント「七夕かざ

りで星に願いを」を開催しました。プラネタリウ

ムでは七夕にまつわる星々の投影や「名寄本よみ

聞かせ会」の御協力による紙芝居の読み聞かせを

行い、イベント期間中、延べ２９０人の子どもた

ちに楽しんでもらいました。

次に、生涯スポーツの振興について申し上げま

す。

スポーツ施設の整備では、市民からのニーズ及



－13－

令和４年９月５日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

び利用頻度が高いスポーツセンタートレーニング

室の「パワーラック」を更新し、より良いトレー

ニング環境を整えました。

スポーツ振興事業では、Ｎスポーツコミッショ

ンが主催する、小学４年生から中学３年生までが

対象の第３期「ジュニアスポーツアカデミー」を

開校しました。

さらに、かねてから要望が多かった小学１年生

から３年生を対象とした「Ｎスポキッズ」を新た

に開校し、運動能力の向上を図るとともに、同ア

カデミーへの入校につなげてまいります。

また、昨年度は駅前商店街に開設した「健康ス

テーション」を西條名寄店２階の名寄市こどもの

遊び場「にこにこらんど」内に移設し、活動スペ

ースを広く確保するとともに、同遊び場を利用し

ている親子も交え、運動による健康づくりに取り

組んでまいります。

スポーツ大会については、「サンピラー国体記

念サマージャンプ大会」が開催され、大会当日だ

けでなく、直前合宿から多くの選手・コーチが本

市を訪れました。

また、昨年に引き続き、名寄地区サッカー協会

や名寄旅館組合の御協力をいただき、８月８日、

９日の日程で「令和４年度高校サッカーフェステ

ィバルｉｎなよろ」を開催しました。

フェスティバルには市内外６校４チームが参加

し、競技力の向上と施設の利用促進を図りました。

引き続き、参加者からの意見も伺いながら検証

を行い、なよろ健康の森を活用した夏季スポーツ

合宿誘致の拡大につなげてまいります。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会と共催のリーダー養成事業

「わくわく！体験交流会」は、児童生徒３０人の

登録があり、７月２日、３日には、トムテ文化の

森キャンプ場で野外キャンプを、８月２７日、２

８日には、ネイパル深川で宿泊研修を行いました。

また、３年ぶりの開催となる野外体験学習事業

「へっちゃＬＡＮＤ２０２２」は、小学４年生か

ら中学１年生の児童生徒１０人の参加のもと、ト

ムテ文化の森キャンプ場を中心に、７月２６日に

から２泊３日で行いました。子どもたちは、テン

トによる生活や九度山登山など野外ならではの貴

重な体験や集団生活を通じて、夏休みの思い出を

つくることができました。

東京都杉並区との夏の小学生体験交流事業では、

本市と杉並区から親善大使となる小学５年生と６

年生の児童それぞれ１５人が参加し、７月２８日

から３１日までは名寄会場、８月５日から８日ま

では杉並会場において、文化や自然環境の違いな

どを学びながら交流を深めました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

７月２８日に名寄警察署の協力を得て、北海道

青少年健全育成条例に基づく立入調査を行い、青

少年に対して有害となる図書・ＤＶＤ・刃物など

の販売状況の確認やカラオケボックスにおける青

少年深夜入場禁止の指導を行いました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

７月１３日に、文化芸術バスツアーを行い、１

８人の参加者が北海道立旭川美術館の芸術作品を

鑑賞しました。

次に、北国博物館について申し上げます。

７月１日から８月３０日の期間中、特別展「ヒ

グマ」を開催し、ヒグマの生態や人間との歴史的

な関わり、現代社会における問題などを紹介しま

した。７月１０日には、旭川市在住のヒグマの会

副会長山本牧氏を講師に迎えて講演会を開催し、

ヒグマが里に近づく理由と安全対策についてお話

しいただきました。

また、夏休み体験講座として７月２８日、８月

４日の２回に分けて「生物樹脂封入標本作り」を

開催し、８人の児童が参加し、カブトムシ標本作

りや昆虫観察を行い、郷土の自然を伝える機会を

提供しました。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。
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以上で行政報告を終わ〇議長（東 千春議員）

ります。

日程第４ 議案第１号〇議長（東 千春議員）

名寄市の年末年始の休日の変更に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１号 名寄市の年〇市長（加藤剛士君）

末年始の休日の変更に伴う関係条例の整理に関す

る条例の制定について、提案の理由を申し上げま

す。

本件は、これまで年末年始の休日を１２月３１

日から翌年の１月５日までとしておりましたが、

市民サービス及び業務効率の向上や関係機関との

連携を高めることを目的とし、基本的には国、道

等の公的機関や多くの一般企業の休日と同じく１

２月２９日から翌年の１月３日までに変更するた

め、関係条例３０本を一括で改正する本条例を制

定しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第１号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１号は原案のとおり可決されま

した。

日程第５ 議案第２号〇議長（東 千春議員）

名寄市企業立地促進条例の特例に関する条例の

制定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２号 名寄市企業〇市長（加藤剛士君）

立地促進条例の特例に関する条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

本年４月に名寄市企業立地促進条例を全部改正

し、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、本

市経済の発展に寄与するために本市に企業立地や

設備投資をするものに対して対象事業者の拡充や

助成措置の内容を見直し、事業の推進を図ってい

るところでございます。このたび王子マテリア株

式会社名寄工場稼働停止による経済的損失から早

期に地域経済を再生させ、雇用の創出を図るため、

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の

基盤強化に関する法律第４条の規定に基づき作成

をいたしました名寄市基本計画に定める重点促進

区域における企業の立地の促進及び本市経済の発

展を図るために、名寄市企業立地促進条例に定め

るもののほかに特例として名寄市企業立地促進条

例の特例に関する条例を制定しようとするもので

ございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

今御説明をいただき〇１０番（川村幸栄議員）

ました。改めて２点ほど御説明をいただきたいと

思います。

説明資料にもありますように、今年４月に名寄

市企業立地促進条例、これがつくられたわけです。

常任委員会の中でも大変な御審議をいただいて、

つくられてきたところであります。そうした中で

特例の条例をつくるということなのですが、補助



－15－

令和４年９月５日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

率が１００分の３０から１００分の８０になった。

この補助率の設定についてもう少し詳しく御説明

をいただきたいと思います。

もう一点は、早期に地域経済を再生させ、雇用

の創出を図るためという御説明がありました。も

ちろん早期に地域経済、これだけ全国的にも世界

的にも経済が低迷している中ですから、地域の経

済を再生させるためには早くというふうには思う

のですが、この早期にというところが何か予定が

あるのか、見通しがあるのか、こういった部分で

ちょっと御説明をいただければというふうに思い

ますが。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

川村議員から２〇産業振興室長（田畑次郎君）

点御質問いただきました。まず、補助率８０％、

１００分の８０の考え方でございます。この特例

条例の趣旨にもありますとおり、名寄工場敷地の

利活用について、早期に地域経済を再生させたい

という思いがありまして、あるいはまた雇用の創

出を図るというためには本市の強いメッセージが

必要ではないかと考えているところです。そして、

補助率に関しましては、例えば国におきまして各

種補助金においてコロナ枠ですとかデジタル枠と

いった中で通常の補助率から７５％までかさ上げ

する例がございます。また、本市におきまして令

和２年度に中小企業振興条例に基づく店舗改修等

の支援におきまして８０％にかさ上げした例がご

ざいました。私どもとしてより強くこの特例条例

によりまして活性化の強い呼び水とするためには

メッセージが必要かと考えまして、本市の事例と

しての８０％、増率をしたという考え方でござい

ます。

それから、早期にということにつきましては、

ここの名寄工場敷地、王子マテリア株式会社の名

寄工場が生産停止をしたということにおける経済

的損失からやはりできるだけ早く回復をさせたい

と考えているところでありまして、早期というの

はできるだけ早くなのですけれども、早期の中で

この条例の……まずこの特例条例の期間として一

定程度の短さが必要だろうという中では、名寄市

の総合計画と整合することで政策的な考え方が一

致するのではないかと考えまして、期間としては

後期基本計画の終期であります令和９年３月３１

日までとしたところでございます。そして、でき

るだけ早期にというところにつきましては、この

特例条例を活用した動きができるだけ早くできる

ようになるためには、例えば雪が降る前に着手で

きるようなスケジュール感で進めることができれ

ば、より早期の地域経済の再生と雇用の創出につ

ながるものではないかと考えているところでござ

います。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

１００分の８０にし〇１０番（川村幸栄議員）

た、国も今コロナの状況ですから、いろんなこと

をされていますけれども、強いメッセージという

お話がありました。ここに進出していこうという

方々にとっては強いメッセージだというふうに思

います。市民的な感覚でいいますと、非常に負の

強いメッセージもあるかなというふうに私は捉え

ています。この辺どのようにお考えでしょうか。

それからあと、早期に、もちろん政策的ないろ

いろお考えの中で進められていると思うのですけ

れども、活用した事業が雪が降る前にというよう

なお話もありました。というと、ある程度の形が

見えているのかなというふうにも聞こえるのです

が、その点について再度御説明ください。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

今川村議員から〇産業振興室長（田畑次郎君）

負のメッセージという御質問がございました。私

どもとしては、そこの地域を、今回この特例条例

では工場敷地というエリアを特定するわけなので

すけれども、そこの地域での地域経済の再生とい

いましょうか、活性化がより早く進むために補助

率を通常、現行の企業立地促進条例よりもかさ上

げをすることによりまして、川村議員からも今あ

りましたが、進出する企業にとって有利な支援に
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なりますので、強い呼び水になるのではないかと

いうことで、私どもとしては負というよりは市が

そこを活性化させるという意味での強いメッセー

ジと考えたというところでございます。

早期のところで、雪が降る前に着手ということ

についてはできるだけ早くやるためには少しでも

早いほうがいいということでの考えで、雪が降る

前にできればより早く、つまり今回早期にあそこ

の敷地を活性化するということを目的にしており

ますので、そのためには少しでも早いほうがいい

のではないかという考えでございます。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

御質問いただい〇総合政策部長（石橋 毅君）

ていました見通しという部分でのお答えになるか

と思いますけれども、今現段階でお話しできる内

容といたしましては、この間報道でも出ておりま

した木質バイオマス発電、こちらの部分がいつ実

際に事業着手を決定していただけるのかというと

ころが実はまだ決定という作業までは至っていな

いというところでありまして、ここの部分につい

ては皆様御存じのとおり世界的な不安定な情勢の

中でいろいろイニシャルコストも増加している中、

なかなかいまだに最終的な決定という意思表示は

示されていないところでありまして、我々として

もやはりここの部分で少しでも地域としての応援

ということができるような体制がつくれればあり

がたいなというふうに考えておりますので、今の

ところ事業の見通しというのは、ここでお話しで

きる内容についてはその１件ということでござい

ます。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

強いメッセージのと〇１０番（川村幸栄議員）

ころでちょっと私の言い方が不十分だったかと思

うのですが、市民の方々にとってやはり高齢者支

援、また子育て支援、いろいろお願いする中で、

お金がないということで後回しされている中で企

業立地には強いメッセージとして１００分の８０

という支援ができるのかという捉え方というのは

もう既に何人もの方から声が届いているという状

況です。そこのところもやっぱり加味しながら進

めていただきたいなという思いで伝えさせていた

だきました。今後いろいろ議論が進むのだという

ふうに思いますけれども、やはりその立場を持ち

ながら進めていただくことをお願いというか、求

めていきたいというふうに思います。

以上です。

ほかに質疑はございま〇議長（東 千春議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（東 千春議員）

します。

議案第２号は、経済建設常任委員会に付託いた

します。

お諮りいたします。ただいま付託いたしました

議案第２号については、９月２９日までに審査を

終了するよう期限をつけることにしたいと思いま

すが、これに御異議はございませんでしょうか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第２号は、経済建設常任委員会に

付託の上、９月２９日まで審査を終了するよう期

限をつけることに決定いたしました。

日程第６ 議案第３号〇議長（東 千春議員）

名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の

一部改正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第３号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正につ

いて、提案の理由を申し上げます。

本件は、職員の年次有給休暇について現在年単

位で付与日数を規定しておりますが、予算や業務

計画は基本的に年度単位であり、取得期間を年か

ら年度へ変更することにより計画的な年次有給休

暇の取得が可能となるように本条例の一部を改正
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しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第３号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第３号は原案のとおり可決されま

した。

日程第７ 議案第４号〇議長（東 千春議員）

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第４号 名寄市職員〇市長（加藤剛士君）

の育児休業等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、令和３年８月１０日付人事院勧告に基

づき地方公務員の育児休業等に関する法律が一部

改正をされ、令和４年１０月１日から施行される

ことに伴い、会計年度任用職員の育児休業の取得

要件の緩和等を行うために本条例の一部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第４号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第４号は原案のとおり可決されま

した。

日程第８ 議案第５号〇議長（東 千春議員）

名寄市税条例の一部改正についてを議題といた

します。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第５号 名寄市税条〇市長（加藤剛士君）

例の一部改正について、提案の理由を申し上げま

す。

今回の改正の主な内容として、軽自動車税に関

しましてはこれまで身体障がい者が所有をする軽

自動車の減免申請は毎年申請の手続が必要でござ

いましたが、対象者の方の負担軽減等を図るため

に次年度以降に引き続き軽自動車税の減免が必要

な身体障がい者の方に対し、令和５年度から減免

申請を要しないようにするものです。あわせて、

原動機付自転車等の標識の返還及び交付の事務を

円滑化するための規定を追加するものでございま

す。

次に、固定資産税に関しましては、地方税法に

固定資産税の特例措置の規定があり、その中で地

域決定型地方税制特例措置としてその割合を市町

村において条例で定めることになっております。

これまでは本市に該当となる条項のみを規定をし

ておりましたが、新規の事業に対しても速やかに

特例措置が適用できるように改正しようとするも
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のでございます。また、固定資産税の条項整備に

伴い、名寄市都市計画税条例に関しても所要の改

正を行うものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

日程第９ 議案第６号〇議長（東 千春議員）

名寄市手数料徴収条例の一部改正についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第６号 名寄市手数〇市長（加藤剛士君）

料徴収条例の一部改正について、提案の理由を申

し上げます。

本件は、長期優良住宅の普及の促進に関する法

律等の一部改正により長期優良住宅の認定におい

て既存住宅の維持保全計画のみを認定をする新た

な制度が創設をされたことから、当該認定事務に

係る手数料を定めるため、本条例の一部を改正し

ようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１０ 議案第７〇議長（東 千春議員）

号 名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における

選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正につ

いてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第７号 名寄市議会〇市長（加藤剛士君）

議員及び名寄市長の選挙における選挙運動の公費

負担に関する条例の一部改正について、提案の理

由を申し上げます。

本件は、公職選挙法施行令の改正に伴い、選挙

運動に係る公費負担限度額が引き上がることから、

これらに関する条例の規定を整備をするため、本

条例の一部を改正しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１１ 議案第８〇議長（東 千春議員）

号 令和４年度名寄市一般会計補正予算（第７

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第８号 令和４年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市一般会計補正予算について、提案の理由を

申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ１億７，８５３万７，０００円を追加

し、予算総額を２４２億１３７万４，０００円に

しようとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。４款

衛生費におきまして新型コロナワクチン接種体制

確保事業費３，４９２万５，０００円、新型コロ

ナワクチン接種事業費６，３８６万５，０００円

の追加は、新型コロナウイルスワクチン接種に際

しワクチン接種に従事をする医師、看護師等の派

遣委託料、事務員の時間外手当等の不足をする経

費を追加しようとするものでございます。

６款農林業費におきまして農業振興費２，３６

７万４，０００円の追加は、国が実施をする持続

的畑作生産体系確立緊急対策事業に基づく農業機

械導入等に係る補助金を追加しようとするもので

あり、財源については同額を道支出金に計上して

ございます。

８款土木費におきまして道路除雪費２，６５５

万４，０００円の追加は、市道除雪業務委託等に

おいて燃料費、労務単価の上昇から見込まれる不

足額を追加しようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。１２款地方

交付税におきまして普通交付税１億７２８万９，

０００円の減額は、今年度の普通交付税額が決定

したことから、調整を行おうとするものでござい

ます。

このほか、事業費の追加などに伴う国庫支出金

などの特定財源を計上したほか、収支の調整を前

年度繰越金で実施しようとするものでございます。

次に、第２表、地方債補正は、臨時財政対策債

について限度額を変更しようとするものでござい

ます。

以上、補正の内容について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１２ 議案第９〇議長（東 千春議員）

号 令和４年度名寄市介護保険特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第９号 令和４年度〇市長（加藤剛士君）
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名寄市介護保険特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ３，４４７万８，０００円を追加し、

予算総額を２８億２，８２４万１，０００円に、

サービス事業勘定・風連におきまして歳入歳出そ

れぞれ６３０万円を増額をし、予算総額を２億１，

７４７万円にしようとするものでございます。

補正の内容を保険事業勘定の歳出から申し上げ

ます。６款諸支出金におきまして令和３年度介護

給付費負担金等の精算に伴う返還金などとして３，

４４７万８，０００円を追加し、歳入では９款繰

越金におきまして同額を追加し、収支の調整を図

ろうとするものでございます。

続きまして、サービス事業勘定・風連について

歳出から申し上げます。しらかばハイツにおける

エアコン設置工事の経費増額に伴い２款事業費に

おきまして工事請負費を６３０万円追加し、財源

につきましては介護施設整備事業債にて同額を計

上しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

日程第１３ 議案第１〇議長（東 千春議員）

０号 令和４年度名寄市後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１０号 令和４年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市後期高齢者医療特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ２２１万４，

０００円を追加し、予算総額を４億６，５９０万

９，０００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款総務

費におきまして後期高齢者医療事務費の追加は、

１０月１日からの制度改正に伴う新たな保険証の

発行に必要な経費を追加しようとするものであり、

財源については一般会計繰入金を計上しておりま

す。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

川村幸栄議員。

後期高齢者医療事務〇１０番（川村幸栄議員）

費、１０月からの新たな保険証の送付に係る通信

費ということでした。名寄市内、該当する方々が

どのくらいいるのか。

また、非常に混乱するのではないかということ

を危惧しています。通信等でいろんなメールが来

たり、不審なメールが来たり、はがきが来たり、

いろんなことが起きている中ですので、やはり混

乱のない親切な説明が必要かなというふうに思っ

ているのですが、その点どのように対応されるか、

準備をされているのかお聞きをしたいというふう

に思います。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

２点御質問いただき〇市民部長（廣嶋淳一君）

ました。１点目でございますが、今回の制度改正

によりまして２割負担の方が増えます。被保険者
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数を５，０００人としまして、２割が８００人、

１６％の比率が対象になる予定でございます。

それと、今回の保険証の交付の関係でございま

すけれども、毎年８月１日で更新しますので、通

常７月に御案内を差し上げておりますけれども、

その時点でパンフレットですとか、また１０月に

も改正ありますよということで事前にお知らせを

させていただいておりますし、それから広報のほ

うにもこういうことで再度こうしますということ

でホームページも含めてＰＲをさせていただいて

おります。今のところこれに対して問合せ等はご

ざいませんけれども、議員おっしゃられたように、

不審なそういったものにならないように広くＰＲ

に努めていきたいというふうに考えております。

以上です。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

たくさんの方々では〇１０番（川村幸栄議員）

ないにしても後期高齢者にかかってくるわけです

から、なかなか理解するの、私も含めてなのです

が、時間がかかったりいたします。また来たとい

うことになると何かなという不安もありますので、

その点丁寧な対応していただくことをお願いして、

終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（東 千春議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（東 千春議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１４ 議案第１〇議長（東 千春議員）

１号 令和４年度名寄市立大学特別会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１１号 令和４年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市立大学特別会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳出それぞれ９７万２，０

００円を追加をし、予算総額を１９億７，７９１

万２，０００円にしようとするものでございます。

補正の内容を歳出から申し上げます。１款教育

費におきまして大学維持管理事業費の追加は、大

学３号館、体育館及び多目的ホールのＬＥＤ照明

賃借料を追加しようとするものであり、財源につ

いては一般会計繰入金を計上しております。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１５ 議案第１〇議長（東 千春議員）

２号 令和４年度名寄市病院事業会計補正予算
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（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１２号 令和４年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市病院事業会計補正予算について、提案の

理由を申し上げます。

今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対策

として必要な補助事業の実施に伴うものでござい

ます。

１款病院事業収益では、医業外収益におきまし

て新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金

事業により補助金で４億４，４３９万７，０００

円を追加しようとするものでございます。

２款病院事業費用では、医業費用におきまして

防護具等の調達により材料費を５７５万７，００

０円、感染症対策費用として経費で１８９万４，

０００円を追加しようとするものでございます。

３款資本的収入におきまして新型コロナウイル

ス感染症緊急包括支援交付金事業により道補助金

で５，９５２万３，０００円を追加しようとする

ものでございます。

４款資本的支出におきまして一般撮影装置の更

新等により資産購入費で６，１１０万２，０００

円を追加しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第１６ 議案第１〇議長（東 千春議員）

３号 令和３年度名寄市一般会計決算の認定につ

いて、議案第１４号 令和３年度名寄市国民健康

保険特別会計決算の認定について、議案第１５号

令和３年度名寄市介護保険特別会計決算の認定

について、議案第１６号 令和３年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定について、議案

第１７号 令和３年度名寄市後期高齢者医療特別

会計決算の認定について、議案第１８号 令和３

年度名寄市立大学特別会計決算の認定について、

議案第１９号 令和３年度名寄市病院事業会計決

算の認定について、議案第２０号 令和３年度名

寄市水道事業会計決算の認定について、議案第２

１号 令和３年度名寄市下水道事業会計決算の認

定について、以上９件を一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第１３号 令和３年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計決算及び議案第１４号から議案

第２１号までの各特別会計決算並びに各企業会計

決算の認定について、一括して提案の理由を申し

上げます。

各会計の決算につきましては、議案第１３号か

ら議案第１８号までは令和４年５月３１日、議案

第１９号から議案第２１号までは令和４年３月３

１日をもってそれぞれ出納を閉鎖し、決算を行い

ましたので、地方自治法第２３３条第３項及び地

方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の

認定に付すものでございます。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

お諮りいたします。〇議長（東 千春議員）

議案第１３号外８件は、本会議質疑を省略し、
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全議員をもって構成する決算審査特別委員会を設

置し、これに付託の上、審査したいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１３号外８件については、全議

員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、

これに付託の上、審査することに決定いたしまし

た。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

正副委員長互選のため暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時３１分

再開 午前１１時３８分

再開いたします。〇議長（東 千春議員）

正副委員長の互選が行われましたので、結果を

報告いたします。

決算審査特別委員会委員長に遠藤隆男議員、副

委員長に富岡達彦議員、以上であります。

日程第１７ 報告第１〇議長（東 千春議員）

号 令和３年度名寄市下水道事業会計継続費精算

報告についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

報告第１号 令和３年度〇市長（加藤剛士君）

名寄市下水道事業会計継続費精算報告について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、継続費により事業を実施をしてまいり

ました名寄下水終末処理場内排水ポンプ場ナンバ

ーワン雨水ポンプ設備更新工事が完了したことに

伴い、地方公営企業法施行令第１８条の２第２項

の規定により報告をするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

報告第１号を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（東 千春議員）

議事の都合により、明日９月６日から９月１９

日までの１４日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、明日９月６日から９月１９日までの１

４日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（東 千春議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午前１１時４０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 今 村 芳 彦

署名議員 川 村 幸 栄

令和４年９月５日（月曜日）第３回９月定例会・第１号
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令 和 ４ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和４年９月２０日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君
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ただいまの出席議員数〇議長（東 千春議員）

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（東 千春議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 富 岡 達 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（東 千春議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

義務教育における保護者負担の公平性について

外２件を、山崎真由美議員。

おはようございます。〇３番（山崎真由美議員）

通告順に従い、大項目で３点にわたり質問をさせ

ていただきます。

最初に、大項目１、義務教育における保護者負

担の公平性について、小項目１、特別活動におけ

る交通費の保護者負担についてお伺いいたします。

小学校、中学校での修学旅行や宿泊研修は、教育

目標達成のために重要な取組であるとともに、児

童生徒にとっても楽しみな学校行事であります。

しかし、平素と異なる生活環境での活動であるこ

とから、遠方に出かけることもあり、必要経費の

保護者負担額は大きいと言えます。中でも交通費

については貸切りバス等の借り上げに対し必要額

を参加人数で案分することから、学校規模によっ

て保護者負担額に差が生じています。同一自治体

が設置する小学校、中学校において小規模校の保

護者にのみ負担額が大きくならないよう配慮する

ことが必要であると考えますが、今後の対応につ

いてお伺いいたします。

次に、小項目２、公平性を担保する支援策につ

いてお伺いいたします。小学校での遠足、集団宿

泊的行事、中学校での旅行、集団宿泊的行事の実

施について、コロナ禍において対応策として令和

４年度は北海道が実施する教育旅行支援事業によ

りバス追加借り上げ支援や宿泊部屋数増への支援

として支援金が交付され、過密を避けながら活動

を行うことができました。しかし、この支援は令

和５年３月１０日までの間に実施される事業とさ

れていることから、今後も支援事業の継続が求め

られます。年度により保護者負担額が大きく増加

しないよう本市の支援策についてのお考えをお伺

いいたします。

次に、大項目２、災害に強いまちを目指して、

小項目１、地震を想定した防災訓練についてお伺

いいたします。名寄市においては、例年水害を想

定した防災訓練が様々に工夫を凝らしながら実施

されています。しかし、地震に対しての防災訓練

は水害ほど行われていないことから、地震を想定

した防災訓練の実施が必要であると考えます。計

画についてお伺いいたします。

次に、小項目２、災害対応の日常化についてお

伺いいたします。防災倉庫と備品について、建設

が予定されている市役所名寄庁舎南側防災倉庫の

有効活用と備品整備の状況についてお伺いいたし

ます。備蓄食料を急遽給食が提供できなくなった

ときの代替食として提供するなど災害への対応を

日常化して身につけておくことも一方法であると

考えます。特別な訓練実施にとどまらない日常の

中で取り組むことのできる災害対応について、そ

の計画をお伺いいたします。

次に、小項目３、災害廃棄物処理計画について

お伺いいたします。令和２年第３回定例会でも質

問いたしました地域防災計画や北海道災害廃棄物

処理計画を踏まえた本市の災害廃棄物処理計画に

ついて改めてお伺いいたします。この２年間大き

な災害の発生はなく、今日を迎えられていること

は大変ありがたいことではありますが、処理計画

の市民周知や市民理解は必要不可欠であります。

取組の状況についてお伺いいたします。
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次に、大項目３、物価高騰に対する支援策につ

いて、小項目１、燃料費高騰に対する支援策につ

いてお伺いいたします。厳しい名寄の冬を健康で

乗り切るためには、名寄市暖房費用緊急支援事業

の継続が望まれます。様々な品目にわたっての物

価高騰が生活に大きく影響を及ぼしていますが、

特に冬場の暖房費に対する支援策の拡大について

は喫緊の課題と言えます。お考えをお聞かせくだ

さい。

次に、小項目２、不安解消につながる相談対応

についてお伺いいたします。不安解消のためには、

各種支援策の実施とともに、継続的な状況把握に

よる不安に寄り添う相談対応が求められます。昨

年度の名寄市暖房費用緊急支援事業に対する市民

評価をどのように受け止めておられるのか、また

物価高騰からくる精神的ストレスに対しての相談

対応はどのように行われているのかお伺いいたし

ます。

以上、この場からの質問といたします。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

おはようございます。〇教育部長（木村 睦君）

山崎議員からは大項目３点にわたり御質問いただ

きました。大項目１は私から、大項目２の小項目

１と小項目２は総務部長から、大項目２の小項目

３は市民部長から、大項目３は健康福祉部長から

の答弁となりますので、よろしくお願いいたしま

す。

まず初めに、大項目１、義務教育における保護

者負担の公平性について、小項目１、特別活動に

おける交通費の保護者負担についてお答えいたし

ます。小中学校の修学旅行や宿泊研修は、学習指

導要領の特別活動の学校行事に位置づけられ、平

素と異なる生活環境にあって見聞を広め、自然や

文化などに親しむとともに、よりよい人間関係を

築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などにつ

いての体験を積むことができるようにすることを

目標に実施しております。これらの行事における

見学先については、各教科等の指導に関連づけな

がら各学校が児童生徒の実態や活動の狙いなどに

より決定しておりますが、近年はコロナ禍の影響

を受け、市内小学校の修学旅行ではこれまでの札

幌、小樽方面から網走方面へ見学先が変更となっ

ているところです。修学旅行等に係る交通費、宿

泊費、見学旅行などの経費については、各学校に

おいて保護者負担が過大とならないよう十分に配

慮して決定し、各経費の合計を参加する児童生徒

数で割り、１人当たりの経費として保護者より負

担いただいております。

貸切りバスの借り上げ料についてもバスの借り

上げ料を参加する児童生徒数で割り、１人当たり

の経費を算出しております。そのため、各学校間

で保護者負担額に違いはあるものの、参加する児

童生徒数の多寡によりバスの借り上げ台数が変わ

ることや見学先によって走行距離が変わることな

どから、必ずしも小規模校のほうが保護者負担額

が大きくなるとは言えないものと認識しておりま

す。なお、令和３年度の修学旅行における１人当

たりの保護者負担額は、市内小学校の平均で２万

４，０００円、中学校の平均で５万８，０００円

となっております。修学旅行等における保護者負

担額については、各学校における旅行の行程や体

験内容などの違いにより学校間での差はあるもの

の、保護者負担額に大きな差が生じることのない

よう各学校の情報把握に努め、校長会や教頭会を

通じ情報の共有を図ってまいりたいと考えており

ます。

次に、小項目２、公平性を担保する支援策につ

いてお答えいたします。北海道では、新型コロナ

ウイルス感染症に関する緊急対策の一環として、

道内で実施する教育旅行において貸切りバス及び

宿泊施設での感染リスク低減に取り組むために必

要な費用を支援する教育旅行支援事業を令和２年

度より実施しております。本事業は、新型コロナ

ウイルス感染対策として密を避けるため貸切りバ

スを増台した場合や１部屋当たりの宿泊人数を減

らすため、部屋数を増やした場合に対しその増加
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経費の実費額を補助するものとなっており、各学

校では本事業を活用し、保護者負担額の軽減に努

めているところです。また、本市においても貸切

りバス等での感染リスク低減に取り組むために必

要な費用を補助することとして、令和２年６月に

修学旅行宿泊研修バス等補助金交付要綱を定め、

補助期限を設けながら教育旅行の延期に伴うキャ

ンセル料などについて市内の小中学校に対し支援

してきております。北海道の教育旅行支援事業に

ついては、次年度以降継続されるかどうか現時点

では分かりませんが、こうした支援策に係る動向

についてはしっかりと注視するとともに、本市に

おいても保護者負担額が大きく増加したり、学校

間での格差が生じたりしないようこれまで同様さ

きに述べた補助金による支援策など必要に応じて

検討してまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目２、〇総務部長（渡辺博史君）

災害に強いまちを目指して、小項目１及び小項目

２についてお答えします。

初めに、小項目１、地震を想定した防災訓練に

ついて申し上げます。８月１１日の宗谷地方北部

を震源とする地震では中川町で震度５強を観測し、

本市でも緊急地震速報が発信され、震度２を観測

しました。本市ではこれまでの最高震度が震度３

であり、幸いなことに大きな被害も出ていません

が、今回近隣の中川町で震度５強の地震被害が発

生していることから、人ごとではなく、本市でも

起こり得るものと捉えております。お尋ねの地震

を想定した防災訓練についてですが、本市の防災

訓練は毎年目標や目的を設定して、より効果的な

訓練となるよう検討しています。過去には冬期間

における大規模停電を想定した避難所運営訓練な

ども実施しましたが、近年では本市において一番

リスクが高いと考えられる水害に対しての訓練が

中心となっており、地震に特化した訓練は実施し

ておりません。現状における地震を想定した訓練

につきましては、毎年市内の小中学校に対して北

海道シェイクアウト訓練への参加を呼びかけてお

り、多くの学校がこの訓練に参加しています。ま

た、市民の皆様に対しては、防災マップや広報紙

などを活用して地震対策を周知しております。次

年度以降の防災訓練は今年度実施した小学生を対

象とした水害の訓練の継続実施を検討しておりま

すので、現状で地震を想定した防災訓練の実施計

画は立っていない状況となっています。ただし、

地震に特化した訓練が実施できない場合でも現在

作成中である防災ガイドマップにおいて地震への

備えや地震発生時の行動などについて紹介してお

りますので、参考としていただきたいと考えてお

ります。また、一日防災学校や出前講座などの機

会も活用しながら、地震への備えについて周知に

努めてまいりたいと考えております。

次に、小項目２、災害対応の日常化についてお

答えします。防災倉庫につきましては、Ｂ＆Ｇ財

団の防災拠点の設置及び災害時相互支援体制構築

事業として設置するものであり、倉庫への格納に

ついては同事業により支給される油圧ショベルや

スライドダンプなどの格納が必須となりますが、

その他の空きスペースについては自由に活用する

ことができます。本市の備蓄資機材は名寄庁舎や

風連庁舎など複数の施設に点在して保管している

状況となっているため、今回整備する防災倉庫を

有効活用し、一定程度集約して管理しようと考え

ております。

次に、備品整備の状況についてですが、備蓄食

料については避難者２，０００人の３食３日分１

万８，０００食を目標に計画的に備蓄していると

ころです。そのほかの備蓄資機材などについても

逐次整備を進めており、避難所運営用資機材では

段ボールベッド、毛布、避難所用マット、避難所

用間仕切り、灯油ストーブ、衛生面に配慮したト

イレなどを整備しています。また、水防活動に係

る資機材などではヘルメット、ライフジャケット、

投光器や土のう、雨具などを整備しております。
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御提言のありました急遽給食が提供できなくなっ

た場合についての代替食としての提供についてで

すが、防災の備蓄食料は現在副食は備蓄していま

せんので、主食のみの提供となることやアレルギ

ー食への対応、提供できる個数などの課題があり

ますので、教育委員会と連携する中でそれらの課

題がクリアされるのであれば、対応することは可

能かと考えております。なお、備蓄食料について

は賞味期限がありますので、廃棄することのない

ようおおむね１年前から出前講座や一日防災学校

などで市民に提供しており、ふだんの生活におい

ても非常食を食べるきっかけにしております。

次に、日常の中で取り組むことのできる災害対

応についての計画についてですが、備蓄食料につ

きましては、先ほど申し上げたとおり、防災訓練

や防災セミナーをはじめ出前講座などで様々な場

面において備蓄食料の配付と併せて備蓄の必要性

を説明するなど、柔軟に対応しながら非常食の有

効活用に努めてまいります。加えて、日頃から防

災、減災を意識できる取組として、まるごとまち

ごとハザードマップに取り組んでいるところです。

この事業は、避難所への看板設置や市街地の電柱

に避難方向や浸水深などを表示することにより生

活空間である町中をハザードマップ化しようとす

るものであり、日常から防災、減災への意識の向

上に向けて取組を進めています。日常生活から災

害への対応などを身につけることは非常に有効で

あると考えており、今後とも平時の取組として町

内会や自主防災組織などへの積極的な出前講座の

開催、防災訓練、防災セミナーの開催など防災、

減災に係る取組を継続して推進してまいりたいと

考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目２、〇市民部長（廣嶋淳一君）

災害に強いまちを目指して、小項目３、災害廃棄

物処理計画についてお答えいたします。

大規模災害が発生した場合、市民の生命、財産

を守ることが最優先ですが、市民の健康等を守り、

早期の復旧、復興を果たすためには通常とは異な

る規模で大量に発生する災害廃棄物の速やかな処

理が重要であると考えております。災害廃棄物の

処理には、事前の備えや初動時の取組が特に重要

であり、全国における過去の事例として初動の遅

れなどにより沿道や公園などに未分別の災害廃棄

物があふれ、まちの復旧に大変な時間と労力を要

した例が報告されているところです。このことか

ら、本市においては令和２年度以降環境省北海道

地方環境事務所が主催する災害廃棄物処理計画策

定支援モデル事業への参加や名寄地区衛生施設事

務組合を構成する広域市町村による勉強会を実施

するなど、自前での災害廃棄物計画の策定に向け

た取組を行ってまいりました。取組を進める中で

計画の策定にはさらなる専門知識が必要と改めて

認識したところであり、一定の知見を持つ専門家

の指導、助言を得ながら策定することが必要であ

ると考えております。本年度上川管内を対象に環

境省北海道地方環境事務所主催の災害廃棄物処理

計画策定支援モデル事業が実施されておりますの

で、本事業で情報収集を行いながら改めて策定の

手法について検討を進めてまいります。

以上私からの答弁といたします。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、大項〇健康福祉部長（馬場義人君）

目３、物価高騰に対する支援策について、小項目

１、燃料費高騰に対する支援策についてお答えい

たします。

現状のコロナ禍における原油価格高騰を受け、

国は燃料油価格の激変緩和事業を本年１月から実

施しております。その後も高騰を続ける燃料価格

に対して、４月２６日の関係閣僚会議で原油価格

・物価高騰等総合緊急対策を取りまとめて、メー

カーに対する補助上限をガソリンでリッター当た

り２５円から３５円とするとともに、さらなる超

過分についても２分の１を支援しております。こ

のことから、１月下旬以降ガソリン全国平均価格
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は１７０円程度で推移していると９月９日に開催

されました物価・賃金・生活総合対策本部第４回

において経済産業省から報告され、本年末までガ

ソリン価格などの抑制を実施するとされておりま

す。本市におきましても、令和４年小売物価調査

におきまして４月から９月までの月平均で、ガソ

リンが１７１.２円、灯油が１２２.３５円であり、

積雪寒冷地における原油高騰は御指摘のとおり切

実な問題と捉えております。今後暖房費用などが

かさむ冬期に向け、昨年の暖房費用緊急支援事業

の実施を視野に入れた庁内議論を実施してまいり

ます。

次に、小項目２、不安解消につながる相談対応

について申し上げます。昨年の暖房費用緊急支援

事業に対する市民評価についてですが、事業の実

施が市民全体に伝わるよう申請書を広報配布と併

せ全世帯へ配布、また新聞やホームページによる

周知を広く行ってきました。事業実施後は、モニ

タリングなどの具体的な調査は行っておりません

が、申請時に対象者から大変助かるといったお言

葉を寄せていただいていることからも一定の成果

はあったと判断しております。

次に、物価高騰からくる精神的ストレスに対し

ての相談対応についてですが、コロナ禍前の令和

元年度の生活相談件数１９件に対し令和３年度は

５４件に増加しており、新型コロナウイルスの影

響による市民生活への負担や不安は増加している

と感じているところです。窓口に訪れる相談者は

低所得者、生活困窮を抱える方が多く、その課題

については多種多様なものがあります。相談内容

を丁寧に掘り下げ、相談者に合った支援に取り組

んでいるところです。今後もさらに多様化するこ

とが予測される課題の対応に向けて市民との対話

を丁寧に行い、市民生活の改善に努めてまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁いた〇３番（山崎真由美議員）

だきましたので、再質問をさせていただきます。

まず最初に、特別活動における交通費の保護者

負担についてでありますが、先ほど教育部長から

それぞれの学校間の情報共有等今後についての対

応についてもお示しをいただきましたが、市内４

中学校の本年度の修学旅行における交通費につい

て着目してみましたところ、今年度実施されたも

のについて名寄中学校、交通費が１万２，９６６

円、名寄東中学校、１万４，４０６円、風連中学

校１万２，３９６円、それぞれ生徒数、それから

参加する教職員数も数が違いますので、案分した

結果こういう形になっているということです。こ

の数字であるのに対し智恵文中学校は２万３，０

５４円、参加者数１３人となっておりますので、

２万３，０５４円となっております。比較してみ

ますと、最も差の大きいところで１万６５８円、

この開きについて教育長はどのようにお考えにな

るのかお聞かせください。

岸教育長。〇議長（東 千春議員）

ただいまの山崎議員〇教育長（岸 小夜子君）

の質問にお答えいたします。

各学校によりまして修学旅行の経費に差がある

という御質問というふうに受け止めさせていただ

きました。修学旅行につきましては、先ほど教育

部長からもお答えさせていただきましたが、各学

校がそれぞれの目的に応じまして修学旅行の目的

であります平素と異なる生活環境にあって、見聞

を広め、自然や文化などと親しむとともに、より

よい人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公

衆道徳についての体験を積むと、そうした目的に

沿いながらそれぞれの学校が行き先等を選んでい

るというふうに考えておりまして、その行程です

とか、それから体験内容についてもそれぞれ学校

のほうで判断して決定をしているところでござい

ます。今回山崎議員から御質問いただきまして、

私のほうでもそれぞれの学校でそれぞれ若干差が

あるということを理解いたしましたので、今後に

つきましては、教育部長からもお答えしましたと
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おり、そうした保護者間の負担の増大にならない

ようにですとか、それから学校間格差が広がらな

いように今後ともきめ細かに学校の情報を集めな

がらできるだけ名寄市の子供たちのかかる経費と

いうものが保護者にとって均一というか、そうい

うものに近づくように努めていくようにしていき

たいというふうに考えているところでございます。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

教育長からきめ細か〇３番（山崎真由美議員）

く学校の状況を確認しながらというお言葉をいた

だきましたので、そのように進めていただけると

思いますし、その結果について期待するところで

ありますが、智恵文中学校につきましては特認校

ということになっております。小学校のほうも２

校だけですが、ちょっと確認させていただきまし

たところ、名寄南小学校６，２６５円、中名寄小

学校８，２７８円、２，０００円には満たない額

ですが、やはり大きい規模の小学校と小さい規模

の小学校が開いております。金額が大きくなるか

ら学校の教育活動を縮小していただくという、そ

ういうことを申し上げているのでは決してありま

せん。教育長おっしゃるように、それぞれの学校

の教育目標があって、計画があって、参加する子

供たち、児童生徒とのやり取りがあって計画をさ

れておりますので、それはもう学校にお任せをし

て、最大限の教育効果を上げていただく、それに

尽きると思います。ただ、交通費だけに着目した

ときにこれだけ差が開いているということであり

ます。その点について具体的なところで、全額補

助ということはなかなか厳しいと思いますし、長

く続いていくということについて検討したときに

良策ではないというふうに思われますが、保護者

負担の額については教育長はどの金額、程度を想

定されますでしょうか。

岸教育長。〇議長（東 千春議員）

保護者負担の額につ〇教育長（岸 小夜子君）

いてでございますが、学校教育におきましては修

学旅行以外にも様々な経費というのが保護者のほ

うの負担になっているかというふうに思います。

このたび山崎議員のほうから特に修学旅行、宿泊

学習等を中心に御質問があったところでございま

すが、保護者の負担を軽減していく上で、今回も

修学旅行につきましては道の補助、それから市の

ほうで特別な補助を組んで対応しているところで

ございます。先ほども申し上げましたが、できる

だけ保護者の負担が軽減するように、全体の様々

な支出がございますから、そうしたものもきちん

と考慮に入れながら適正な金額というか、そうい

うものを踏まえまして、必要な場合には私どもも

限られた財源ではございますが、財政部局とも相

談をしながら必要な場合にはお願いしていくとい

うようなことになろうかというふうに思いました

が、いずれにいたしましても保護者負担につきま

しては全体を見ながら考えていきたいというふう

に考えているところでございます。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

御答弁いただいた中〇３番（山崎真由美議員）

身についてはそのとおりであろうなと思いつつ、

やはり金額的なところについて具体的な見通しが

令和５年度に向けて早い時期に示されることが、

学校のほうでももう計画を立てている時期になり

ますので、進めやすくなるのであろうというふう

にも思っております。特に先ほども申し上げまし

たが、智恵文中学校と中名寄小学校は特認校であ

りまして、学区外から通学できる小規模校であり

ながら特色を生かした教育を進めるということで

名寄市が設置をしている学校でありますので、大

きく地域の方の金銭的な支援も入っている中で、

やはり設置者としての責任といいますか、その学

校をこの目的で伸ばすのだ、その学校の中での児

童生徒の育成はこういうところで期待するのだと

いうところについて新しく就任していただきまし

た教育長の手腕に大いに期待しておりますので、

よろしくお願いしたいと思っております。

もう一件ですが、先ほど令和４年度については、
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北海道の教育旅行支援金の話を聞かせていただき

ましたが、万が一令和５年度について北海道がこ

の支援事業を継続しないという判断に至った場合

は、ぜひとも名寄市の単費で入れていただきたい

と思っておりますが、この点いかがでしょうか。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

先ほどお話しいただ〇教育部長（木村 睦君）

いている保護者負担の考え方なのですけれども、

今山崎議員のほうはバス代に着目してお話しいた

だいているかと思いますけれども、確かにバス代

につきましてはどうしても小規模校のほうが負担

が高くなる傾向がある場合があります。ただ、学

習教材等につきましては、大規模校では個人負担

を求めているところもある場合もありますけれど

も、小規模校につきましては学校経営や学校運営

の中でそういったものも対応しているものもござ

いますので、必ずしも一概に小規模校ばかりが負

担が高くなっていると、多くなっているというこ

とではないということだけ御理解いただきたいな

というふうに思っております。先ほど単費でとい

うお話もございました。コロナ禍の中でこれから

まだまだ修学旅行や宿泊研修において対応が必要

かというふうに考えておりますので、そういった

面につきましては、先ほど教育長の御答弁にもご

ざいましたとおり、しかるべき措置が必要な場合

については検討、研究してまいりたいというふう

に思っておりますので、御理解のほうよろしくお

願いいたします。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

国や道の動向を注視〇３番（山崎真由美議員）

しながらも、やはりそうではないということも想

定して、名寄市単独での子供たちの活動をしっか

り支えるべく予算づけもお願いしておきたいと思

います。

大項目２のほうに移らせていただきます。先ほ

ど御答弁いただきました地震を想定した避難訓練

についてでありますが、具体的に子供たちが、地

震に遭遇しないほうがありがたいには決まってい

ますが、地震に遭遇したと仮定した避難訓練等本

州で行われています。起震車という地震を起こす

車がありまして、道内では１台しかないのかなと

いうふうに調べてみたところ、そこしか探すこと

ができませんでしたが、水害を想定した訓練であ

っても体験型の訓練について今年名寄西小学校で

実践をしていただきました。地震についても併せ

てお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

起震車、地震の体験〇総務部長（渡辺博史君）

車ということなのだろうと思いますけれども、私

どもが承知しているのは道内で１台で、胆振地区

の消防が持っているということで承知していると

ころでございますけれども、一応管轄外には派遣

していないというような情報も伺っているところ

でございます。ただ、年に数回は北海道教育委員

会を通じて一日防災学校などを行うような、小中

学校に派遣しているケースはあるようなので、教

育委員会と連携しながら費用や手続も含めて情報

収集をしてまいりたいと考えております。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

情報収集の後はぜひ〇３番（山崎真由美議員）

計画の検討まで進んでいただきたいと思っていま

す。先ほど部長の御答弁の中にも８月１１日に起

きてしまった地震による中川町の災害等の状況に

ついても触れられておりましたけれども、喫緊の

ところでは９月１５日にやはり上川北部を震源と

した地震が起きておりまして、中川町が震度２、

音威子府村、天塩町、中頓別町が震度１というこ

とで、離れてはおりますけれども、道外というこ

とではなく、今までこの地はあまり地震について

心配することがないというふうに周囲から聞かさ

れて過ごさせていただきましたので、そうも言っ

ておられないなという緊迫感を感じております。

特に北海道の皆さんはここは大丈夫という認識を

持たれているからこそ危険だなというふうにも思

っております。今の若い人たちはこの後就職、進
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学も含めてですが、そうではなく様々な大会等を

含めても道外に出ていく機会が多くありますので、

その場で心配されております行った先での地震対

応ということについては、これは本当に大きな対

応が求められるところであると思います。ぜひ情

報収集の次の計画に進んでいただきたいと思いま

すが、部長、いかがでしょうか。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

議員おっしゃります〇総務部長（渡辺博史君）

とおり、今年に入りましてこの近辺で地震もあり

ましたし、当然これから子供たち、進学ですとか

就職も含めて道外、地震の多いところですとか、

台風も含めて災害の多いところに行って住むとい

うことも多々あろうかと思います。私どもとしま

しては、いろんな情報を収集しながら今回作る防

災ガイドマップですとか様々な媒体を使って災害

に対する普及啓発といいますか、を実施するとと

もに、可能な範囲で、例えば地震体験車について

も、取りあえず私どもとしてのやり取りとしては

ちょっと難しいのですけれども、いろんなものを

通じてそういう派遣も可能だということは聞いて

おりますので、そういう情報、事例も考えながら

取り組んでいきたいと思います。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

できるだけ見るもの〇３番（山崎真由美議員）

ということだけではない計画を求めておきたいと

思っています。かつて子供たちと起震車に乗る地

震体験をさせていただきましたときに小学校２年

生の子供たちは転がって、回ってしまいました。

やはり頭の中で想定しているものと実際の状況は

本当に大きく違うということをそのとき私も改め

て学ばせていただきましたが、ハザードマップで

啓発していただいています。そのことも本当に大

きいことですし、水害につきましてのまるごとま

ちごとハザードマップも本当に日常的にまちの中

で防災に対しての認識を深めることができて、大

変ありがたいものでありますが、今回西小学校で

行っていただきましたように体験を含んでいると

いうことほど強いものはないと思っております。

この点について強くお願いしておきたいと思いま

す。

それから、日常化のところで備蓄食材の給食費

としての代替食の提案をさせていただきました。

これは、以前給食が急に提供できなくなったとい

う連絡が回ったときに若いお母さん方からかなり

言われたことであります。そのときは備蓄食材と

いう言葉ではなかったのですけれども、やはり夜

７時を過ぎてからのあしたの給食の提供ができま

せんということの連絡でありましたので、お母様

方は何としても子供たちのお弁当は用意するので

すが、とても大変だった、１日だけでは済まなか

ったというところでありましたので、そこに、言

葉悪いですが、うまく備蓄食材を提供するという

ことで、２つのことが解決できるところがあるの

ではないかと考えております。主食のみというこ

とでありましたが、災害が起これば当然それだけ

の食事になるわけです。そのとき何日か我慢すれ

ば日常生活に戻れるということが分かっていると

き、その中で主食だけであってもやはり理解はで

きるのではないかと思いますが、いかがでしょう

か。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

急遽給食が提供でき〇総務部長（渡辺博史君）

なかったときの代替食として、先ほども答弁させ

ていただきましたけれども、主食のみの場合も、

当然災害が起きればそういう部分もあろうかと思

いますが、そういうこと以外にも今回につきまし

てはあとアレルギー食だとか、いろんな課題があ

るというのは議員のほうも御理解いただけるのか

なと思います。そういう部分を含めて教育委員会

と連携しながら可能な範囲でできればと思ってい

ます。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

アレルギー食につい〇３番（山崎真由美議員）
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ては十分配慮していただきたいと思いますので、

その点は理解いたします。であれば、災害が起き

たときにアレルギーを持っていらっしゃる方への

食材提供はどのようになりますでしょうか。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

災害が起きて、避難〇総務部長（渡辺博史君）

所における食料の供給があろうかと思いますけれ

ども、それにつきましてはまず避難所には職員が

配置されますので、そういう情報も含めていただ

きながら対応していくということなのだろうと思

います。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

その対応について伺〇３番（山崎真由美議員）

いたいと思います。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

食料につきましては、〇総務部長（渡辺博史君）

こちらのほうから災害食といいますか、備蓄食料

を供給するという形になろうかと思いますけれど

も、アレルギーをお持ちの方ですとか、そういう

部分についてはそれが対応できない部分もありま

すので、適宜その部分については学校給食ですと

か、そういう部分の情報収集しながら対応してい

くのだろうと思います。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

うまくいかないとき〇３番（山崎真由美議員）

に、うまくいかないときだからこそ対応をどうす

るのか、それを考えておくチャンスだと思ってい

ます。なかなか日常的なこと、それから計画のほ

かにあることについては気づくことが難しいとは

思いますが、おかげさまで名寄市については、先

ほども申し上げましたが、大きな災害経験しない

で数年過ごさせていただいておりますが、他の自

治体を見ておりますと昨日来の台風の状況ですと

か、本当に大変な経験をされていて、やはりそう

いうことが多い自治体はそれなりの備えができて

おります。以前も防災行政無線の話はさせていた

だいておりますが、それは今回の一般質問でお聞

きするつもりはありませんが、やはり何かがうま

くいかないというときにうまくいかない理由をた

とえお一人のためであっても計画の中に入れ込む

ということが大切であると思っております。ぜひ

総務部長のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

災害時においてアレ〇総務部長（渡辺博史君）

ルギー食もあるでしょうし、支援が必要な方もい

るでしょうし、様々な部分でいろいろ考えながら

対応していく、これについては基本でございます

ので、今後もそういう部分について考えていきた

いと思います。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

何でもかんでも行政〇３番（山崎真由美議員）

がということにはならないだろうというふうにも

思っておりますので、やはりそれぞれの計画の中

に行政でやるべきことと個人が日常的に対応する

べきことをしっかり認識の中に入れ込んでおくと

いうことが大事であるというふうに思っておりま

す。特にアレルギー食等については本当に千差万

別でありますので、なかなか行政対応は難しいだ

ろうと思いながらも、質問させていただきました

が、その部分についてやはりとにかく計画が大事

であるということを強く申し上げておきたいと思

います。

その関連で、災害廃棄物の処理計画であります。

２年前とどこが進んでいるのかということについ

て、大変申し訳ないのですが、２年前も似た答弁

をいただいたと思っております。議論はされてい

るのだというふうに思いますが、具体的に受け止

める側からすると受け止めるものがなかなか提示

していただけないということについて不安を感じ

ているところですが、もう一度経過についてお話

しいただきたいと思います。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）
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計画の進捗状況とい〇市民部長（廣嶋淳一君）

うことで再度御質問いただきました。２年前に御

質問いただきまして、その年に、先ほど答弁の中

でもお話しさせていただきましたが、環境省のモ

デル事業のほうに参加をさせていただいて、そこ

で国なり、また道、それからこのモデル事業を受

託しているコンサルも含めていろいろ災害廃棄物

の計画の必要性だとか、そういったもの、計画の

必要性だとか、そういったことのレクチャーも受

けながらそちらに参加をしてきておりまして、そ

の後北部、広域の中の自治体集まりまして、改め

て地域的な課題だとか、そういったもの含めて広

域的に計画の勉強しましょうということでブロッ

クの研修会も行ってきております。特にごみの関

係については広域処理で関連、構成の自治体さん

とは日頃から研修会を行っておりますので、計画

の策定に向けての勉強会も行ってきております。

それから、昨年度、令和３年度につきましても

改めて広域の自治体が集まりまして、計画の策定

に向けた検討を行ってきております。広域的に一

つの計画ということよりもそれぞれ個々の自治体

がそれぞれ仮置場の関係ですとか、そういったも

の、周知の分も含めて個々の自治体が行わなけれ

ばならないということで、計画については広域的

なものということよりはそれぞれの自治体が計画

を策定しましょうというようなことで意思統一を

してきているところであります。今年度もまた改

めてこのモデル事業、参加をさせていただくこと

になっておりますけれども、今回のこのモデル事

業の中では実際にハザードマップなのですけれど

も、水害を想定して、そこに家屋、建物の配置図

とデータを重ね合わせて、どれぐらいの処理量が

出るのかといったことのシミュレーションですと

か、そういった資料の作成も実は国のほうのモデ

ル事業の中でもやっていただいておりまして、一

定程度そういった計画に必要な資料も少しずつで

きておりますので、今後、答弁の最後のほうにも

お答えさせていただきましたが、ちょっと専門的

な部分ございますので、引き続き環境省ですとか

道、それから先ほどのコンサルのほうも含めて助

言いただきながら策定に向けてより前進させてい

きたいというふうに考えております。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

２年間いろんなとこ〇３番（山崎真由美議員）

ろでの研修の参加ですとか勉強会の参加ですとか

議論経過についてお話しいただきました。その結

果、どの段階で計画が策定されて、市民の皆さん

に広く周知されるのかということでありますが、

市長にお尋ねしたいと思います。

市長、２年前の私の一般質問の御答弁いただき

ましたときに被災地の復興には災害廃棄物の処理

が大変重要な鍵を握っていると。計画の必要性は

十分認識しているというふうに御答弁いただいて

おります。本当に初動対応が大切だということも

お話をいただきました。今の状況の中でやはりも

っと急いだ計画の策定が必要ではないかと考えて

います。市長は名寄市の市長でもいらっしゃいま

すし、衛生施設事務組合の代表でもいらっしゃい

ます。その点から考えまして、この計画について

はもっと急ぐべきだと思うのですが、市長のお考

えをお聞かせください。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

災害廃棄物の処理という〇市長（加藤剛士君）

ことに関しては非常に重要であり、その計画につ

いてはできるだけ急いで策定していかなければな

らないという議員の御指摘のとおりだというふう

に思いますが、一方でこの中間処理施設も含めて

廃棄物の処理に関しては広域でやっているという

こともありますので、もちろん我々の自治体の考

え方もあるでしょうし広域でやはり処理していか

なければならないという、それぞれの自治体と連

携してやっていかなければならないという問題も

ありますので、それぞれ意思疎通を図りながら、

共に勉強会もしながらということで、全く進んで

いないわけではないということでありますけれど
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も、議員からの御指摘ももっともだと思いますの

で、できるだけ早急に計画を策定していくという

ことが必要だと思いますので、しっかりと今後と

もその部分に関して指示していきたいというふう

に思います。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

できるだけという言〇３番（山崎真由美議員）

葉の、日本語の難しいところではありますけれど

も、早急に進めていただけるというふうに認識し

たいと思います。三たびこの一般質問をしないで

済むように強くお願いしておきたいと思います。

大項目３についてであります。ガソリン価格等

について丁寧に御答弁いただきました。灯油価格

についても本当に値上がっておりまして、市民の

皆様からは物価本当に高くなって困っている、で

もこれから冬を迎えるので、もう日にちによって

はストーブをつけられている高齢者の方もいらっ

しゃるのではないかと思っています。去年名寄市

が暖房費用緊急支援事業としてやっていただいた

金額、１万円でありました。生活保護世帯と金額

は違いますけれども、１万円で購入できる灯油の

量は減っているということは想定できることであ

ります。この点についてさらなる強い支援が必要

だと考えますが、いかがでしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

先ほども御答弁〇健康福祉部長（馬場義人君）

させていただきましたガソリンについては先ほど

申し上げたとおりなのですけれども、調査してい

る中でもこの４月から９月までについては灯油に

ついてはほぼ横ばいというような状況でございま

すが、今議員御指摘のとおり、これから冬に向か

って、冬期間で実際需要が増えてくるときに限っ

て値上がりするというような実態が私どもとして

も把握させていただいているところでございます。

昨年に比べて若干値段等も上がっているというよ

うなことも想定されるところでございますので、

先ほども御答弁申し上げましたが、このコロナ禍、

それとこの経済状況等々も鑑みまして、できる支

援については今議員から御指摘いただいたことも

念頭に庁内論議を深めてまいりたいというふうに

思っております。

以上です。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

全部を調べ切れては〇３番（山崎真由美議員）

いないのですが、少し分かるところで調べさせて

いただきました。今年度についてではありません

が、令和３年４月１日、それから４月１４日、名

寄市の燃料単価契約、その中の灯油についての部

分、これについて調べた金額とその以降、令和３

年５月以降変動なしということでお話がありまし

たけれども、それでも２０円近く変わっているの

ではないかと思います。これ令和３年の話です。

この後、秋から冬にかけてやはりなかなか厳しい

予想が立つと。そこにもってきて、コロナがこれ

だけ長引いている。しかも、この秋、かなりの品

目で物価が上昇しました。お買物に行っていて、

何千円か握り締めていくときのお釣りの少なさに

唖然とします、私も。本当に一つ一つのものがこ

れだけ上がるかというぐらい、家計を預かってら

っしゃる家庭の方は、本当に大変だろうなという

ふうに思っています。私も大変な思いもしていま

す。その中では、やはり灯油というのはこの名寄

市にとっては本当に欠かせないものだと思ってい

ます。働いていますときに灯油の支援が金銭的に

あったりもしました。しかし、もう働いていらっ

しゃらない世代の方たち、自分たちで年金の中で

やりくりをしなければいけない方たちにとって死

活問題にもつながるところではないかと思ってお

ります。強くこの支援策、強化していただくよう

お願いしたいと思います。市長、いかがでしょう

か。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

今馬場部長からもお話し〇市長（加藤剛士君）

させていただきましたけれども、この４月以降で

様々な燃料高騰、あるいは物価の高騰の影響があ

るということは承知をしておりまして、それに対
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して国も様々な支援策を今、北海道も含めて、打

ち出しておりますし、自治体に対しても臨時交付

金という形で一定の地域ならではの独自支援も含

めて、こうした国からの自治体に対しての支援も

あるということで、今後もそうしたことも考えら

れるということであります。昨年度も実施をさせ

ていただきましたけれども、今年度も同様、ある

いはそれも含めた形でのさらなる支援ができるべ

く今庁内議論を急いでいるところでありまして、

できるだけ早くこうした支援を打ち出していける

ように議会とも相談をさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

山崎議員。〇議長（東 千春議員）

状況についてはよく、〇３番（山崎真由美議員）

十分御理解いただいているというふうに受け止め

ております。その上で、やはりただ支援事業で金

銭的な支援をして終わるのではなく、先ほど御答

弁いただきましたように、生活相談、生活全般に

関わる相談についてしっかりと受け止めをしてい

ただきたい。受け止めるだけではなく、関連の部

署と連携を取りながら支えていただきたい、その

ことを強く申し上げて、私の一般質問を終わらせ

ていただきます。

以上で山崎真由美議員〇議長（東 千春議員）

の質問を終わります。

スポーツ振興体制の強化に向けて外１件を、東

川孝義議員。

議長より指名をいた〇１５番（東川孝義議員）

だきましたので、通告に従い、大項目２点につい

て順次質問してまいります。

大項目の１番目、スポーツ振興体制の強化に向

けて伺います。名寄市総合計画（第２次）は、２

０１７年度から１０か年の計画であり、中期計画

も令和４年度で終了いたします。名寄市総合計画

審議会では、今年４月より中期計画進捗、推進計

画の成果や課題を整理しつつ各方面における意見、

専門的な見地や市民の視点等などから数回にわた

る審議の上、９月１日に後期基本計画の答申が示

されております。

そこで、中期計画では５本の基本目標が設定を

されており、その中から基本目標４の生きる力と

豊かな文化を育むまちづくりの生涯スポーツの振

興で小項目の１番目、Ｎスポーツコミッション発

足後の活動と成果について伺います。計画では、

生涯スポーツ振興の具体的な取組としてスポーツ

を通したまちづくりを担う官民協働の組織、Ｎス

ポーツコミッションを設立し、冬季スポーツを中

心とした大会、合宿誘致による地域経済の活性化

やジュニア世代の育成強化、市民の健康増進につ

ながる取組を実施するとあります。名寄市は、２

０１６年よりスポーツに関わる事業を執り行うス

ポーツ・合宿推進課が設立され、同年なよろスポ

ーツ合宿誘致推進協議会が設立、２０１９年には

Ｎスポーツコミッションが立ち上がりました。ま

た、２０１６年４月には冬季オリンピック金メダ

リストの阿部雅司氏を名寄市の特別参与として招

聘し、現在も定期的に名寄へ来ていただき、各種

イベントに携わっていただいております。そこで、

Ｎスポーツ発足以降の主な事業の取組経過並びに

冬季スポーツ拠点化推進プロジェクトの効果につ

いてお伺いをいたします。

次に、小項目の２番目、Ｎスポーツコミッショ

ンの認知度について伺います。２０１９年度にな

よろスポーツ合宿誘致推進協議会を発展的に解散

し、Ｎスポーツコミッションを１６団体、２８名

の構成メンバーで立ち上げました。このＮスポー

ツコミッション事業は、青少年教育、人材育成、

健康増進、生きがい、福祉振興、そして地域経済

活性化の３本柱によりスポーツによる地域振興を

目指して取り組まれてきました。具体的には、年

度ごとに新たな事業を企画をしながら進められて

おりますが、期待するほどの市民参加が少なく、

またＮスポーツコミッション組織の認知度も少な

く思いますが、どのように受け止めているのかお

伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、名寄市スポーツ団体の
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組織統合に向けて伺います。現在名寄市主催のス

ポーツ団体組織統合検討会議が進められておりま

す。具体的には、名寄のスポーツ全般のより一層

の推進に向けて名寄市体育協会、風連町スポーツ

協会、Ｎスポーツコミッションの発展的な統合を

検討すると聞いております。そこで、３団体を統

合するに至った経過、統合の時期並びに統合によ

る事業の相乗効果と効率的な運営に向けての考え

方をお伺いをいたします。

次に、大項目の２番目、名寄の財産を生かした

まちづくりについて伺います。小項目の１番目、

名寄の自然、歴史財産の位置づけについて。名寄

市総合計画（第２次）中期計画の表紙には、自然

の恵みと財産を活かし、みんなでつくり育む未来

を拓く北の都市・名寄と表示がされております。

名寄市には、道内２位、全国４番目の天塩川をは

じめとしてピヤシリ山、九度山、サンピラーと雲

海などの自然遺産に加えて、旧西田直次郎邸、現

在の雪あかり館、ＳＬ排雪列車キマロキ編成、名

寄岩銅像など多くの歴史財産があります。また、

平成２０年には３つ目のエリアがオープンした道

立公園内なよろ健康の森など名寄市内には数多く

の自然、歴史財産があります。この多くの財産を

名寄市としてどのような位置づけとして考えてい

るのか、また行政施策にどのように反映をしてい

るのか伺います。

次に、小項目の２番目、名寄の財産魅力度アッ

プと認知度向上について伺います。令和４年度よ

り名寄市観光振興計画（第２次）がスタートして

おります。前期計画後半の２年間は、コロナウイ

ルス感染症により実績としては積み上がらず、そ

れまでの推進経過で第２次の施策が検討されたと

判断いたします。この計画に携わられた委員の皆

様には、感謝とお礼を申し上げます。そこで、前

期計画の検証はどのように捉えているのか伺いま

す。また、今後の計画推進に向けて名寄の財産を

どのような位置づけで魅力を上げていくのか、さ

らには知名度を上げて観光協会との連携を含めた

考え方についてお伺いをいたします。

次に、小項目の３番目、名寄の財産を未来へつ

なげていくためについて伺います。名寄市の財産

を未来につなげていくには、地域の活性化が大変

重要であると考えます。人口減少や高齢化率が年

々上昇するなど厳しい現実はありますが、計画的

に積み上げた施策が必要であると考えます。名寄

市には数多くの財産があり、先人の方々の努力も

含めてそれぞれの部門に携わる方々により引き継

がれております。このすばらしい財産を未来へつ

なげていくために行政の各部門における連携を含

めた施策が重要であると思いますが、考えについ

て伺います。

以上、壇上からの質問といたします。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

ただいま東川議〇総合政策部長（石橋 毅君）

員からは大項目で２点にわたり御質問いただきま

した。大項目１は私から、大項目２は産業振興室

長からの答弁となりますので、よろしくお願いい

たします。

初めに、大項目１、スポーツ振興体制の強化に

向けて、小項目１、Ｎスポーツコミッション発足

後の活動と成果について申し上げます。Ｎスポー

ツコミッションは、前身のなよろスポーツ合宿誘

致推進協議会の発展的な移行組織として平成３１

年３月２８日に設立し、今年で４年目を迎えてい

ます。設立当初から本市のスポーツ振興の一端を

担っていただいており、当市の地方創生推進交付

金事業である冬季スポーツ拠点化推進プロジェク

トに掲げられた事業実施の中心的な組織として活

動いただき、合宿受入れ人数、新規冬季スポーツ

大会誘致などＫＰＩ達成に関連する事業活動に貢

献いただいているところであります。特にスポー

ツ合宿受入れに関する実績では、平成２７年度の

実績を基に基準値を３，５００人に定めていまし

たが、これに対して平成３０年度に８，３２９人

の実績があり、経済効果も１億円以上に達してい

ます。また、名寄市総合計画（第２次）中期基本
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計画の重点プロジェクトである冬季スポーツ拠点

化プロジェクトにおいても合宿、大会誘致といっ

たＫＰＩだけではなく、スポーツ振興の底辺拡大

となる親子参加型スポーツイベント参加人数やジ

ュニア選手全国大会出場者人数のＫＰＩ達成に関

連する事業活動にも貢献いただいているところで

す。他分野の団体で構成され、様々な知見と実績

を残しているＮスポーツコミッションには、引き

続き当市のスポーツ振興に御協力いただきたいと

考えております。

次に、小項目２、Ｎスポーツコミッションの認

知度について申し上げます。Ｎスポーツコミッシ

ョンの活動については、青少年育成、健康増進、

地域経済活性化といった３本の柱で各種事業を実

施しているところであります。市民向けの主な事

業として、青少年育成事業ではジュニアスポーツ

アカデミーやＮスポキッズを開設し、健康増進事

業ではＮスポ健康ステーションやノルディックウ

オーキング、街なか運動会といった事業を実施し

ていただいています。これらの取組については、

全戸チラシ配布のほかライン、インスタグラム、

ツイッターといったＳＮＳを活用した広報活動も

積極的に展開し、イベントの告知や活動の様子な

どを随時更新しているところです。市外向け取組

については、スポーツ合宿大会誘致活動がありま

すが、ここ数年は新型コロナウイルスの影響でど

の競技団体も開催の是非や観客の入場制限をどう

するか判断に苦慮しているところで、右肩上がり

だった合宿者人数も令和元年度は前年を下回る実

績となりました。Ｎスポーツコミッションの認知

度についてどの程度市民に認知されているのか具

体的な数字は持ち合わせていませんが、本市も引

き続きスポーツイベント等の開催を通じてＮスポ

ーツコミッションの存在を知っていただけるよう

努力してまいりたいと考えております。

次に、小項目３、名寄市スポーツ団体の組織統

合に向けて申し上げます。名寄市内のスポーツ団

体組織統合を提案した経緯ですが、国ではスポー

ツ庁が設置されて以来スポーツの役割が広がり、

第２次、第３次スポーツ基本計画ではスポーツが

異なる分野との施策の展開を目指しており、Ｎス

ポーツコミッションでも設立時から地域と横断的

に事業を推進し、自走可能な組織運営を目指して

います。組織統合については、名寄市から風連、

名寄、両スポーツ協会に対して今年２月に正式に

御提案をさせていただき、その後それぞれの理事

会、あるいは評議会などの席で令和５年度に統合

した新たな法人組織を設立していきたい旨の素案

を御説明させていただきました。現在は、両スポ

ーツ協会の一定程度の御理解をいただいた上で統

合を前提としたスポーツ団体組織統合検討会議を

設けて、新たな組織体制、事業、自主財源獲得の

方法等を検討し、将来スポーツ団体として名寄市

民に向けてどのような役割を果たしていけるのか

検討しているところであります。スポーツ団体の

統合の効果については、これまで名寄市体育協会

も加盟いただきながらＮスポーツコミッションの

活動を続けていますが、スポーツ以外の団体も一

緒に活動することで多くの知見を生かせることが

でき、スポーツで地域課題を一つでも多く解決で

きる可能性があると考えています。また、組織統

合の提案書の中でも書かせていただきましたが、

スポーツ施設の一元管理を行うことでソフト、ハ

ード両輪で事業が実施できるスケールメリットが

あると考えています。このほかにも新組織ではス

ポーツ協会機能も有することから、これまで以上

に競技団体、スポーツ少年団との関わりを強めて、

意見を反映しやすい組織体系にしていきたいと考

えています。組織統合については多くの課題があ

りますが、一つ一つ丁寧に話合いを積み重ねて、

新たな法人組織の設立を目指してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

私から大項目２、〇産業振興室長（田畑次郎君）

名寄の財産を生かしたまちづくりに向けてについ

てお答えいたします。
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まず、小項目の１、名寄の自然、歴史財産の位

置づけについてですが、名寄市観光振興計画（第

２次）において日本一を誇るモチ米や雪質などの

市民が身近に感じる地域資源の魅力を市民をはじ

め観光に関わる関係者が連携して道内、道外、さ

らには海外に届け、来訪につなげることで地域経

済の循環によるまちのにぎわいと活性化を図り、

まちに対する市民の愛着や満足度をより高め、魅

力あるまちとしていくことが重要だとしておりま

す。このため、昨年度なよろ観光ボランティアの

会が観光ボランティアガイド向けに作成したガイ

ドブック「ブラ・なよろ」では、自然編としてピ

ヤシリ山、九度山、天塩川と名寄川、サンピラー

と雲海、名寄鈴石などを、歴史編として北風磯吉、

浅江島公園と記念木、旧西田直次郎邸、ＳＬ排雪

列車キマロキ編成、名寄岩銅像などを、フィール

ド編として名寄公園とミズナラ林、比翼、晨光の

滝などを紹介し、最後にこれらの観光ポイントを

巡るコースを紹介しています。こうした自然、歴

史財産の価値を再評価し、改めて観光資源として

見直し、磨き上げることが大切だと考えておりま

す。

次に、小項目の２、名寄の財産魅力度アップと

認知度向上についてお答えいたします。前期の名

寄市観光振興計画の検証についてですが、計画の

目標値として総合計画のＫＰＩでもある観光入り

込み客数６１万６，２００人、外国人宿泊延べ数

１，６３５人泊を掲げ、これまでの推移としては

観光入り込み客数は増減を繰り返しながら、平成

２８年度４８万５，０００人からは減少傾向にあ

る一方で、外国人宿泊延べ数は台湾との交流や平

成２８年度に観光庁から認定された広域観光周遊

ルート日本のてっぺん。きた北海道ルート。の取

組などの効果もあり、目標値を超え、平成２８年

度以降着実に増加し、令和元年度には過去最高の

２，１６０人泊を記録したものの、令和２年度及

び３年度は新型コロナウイルス感染症の影響によ

りほぼゼロとなっております。そして、前期計画

実施の中で見えてきた本市の観光の課題として、

日本一をうたう雪質や日本一の生産量を誇るモチ

米などがありながら知名度が低いこと、通過型観

光が多く、より大きな経済効果を得るためには宿

泊客を増やすことが重要であること、本市ならで

はの魅力を伝えるガイド等の人材が不足している

ことと総括しています。今年度スタートした名寄

市観光振興計画（第２次）では、本市にふさわし

い観光振興の方向性として原生の自然を最大限に

活用したアウトドア観光の推進、スポーツツーリ

ズムの推進、観光振興に資する人材の発掘、育成

など１１項目を定め、その中で地域の日常や歴史

を通じたにぎわいの創出もうたっており、観光ガ

イドワークショップを実施するなどして、観光協

会と連携しながらなよろ観光ボランティアの会の

知識継承に努めたいと考えております。

次に、小項目の３、名寄の財産を未来につなげ

るにはについてお答えいたします。地域の自然、

歴史財産に愛着と誇りを持つことで既存の資源を

再認識し、地域の魅力を知り、人とのつながりに

よる観光振興を図るとともに、にぎわいや活力あ

ふれるまちづくりを進めるためには関係団体や市

民の皆さんとの連携、協力が不可欠と考えており

ます。観光振興計画（第２次）では、地域経済の

循環によるまちのにぎわいと活性化を図ることが

重要とし、観光振興における目標値を地域経済の

活性化と定め、この目標の達成に向けた数値目標、

ＫＰＩとして観光消費額、市内宿泊延べ数ととも

に名寄市認知度の向上を掲げています。そして、

本計画の具現化に当たっては、本計画の策定に関

わっていただいた策定委員の皆さんを中心に組織

する市民憲章委員会に市の関係部局のメンバーを

加えて、本計画の推進状況を検証するとともに、

年度ごとの具体的な取組を検討しており、本市の

魅力を市外に発信し、誘客することはもとより、

地域の自然、歴史財産の価値を自らが再認識し、

継承できるよう庁内関係部局と連携して取り組ん

でまいります。
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以上、私からの答弁とさせていただきます。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁をい〇１５番（東川孝義議員）

ただきました。改めて再質問させていただきます。

スポーツ振興体制の強化に向けてということで、

それぞれＮスポーツに関しての部分答弁をいただ

きました。小項目の１番目、発足後の活動と成果

ということで、Ｎスポーツ発足後、今年で４年目

ということで、合宿の受入れ実績、平成２７年、

基準値３，５００人が３０年度８，３２９とお聞

きしたのか。経済効果も１億円以上あったという

ふうな御答弁がございました。そのほかに底辺拡

大に向けての事業を推進をしているということで

御答弁があったのですけれども、Ｎスポーツコミ

ッション設立後、冬季スポーツ拠点化事業の全体

像として、冬季スポーツのアスリートが集まるま

ちとして地域の連携を生かして生涯にわたりスポ

ーツで活躍できる場所をつくり出す。このために

は市内の病院、大学などの機能を生かして、市民

の健康と幸せを生み出すスポーツと文化をつくり

出すというふうな目的があったかなというふうに

思っております。そこで、当初の目的の中に具体

的には冬季ナショナルトレーニングセンターの誘

致であるとか、あるいは冬季ジュニアアスリート

並びにスポーツ指導者の育成、冬季スポーツ合宿、

この辺は先ほど答弁にございました。大会誘致等、

この３点の個別事業について、先ほど答弁の中に

はなかったのですが、改めてお伺いをしたいとい

うふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

個別事業の詳細〇総合政策部長（石橋 毅君）

ということでのお問合せいただきました。再質問

の中でもございましたけれども、ナショナルトレ

ーニングセンターのまず話ですけれども、この冬

季ナショナルトレーニングセンターの誘致につい

ては２０１４年、ロシアで開催されたソチオリン

ピック以降冬季競技専用のナショナルトレーニン

グセンターの設置を望む声が高まっていたという、

そんな背景もあって、本市が有するスキーやカー

リングといった競技施設の優位性、さらにはスポ

ーツ医科学の面から選手をサポートできる可能性

があると。大学や病院を有しているという優位性

があることから、お話のとおりトレーニングセン

ターの誘致活動に取り組んできたところでありま

した。誘致に向けた実績づくりとして、冬季ジュ

ニアアスリートの育成を目的とした国の事業で、

御記憶にもあるかと思いますけれども、ウインタ

ースポーツコンソーシアム事業、こちらを２度開

催して、町中のローラースキー協議会の実施や名

寄市立総合病院ではメディカルチェックを実施し

て、市立大学では子供スポーツカレッジを開講す

るなど本市が有する施設や人材の活用で良質なト

レーニング環境、サポート体制、育成環境がある

ことをこの事業を通じて国内外に広くアピールし

てきたところでありました。また、トレーニング

センター運営に関してもフィンランドにあるボカ

ティー冬季オリンピックセンターを視察させてい

ただいて、施設の運営のノウハウだけではなく、

施設を生かした地域連携や交流人口拡大のアイデ

アを得るなど、名寄市に合ったトレーニングセン

ターの在り方について学んできたところでありま

す。誘致活動については、実は国の方針として冬

季競技における競技力向上に関しては今のところ

海外の競技施設を拠点に進めていくことを結論づ

けたことから、国内に冬季競技専用のトレーニン

グセンターの設置の動きは今のところ国のレベル

ではございませんけれども、これからも２０３０

年札幌冬季五輪招致の動きも注視しながら粘り強

く要望活動は進めていきたいというふうに考えて

おります。

次に、冬季ジュニアスポーツ指導者の育成の関

係ですけれども、ボカティー冬季オリンピックセ

ンター視察と併せて名寄クロスカントリースキー

少年団の指導者を派遣させていただいておりまし

て、幼少期から始める育成方法やトレーニング方

法など広く学んできたところでございます。また、
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冬季ジュニアスポーツの育成に関して、育成につ

いては国の事業で北海道が受託した北海道タレン

トアスリート発掘育成事業、こちらでバイアスロ

ン競技のジュニア選手、ジュニア育成に関わりま

して、中央競技団体や地元競技団体、さらには地

元高校生とも連携しながら３人のバイアスロン選

手を受け入れてきました。現在は、タレントアス

リート発掘育成事業で得られた知見を生かしてジ

ュニアスポーツアカデミーと、それから今年初め

て開講しましたＮスポキッズを開講して、幼児期

から中学生の運動能力向上に役立てているといっ

た事業の取組状況でございます。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

当初の目的だった３〇１５番（東川孝義議員）

点について個別に今ウインタースポーツコンソー

シアム事業、あるいはジュニアの育成、いろんな

ものについては個々にそれぞれ取り組まれている

というふうなことで御答弁をいただきました。そ

れで、それについては当初の目的を推進をされて

いるのかなというふうに理解をさせていただきま

す。

Ｎスポーツコミッション事業なのですけれども、

当初は地方創生のまち・ひと・しごと創生総合戦

略で冬季スポーツ拠点化事業、これに基づいて進

められていたのかなというふうに思っております。

自分のちょっと理解不足なのかもしれない。Ｎス

ポーツコミッションでは、当初やっぱり名寄市の

環境を生かした先ほど言った３本の柱から総合計

画、あるいは総合戦略である市民の底辺まで広げ

た健康づくり、幅広く事業を今実際は展開をして

いるのではないかなというふうに先ほどの御説明

でも、答弁でもあります。当初の目的に対する現

在の進め方、この辺についてはどういうふうに受

け止めているのか改めてちょっとお伺いをしたい

というふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

Ｎスポーツコミ〇総合政策部長（石橋 毅君）

ッションのまず目的というのは、議員おっしゃっ

たとおり、市民皆さんが健康になっていただける、

スポーツがいかにいろんなところに関わって生活

の質なりを向上していけるか、楽しんでいただけ

るかというソフト的なものも提供するというのも

役割だと思っています。あとそれから、冬季スポ

ーツ拠点化イコールＮスポーツコミッションとい

うわけではございません。冬季スポーツ拠点化と

いうのは、これあくまでも行政側の総合計画の中

の重点プロジェクトということで、ここについて

はスポーツ・合宿推進課もしっかりとそこの主役

を担って事業を推進していきますし、Ｎスポーツ

コミッションはその中でも主体的にいろんなとこ

ろでお手伝い、参画いただく団体という認識でご

ざいまして、あくまでも冬季スポーツ拠点化事業

というのは行政の目標として動かしていただいて、

それからＮスポーツコミッションについてはさら

にもっと幅広く、今回実施した街なか運動会のよ

うな、あのような市民の皆さん方がぜひとも健康

で長く活躍していただけるような環境をつくって

いくということが目的となっておりますので、よ

ろしくお願いいたします。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

Ｎスポのコミッショ〇１５番（東川孝義議員）

ン事業と冬季スポーツ拠点化、冬季スポーツ拠点

化は行政の立場で進めている施策だと。Ｎスポー

ツコミッション、それのサポートだとか、そうい

うお手伝いもしているというふうな。この小項目

の２番目、Ｎスポーツコミッションの認知度とい

う点で、私もちょっと理解が足りないのかもしれ

ないですけれども、先ほど答弁の中では行事の案

内については全戸チラシだとかラインだとかツイ

ッターだとかで告知をしていると。具体的には、

Ｎスポーツ、青少年育成、健康増進、地域活性化

というふうな、そういうような目的で進めている

というふうなことだったのですけれども、平成３

１年度に冬季スポーツ拠点化とＮスポーツコミッ

ションという区分けといいますか、実際のやって

いる中身というのがどうも混在をしている、一緒
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の事業もやっているので、それはそれでいいのか

もしれないのですけれども、どうもＮスポーツコ

ミッションって何なのだと言われたときに正直言

ってなかなか、自分の理解不足が多いのかもしれ

ないのですけれども、市民の方もＮスポーツって

では事務局どこにあるのとか、たまたまＮスポー

ツは３１年度に１６団体２８名の構成メンバーで

立ち上げられておりますけれども、実際事務局は

……要するに官民連携、事務局がどこにあって、

どういうふうな人員体制で今運営をされているの

か改めてお伺いをしたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

現在のＮスポー〇総合政策部長（石橋 毅君）

ツコミッションの状況というか、ですけれども、

構成としては２２団体の２９名で現在人間を増や

しながら今構成されているところでありまして、

事務局はスポーツ・合宿推進課が籍を置いている

文化センターに事務局を置いておりまして、活動

を行っております。体制なのですけれども、そち

らには事務局長が１名と事務局次長が２名、事務

局員が４名の７名体制となっておりまして、事務

局次長の２名のうち１人は民間から採用して、専

門でスタッフとして中心的な役割を担っていただ

いているというところであります。

あと、市民理解の部分もお答えさせていただき

たいと思いますけれども、この組織の市民理解に

ついてでありますけれども、議員おっしゃるとお

り、ちょっとなかなか詳細分かりづらいという部

分と、それから市民の皆さん方にそんなにうまく

情報が伝わっていないといったところだと思いま

すが、スポーツというのが時代とともにスポーツ

の領域だけにとどまらないで、広い分野でスポー

ツや運動というのが活用され始めているという時

代だと思っています。本市においてもスポーツの

価値や可能性が見直され、さらに健康に対する市

民意識の高まりも感じているところでありまして、

コミッションはスポーツ関係者だけではなくて、

お話ししましたけれども、金融、福祉、建設、観

光、農業、教育など様々な業界から参画いただい

て成り立っている組織でありまして、スポーツや

運動を通じて垣根を越えた新しいまちづくりがで

きる存在だとちょっと思っておりますので、そこ

にＮスポーツコミッションの役割があると考えて

いるところでありますので、御指摘いただいた分

しっかりとまた必要に応じて機会がありましたら

情報発信をさせていただきながら理解いただける

ように努めてまいりたいと考えております。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

Ｎスポーツコミッシ〇１５番（東川孝義議員）

ョンの認知度という視点でお話をさせていただい

て、当初の構成メンバーも１６団体だったのが２

２団体、人数も２９名というふうなことで今御答

弁をいただきました。事務局に民間の方１名入っ

ているというふうなことで、実際にＮスポーツコ

ミッションのいろんな活動、報道等や、あるいは

先ほど言った告知の案内等で街なかウォーキング

だとか今月の１１日に開催された街なか運動会、

Ｎスポーツコミッションでやられて、人気イベン

トとしては定着をしているのかなというふうには

理解をしております。ただ、ここ数年は新型コロ

ナの影響でかなり制限もされた部分であるのかな

とは思いますけれども、先ほど部長お話にあった

ように、Ｎスポーツコミッションの役割といいま

すか、どうも認知度という面ではまだこれからい

ろんな形で進めていかなければならないという部

分も確かにあるとは思うのですけれども、やっぱ

りもう少しＮスポーツコミッションはこういうも

のだよというふうな認知度を深めていくため、あ

るいは今後深めていくためにどのような展開、あ

るいはどのような具体的な行動を進めていかれる

のか、改めてこの点についてお聞きをしたいとい

うふうに思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

まず、興味を持〇総合政策部長（石橋 毅君）

っていただかないと情報発信してもなかなか届か

ないのかなというのは正直私が思っているところ
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でありまして、まずは今回も実は街なか運動会を

開催していただいたときに私なりにはこの御時世

に対してよくあのように市民の皆さん集っていた

だいたなというぐらいお集まりいただいたのです

けれども、その中でも都度Ｎスポーツコミッショ

ンという言葉、名前、団体名を出しながらしっか

りと宣伝をさせていただきました。そして、まず

は名前を聞いて覚えていただくということが大前

提、スタートなのかなと思っておりまして、しっ

かりとそういった集客、参画していただくイベン

トを継続していきながら、その中でまずはこの団

体を知っていただくということが大切なのかなと

思っておりますし、またこれは全戸配布というか、

広報の中でも年に数回ウオーキングイベント等の

御案内も含めて出させていただきますけれども、

そういった機会、それから若い人たちにはＳＮＳ

もしっかりと活用しながら届けていきたいという

ふうに考えております。まずは、興味を持っても

らうということが一番大事なのかなと思っており

ますので、そこを大切にしながら発展させていき

たいというふうに考えております。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

Ｎスポーツコミッシ〇１５番（東川孝義議員）

ョン自体はいろんな行事を進めながら、今部長が

言われるように、市民の方がそこにいかに興味を

持って参画をしていただけるのかという中で自然

にその役割だとか動きについても理解をされてい

くのかなというふうに。ただ、先ほどもありまし

た事務局が文化センター内にあるだとか、そうい

うふうな告知も、いろんな方、何か聞きたいなと

いうときにはどこなのかなというふうな、やっぱ

り事務局体制だとか、そういうものもいろんな告

知の中にはしっかりと入れていただくようにお願

いを申し上げたいというふうに思います。

名寄スポーツ団体の組織統合に向けてというこ

とで、先ほど具体的にはスポーツ庁が設置された

以降スポーツの役割が広がっているというふうな

こと、それから当然Ｎスポーツコミッション、自

走可能な組織運営を目指すというふうな御答弁も

あったかというふうに。具体的な組織統合は、令

和５年度を前提として今進められているというふ

うな御答弁だったかというふうに思います。スポ

ーツ団体の統合に向けて、先ほどの答弁で組織統

合による効果、メリット、あるいは一元化という

中でソフト、ハード面でスケールメリットがある

というふうにお話をされておりました。組織統合

によるスケールメリットで具体的にどのように考

えておられるのかお伺いをしたいというふうに思

います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

まず、冒頭の来〇総合政策部長（石橋 毅君）

年度４月というお話を述べさせていただきました

けれども、これは案ということで御案内をさせて

いただいたことでありまして、具体的な統合の時

期についてでありますけれども、お話ししたとお

り令和５年４月の新組織統合スタートするという

のは、現時点ではちょっと難しいような状況かな

というふうには考えております。現在の組織検討

会議の中でも検討されていますけれども、やはり

デリケートな内容も含まれていますので、様々な

視点から議論が必要なので、４月スタートにこだ

わらず、丁寧にかつ柔軟に議論を進めていきたい

というふうに考えております。

それから、スケールメリットということでいう

と、やはり今現在風連地域の体育施設は直営、そ

れから主に名寄地域の施設については名寄体育協

会のほうが指定管理者として管理をしていただい

ております。こういったところがそれぞれのスポ

ーツに関する団体が統合をもしできれば、こちら

を全て一括で管理できるようになれば、これはこ

れからのお話になりますから、あくまでも想定と

いうことでしかお話しできませんけれども、一元

的にもし管理ができるようになれば、そういった

ハードを含めた中でソフト事業をうまく展開して、

さらに市民の皆様にいろいろなイベント、事業等、

それから健康増進等還元していけると。それがセ
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ットで効率よく提供していける体制が構築できる

のかなというところは一つメリットとしてあるの

でないかというふうに考えているところです。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

それこそ検討会議で〇１５番（東川孝義議員）

これからいろんな角度からそれぞれ今まで培われ

たものも含めて議論がされるのだというふうに。

議論、統合の時期についても今後当初お話しされ

た時期よりずれるかもしれません。いずれにして

も、議論の過程は丁寧かつ柔軟に対応していきた

いというふうな。スケールメリットの部分、それ

ぞれの組織が今まで運営した方法、風連が直営、

名寄が指定管理者というふうなことで、ここにＮ

スポーツコミッションが加わって、全体の中で一

元的に管理ができればというふうな御答弁をいた

だきました。非常にそれぞれ歴史がある団体が統

合していくという中で、確かに国の今のスポーツ

庁ができた後の取組に合わせて名寄市も取組を進

められているわけですけれども、やっぱり今まで

の歩んできた歴史の部分を尊重しながら、あるい

は統合するという中では大胆な施策も一方では必

要なのかなというふうに思いますので、先ほど部

長のほうから答弁ありました内容でできればある

程度の早い時期に方向性を見いだしていただけれ

ばなというふうに思います。

このスポーツ振興の強化全般について改めてち

ょっと加藤市長にお伺いをしたいというふうに思

います。今議論をさせていただきました統合に伴

う具体的な協議というのも進められております。

この背景については、先ほど部長がお話をいただ

いたところです。Ｎスポーツコミッションという

のも自走可能な組織運営をその中で目指していく

というふうなお話でございました。統合の時期は

若干遅れるかもしれない、先ほどの説明。そこで、

Ｎスポーツの、これちょっと先ほど部長にもお話

をさせていただきましたけれども、当初の目的と

いうのは先ほども議論された冬季スポーツ拠点化

を柱に大学、病院を含めた冬季トレーニングセン

ター誘致だとかジュニアアスリート、先ほどもお

話をさせていただいた。その進捗過程において、

総合戦略のまち・ひと・しごと地方創生の事業か

ら総合計画、先ほど私もちょっと理解不足だった

のですけれども、冬季スポーツ拠点化とＮスポー

ツ、行政とＮスポの違いという部分は確かにある

のですけれども、現行のＮスポーツコミッション

が発展的な統合を含めて法人化をしていくという

ふうな形の中で、当初のＮスポの推進体制と今後

Ｎスポ、将来的に組織統合も含めてどのような位

置づけで今後進められようとされるのか、現状の

考えの中でお話をいただければというふうに思い

ます。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

冬季スポーツ拠点化とい〇市長（加藤剛士君）

うこと、総合戦略、あるいは総合計画で掲げて、

重要な役割を担っていただく団体としてＮスポー

ツコミッションが立ち上がったということでござ

います。この間も冬季スポーツ拠点化ということ

で、名寄市の冬の特徴的な気候やスポーツ施設を

十二分に生かして、これまで様々な大会の誘致だ

とか、あるいは合宿だとか、そうしたことにかな

り大きな成果を上げてきた。その中でＮスポーツ

コミッションも一翼を担うべくやっていただいた

のかなというふうに思います。もちろんアスリー

トの育成とかということも一定の全国大会や大会

での地元のアスリートが出場したという実績もあ

りますけれども、おっしゃられるように、まだ学

術的な結びつきというのはこれからの部分もあり

ますので、現在ジュニアスポーツアカデミーとか

様々なことを通じてこうした科学的なトレーニン

グも入れながら今その下地をつくっているという

ことでございます。３年たって、ある程度の成果

は出てきて、それなりの認知度も我々上がってき

ているというふうに思いますけれども、やはりソ

フトの展開、あるいはスポーツ団体だけでない横

の展開のソフト事業を様々な展開をしてきており

ますけれども、やっぱりハードとソフトと一体的
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に運営をしていくということがよりスポーツを通

じたまちづくりに大きなドライブをかけていくと

いうことになるのでないかということで、先般そ

れぞれの体育団体にお声がけをさせていただいて、

今協議に入っているということでございます。そ

れぞれの競技団体もやはり今のままではなかなか

厳しいという御認識をいただいているというふう

に思っていますので、組織統合に向けた、しかし

議員がおっしゃるように、それぞれの団体の歴史

がありますので、そこはしっかりと受け止めなが

ら、ここありきでないという、様々な議論の中で、

しかしできるだけ組織をまとめていく、そのこと

がさらに名寄市のスポーツ施策を大きく展開をし

ていける、そのことがひいては冬季スポーツの拠

点化をさらに推進をしていくことにつながってい

くのでないかというふうに考えているところでご

ざいます。今後は、スポーツを通じたツーリズム

だとか、あるいは様々な産業の裾野が広がってい

くことも考えられるというふうに思いますので、

Ｎスポーツコミッションと今実際に観光を担って

いる観光協会だとか、あるいは施設の一部重要な

担いをいただいている名寄振興公社とか、この辺

の組織ともさらに連携を深めながらスポーツを通

じて市民の皆様がより健康になって、青少年がす

ばらしい育成をされて、場合によってはアスリー

トがさらにさらにここで育っていく、そしてスポ

ーツを通じてこの名寄らしい環境の中で様々な地

域の経済、あるいは地域振興の波及ができていく。

その中核的な役割としてＮスポーツコミッション

がさらに組織を発展的になっていくというイメー

ジで考えているところであります。御理解と御協

力をお願いいたします。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

考え方については、〇１５番（東川孝義議員）

理解をさせていただきました。いろんな歴史があ

る団体が一緒になる、それをＮスポーツが担って

いく、あるいは行政の冬季スポーツ拠点化という

事業、それから一方ではＮスポが自走化をしてい

く。いろんなハードルがある中で、Ｎスポも今後

動いていかなければならない。当初からＮスポと

いうのは自走化をしていくという目的だったと思

いますけれども、その辺の進め方については手助

け、応援できる部分、行政の中で対応をよろしく

お願いをしたいのと併せて、Ｎスポやっぱりすご

いなというふうに名寄市民にいろんな形の中で理

解をしていただく情報発信なり、あるいは告知を、

活動が目に見えるようなものを改めてお願いをし

ておきたいというふうに思います。

次に、大項目の２番目、名寄の財産を生かした

まちづくりということで先ほど御答弁をいただき

ました。それで、観光振興計画（第２次）の御答

弁もいただいたところですけれども、今回の観光

振興を進める上で３つの課題が浮き出されており

ます。１つ目は知名度の低さ、２番目が宿泊客の

獲得、③が人材の不足という課題として出されて

おりますけれども、この辺、この課題に関して今

後どのように進めていかれようとしている……加

えてこの１１点の具体的な項目ありますけれども、

まずはこの３点についてどのように進めようとさ

れているのかお伺いをしたいというふうに思いま

す。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

今回の計画で掲〇産業振興室長（田畑次郎君）

げた３点の課題についての御質問いただきました。

この課題は、先ほどの答弁でも申し上げましたが、

昨年度一年間を通して策定委員会の中で協議を進

める中で前回の計画を通して進めた中で、この課

題を掲げたところです。そして、これらに対して

どのように対応していくかということですが、ま

ずこれに関しましてこの計画で目標として全体の

大きな目標を地域経済の活性化と定めて、そのた

めの指標として観光消費額、市内宿泊者数、それ

から名寄市認知度の向上といったものを掲げたと

ころです。そのために今回この計画の中では１１

の方向性を定め、さらにその中で３つを重点的に

進めるということにしておりまして、その３つと
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いいますのが原生の自然を最大限に活用したアウ

トドア観光の推進、これは今全国的にも、あるい

は北海道でも進めているアドベンチャートラベル

の動きとも重なるところです。それから、スポー

ツツーリズムの推進、これは大項目１のところで

も議論されましたＮスポーツコミッションとの連

携の中で、最後に市長も答弁をしましたとおり、

スポーツツーリズムというところが宿泊を多くす

るためには、例えば合宿もそうですけれども、大

事だというところで進めようとしていると。それ

から、もう一つ、知名度の低さと人材の不足に関

わるところで観光振興に資する人材の発掘、育成

ということを重点にしておりますが、例えば今観

光ボランティアの会に所属する人、人数が少ない

状況にあるのですけれども、実際には発掘といっ

たところは資する人材はまだまだ市内にもたくさ

んいるはずだということで、こういった方々を発

掘し、そしてそういった方々に対してさらに育成

をするということで、観光ボランティアの会が作

成されました「ブラ・なよろ」という、この本に

つきましては非常に多岐にわたって、先ほども申

し上げましたが、自然編、歴史編、フィールド編

と市内のたくさんの魅力が満載されておりまして、

こういったものを活用した観光ガイドワークショ

ップなども実施をしておりますので、そういった

ものに多くの市民の皆様に御参加をいただいて、

こういった名寄の魅力をぜひ皆様にも知っていた

だきたい。そういうことを通じて市民の皆様が名

寄市を誇れることを自分たちで語れるようにする。

そして、それがひいては知名度の高さにつながっ

ていくといったことで考えて、この計画に沿って

進めていきたいと考えているところです。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

今この３点に関して〇１５番（東川孝義議員）

今後の施策ということで、具体的に今回ダイジェ

スト版で出されている観光振興計画の部分で御答

弁をいただきました。その中で重点項目の３点に

ついてのお話だったのかなというふうに思います。

先ほど壇上でもお話もさせていただいたように、

名寄には非常に、答弁にもありましたこの「ブラ

・なよろ」ガイドブック、これすごく丁寧に書か

れています。私も知らなかった部分、確かにあり

ます。これは本当に観光ガイドの方がそれぞれコ

ースもつくっていただいて、名寄の名所を全部記

載をされております。名寄にはいっぱいこういう

ふうな財産があるのですけれども、何か全部を網

羅して進めようとすると結果的にどこなのかなと

いうふうにやっぱりその後に今年作られた、観光

協会で……去年ですか、作られた名寄観光ガイド、

これは非常に、先ほど答弁にもありました。観光

の中を絞った形で整理がされています。せっかく

つくられたこういうもの、今どこに置かれている

のか。観光客が来られる、あるいは道の駅だとか

宿泊だとか、やっぱりそういうところにしっかり

こういう的を絞って、今観光計画がこういうふう

な形で進んでいますよと。市内に住んでいる方、

あるいは市外の方もこれ見たら一目で取りあえず

ここだけは行こうかとかというふうな、今実際サ

バイバルゲームだとかいろんなもの、カヌーの部

分だとかって出ています。今はただ見るだけでな

くても、お金を少し取っても必ず観光の方は来ま

す。ただ、そこに魅力がどうやってついてくるか

だというふうに思うのです。ですから、今あるこ

の名寄の自然観光資産、いろんなもの、文化遺産

も丁寧に育ててはいかなければならないと思いま

すけれども、やはりどこかからは頭絞って、そこ

に、次につなげていく、そういう施策がこの第２

次の観光振興計画の中で必要ではないかと思いま

す。その点ちょっと改めてお伺いをしたいと思い

ます。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

これからの観光〇産業振興室長（田畑次郎君）

を進めていくに当たって、観光協会の取組につい

ても触れていただきました。今回計画をつくるに

当たりましては、先ほども申し上げましたとおり、

市民の策定委員の皆様、それから有識者の方にも
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入っていただいて、策定を１年かけてしたのです

けれども、このときに事務局としては産業振興課

と観光協会が何度も協議をしてつくり上げたもの

です。そして、この方向性に沿って観光協会とし

ても取組を進めていく中で今御紹介いただいた観

光協会としてのガイドブックも作っています。こ

れについてはどこにあるかというところなのです

が、先ほどの「ブラ・なよろ」については一応ボ

ランティアガイド向けということであまりたくさ

んの冊数は用意しておりませんけれども、ネット

ではデータがもっと拾えると。それから、観光協

会さんのガイドブックについては相当数を作って

おりまして、産業振興課でも、あるいは観光協会

でも、市の主要なところにはできる限り置くよう

にしておりますし、この中身につきまして、非常

に絞った形で紹介されているとありますけれども、

観光振興計画の中でも、前回の計画では観光交流

振興協議会という市内を挙げての組織で推進する

ことにしておりましたが、この計画では明確に観

光協会を中心に進めるとしているところでござい

ます。そんな中で、先ほども御紹介していただい

たサバイバルゲームですとか、あるいはそこの観

光ガイドにも観光農園なんかも記載してあると思

うのですけれども、こういったものは観光協会が

中心となって、本市の観光の魅力の一つとして定

着をしているところだと考えております。こうい

ったものを市民の皆様にも、あるいは市外の皆様

にも発信をすることが大事だと思っております。

その点では、認知度が不足しているというのはま

だまだ発信が不足しているところもあるかもしれ

ませんので、観光協会、そして我々市、連携して

発信をしていって、この名寄の魅力を伝えていき

たいと考えてところです。

東川議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひこの名寄観光ガ〇１５番（東川孝義議員）

イド、今回の恐らく第２次の観光振興計画に合わ

せて作成がされたのかなというふうに思っており

ます。先ほどお話もありましたけれども、やっぱ

りＰＲなり告知、これをどうやってしていくのか

という。せっかくいいものをつくってもどこかに

しまわれたのではなくて、やっぱり人が集まる場

所、そういうところに、あるいは名寄市で何かを

やる事業のときにも名寄ではこういうのがありま

すよと。名寄市民の方が知らないで、ほかのまち

の人が知っているというわけではなくて、やはり

いろんな機会を通じて告知なりＰＲをしていくと

いうのが非常に大切なことなのかなというふうに

思いますので、ぜひその辺を今後、今の観光協会

との連携、これ実際は観光協会のほうに行って、

資料を頂いてきたのですけれども、さらに積極的

にいろんな形で取り組もうというふうなお考えで

今進められております。今室長のほうからもお話

ございました。ぜひ連携をより強化をしていただ

いて、このコロナ禍、少しでも落ち着いたら当初

の目的を上回るような人が多く入ってきて、経済

効果にもつながるような施策を展開することをお

願いをして、私の質問を終わらせていただきます。

以上で東川孝義議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午後 ０時００分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（東 千春議員）

を開きます。

ＪＲ宗谷本線活性化に関わって外１件を、富岡

達彦議員。

それでは、通告順に従〇１番（富岡達彦議員）

って質問をしてまいります。

今年の夏は行動制限がかからなかったことから、

ＪＲ北海道が発表した利用状況によりますと、昨

年比で大幅に利用客が増加をしております。しか

しながら、２０１８年度に比べますと輸送密度、

営業収益の回復には程遠い状況にあります。ＪＲ

北海道が単独で維持することが困難とされている

区間については、既に４つの区間が廃止、バス転
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換をされ、来年２０２３年には留萌本線が段階的

に廃止されることが決まっております。国交省は、

２月に鉄道の在り方を議論する有識者会議を設置

し、提言をまとめています。それらに鑑み、今後

の宗谷本線活性化をどのように推進をしていくの

か、その具体について伺ってまいります。

小項目１、公共交通形成計画における宗谷本線

の必要性について。宗谷本線の持つ潜在的なポテ

ンシャルと生活移動と都市間移動に関わって、宗

谷本線の必要性と公共インフラ機能としての位置

づけについて現在の考え方について伺います。

小項目２、観光資源としての宗谷本線の可能性

について。今年の春は花たびそうや号が満を持し

て運行され、新型コロナウイルス感染拡大の影響

によって運行ができなかった花たびそうや号、今

年ようやく運行にこぎ着けたということで大変好

評でありました。そして、来る１０月８日には稚

内から富良野、登別を経由して３日間をかけて函

館に至るＨＯＫＫＡＩＤＯＬＯＶＥ！ひとめぐり

号が運行されます。一方で、民間企画としまして

は、９月４日に名寄留萌間を往復するスターライ

トるもい号が運行され、留萌線の廃線の報道もあ

って、道内や本州から多くの鉄道ファンや鉄道旅

行愛好者が詰めかけ、大いににぎわったところで

す。今週末の９月２３、２４日には宗谷本線マイ

レール意識向上実行委員会の企画により幌延町、

中川町、そして音威子府村の住民を中心として名

寄以北の沿線住民も乗車対象とした貸切り観光列

車テッシ号が運行、宗谷本線の名寄以北で運行さ

れることになっております。本市の観光振興計画

（第２次）に宗谷本線をどのように位置づけ、組

み込んでいくかについて考え方を伺います。

小項目３、物流の拠点機能の構築における宗谷

本線の位置づけについて。物流という大きな経済

活動に資する拠点化機能の構築に向けて、エコモ

ーダルシフトの理念を含めトラック運輸物流事業

だけではなく、客貨混合を含めて鉄道貨物に対す

る可能性について考え方を伺います。

小項目４、沿線自治体が鉄道サービスの当事者

になることの可能性について。鉄道が地域の社会

と経済を維持していく上で必要なインフラである

ことは言うまでもありません。国は第２次交通政

策基本計画を策定していますが、鉄道を地域公共

交通活性化再生法に関わる重要な交通インフラと

考えていくならば、鉄道路線と地域内の交通資源

を組み合わせた公共交通形成計画をさらにブラッ

シュアップしていく必要があります。市民に対し

て公共交通インフラサービスの提供当事者として

本市が北海道や国とどう連携し、主体的に働きか

けを進めていくかについての見解を伺います。

大項目２、こども基本法の成立に関わって。本

年６月１５日、子供の権利を包括的に保障するこ

ども基本法及びこども家庭庁設置法が成立をいた

しました。本市においては、従来の子ども・子育

て支援法になぞらえて、第２期名寄市子ども・子

育て支援事業計画を策定し、取組を進めていると

ころです。こども基本法の施行は来年２０２３年

４月１日ではありますが、施行までの期間、名寄

市庁舎内の関係部署を横断して本格的な議論展開

が図られるものと思います。現段階での本市のこ

ども基本法及び子どもの権利条約への考え方につ

いて伺います。

小項目１、こども基本法に対する本市の基本理

念について。本市でこども基本法が関係する政策

には名寄市総合計画中期基本計画の基本目標を推

進していく上で策定された名寄市子ども・子育て

支援事業計画や名寄市学校教育推進計画などがあ

ります。それらの基となる法令は、子ども・若者

育成支援推進法、児童福祉法、教育基本法、少年

法などがあります。それらの法律の上位に位置づ

けられてくるのがこども基本法になります。こど

も基本法は、国の省庁を横断するように本市にお

いても児童福祉分野に限らず、教育の分野にも広

く関わるものと認識しています。２０２３年度か

ら始まる総合計画の後期基本計画の制定に向けて

こども基本法に関わる基本的な理念についてどの
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ように描いていくのか、現段階での考え方をお知

らせください。

小項目２、子どもの権利条約への考え方につい

て。こども基本法は、子どもの権利条約による権

利保障を進展させるためにも大きな意義を持つ法

律として成立をいたしました。子供の権利を包括

的に保障するのがこども基本法になるわけであり

ますが、子供に関わる権利施策を幅広く整合性を

持たせていくためには、どのような施策が本市に

とって必要であるかについて見解を伺います。

小項目３、子供の意見表明権について。こども

基本法第１１条では、子供施策の対象となる子供、

または子供を養育する者、その他関係者の意見を

反映させるために必要な措置を講ずるものとする

と記されています。子供の権利保障上、子供の意

見表明権が明文された重要な条文の一つだと考え

ます。子供の権利を主体するこども基本法が施行

される前に、子供や若者たちと最前線で向き合う

ことになる本市にとって子供の意見表明権の受皿

体制づくりは主体的に取り組まなければならない

項目の一つだと思いますが、現段階での見解を伺

います。

小項目４、こども基本法と教育の関わりについ

て。子供が権利主体とされるこども基本法におい

て、自己決定や意思表明ができ得る教育体系の基

盤づくりと子供たちが自己肯定感を高められる指

導内容の充実化が今後一層求めることになるもの

と思われます。教育行政執行方針の中に主体的、

対話的で深い学びの実現を目指す事業の改善を進

め、そのための思考力、判断力、表現力の育成に

資する指導やＩＣＴ機器の効率的な活用を推進し

ていくとあります。個々に自分の言葉で意見が言

えるための指導方法を子供を中心に整えていくこ

とは、未来に対して希望を持つことができ得る学

校生活につながるものと考えますが、理事者の見

解について伺います。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

よろしくお願い申し上げます。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

ただいま富岡議〇総合政策部長（石橋 毅君）

員からは大項目で２点にわたり御質問いただきま

した。大項目１は私から、大項目２、小項目１、

２、３についてはこども・高齢者支援室長から、

小項目４は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、ＪＲ宗谷本線活性化に関わ

って、小項目１、公共交通網形成計画における宗

谷本線の必要性について申し上げます。地域の生

活基盤である公共交通は通院、通学、買物など市

民生活を維持する上でも身近な移動手段であり、

地域医療や観光、物流など広域的な視点において

生活や経済活動を支える上でも重要なものとして

位置づけられます。人口減少下の財政的負担や運

転手不足など困難な課題に対して地域公共交通を

維持、継続していくため本市では令和元年５月に

名寄市地域公共交通網形成計画を策定いたしまし

た。その計画の基本方針においても、本市は圏域

に必要な生活機能の確保に関して中心的な役割を

担う中心市であり、市立総合病院への通院など周

辺市町村からの公共交通の維持が求められるとさ

れており、宗谷本線は都市間や間接的に空港等を

結ぶ交通手段として基幹的な交通ネットワークで

あり、重要な公共インフラに位置づけられると考

えております。

次に、小項目２、観光資源としての宗谷本線の

可能性について申し上げます。名寄市観光振興計

画（第２次）に定める観光の施策の方向性の一つ、

名寄市までの基幹交通及び２次交通の整備におい

て札幌市、旭川市、新千歳空港から名寄市までの

結節は比較的充足しているものの、旭川空港から

名寄市までの結節は利便性がよくないと評価して

おり、道内の移動に自動車を利用しない観光客に

とって、公共交通の確保は重要な課題であると認

識しております。一方で、移動手段であると同時

に、運行そのものが観光イベントである観光列車

は、乗車率は高いものの、臨時に運行されるもの
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であるため、路線維持に必要とされる輸送密度に

直接寄与するものではなく、その意義は列車の旅

の魅力の再認識と地域住民の鉄路への関心や愛着

の喚起、そしていわゆるマイレール意識の向上に

あると認識しています。ＪＲ北海道の企画では、

今年５月から６月にかけて３年越しに運行された

花たびそうやは、多くの市民がお迎えとお見送り

に参加され、市内料理研究家によるオリジナル弁

当は各日完売するなど道内外からの待ちわびた乗

客の皆様に大変喜ばれました。今年度はこのほか

に５月にＪＲ北海道のラベンダー編成列車と全日

空のふるさと納税と宗谷線沿線自治体コラボ企画

が運行され、１０月には日本航空やＪＲ北海道が

連携するＨＯＫＫＡＩＤＯＬＯＶＥ！ひとめぐり

号が運行される予定です。また、民間の企画では、

９月４日には名寄市、名寄市民有志が中心となり、

鉄道愛好家７０名により名寄駅から留萌駅まで運

行したスターライトるもい２０２２や９月２３日、

２４日に音威子府、中川、幌延の３町村でつくる

宗谷本線マイレール意識向上事業実行委員会によ

る貸切り観光列車試乗会があり、例年にない盛り

上がりを見せています。さらに、観光事業におけ

る宗谷本線の利用では、広域観光を推進する天塩

川シーニックバイウェイにおいて、人力での移動

と公共交通での移動そのものを楽しむきた北海道

エコ・モビリティを推進しており、その一環とし

てコロナで中断されていますが、サイクリング、

ＪＲ、カヌーを楽しみながら移動するリバー、ロ

ード、レールのＲ３事業があります。

以上のように観光の分野においてＪＲ宗谷本線

は移動手段としての公共交通の確保と鉄道そのも

のの観光利用の両面で必要不可欠なインフラであ

り、その維持に向けた様々な取組に協力してまい

ります。

次に、小項目３、物流の拠点機能の構築におけ

る宗谷本線の位置づけについて申し上げます。物

流に関する取組は、北海道開発局が主体となり、

北海道総合開発計画の推進に資する取組として名

寄周辺地域を北海道型地域構造、生産空間の保持、

形成に向けたモデル地域の一つに指定して、圏域

自治体と共に現在まで議論を深めているところで

す。令和２年には官民連携による道北圏域ロジス

ティックス総合研究協議会が設立され、北海道開

発局の取組と連携しながら運輸事業の実証実験な

ど道北圏域の物流拠点の構築に向けた取組を進め

ています。物流拠点化への課題である長距離輸送

や人手不足、片荷輸送による輸送効率、コスト面

の問題に対しては、トラック等の自動車で行われ

ている貨物輸送を鉄道などに転換するモーダルシ

フトへの取組が有効とされています。国の動向と

しては、今年の７月に貨物鉄道の在り方を検討す

る有識者会議で貨物専用新幹線の導入を盛り込ん

だ取りまとめ案が示されました。検討会では、将

来的に貨物専用車両による生鮮食品や産業部品な

ど付加価値の高い品目の大量輸送など、今後幅広

く議論するとのことです。また、宗谷本線活性化

推進協議会の今年度事業では、これまでの利用促

進だけではなく、貨客混載など宗谷本線の多様な

活用の検討を予定しています。このことは、宗谷

本線を維持していくためには従来の地域住民や観

光利用のみならず、新たな付加価値を模索する必

要があると判断したところです。今後も持続可能

な道北圏域の生活基盤維持のために物流拠点化の

課題である輸送コストやドライバー不足の課題解

決に対してどのように宗谷本線が活用可能か、国

や北海道の動向を注視しながら情報収集に努めて

まいります。

次に、小項目４、沿線自治体が鉄道サービスの

当事者になることの可能性について申し上げます。

国の第２次交通政策基本計画は、将来にわたって

国民生活の向上と我が国の発展をしっかりと支え

ることのできる交通体系の構築のために策定され

ました。この計画の中で生活に不可欠な公共交通

の維持、確保が基本方針の一つとされています。

これまでも宗谷本線の維持存続活動は沿線を中心

とする２６自治体で構成された宗谷本線活性化推
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進協議会において国の実効性ある支援の要求や北

海道と共に利用促進費の財政負担を決定するなど

北海道、国と連携した取組を進めてまいりました。

また、名寄市が策定をした名寄市地域公共交通網

形成計画は、令和元年度から令和５年度までの５

か年を計画期間として今後の人口減少、高齢化社

会の進行を見据え、恒久的な地域の足を守るため

策定をされたものですが、令和２年度以降は新型

コロナウイルス感染症の影響を受けており、移動

需要の減少など改善や見直しの必要があると考え

ております。この公共交通網形成計画の見直しに

当たっては、地域公共交通活性化再生法が令和２

年に改正され、これまでのまちづくりと連携した

地域公共交通ネットワークの形成に加えて、地域

における輸送資源の総動員を計画に位置づけるこ

ととされています。今後も利用者ニーズを踏まえ

て宗谷本線を中心に都市間バスや路線バス、デマ

ンドバス、タクシーなどと連携、補完し、利便性

の高い安全、安心で安定したシームレスな公共交

通の確保に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

私か〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

らは、大項目２の小項目１、２、３の３点につい

てお答えをさせていただきます。

まず初めに、大項目２、こども基本法の成立に

関わって、小項目１、こども基本法に対する本市

の基本理念について申し上げます。こども基本法

につきましては、本年６月１５日に参議院におい

て可決、成立し、６月２２日付で公布されたとこ

ろであります。こども基本法では、全ての子供が

個人として尊重され、差別的取扱いを受けること

がないようにすること、適切に養育され、その生

活が保障されること、年齢及び発達の程度に応じ

て意見を表明する機会が確保されることなど６つ

の基本理念が明文化されております。本市の各種

計画の策定に当たっては、今回示されたこども基

本法の基本理念とほぼ合致している中で策定され

ているものと考えており、名寄市総合計画（第２

次）後期基本計画の策定作業におきましても同様

の考え方で進めてきたと考えております。また、

基本理念の一つであります意見を表明する機会が

確保されることにつきましては、従来より市長や

教育長が各学校へ赴き実施をしておりますふるさ

と未来トークや名寄市小中高いじめ防止サミット

などを通じて子供の意見を聞く機会を設けてきま

した。今後は、来年度に準備を予定しております

名寄市第３期子ども・子育て支援事業計画の策定

に当たって保護者や関係者に合わせて子供たちの

意見を聞く機会を確保していきたいと考えており

ます。

次に、小項目２、子どもの権利条約への考え方

について申し上げます。子どもの権利条約では、

子供の生きる権利、育つ権利、守られる権利、参

加する権利の大きく４つの権利が定められていま

す。生きる権利、育つ権利につきましては、全て

の子供が平等に医療や教育を受けられる環境の整

備、充実を図っていくことが重要だと考えており

ます。医療面では、令和２年１０月から小学６年

生までの通院分医療費の全額助成を実施し、教育

面では令和元年１０月から３歳以上の幼児教育、

保育の無償化が開始をされております。守られる

権利につきましては、児童虐待などの案件に対応

するため平成３１年から子ども家庭総合支援拠点

事業を開始いたしました。相談件数は年々増加し

ておりますので、さらなる強化、関係機関との連

携が必要と考えております。参加する権利につき

ましては、先ほども申し上げましたが、保護者や

関係者の意見のみならず子供たちの意見を聞く機

会を確保する取組を進めることが重要と考えてお

ります。今後も国や北海道の動向を注視しながら

進めてまいりたいというふうに思っております。

次に、小項目３、子供の意見表明権について申

し上げます。受皿の体制づくりとして大切なこと

は、子供たちの意見を聞き、市が策定をします各
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種計画などに反映をし、施策の推進につなげてい

くことだと考えております。現段階におきまして

は、子供たちと直接対話をする保育や教育現場に

おいて子供たちの年齢や発達の状況に応じてしっ

かり意見を聞いていくことが重要だと思っており

ます。子供たちが個人として尊重され、差別的扱

いを受けることがないよう職員がこども基本法の

理解を深め、スキルアップを図っていくことが重

要であると考えているところです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目２の〇教育部長（木村 睦君）

小項目４、こども基本法と教育の関わりについて

お答えいたします。

教育委員会では、このたび成立しましたこども

基本法について基本理念の中に子供の意見を表明

する機会及び多様な社会的活動に参画する機会の

確保、子供の意見が尊重され、その最善の利益が

優先して考慮されることが示されておりますこと

から、子供たちが今後より一層様々な機会に参画

することや意見表明することが進展していくので

はないかと考えているところです。本市の各学校

においては、これまでも子供一人一人が自己肯定

感を感じて、自分の意見を伸び伸びと述べ、自己

実現を図ることができるよう子供の人権を尊重す

ることや子供の意見や考え方を十分把握して、日

々の教育指導に生かすこと、国語科を中心に各教

科等で子供一人一人が人との関わりの中で自分の

思いや考えを思考し、適切に表現する資質、能力

を育成すること、学級活動や学校行事、児童、生

徒会活動などの様々な集団での活動において、活

動に参画して、自己実現を図ることができるよう

にすることなどに取り組んできているところであ

ります。教育委員会といたしましては、各学校の

こうした取組が今後より一層こども基本法に示さ

れている理念も踏まえて行われるよう国や道のこ

ども基本法を踏まえた学校教育に関わる取組等を

注視しながら、学校教育の施策の展開や学校への

指導、助言に取り組み、本市の子供たちがこれか

らの複雑で変化の激しい社会の中において自信を

持って自分の人生を切り開き、よりよい社会をつ

くり出していくことができるよう引き続き生きる

力を育てる教育を推進していく考えです。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁をいた〇１番（富岡達彦議員）

だきましたので、再質問をさせていただきたいと

いうふうに思います。

宗谷本線の維持存続、あるいは活性化に関わっ

てというのはこれまでも何度かこの場で御議論を

させていただいているところでありますけれども、

宗谷本線を軸としたこの地域の公共交通を形成し

ていく上で、地域住民の日常生活や社会経済活動

の基盤として宗谷本線の位置づけがなされている

というような今部長からの答弁でもあったのかな

というふうに思うのですけれども、地方創生を含

めてその実現、あるいは今岸田政権が掲げており

ますデジタル田園都市国家構想、これの実現に向

けて、道北においては宗谷本線の位置づけという

のが非常に実現に不可欠な重要な具材であるとい

うふうにも認識するところではあるのですけれど

も、その中で鉄道の存在意義というのがこの地域、

名寄、宗谷本線の大体真ん中辺と、中核の都市と

して存在している名寄市から見てみても、旭川か

ら稚内に至る沿線自治体を一つ一つ数珠つなぎの

ようにつないで連絡して、地域と地域を結んでい

るというような、大きな役割も担っているのだろ

うなというふうに思うところなのですけれども、

その中で宗谷本線の活性化の中心存在である名寄

市としては、やっぱり南と北を結ぶちょうど要の

地域に位置しているのかなというふうにも思うわ

けで、この沿線の広域にわたった社会経済活動を

支えるための基幹的なネットワークを形成してい

く上で多様な活用方法というのを模索していくこ

とがまた必要になってくるのかなというふうに思

うところなのですが、活性化推進協議会の事業計
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画の中に今言ったようなもろもろの地域を含めた

社会経済活動を支える基幹的なネットワークを形

成していく上でどのようなことが必要で、今後ど

のようなことをそこに反映をさせていこうと考え

られているのかについてちょっとお知らせをいた

だきたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

冒頭の答弁でも〇総合政策部長（石橋 毅君）

触れさせていただきましたけれども、今年度の活

性化協議会の中での事業計画で鉄道の在り方とい

うか、どのような在り方が考えられるかという、

今年はちょっと考える機会をつくろうということ

で事業計画を立てております。後のほうの小項目

でもお話出ておりましたが、物流の関係であった

り、ただ観光だったり移動のみならず、いろいろ

な活用、せっかくあるもの使い倒すための方策と

いうのをいま一度有識者もお呼びしながら勉強会

的なことをやっていきたい。その中でしっかりと

意思疎通をしていきたいというふうに考えており

ます。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

ＪＲ、自治体が多分こ〇１番（富岡達彦議員）

れからも一体となっていろいろと道とか国とかに

も働きかけながら取組を展開されていくのだろう

というふうに考えるところなのですけれども、御

案内のとおり、しかしながらＪＲ北海道、様々な

経営努力をされている状況の中でも列車の減便で

すとか駅の廃止ですとか優等列車の削減等々含め

てこれまでも様々なコストダウンの経営努力とい

うのをされてきている状況ですけれども、その結

果公共交通としての利便性が著しく低下してくる

ことによって利用者のニーズからかなり乖離して

しまったというような状況もかいま見れる。そし

て、さらなる利用者の逸走を招いてしまう、逃が

してしまうという状況が出てきているということ

が国交省の有識者会議の鉄道事業者と地域の協働

による地域モビリティの刷新に関する検討会、こ

ちらのほうでそのような報告がなされている状況

なのですけれども、沿線地域が将来にわたって持

続可能性が失われないような宗谷本線の在り方を

模索していく上では、路線の維持に関しての話に

ちょっと触れさせていただきたいのですけれども、

これまでのような、提示されていたような路線の

維持管理に係る費用をＪＲ北海道と自治体が応分

負担を求めてくるような上下分離の在り方ではな

くて、やはり同じ国交省内での道路局といろいろ

対比をさせながら考えたときにかかる費用に関し

ては元日本国有鉄道の宗谷本線であったという位

置づけ等々にも鑑みて、その辺はしっかりと下の

部分に関してはＪＲと北海道と連携しながら沿線

自治体だけで賄うだけではなく、しっかりともっ

と強く国と道、道と共に国に強く申し入れていく

必要があるのかなというふうに思っています。こ

れまでも活性化推進協議会の中でそういうような

取組はなされてきて、多くの申入れはされている

と思うのですけれども、改めてその辺に関してど

のように国に申入れをしながら北海道の鉄路、と

りわけ宗谷本線に関してこれから維持管理をつか

さどっていこうという考えをお持ちなのかについ

て改めてお聞かせをいただきたいというふうに思

います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

今いろいろ沿線〇総合政策部長（石橋 毅君）

自治体とかというお話でしたけれども、富岡議員

には釈迦に説法かなとは思いますが、鉄道という

のはやはり長くつながって、そこで初めて意味が

あるということで、これが例えば線区ごとで議論

をしていってもこれ本来の鉄道の価値というのは

果たしてどうなのだと。根本的なところにいって

しまうわけで、そうなってくると北海道が示した

北海道交通政策総合指針というものがありますけ

れども、そちらでは鉄道ということにこだわった

計画にはなっていませんけれども、公共交通とし

て幹線というのはやっぱり鉄道だと。鉄道からい

かにシームレスにいろんなところにストレスなく

皆さん、来道者や住民の方たちが移動できるかと
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いったところを指針の中に取りまとめていただい

ていますけれども、やはりここは名寄に鉄道が通

っているというのは一つ地の利であったり、ここ

から鉄道のすごさというのは道内の主要都市に実

は行ける環境を提供しているのも鉄道である。そ

うなると、やはりここの議論は北海道をどうして

いくのかという議論、ここが大切であって、北海

道をどうしていくということがしっかりまとまっ

た中で国に対してこういった公共交通網の整備に

よって北海道の公共交通を維持していくといった

ような段階というか、そういうシナリオにいくべ

きだろうというふうに考えておりますし、宗谷本

線の活性化推進協議会においては、存続とかとい

うことではなくて、存続は前提なのです。存続し

ているから、利用促進をやっていくということが

今目的、そしてさらに高速化を目指すということ

が目的でやっておりますので、我々の認識として

は存続するのは議論というか、議論の対象ではな

くて、存続することは当たり前の中でさらに何が

できるかということを踏み込んでやっているとい

う認識ですので、そこは御理解いただければなと

いうふうに思います。

それから、沿線自治体の負担のお話も出ていま

したけれども、実際に運営費の部分に沿線自治体

が入ってくるということは、では持続可能な公共

交通維持していくためにどうしても点々で財政的

に厳しくなって、無理になっていくということも

将来的には考えられなくもない。これが本当に安

定して持続可能な維持するスタイル、スキームな

のかということもしっかりと議論していかなけれ

ばなりませんし、毛頭我々としてはそこを対象と

した議論は一度もしたことはないということです

ので、今後も引き続きやはり沿線自治体として協

力できる利用促進であったり、マイレール意識の

醸成だったり、そういったことはしっかり前向き

に取り組みながら、あとは北海道と国と連携して、

特に北海道とそういったいかに北海道の公共交通

を維持していくのかというところの議論も精度を

上げていきたいというふうに考えております。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

北海道が目指す北海道〇１番（富岡達彦議員）

のあるべき姿的なグランドデザインを描いていく

ということになると、宗谷本線沿線、道北地域の

グランドデザインどうするのだという話も恐らく

なってくるのだろうというふうに思うのですけれ

ども、道路の予算と比較すると非常に鉄道の予算

というのが国家予算としても道路予算のほうは兆

単位でついてるものが鉄道に関しては、１，００

０億単位ぐらいでしかないというような状況に鑑

みて、あるいは北海道の開発予算、こちらのほう

にも予算要求として上がってくるのも非常に鉄道

の部分に関しては薄いぞというような状況の中で、

やはりマイレール意識を持ったり、いろいろ地域

にとって鉄道の存在というのはすごく重要なのだ

ということを皆さん認識していながらにして意外

と外側の外堀の部分がなかなかきちんと形成され

てきていないということが多大にあって、その辺

にちぐはぐが出てしまっている部分というのがあ

るのかなというふうにも感じる部分であるのです

けれども、先ほども旭川空港と名寄とのアクセス

があまりよくないというような状況もお話しされ

ていましたけれども、加藤市長も前々から旭川空

港線とか、そういった提言、提案というのも道や

国のほうにも投げかけられているということも重

々承知しているところなのですけれども、その中

でひとつ観光の部分に関してちょっとお伺いをし

たいかなというふうに思うのですけれども、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構と北海

道庁がラベンダー号、ラベンダー塗装されたラベ

ンダー編成というのを北海道や沿線自治体が出資

しながら北海道高速鉄道開発株式会社によって購

入をして、それをＪＲ北海道に無償で貸し出すと

いうことやっていますよね。北海道のマークつけ

て走っていると思うのですけれども、令和４年度

以降、この間も報道でありましたけれども、一般

車両である名寄以南の普通列車に導入されている
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Ｈ１００形という新しい車がありますけれども、

あれを４両投入をして、ラッピングを施すという

ことが決まっている。こういった形で車両をＪＲ

に貸しながらというような運用の仕方というのも

やり方の一つとしてすごくあって、それもいい方

向に動いているのかなと思うのですけれども、そ

れらの車両を沿線自治体が主体的にさっきありま

したＲ３のイベント事業とかと絡めながら観光列

車として使っていくことというのが今後ちょっと

こちら側から、自治体側から逆提案で上げていく

必要性というのもあるのかなというふうにも思う

のですけれども、その辺についてどのようにお考

えになりますか。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

これは広域的な〇総合政策部長（石橋 毅君）

予算措置も必要になってくる話になってきますの

で、ここについては事前、前段の議論、そこしっ

かりとやりながら、全体の合意形成があった上で

提案に至るまでのシナリオが書ければ、それは可

能性はなきにしもあらずなのかなと思いますが、

なかなか大きな予算が伴う部分については、まだ

そこについては具体的な議論は出ておりませんけ

れども、なかなか難しい部分も出てくるのではな

いかという予想はしております。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

今後様々なさっきも言〇１番（富岡達彦議員）

ったようないろんなものと総合性を、整合性を取

りながら合意形成を図っていかなければいけない

ものだとも思いますし、やっぱり計画自体がどう

グランドデザインを描いていくのかというところ

から始まってくるものなのかなというふうにも思

いますので、その辺も含めて今後またいろいろな

場面で議論を重ねていくことができたらなという

ふうに思っているところでございます。

物流に関してなのですけれども、総合政策部長

のほうが全然十分承知のことだと思うのですけれ

ども、物流というのは社会経済の底辺を支える縁

の下の力持ちというようなことで認識されている

だろうというふうには認識しているところなので

すけれども、鉄道輸送というのはやはり旅客輸送

だけではなくて、先ほど御答弁にもありましたけ

れども、北海道の鉄道の歴史を振り返りますと８

割が物流だと。貨物輸送で成り立っていたという

ようなこともありますので、物流の使命を持続的

に今後も果たしていくために鉄道貨物の在り方と

いうのも恐らく今後議論していく必要が出てくる

ものなのかなというふうに思っています。物流の

拠点化事業、名寄市も立地に即した事業として今

後推進をしていくということであれば、やはり名

寄、旭川、あるいは札幌の貨物ターミナルへ貨物

列車の復活というものを提案されてもいいのかな

というふうにも思うのですが、その辺についてど

のようにお考えでしょう。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

いわゆるＪＲの〇総合政策部長（石橋 毅君）

中でもＪＲ貨物と、それから旅客部門と会社が分

かれているわけで、その部分で議員御指摘のとお

り旭川、永山、あそこまでが実際に貨物が、列車

が動いている北限となっておりまして、名寄のほ

うというのは過去にありましたけれども、今は撤

退されているといったことであります。ＪＲ貨物

さんがここにまた事業拡大していくということも

なかなかハードルの高い話でありますけれども、

そんな中で逆手に取って、旅客の車両でいかに法

的な部分の解釈を問題なくクリアしながら、一部

流用して少しでも物を運べないかという方策につ

いては当然今後協議会の中でもそういった利活用

については検討させていただきたいというふうに

は考えております。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

鉄道の貨物輸送の大量〇１番（富岡達彦議員）

輸送ができるというメリットというのはすごく大

きくて、エコモーダルシフトでＣＯ 削減等々の中２

で進んでいく中ではやはり名寄市もゼロカーボン

シティを宣言しているところでありますから、例

えば１日で５トンのコンテナを１００個輸送する
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ということを考えますと、貨物列車だと１列車を

仕立てれば済むわけなのですけれども、今名寄も

現実にトラックでコンテナを輸送していますけれ

ども、大型トラックだと１台で３個しか運べない

ということになりますと、１００個輸送するとな

ったら３３台必要になるということになるわけな

のですけれども、列車の場合ですと運転手は１人

で済みますけれども、トラック３３台分の今度は

運転手が必要になってくると。今トラックドライ

バーの不足とかバスドライバーの不足、車離れ等

々も今後進んでくるのだろうなというふうにも思

うので、その辺も含めてちょっと前向きに御検討

いただけたらありがたいかなというふうに思うと

ころです。

最後に、鉄道と道路についてなのですけれども、

宗谷本線の活性推進協議会と高速道路の建設期成

会、これ交通の２本柱としてこの辺の地域である

協議会かなというふうに思うのですけれども、そ

の両方の会長を務められております加藤市長にち

ょっとお伺いをしたいかなと思うのですけれども、

鉄道も高規格道路もどちらも大切だというのは私

も認識しているところなのですけれども、交通政

策基本法の第８条から１０条には国や地方自治体、

鉄道事業者の責務というところで地方公共団体は

国と適切な役割分担を踏まえ、地域内の自然的経

済的社会的諸条件に応じた施策を策定、実施する

ものというふうに明記をされているところであり

ます。地域における交通サービスを地域が主体性

を持って進めていくためには、地域内のほかの交

通資源と組み合わせた中でサービスの区間や時間

や適量や、あとはシームレス化、そういったもの

というのを図っていく必要というのは出てくるの

かなと思うのですけれども、名寄をはじめとして

沿線地域に人々を呼び込む施策、あるいは足元マ

ーケットの拡大にも知恵を絞っていく必要がある

のかなというふうに思っています。商業ベースと

して市場原理にはそぐわないというような状況に

今宗谷本線自体が追い込まれている状況ではあり

ますけれども、ＪＲ北海道の新しい社長に就任さ

れた綿貫さんもおっしゃっておりますけれども、

骨格路線は何とか維持をしていきたいというよう

なプレス発表もされています。その中で沿線自治

体として今後当事者性を持って生活の移動や都市

間の移動、あるいは観光、インバウンド、そして

物流に資する宗谷本線の維持活性化を推進してい

くに当たって、沿線自治体は今後も北海道や国に

対して積極的に実現可能な施策を打ち上げていく

中で上下分離政策を含めて求めていく必要がある

と思うのですけれども、これまでの議論を踏まえ

て市長の考え方を再度お聞かせいただきたいと思

います。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

部長からもお話ありまし〇市長（加藤剛士君）

たが、宗谷本線は、昔は道北には６つの鉄路があ

りましたけれども、５つが１９８０年代から全て

廃止になって、残すは道北には真ん中を通る宗谷

本線だけとなりました。この宗谷本線は、ある意

味では日本の北から南をつなぐ大事な路線、基幹

路線ということでもありますので、国を守ってい

くという意味においても大変重要な路線だという

ふうに考えておりますので、我々はその思いを持

って、宗谷本線協議会は一つにまとまって、でき

ることをしていこうという動きをしています。北

海道のほうも２０１７年２月でしたか、これ、北

海道運輸交通審議会の鉄道ネットワークワーキン

グチームの中でこの宗谷本線は国境に隣接し、産

業基盤としても重要な地域、一定の定住確保の観

点から今後も鉄道の維持を図る必要性があると、

こういうもう提言出ているので、さっきからお話

ししますけれども、危機というのでなくて、残る

という前提の中で様々な協力もしていくというこ

とであります。そうはいっても線区の中で大変、

線区だけ見れば赤字と。全体的な、札幌区間も赤

字なのだけれども、なので我々はできる協力はし

っかりしますよと。しかし、利用促進に関して様

々なこれまでも提言もしてきていますし、もう６
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年ぐらい前からＪＲ北海道とも一体となって、地

域もいろんな知恵を出しながらこの間も協議を進

めてきているということであります。今後ともそ

のことには変わりないし、同じ方向も向きながら

しっかりと、さらに宗谷本線の利用促進、あるい

はできる限りの経費節減も含めた我々地域できる

ことはしっかりやっていくという姿勢に変わりは

ないということでございます。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

市長、ありがとうござ〇１番（富岡達彦議員）

いました。ぜひとも、残すということ自体はもう

ＪＲ北海道のほうの社長も言われていますし、残

す方向の中での、それを前提とした中で今後どう

いうふうにより一層にマイレール意識を高めなが

ら地域が一体となって鉄道を守っていくことがで

きるかということを一緒に考えていくことができ

たらなというふうに思っております。

続いて、第２項目のほうに入ってまいりたいと

思いますけれども、子供真ん中社会を形成をして

いくという流れの中でこども基本法が制定をされ

ていくという状況の中で、名寄も様々な施策をた

くさんやってこられていまして、それでそれをさ

らにこども基本法とセットにしてなぞらえていく

ことによってブラッシュアップをして、あるいは

充実化をさせていくということというのが可能な

のかなというふうに思うところなのですけれども、

ただ子どもの権利条約やら基本法やら何やらが策

定をされていく中でも残念なニュースというのが

結構たくさん報じられているという状況があると

いうのも現実問題なのかなというふうに思うので

すけれども、全国の児童虐待は３１年連続増加と

いうような悲しい見出しがこの間新聞報道でも、

９月１０日でしたか、されたわけなのですけれど

も、その辺も含めて、北海道も最多の記録を更新

しているという状況もあるという話なのですけれ

ども、子供の自殺の問題ですとか、あるいはいじ

め、そして学校の不登校や生活の貧困など深刻な

問題を抱えている子供たちがいるという現実、そ

ういった問題が取り巻いているというものもある

わけなのですけれども、そうした子供たちをめぐ

る問題を抜本的に解決をしていく上で、こども基

本法を上手に取り入れながら行政としてはこれか

ら施策を練っていかれるのだろうなというふうに

思うのですけれども、権利を持つ主体として位置

づける中で子供たちを、その権利を包括的に保障

していく上で本市はどのような施策を今後展開し

ていく中で、さらにそれを大きく子供たちを真ん

中に置きながらやっていく施策を講じていくこと

ができるのかについて考え方をもう一度お聞かせ

をいただきたいと。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

子供〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

たちを真ん中にしてということでの今後の施策と

いうことだと思いますけれども、こども基本法の

中身からいきますと、まず来年の４月にこども家

庭庁が発足をされて、その中でこども基本法を基

にこども大綱というものがこの後示されてくると

いうふうに考えております。そのこども大綱には、

これまでの少子化対策ですとか子供の若者育成支

援ですとか、子供の貧困対策の３つの大綱が一つ

になって示されてくるというところで言われてお

ります。我々としては、このこども大綱の中身を

しっかりと精査をしていかなければならないなと

いうふうにも思っていますし、今現在進めており

ます子ども・子育て支援事業計画の中身と整合も

しながら大綱での指摘が出てくるようなところも

あれば、そこはそこで我々の計画にも反映させて

いかなければならないなというふうに考えている

ところです。どちらにしても、これから多分子供

の環境がすごく変わってくるというふうに思って

おります。議員申し上げたとおり、痛ましい事故

がなかなかなくならないようなこの時代において

といいますか、そういう中で大綱の中身でもそう

いうことに触れられてくるというふうに思ってお

りますので、しっかりと国の大綱を注視しながら、
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北海道のほうでもこの後基本計画なども定めると

思いますので、そちらもしっかりと見ながら、第

３次の名寄市の子ども・子育て支援事業計画が、

来年、令和５年で終わりになりますので、来年計

画策定に向けたことをやっていきますので、その

中でもしっかりとこの部分は検証しながらやって

いきたいなというふうに思っています。

以上です。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございます。〇１番（富岡達彦議員）

様々な名寄市がこれまでやってきた、培ってきた

事業計画等々も含めて、今後さらにそれを深めて

いくというような形になろうかと思うのですけれ

ども、子どもの権利条約というのが大分前に策定

されて、様々な議論を全国各地で呼んでいて、そ

れに基づいて子供の権利条例を制定している市町

村というのも結構あろうかと思うのですけれども、

名寄市においてはこれまでも様々なそういう議論

が先輩議員もされてきたと思うのですけれども、

その辺について改めて子供の権利条例の策定につ

いてどのようにお考えになっているかについてお

聞かせください。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

先ほど松田室長〇健康福祉部長（馬場義人君）

のほうから、こども・高齢者支援室長のほうから

もこども大綱等についてお答えさせていただいた

かというふうにも存じます。子供の権利条例は策

定している市町村さんもあるようにお聞きしてお

りますが、先ほどのこども・高齢者支援室長の答

弁にもございましたように、私どもの様々な計画

は子供の権利条例を念頭に置きながら今回の総合

計画も含めた形で策定をさせていただいていると

ころでございます。先般６月２２日、大臣替わり

ましたけれども、こども政策担当大臣から市町村

長に宛てて子供の真ん中社会の実現に向けてとい

ってお手紙を頂戴しております。様々な市町村で

行われている先進的な中身を国のほうから横展開

していっていただけるというふうなお手紙でござ

います。今後そういうような内容も参考にさせて

いただきながら政策のほうを推進させていただき

たいと、このように考えております。

以上です。

富岡議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひとも子供の権利に〇１番（富岡達彦議員）

関する条例というものをきちんと制定しながらき

ちんとした枠組みをさらに大きくしていって、子

供を真ん中に据えていくような施策を講じていっ

ていただきたいなということを申し上げておきた

いというふうに思います。

教育のほうに関して最後１点お聞きをしたいの

ですけれども、主権者教育とか、あるいは子供か

らの意見を聞き、吸い上げていくというような子

供の意見をきちんと聞くということにおいては、

これまでもいろいろな議論になってきた、先輩議

員もされてきたことがあると思うのですけれども、

学校においては子供の意見をきちんと反映させる、

あるいは行政の意見をきちんと聞くということも

含めて子供議会というものの取組をやはりもう一

度ここでお聞きをしておきたいなというふうに思

うのですけれども、それらについての考え方、今

後の進め方も含めてちょっと今現段階で御回答い

ただける部分に関していただければというふうに

思うのですけれども、教育長、いかがでしょうか。

岸教育長。〇議長（東 千春議員）

学校における子供議〇教育長（岸 小夜子君）

会の活動という、学校教育の中で子供議会を行う

ということでよろしいでしょうか。

（「も含めて」と呼ぶ者あり）

教育委員会として子〇教育長（岸 小夜子君）

供議会を開くということでしょうか。

（「きちんと子供たちの意見を反映できるような

形での……」と呼ぶ者あり）

（何事か呼ぶ者あり）

学校におきましては、〇教育長（岸 小夜子君）

子供たちの意見を聞く場、自治的な活動をすると

いうことで児童会、生徒会活動がございまして、
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これまでもそうした子供たちの意見を反映する中

で学校の生活が充実するようにという取組を進め

てきているところでございますので、学校の中で

は今後なお一層子供たちの人権に配慮しながら子

供たち、きちんと、例えば障がいのある子、それ

からなかなか意見の言えない子、いろんな子供た

ちがいますから、そうした弱い立場に立ちながら

きちんと子供たちの一人一人が意見を言えるよう

な場を学校の学習指導要領という中でできる活動

の中でなお一層充実、発展させていくように努め

ていくことが議員のおっしゃる子供議会というか、

そういう趣旨に沿うものなのかなというふうに私

自身は考えているところでございます。

以上で富岡達彦議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

移住定住促進事業について外１件を、遠藤隆男

議員。

議長より御指名いただ〇８番（遠藤隆男議員）

きましたので、通告順に従い、大項目２点につい

て順次質問をさせていただきます。

まず、大項目の１、移住定住推進事業について

小項目で４点お伺いいたします。近年急速な少子

高齢化の進展、人口減少、若年者の進学、就職に

伴う首都圏への転出などにより幅広い業種での人

材確保が困難となっている状況であります。ここ

数年においては、コロナ禍の影響により地方への

移住意識も高まり、特に若年者のＵＩＪターンへ

の関心が高まっているとも言われております。移

住支援事業については、国の地域再生制度による

支援施策、道においては地域再生計画による各種

支援事業が行われており、本市においても名寄市

移住促進協議会での取組や本市独自の支援施策等

により移住定住推進事業が行われておりますが、

まず小項目の１、近年の移住者の状況について。

本市への移住に関する問合せ状況、移住体験ツア

ーの申込み状況及び移住者の状況についてお伺い

をいたします。また、移住されてきた方の本市を

選んだ理由及びＵＩＪターンの状況について、把

握されている範囲でお聞かせください。

次に、小項目の２、移住者への支援施策につい

て、具体的な支援内容についてお伺いをいたしま

す。

次に、小項目の３、知名度を向上させる施策に

ついて。移住先として選択をしていただくために

は、首都圏の方々だけではなく、全国の多くの方

々に名寄市という地名を知っていただくことが必

要不可欠であり、本市の知名度は徐々に向上して

きていると思いますが、それでもまだ高いほうと

は言えず、さらに知名度を向上させていく必要が

あると考えます。本市としてもひまわりや日本一

をうたう雪質等の自然環境、日本一の生産量を誇

るモチ米、四季を通じたバリエーション豊かで高

品質の農作物などについて様々な形での情報発信

等によるＰＲを行い、知名度の向上に努められて

おりますが、現在行われている知名度向上施策及

び知名度向上につなげる今後の進め方についての

お考えをお伺いいたします。

次に、小項目の４、定住支援策について。本市

においても、人口の減少及び少子化、高齢化が進

む中で様々な対応が行われていますが、移住者を

増やしていくことは人口減少、人材不足を補う策

の一つとして必要でありますが、今後は現在名寄

市に居住されている特に若年層の方々に本市に残

っていただき、定住してもらえるような施策が必

要であり、移住されてきた方々を含めての定住に

結びつく支援が重要になってくると考えますが、

現在本市で行われている定住支援施策についてお

伺いいたします。また、今後の定住支援に関する

お考えをお聞かせください。

次に、大項目の２、地域おこし協力隊について

２点お伺いいたします。地域おこし協力隊は、都

市地域から過疎地域等の条件不利地域に移住して、

地域ブランドや地場産品の開発、販売、ＰＲ等の

地域おこし支援や農林水産業への従事、住民支援

などの地域協力活動を行いながらその地域への定

住、定着を図る取組であり、隊員は各自治体の委
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嘱を受け、任期はおおむね１年以上３年未満とさ

れ、令和３年度で約６，０００名の隊員が全国で

活動していると言われ、国としても隊員数を令和

６年度に８，０００人に増やすという目標を掲げ、

この目標に向け、地域おこし協力隊等の強化を行

うこととしております。本市には、協力隊員から

既に就農された方や農業、観光分野で協力隊員と

して現在活動されている方もおります。コロナ禍

の影響を含め委嘱までつながらなかった時期もあ

ったと思いますが、１点目に本市における近年の

地域おこし協力隊の募集、応募、委嘱の状況につ

いて、現在募集している移住コーディネーターの

状況を含めお伺いいたします。また、これまでの

本事業の評価と課題についてお伺いをいたします。

２点目に、本市の地域おこし協力隊の新たな形

での募集を含めた今後の進め方と考え方について

お伺いいたします。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

ただいま遠藤議〇総合政策部長（石橋 毅君）

員からは大項目で２点にわたり御質問いただきま

した。初めに、大項目１、移住定住推進事業につ

いて、小項目１、近年の移住者の状況について申

し上げます。

近年の移住者の状況につきましては、名寄市移

住促進協議会を設置した平成２４年度から平成２

８年度にかけて移住ＰＲ事業等を通じた移住件数

は１件でありましたが、首都圏で開催される移住

相談会への出展をはじめ様々な形での継続した移

住推進への取組から、平成２９年度以降は毎年度

移住されてきている状況にあります。内訳としま

しては、平成２９年度では１件１名、平成３０年

度では５件１０名、令和元年度では４件８名、令

和２年度では３件３名、令和３年度では５件１１

名の方が移住されており、７割近くが道外からの

移住で、年代は２０代から６０代まで各年代ほぼ

同数となっております。また、平成２８年度より

人口減少対策及び移住定住施策に必要な資料を得

ることを目的に実施しております名寄市人口移動

調査において、転入の主な理由を就職や転勤、就

学等ではなく、移住と回答していただいた件数で

は平成２８年度から令和３年度までにさきに申し

上げました移住ＰＲ事業等での移住件数の重複を

除き合計で７１件１２１名となっております。ま

た、直近２年間で見ますと、道内からの移住が８

割程度、また年代では２０代と６０代以上がそれ

ぞれ４割程度と多い傾向にあります。

次に、小項目２、移住者への支援施策について

申し上げます。初めに、近年の移住に関する問合

せ状況としましては、新型コロナウイルス感染症

の影響により地方への関心が高まったと言われて

おりますが、本市においては電話や窓口などによ

る問合せは令和２年度では２５件と例年より１０

件程度増えた状況にありましたが、昨年度におい

ては１３件と横ばいの状況となっております。ま

た、コロナ禍により移住相談会などのイベントが

中止になり、オンラインでの相談対応も行いまし

たが、新たな移住希望者との接点を持つ機会が減

り、問合せが増えている状況とはなっておりませ

ん。令和２年度から実施しております移住体験ツ

アーにつきましては、令和２年度では３件７名、

令和３年度では２件４名、今年度８月末現在で１

件１名の利用があり、そのうち現在地域おこし協

力隊で活動されている方を含めて２件４名の方が

移住されております。移住されてきた方々の理由

及びＵＩＪターンの状況としましては、コロナ禍

前ではＵターン者で地元企業に就業や家族、知友

人がいるなどの理由が多い傾向にありましたが、

昨年度はＵターン、Ｊターンで起業された方やフ

リーランスでデザイナーの仕事をされている方、

今年度では趣味のスノーボードを楽しめる地域を

求めて移住されたＩターンの方もおり、少しずつ

でありますが、ワークスタイルの変化などにより

移住する理由も多様化してきていると感じており

ます。
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次に、移住者への支援施策については、令和元

年度より国、道と連携し、東京圏からのＵＩＪタ

ーンの促進及び地方の担い手不足対策のための移

住支援金事業の取組を実施してきており、令和２

年度に市内事業所への就業により１件の交付実績

となりました。移住支援金は、毎年度要件緩和の

見直しがされ、現在では移住元要件及び就業、起

業、テレワーク、関係人口の各要件を満たして移

住された方の申請により２人以上世帯の場合に１

００万円、単身の場合には６０万円の支給、さら

に１８歳未満の世帯員を帯同して移住する場合に

は１８歳未満１人につき最大３０万円を加算する

ものとなっておりますが、今年度は既に北海道の

予算の上限に達することが見込まれるため、本申

請の受付は停止している状況となっております。

そのほかの支援施策としては、今年度新たにクリ

エーティブ人材移住推進補助金を設け、情報通信

やデザインなどのクリエーティブ人材の移住に対

して２０万円の補助を整備し、現在までに１件の

交付実績となっております。また、今年度は受付

を終了しておりますが、名寄市ずっと住まいる応

援事業では移住者に５万円の加算を設けており、

今年度は４件の実績となっております。移住を検

討している方に向けては、各種支援に関する情報

収集がしやすいように名寄市移住促進協議会のホ

ームページにまとめて掲載しているほか、個々の

相談内容に合わせ担当につなぐなど対応をしてお

ります。

次に、小項目３、知名度を向上させる施策につ

いて申し上げます。知名度向上に向けた施策とし

ては、名寄市移住促進協議会で移住に関する情報

発信として運用していたインスタグラムを秘書広

報課での運用に変え、名寄の魅力発信となるよう

取り組んでおります。昨年度は、名寄の冬の暮ら

しの楽しさを再発見する機会となるよう、また波

及効果や地域愛の醸成を図ることを目的に冬をテ

ーマにしたフォトコンテストを実施し、寒いけれ

ども、楽しそうというポジティブなイメージの向

上やフォロワー数が期間中に３３４件増加したな

ど一定の効果があったものと認識しており、今年

度においては夏をテーマに「名寄の夏の思い出２

０２２」と題したハッシュタグキャンペーンを実

施するなど取り組んできております。そのほかで

は、ユーチューブを活用した動画による魅力発信

や職員の名刺の裏面にインスタグラムやユーチュ

ーブなどのＳＮＳを周知するためにＱＲコードを

印刷し、知名度向上につながるよう取り組んでお

ります。また、知名度向上につなげる今後の進め

方としては、農産物や観光など情報発信を行って

いる他部署との連携を深め、プロモーションの推

進が図れるよう今年度庁内プロモーション推進チ

ームを設置し、情報共有や効果的な発信につなが

るよう取組を進めております。様々なＰＲに対し

てターゲット層に届く媒体の活用法などの研究や

効果検証を行い、効果的なプロモーションにつな

がるよう取組を進めてまいります。

次に、小項目４、定住支援施策について申し上

げます。定住支援施策としては、ここで住み続け

たいと思われるまちを目指し、様々な施策による

支援や環境の充実等に加え、市民の愛着と誇りの

醸成も重要であると考えております。本市の魅力

発信の取組には知名度の向上のほか地域愛の醸成

も目的としており、若者世代も巻き込めるようＳ

ＮＳによる発信など取組を進めております。また、

ＩターンやＪターンでの移住者の方には、地域住

民との関係性づくりも定住には重要な要素である

と考えており、移住前後のサポートとして人と人

とのつながりづくりにも丁寧な対応を心がけてい

るところであります。そのほか、名寄市立大学で

は若年層に対しての定住支援施策として名寄市立

大学卒業生を対象とした地元就業支度金助成事業

による助成を行い、地元定着を図れるよう取組を

しております。今後の定住支援としましては、新

たな産業、雇用の場の創出に努めていくことが非

常に重要であると考えており、併せてＤＸ推進に

よる市民サービスの向上を図るなどいろいろな角
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度から施策を推進するとともに、地域愛の醸成に

つながるよう魅力発信を継続して進めてまいりま

す。

次に、大項目２、地域おこし協力隊について、

小項目１、近年の状況と課題等について及び小項

目２、今後の進め方と考え方につきましては関連

がありますので、一括してお答えさせていただき

ます。本市における地域おこし協力隊の活用は、

平成２５年度から開始し、現在までに農業支援員

では７名委嘱し、うち２名が風連地区において就

農、うち１名が３月より活動を開始しております。

地域振興支援員では、２名の任用実績となってお

り、現在観光分野で１名が活動中であります。近

年の募集、応募、委嘱状況としましては、農業支

援員では募集イベントへの参加など募集活動を行

ってきており、応募状況としましては平成３０年

度に１名委嘱して以降２年ほど応募がありません

でしたが、昨年度は３名の応募の中から１名を委

嘱、今年度は現在までに２名の応募があり、委嘱

予定１名、審査中が１名となっております。応募

者の増加要因としては、近隣自治体での受入れに

対する処遇調査の結果を踏まえ、令和３年度より

報酬額の見直しをはじめ農作業に必要な免許取得

や作業機械の研修支援、通信回線使用料など生活

面での支援を追加するなど改善を図るとともに、

募集イベントへの積極的な参加により増加につな

がったものと受け止めております。地域振興支援

員においては、令和２年度に豊かな観光資源を活

用した観光客誘致への取組に協力隊を活用する検

討を行い、令和３年３月に募集開始後４名の応募

があり、５月の面接を経て７月に１名を会計年度

任用職員として任用しました。将来のアウトドア

ガイドを目指して観光協会に勤務し、１年目とな

る昨年度は北海道アウトドア検定の基礎分野及び

応用分野に合格しております。２年目となった本

年度は、ガイドの経験を積むため観光庁事業に採

択され、主体的に取り組んでおり、将来の観光人

材として期待しているところです。また、今年度

は新たに移住定住コーディネーターの募集を行っ

ており、問合せは１件ありましたが、応募には至

っておりません。求める人材としては、本市での

暮らしを楽しみ、名寄の魅力を発信していただけ

る方とし、引き続き周知に努めてまいります。事

業の評価と課題については、農業への従事や住民

の生活支援など地域協力活動を行っていただき、

３名が定住につながっていることは地方創生の目

的に合致しており、評価できるところであります

が、今後の課題として、就農希望者をはじめとし

た人材の引き合いの激化が想定されます。数多く

ある隊員募集の中で本市での活動を希望してもら

えるよう地域の魅力を伝え、丁寧な対応や研修内

容等の充実が必要であり、定住に結びつくよう努

めていきたいと考えております。

次に、地域おこし協力隊の新たな形での活用及

び今後の進め方、考え方について申し上げます。

地域おこし協力隊の活用については、農業支援員

での活用が中心でありましたが、観光分野、移住

施策においても活用の場を広げてきております。

現時点での新たな活用の見込みはありませんが、

農業支援員については毎年２名の確保を目標に募

集を行っており、今後もＳＮＳの活用や募集イベ

ントへの参加、農業体験実習事業等により本市で

の活動を希望していただけるよう関係部署や団体

と連携し、継続的な確保に努めてまいります。ま

た、コロナ禍による地方への関心の高まりから、

受皿として地域おこし協力隊の活用は有効と考え

られることから、引き続き他自治体での活用事例

や制度について情報収集に努め、関係する部署へ

の情報提供などを行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

御丁寧に大変詳しく御〇８番（遠藤隆男議員）

答弁いただきましたが、確認事項等を含め何点か

お聞きいたします。

まず初めに、移住定住推進事業について。近年

の移住者の状況ですが、御答弁にもありましたが、
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問合せ状況については本当に多く、平成２８年か

ら令和３年まで７１件１２１名、昨年度も５件の

１１名と結構多いなというふうに思います。また、

申込み状況等についても昨年度については２件４

名ですか、今年度も１件１名の体験ツアーについ

て、申込み状況についてはあったということで、

それぞれ本市を選んだ理由については最近のワー

クスタイルの変化に伴って理由はちょっと変わっ

てきておりますけれども、いろんな理由があって、

本市を選んでいただいているというふうなことを

理解いたします。また、ＵＩＪターンの状況につ

いても近年においても若干名いるということで理

解いたしました。

そこで、まず初めに移住体験ツアーの部分でお

聞きいたしますけれども、今年度も１組の申込み

があったと御答弁にもありましたけれども、以前

お試し住宅といいますか、部屋を準備されて、ツ

アー参加者はそこに宿泊をされていたというふう

に認識しているのですけれども、現在の移住体験

ツアーに参加される方の宿泊に関する支援の部分、

どのようにされているのかちょっとお聞かせくだ

さい。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

移住体験ツアー〇総合政策部長（石橋 毅君）

については、２泊分の宿泊費を限度として支給を

させていただきながら、こちらが用意した体験メ

ニューを経験していただいて、そしてそこの感想

と一緒にレポートをまとめていただいて、一応プ

ログラムとして終えていただくことが条件として、

２泊を上限として支援しております。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

２泊分限度で、体験メ〇８番（遠藤隆男議員）

ニューも２つ選んでというところでありまして、

部屋を設けていないということは当然ホテルに宿

泊という認識だと思うのですけれども、そういう

認識ですけれども、それに対して助成をされてい

るということでありましたので、確かに以前のよ

うに年契約でそういった部屋を契約しているより

は経済的にはかなりいいのかなというふうに思い

ますし、万が一ツアー参加者が重なったとしても

対応できるという部分もあるのかなというふうに

は思いますけれども、移住体験においてはまず体

験の目的を達成することが一番の目的ではありま

すけれども、その次に地域の方々との触れ合いと

いいますか、地域の方々の交流がやはり名寄市を

知っていただく上でも非常に重要になってくるの

ではないかなというふうにも思っております。一

部の移住体験モデルコースを見させていただきま

すと、交流を図れるコースというのもありますけ

れども、そのほかに移住体験ツアーの時期によっ

ては移住体験をする地域ですとか町内会、また市

内においてイベント等が行われていることもある

というふうに思っております。そういった移住体

験以外での地域の方々との交流の部分で、移住体

験者と地域の方々との交流の橋渡しといいますか、

調整など含めて移住促進協議会として今までどの

ように対応されて支援が行われてきたのか、また

今後の地域の方々との交流の在り方についてのお

考えをお聞かせください。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

これまで移住体〇総合政策部長（石橋 毅君）

験に来られた方と地域とのコーディネートという

ところでいうと、地域での、例えば子供みこしが

たまたまそのタイミングであったりとかした場合

には、町内会長さんと相談させていただきながら、

そこへのイベントに参加させていただけるような

調整をしていたりとか、そんなこともタイミング

によっては調整可能な部分があれば案内をさせて

いただいていたりしているところです。

あと、意見交換というか、地元住民の方と移住

者同士の交流機会創出を目的に移住者交流会とい

うのを実施はさせていただいておりまして、参加

者から実は好評だったということもありまして、

今年度もそういった交流会は実施する予定となっ

ております。移住者からの意見などについては、

個々とのつながりから移住者目線での暮らしに関
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する感想なども参考にさせていただいているとい

うところがありますので、今後においては交流会

でも意見等が伺えるように努めていきたいという

ふうに考えておりますし、個別にでも移住施策へ

の意見やアドバイスもらえる関係性も構築してい

きたいというふうに考えているところです。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

移住の体験の日数、ま〇８番（遠藤隆男議員）

たタイミング等によって地域の方々との交流を図

れる時間がないこともあるとは思いますけれども、

地域の方々の交流の部分、非常に大事な部分であ

るというふうに考えております。本市の地域性を

知ってもらい、また名寄市の市民の温かさを知っ

てもらうよい機会であると思いますので、可能な

限りそういった地域の皆さんとの関わりの部分に

ついては体験ツアーの中に組み入れてもらうよう

によろしくお願いをいたします。

次に、移住者の状況についてですけれども、本

市を選んでもらうといった部分で、本市の知名度

の部分を含めて何か不足している部分もあるので

はないかなと今現在感じているところであります。

今部長の答弁の中に移住者の方々との交流会をさ

れているというふうにお聞きしました。コロナ禍

でできなかった時期はあったと思うのですけれど

も、今後は交流会ではなくて、移住を担当される

方と移住をされてきた方々との意見交換会という

のですか、そういうのをやってみたらどうかなと。

そういう交流会でもいいのですけれども、場の雰

囲気によってふだん何か言えないこともなかなか

言えないのではないかなというふうに思います。

また、私もそうなのですけれども、長年同じ土地

にいますと何もかも普通に見えたり、また当たり

前に感じてしまうということが多々あるというふ

うに思います。そういったことからも移住の部分

に関しては近年名寄市に来られた移住者の皆さん

から移住者から見た名寄市はどうなのか、また移

住前はどのように見えたのか。例えば入り口の部

分であったり、移住者に対する支援であったり、

その他の感じる部分でいろいろな意見をいただく

ことによって新たな発見ができたり、参考になる

こともあり、今後の移住施策につなげることがで

きるのではないかというふうに考えるところです

けれども、この意見交換会の開催、部長、どうで

しょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

ターゲットを絞〇総合政策部長（石橋 毅君）

ったこれまでの移住者との意見交換会というのは

実施したことは過去にはないということでありま

すけれども、非常に有効な手段であるというふう

には考えております。現在実施はしていないので

すけれども、移住促進協議会のホームページにも

移住者インタビューということで、いろいろ過去

に移住してこられた方のインタビューを掲載して、

ホームページで移住者目線で見る名寄市のコメン

トがたくさん載っていたりとか、私も読んでいて

非常に楽しいホームページなのですけれども、そ

んな取りまとめしながらやっておりまして、今で

も移住促進協議会の事務局が秘書広報課に担当係

長が座っているのですが、そこに移住者の方がお

越しいただいて、いろんな相談やいろんな話合い

の場も積極的に今も関係性を続けながらいい意見

交換ができているかなと思っておりますので、御

提案いただきましたので日頃のそういったこと以

外にもそういった場がもしつくれるようであれば、

しっかりと移住者の方々のニーズも把握した上で

検討させていただければなというふうに思います。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

今いろんな形で意見を〇８番（遠藤隆男議員）

いただいているということでありました。移住者

インタビュー、私も楽しみに見ます。今現在何名

だったですか。１４名ぐらい出ていましたか。全

部見させていただきましたけれども、ぜひいろん

な意見をいただいて、本当移住施策がさらによく

なること期待しておりますので、引き続きよろし

くお願いをいたします。

次に、移住者への支援の部分でお聞きをしたい
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と思います。移住者の支援内容については、先ほ

どの御答弁で分かりました。理解いたします。理

解いたしますけれども、名寄市に移住してきた方

の中に現在起業に向け準備中の方がおりますけれ

ども、国の支援事業をはじめ本市の起業支援にお

いても全て条件外のため何も支援受けられないと

いう方がおられます。名寄市に来ていただいて、

起業していただくのに何の支援もないというのも

問題であると感じているところでもあります。支

援の条件をクリアするようにやってもらえば支援

はできると思うのですけれども、やはり人それぞ

れやり方がありますし、強制できない部分もあっ

て、何よりも私が一番危惧していることは、移住

してきた方が名寄市は何もしていくれないから、

私も何も協力したくないと、そういうふうに思わ

れることでありまして、本市をマイナスイメージ

に取られることだけは何とか避けたいという思い

があります。今後そういった方が移住されてくる

ことはゼロではないというふうに思いますし、今

のうちに何らかの対策が必要ではないかと考えま

すけれども、そういった部分での本市独自の支援

に関するお考えについてお伺いをいたします。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

移住の支援施策〇総合政策部長（石橋 毅君）

については、現状国の制度上もやはり人口集中地

域からの地方への移住支援ということが基本的な

考え方で、制度上も要は首都圏からの転入者、移

住者についての支援ということで、それ以外から

の移住については議員おっしゃるように対象にな

らないケースが多々出てくるということで私も認

識しているところです。現在、今年予算措置をさ

せていただいて、先ほど１件の実績あると申し上

げましたが、名寄市独自の支援施策としてクリエ

ーティブ人材にターゲットを絞った、事業を行わ

せていただいております。まずは我々としても全

て幅広にというのもなかなか的の絞れない、予算

措置としてもどの程度の規模になるのかという想

定ちょっとできないものですから、まずはしっか

りと今可能性を感じているクリエーティブ人材の

移住について支援をさせていただきながら、その

効果についてはまた検証させていただいて、次の

施策についてまた考えさせていただければという

ふうに思いますのでよろしくお願いいたします。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

起業に関する支援の部〇８番（遠藤隆男議員）

分で総合政策部長から答弁いただきましたけれど

も、これやはり経済部のほうからも伺ってもいい

のかなと思いまして、経済部長もしくは田畑室長

のほうからどうでしょうか。

分かりませんでしたか。もう一回言います。今

聞いていなかったですね。

（何事か呼ぶ者あり）

もう一回言います。〇８番（遠藤隆男議員）

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

起業支援の部分です。〇８番（遠藤隆男議員）

本市独自の支援というところで、今総合政策部長

にお答えいただいたのですけれども、経済部のほ

うからもお聞きしなければちょっと失礼かなと思

いまして、ここはぜひ部長もしくは田畑室長のほ

うにお聞きしたいなと思いまして、よろしいでし

ょうか。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

移住者にとって〇産業振興室長（田畑次郎君）

の経済部としての支援ということでありますけれ

ども、まず私ども中小企業振興条例に基づく支援

をしております。その中では、創業支援というも

のがありますので、名寄に来ていただいて、創業

していただく場合に要件を満たせば使うことも可

能だと思います。

それから、もう一つ、直接的なあれではないで

すか、ずっと住まいる応援事業の中で移住加算も

ありますので、そういったことで名寄に居住をさ

れるというところについてもし住宅改修をされて

ということであれば、そこについての利用もでき

るのではないかと思っているところでございます。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）
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いきなりありがとうご〇８番（遠藤隆男議員）

ざいます。先ほど申し上げたのは、まさに名寄市

の中小企業を応援する事業についても全く該当し

ていないのです。ずっと住まいるも全然該当して

いなくて、そういう方もいるということで、厳し

いということは理解した上で今回の質問させてい

ただいたのですけれども、しかし今後も本市に移

住され、起業する方の中に、でも確率はかなり低

いと思います。全ての条件から外れるということ

はなかなか厳しい、難しいことですけれども、で

も実際そういうことはゼロではないと思いますの

で、今後そういった方も出てくる可能性もあるの

で、漏れないようにそういった何らかの支援がで

きるようにぜひ検討していただいて、協議してい

ただくことを要望をしておきます。

次に、今働く人の意識もコロナ禍を経験したこ

とにより地方に向いてきたとも言われます。テレ

ワークにより仕事の場所を選ぶ必要もなくなった

と言われますけれども、実際首都圏から２時間以

内の場所を移住先として選ぶ方が多く、２時間以

上かかる場所への移住される方はほとんどいない

というふうにも言われております。コロナ禍の影

響で地方への移住意識が高まって、若年者の特に

ＵＩＪターンの関心が高まったとも言われており

ますが、本市においても若干名の方は来られてい

ると冒頭でありましたけれども、実際全国的な傾

向から見ても地方といっても首都圏から近い場所

が移住先に選ばれているのが現状かなと私は思っ

ております。そういった部分で石橋部長、このよ

うな状況をどのように捉えられているのか、また

移住事業における今後の進め方についてちょっと

考え方お聞かせください。

（何事か呼ぶ者あり）

もう一回ちょっとお願〇議長（東 千春議員）

いしていいですか。

遠藤議員。

今の現状、コロナ禍の〇８番（遠藤隆男議員）

影響で地方への移住意識が高まって、特に若者の

ＵＩＪターンの関心が高まったと言われるのです

けれども、実は地方というのは首都圏から近い場

所というのを選ばれているということで、実際は

首都圏から遠いところ、移住者はあまり考えてい

ないよというところのそういう部分で、部長とし

てはそういった現状、状況というか、どういうふ

うに捉えられて、また移住事業における今後の進

め方ですか、どのようにしていくのかというお考

えをちょっとお聞かせいただきたいなと。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

申し訳ありませ〇総合政策部長（石橋 毅君）

んでした。議員おっしゃるように、統計的には空

港から近いところが有利というような傾向は出て

おりますけれども、ただあくまでもそれは統計上

の話であって、やはりこういったところがいいと

いう方も確実にいるわけで、そういったところを

我々としてはしっかりとつかまえて、つながって、

本気の移住者として迎え入れるといったところが

大切なのだろうというふうに思っております。現

にやはり移住してきていただいている方は距離感

よりもこの環境を魅力に感じて移住してきていた

だけると思っておりますので、そこのつながりを

大事にしっかり進めていきたいというふうに思っ

ておりますので、条件は不利と言われながらも我

々としては逆に強みであるところも意識していき

たいなというふうに思っています。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

私もそのように思いま〇８番（遠藤隆男議員）

す。消極的になるわけにいかないですし、やはり

本市のできることをこつこつとやっていくのが重

要かなというふうに思います。部長の熱い思いが

あれば間違いなく必ず成果に結びつくものと期待

しておりますので、引き続きよろしくお願いいた

します。

次に、本市の知名度を向上させる施策というこ

とで、先ほどフォトコンテストキャンペーン、Ｓ

ＮＳを通した、それで発信をしているということ

で御答弁がありました。本当にホームページはじ
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めいろんなＳＮＳを使って、名寄市の魅力及び名

寄市を知ることができるように工夫されて情報発

信がされているというふうに思っております。特

に今年度行われましたエゾメン２０２２、グルー

プ部門でグランプリを獲得され、市長のリアクシ

ョンもよかったと思います。おもしろく名寄市を

ＰＲしているというふうに感じました。しかし、

そういった情報を得るには、やはり名寄市と打ち

込んで検索しないと出てこないといいますか、見

れないのです。これは、移住の部分に関しての情

報、また地域おこし協力隊の募集での情報といっ

た部分でも言えるのではないかというふうに思い

ます。本市には観光大使、ふるさと大使などの方

々がいると思うのですけれども、そのような方々

には本市からどのような働きかけをして、どのよ

うにＰＲをしていただいているのか。また、その

方々への報酬といった部分を含めてちょっとお聞

きしたいのですけれども、よろしいでしょうか。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

名寄におきまし〇産業振興室長（田畑次郎君）

ては、名寄観光大使には名寄にゆかりのある方に

ついて委嘱をしておりますが、例えば名寄市出身

のカーリング選手であります谷田康真さんをはじ

め今１３名、それから名寄ひまわりまちづくり大

使にはマラソンのオリンピックメダリストであり

ます有森裕子さんを任命しております。この方々

に対しましては、今報酬という御質問ありました

けれども、年に２回特産品をお送りさしあげてお

ります。そして、せっかくこういった方々に就任

いただいておりますので、こういった方々を通し

た名寄市のＰＲということで、今年度からは特別

にといいましょうか、今年度から新たな取組とし

てＰＲをしていただきたい情報を庁内で取りまと

めて、特産品をお送りするときに提供していると、

することにしたといったところもございます。そ

ういったことでの観光大使の皆様からの名寄のＰ

Ｒでいいますと、例えば昨年度におきましては名

寄出身のプロバスケットボール選手の大塚裕土さ

んが名寄市のふるさと納税をＳＮＳで発信をして

くださったり、あるいはモデルや女優として活躍

される新井舞良さんが名寄産の星空雪見ホウレン

ソウをＰＲをしてくださったりもしております。

今後も観光大使、名寄ひまわりまちづくり大使の

皆様に本市のふるさと情報を提供して、発信をし

ていただくことで本市の知名度向上に努めてまい

りたいと考えているところでございます。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

芸能界、スポーツ界は〇８番（遠藤隆男議員）

じめ多くの観光大使、あとふるさと大使ですか、

あと名寄ひまわりまちづくり大使の方がいて、心

強い方がたくさんいて、本当ＰＲしていただいて

いるのだなというふうに思っております。報酬と

して特産品を２度お送りしているということであ

りまして、その中にＰＲをこういうのをしてほし

いなということも盛り込まれているということで

ありまして、さらにいいのではないかなというふ

うに私は思っております。

壇上の上では知名度はまだまだ高いほうではな

いと申し上げましたけれども、現在はパソコンや

携帯もあり、あらゆる手段での情報発信によりか

なり知名度は向上してきているというふうに私は

思っております。私も名寄市に転入してきたのは

ちょうど４０年前になりますか。その当時名寄市

を知らなかった一人でもあります。当時名寄市を

希望したのは名寄市を知っていたからではなくて、

当時足寄町出身の有名な歌手の方がいて、地名も

よく似ていたので、地理的にも近いのではないか

なと思いまして、もしかしたら会える機会がある

のかなと思って希望したことを思い出します。そ

の当時アナログ時代ですから、携帯もなく、ネッ

トで調べることもできなかったものですから、後

から地図等含めて調べて、名寄市がどこにあるの

かなというところで、本当北海道の北のほうにあ

ってびっくりしたのと、足寄町からちょっと遠か

ったので、がっかりしたということを思い出しま

すけれども、しかしこれ住んでみれば分かること、
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また住んでみなければ分からないことでありまし

て、名寄市は本当に住みやすく、雪とうまく付き

合っていけば定住したくなる場所であり、私を含

め自衛官ＯＢにそういった方々は多く、本市に定

住されていると思います。知名度が上がれば認知

度も向上していくというふうに思います。やはり

今後知名度をさらに上げていくことが移住施策の

部分や地域おこし協力隊の部分においても成果が

出てくると思います。また、本市には陸上自衛隊

が駐屯する名寄駐屯地があります。自衛隊は現在

は特に日本全国の移動を求められている時代であ

りますので、自衛隊との連携によるＰＲというの

も効果的ではないかなと思うところであります。

名寄市ＰＲという部分で自衛隊との連携について

今後何らかの形で実施してみたらどうかなと思う

のですけれども、どうでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

今御提案いただ〇総合政策部長（石橋 毅君）

きましたので、しっかりと移住促進協議会の中で

もそういった御意見をいただいたということで提

案をさせていただきながら議論をさせていただき

たいというふうに考えております。ありがとうご

ざいます。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひ検討していただけ〇８番（遠藤隆男議員）

ればというふうに思います。

あと、先般見られた方もいるかと思いますけれ

ども、夜の全国版の報道番組の中のお天気コーナ

ーで今年も降雨による作物被害もあった一方で、

影響もなく、良好な作物という部分での紹介で３

つの作物が紹介されていたのですけれども、どう

いう経緯か分かりませんが、その一つに北海道名

寄市のカボチャが紹介されておりました。また、

昨年の１１月の大雪のときですか、全国放送され

まして、その日に道外の知人などから心配の連絡

が多数来まして、報道番組での紹介を含め名寄市

の知名度は上がってきていると私個人的には思っ

たところでもあります。道内外の知人に名寄市の

特産物を送ることも名寄市のＰＲにつながってい

ると思います。そういったことから、多分市民一

人一人が知らず知らずのうちに名寄市のＰＲにつ

いては行っているというふうに思いますので、本

市の知名度、認知度については今後さらに向上し

ていくものと思います。またそれを願って、次の

質問に移らせていただきます。

次に、定住支援施策からお伺いをいたします。

先ほどの御答弁で定住支援施策については理解を

いたします。移住者を増やすことは人口減少、人

材不足を補うための一つの策でありますけれども、

極端にそんなに見込めるものではないというふう

に思っております。やはりこれから移住してきた

方々を含め現在名寄市に居住されている方々に定

住していただくことが重要であり、特に若年層の

定住支援を強化していく必要があるというふうに

考えております。近年定住促進施策として特に住

宅支援に力を入れている自治体が多く見られると

思います。本市には、リフォーム等で受けられる

ずっと住まいる応援事業はありますけれども、家

を建てる、家を持つといった部分での支援はあり

ません。自分の家を建てる、家を持つということ

は永住の決意の表れでもありますから、住宅支援

は家を建てたい、家を持ちたいと現在悩んでいる、

また考えている方へのさらなる後押しになる施策

であり、住宅支援に力を入れるときであり、早急

に行うべきではないかなと考えるところでありま

すけれども、各自治体で行われている住宅支援の

部分については様々な形で行われており、主に新

築、中古住宅取得、リフォーム等での補助金、固

定資産税の減額などがあると思います。今後本市

の定住促進施策における住宅支援に関するお考え

についてお伺いをしたいと思います。よろしくお

願いします。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

住宅の支援の考〇総合政策部長（石橋 毅君）

え方ですけれども、若年層に限らず定住の支援と

して、今お話あったように、中古住宅の購入に対
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しての補助であったりとか固定資産税の減免につ

いて、本市としては御紹介あったような部分につ

いては検討した経緯はまだございませんけれども、

ほかの自治体においては我々も一定程度調べて、

取組状況については把握しているところでござい

ます。本市においては、企業誘致などによる雇用

の場の創出のほかに様々な施策の推進、そして市

民サービスの向上に努めて、基本的には若年層と

かという層のみならず、皆さんにやっぱり住み続

けたいと思われるまちを目指して努めて、バラン

スよく取り組んでいきたいなというふうに考えて

いるところです。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

若年層だけではなく、〇８番（遠藤隆男議員）

全体にということでありましたので、本当に前向

きな回答をいただいたと理解をいたします。

これ経済部のほうから聞かなくてもよろしいで

しょうか。よろしくお願いします。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

先ほども申し上〇産業振興室長（田畑次郎君）

げたずっと住まいるという住宅改修の事業があっ

て、移住に関する加算をしております。それから、

新築の住宅、これは外から来られる方に限らず、

この議論はずっと前からありまして、これについ

ては市内の建設業の方々と意見交換をしながらど

のような形がいいのか、建設業の方々に自分たち

でのまず取組なんかを考えていただくようなこと

で協議はしているところでございますけれども、

新築なり中古住宅の取得についての施策を今のと

ころ私どもの市のほうから検討している段階では

ないということでお答え申し上げます。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

この部分については、〇８番（遠藤隆男議員）

早めに検討していただきたいなと思うのです。本

市に私を含め居を構え定住されている自衛官、自

衛官ＯＢの方が多くいます。名寄駐屯地内におい

ても前年度ですか、改編もありまして、人の動き

も多くあったかなというふうに思っております。

こういう住宅支援、今がチャンスではないかなと

私思っております。定住促進施策において住宅支

援、この分の充実をさせることというのは確実に

効果につながっていくのではないかなと考えるの

ですけれども、加藤市長はどのようにお考えでし

ょうか。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

住宅を建てるということ〇市長（加藤剛士君）

で定住につながるというのは、本当に議員がおっ

しゃるとおりでありまして、効果があるものだと

思いますが、当然様々なほかにも定住施策という

のがある中で総合的に検討していかなければなら

ない事案だと思います。一方で、先ほども自衛隊

の今の現状に対してピンポイントでやっていくだ

とか、あと移住に対してもう少し支援をしていく

だとかという、少し本当に全体を見た中でここが

名寄市の今特徴で、効果があるというところ、さ

らに分析を重ねていく中でより効果が高いものに

関しては議論しながら検討し、場合によっては施

策として進めていくということもぜひ検討してい

きたいというふうに思います。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございます。〇８番（遠藤隆男議員）

ぜひ検討だけではなく、協議をしていただいて、

実施していただきたいと思いますので、その部分

は強く要望いたします。

続きまして、大項目の２、地域おこし協力隊に

ついてお伺いします。近年の状況と課題について

は理解をいたします。移住コーディネーターにつ

いて問合せがあったというふうにお聞きしました

けれども、これ募集にやっぱりつながってこない

要因についてというのはどのように分析されてい

るのかなというところで、再度お聞かせいただき

たいなと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

募集につながら〇総合政策部長（石橋 毅君）

ない要因ということでありまして、現状１人とは

コンタクト取れている状況にありまして、その方
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が募集にまで至っていないということであります。

いろいろなところで分析して、例えば報酬等の問

題とかがあるのかなといったことも考えたことが

あるのですけれども、実は一定程度見直して、近

隣とは同程度の報酬、それから住宅の借り上げ、

それから通信機器の使用料、それからパソコンの

貸与なども対応していて、条件としては決して我

々としては今悪い条件という認識は持っていない

ところであります。なので、条件の部分でいうと

現状のままもう少しちょっと頑張らせていただき

たいというのが今我々のところでありまして、あ

と我々のニーズとして、移住コーディネーターと

して募集させていただいていますけれども、条件

だけで、例えば名寄のことをよく分からないで来

られる方よりもやはりちょっと名寄のことが好き

で、分かっていた方に移住コーディネーターとし

てぜひ着任していただきたいということがありま

すので、これまでもいろいろつながっている方々

大事にしながら、その中で一定程度現状の仕事の

整理のつくタイミングとか移住に行けるタイミン

グというのを調整していただきながら、その中の

名寄のことをよく知っている方、よく思っている

方にタイミング見てぜひ着任していただけるよう

に進めていきたいというふうに考えております。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひそのように進めて〇８番（遠藤隆男議員）

いただきたいというふうに思います。移住コーデ

ィネーター、本当に移住者の支援体制を構築する

上で、移住者の受入れとか増加、移住者の定着を

図るためにも安心して相談していただくための体

制といいますか、そういった移住コーディネータ

ーというのは本市にも必ず必要になってくるとい

うふうに考えております。今現在移住コーディネ

ーター、地域おこし協力隊で募集をしております

けれども、移住コーディネーターというのはどこ

の自治体でも本当に欲しいと、必要としている人

材であって、もしかしたら各自治体との取り合い

になっている可能性もあるかもしれません。ある

近くの地域に２名の移住コーディネーターがいた

り、事前に先に行ってしまっている方もいると思

うのですけれども、もしかすると身近にといいま

すか、名寄市内にそういった方いるかもしれませ

んけれども、取りあえずは地域おこし協力隊で引

き続き頑張ってやっていくということでありまし

たので、確保に向けて引き続きよろしくお願いを

したいというふうに思います。

次に、地域おこし協力隊の今後の進め方と考え

方、先ほど御答弁を聞きまして、分かりました。

新たな形でのというのは、以前の一般質問の中で

も私質問させていただきましたけれども、これか

ら福祉分野において必要な人材がいるのではない

かなというところで、高齢化に備え、やはり定住

していただける介護人材の確保であったり、また

障がいのある方の就労継続支援での就労人数の増

加への対応、働きづらさや高齢者の就労への対応

といった部分の障がい者、高齢者等への職業カウ

ンセラーとまでは言いませんけれども、そういっ

た職業カウンセラーのような人材確保、さらには

農福連携を専門に対応できるといった人材も必要

になってくると考えるところであります。この部

分、本市に必要な人材というのは福祉分野だけで

はなく、様々な分野での人材を必要としていると

思いますけれども、地域おこし協力隊で福祉分野

での人材確保、この部分総合政策部長に聞くのは

ちょっと変なのですけれども、今後そういう福祉

分野の人材確保という部分でお聞きしたいと思い

ますけれども、よろしいでしょうか。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

人材確保という〇総合政策部長（石橋 毅君）

観点での質問ですけれども、今当然地域おこし協

力隊というのは地方からの、地方というか、都会

から地方へ移住していく方の支援制度であって、

これが受皿を用意すればいろんな職業にも就いて

いけるという部分で、ある意味地方創生の取組に

なりますけれども、今のお話は人材確保という観

点からいうと、ある意味今でいうと外国人も含め
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た中での考え方だったりとか非常に幅が広がって

くるのだと思います。そんな中で今御提案いただ

いた例えば職業カウンセラーであるとか、農福連

携のカウンセラーだったりといった部分について

は、これからそういった具体的な事業が見えてき

た中で、しっかりと必要な人材であればそこの確

保には努めていかなければならないかなというふ

うに思っております。考え方としては、事業展開

によってはいろんな人材が必要になってくる可能

性は多々あるというふうには認識しております。

遠藤議員。〇議長（東 千春議員）

非常に前向きな御答弁〇８番（遠藤隆男議員）

いただいたというふうに思います。今後は名寄市、

やっぱり高齢化に備えた対応という部分が必要で

す。また、高齢者、障がい者、働きづらさを抱え

る方の就労、そういった部分での人材確保であっ

たりとか、そういった高齢者、障がい者、働きづ

らさを持った方々というのはそれに適した場とな

れば農業が一番いいと言われております。そうい

った部分での農福連携に対応される人材確保、本

市に観光分野での専門の方が今地域おこし協力隊

で活躍されているわけですけれども、いずれそう

いった方がコラボすれば福祉と農業と観光との連

携による新たな例えばチャレンジも可能になるの

ではないかなというふうに考えるところでありま

す。それをできる場所も本市はあるのではないか

なというふうに思っております。例えばですけれ

ども、名農キャンパスです。現在は道が所有する

場所でありますけれども、可能性はゼロではない

かなというふうに思っております。この部分につ

いては、通告内容からずれますので、場を改めて

別の機会に一般質問の場でお伺いをしたいという

ふうに思っております。

最後になりますけれども、今回は特に移住定住

の部分で質問をさせていただきました。移住され

てきた方々を含め現在名寄市に居住されている方

が住み続けていくためにも、また人口減少への対

策のためにも定住支援施策については早急に検討、

協議されることを再度要望いたしまして、質問を

終わります。ありがとうございました。

以上で遠藤隆男議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（東 千春議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０１分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 富 岡 達 彦

署名議員 東 川 孝 義

令和４年９月２０日（火曜日）第３回９月定例会・第２号
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令 和 ４ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和４年９月２１日（水曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君
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ただいまの出席議員数〇議長（東 千春議員）

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（東 千春議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

２番 倉 澤 宏 議員

７番 五十嵐 千 絵 議員

を指名いたします。

ここで、松田こども・〇議長（東 千春議員）

高齢者支援室長より発言を求められておりますの

で、これを許します。

松田こども・高齢者支援室長。

おは〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

ようございます。昨日開催されました令和４年第

３回定例会一般質問の質疑におきまして富岡議員

に対します答弁に誤りがありましたので、訂正を

させていただければと思います。

第２期名寄市子ども・子育て支援事業計画にお

いて令和５年度で計画期間が終了すると答弁をさ

せていただきましたが、正しくは令和６年度で計

画期間が終了するということの誤りでございます。

大変申し訳ございませんでした。

日程第２ これより一〇議長（東 千春議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

本市における企業誘致議論とＣＳＶ型事業によ

る地域創生に向けての考え方について外３件を、

佐久間誠議員。

おはようございます。〇４番（佐久間 誠議員）

議長から御指名いただきましたので、通告順に従

い、大項目４点について質問いたします。

まず、大項目の１、本市における企業誘致議論

とＣＳＶ型事業による地域創生に向けての考え方

について、小項目１、企業誘致議論と地域創生に

向けてについて伺います。本市においては、王子

マテリア名寄工場の撤退等に伴い、どのようにま

ちを活性化していくか、どのように地域を再構築

していくかが大きな課題となっており、企業誘致

の議論はされているものの、いまだ手探りの状態

が続いていると推察するところです。そこで、ま

ちの活性化、再生可能エネルギーや防災など幅広

くＣＳＶ型事業で課題解決に取り組んでいる自治

体での事例があります。ＣＳＶ型事業とは、企業

が社会のニーズや問題に目を向け、それに取り組

むことで社会的な価値と経済的価値をともに創造

しようとする試みで、共有価値の創造と言われて

いるものです。既にそうした企業との話もされて

いるのかどうかは計り知ることはできませんが、

こうしたＣＳＶ型事業を手がけている企業をピッ

クアップし、本市にマッチする企業への働きかけ

を重層的に取り組み、具体的に議論を進めてみて

はいかがかと考えます。また、少子高齢化が進み、

地方から都市部への人口流出が続く中で、どのよ

うに地域を守っていくか、地域創生に向けての考

え方についてお伺いいたします。

小項目２、本市の法人税などの減収見込み金額

について。企業撤退などにより、これまで本市に

入っておりました法人税などの減収が見込まれて

います。現在までさらに精査されてきていると思

われる市民税、法人税、固定資産税などの減収見

込み金額について現時点で分かっている範囲でお

知らせいただきたいと思います。

次に、大項目２の新たな道の駅構想について。

士別剣淵名寄間２４キロメートルの高規格道路工

事も着々と進められております。令和２年第３回

定例会での私の質問への回答で、進捗率７６％と

言われておりました。高規格道路の予算づけは既

に終わっていると認識していることから、工事に

絡めることはできないと思いますが、本市の活性

化策として現在考えられている様々な施策と組み

合わせて、北の玄関口として高規格道路名寄イン

令和４年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号
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ターチェンジ付近に道の駅を整備することなどの

考え方について伺います。

小項目１、北の玄関口として高規格道路名寄イ

ンターチェンジ付近に道の駅を整備することなど

の考え方について。本市の活性化策として新たな

道の駅を整備することについての考え方が一致で

きるかどうか伺います。御案内のとおり、旭川方

面から来れば、比布大雪以北、高規格道路にトイ

レ設備がないことから、トイレ休憩で名寄に下り

ていただき、商圏への誘導を図る。稚内方面から

来ても休憩、トイレタイムに重宝すると思います。

現在の士別剣淵の料金所が名寄までの開通後どの

ように展開するか分かりませんが、名寄インター

チェンジは立地として申し分のない場所に位置し

ていると思います。

小項目２、庁内や担当課での構想や議論はどの

ような状況か。庁内や担当課での議論について伺

います。

小項目３、本市の活性化策として行政主導で道

の駅構想を検討することについての考え方につい

て。道の駅の整備については、一般的に他の自治

体でも行政が主導し、進められております。風連

に道の駅がありますが、１市に１つという固定し

た概念でもありません。町への誘導策と経済効果

は抜群と思われることから、新たな道の駅につい

ての考え方についてお伺いいたします。

大項目３、健全な地球環境を、小項目１、ゼロ

カーボンシティを実現するためのプログラムにつ

いて。近年の異常気象は海外、国内問わず大規模

な被害をもたらすことから、本市も例外ではなく、

先般も九州から北上を続けたかつて経験したこと

のない暴風を伴う台風の発生など警戒を怠ること

はできません。こうした中で気象、気候変動によ

る課題解決に向け、２０２１年１１月に本市も名

寄市ゼロカーボンシティ宣言を行ったことは英断

であると受け止めております。そこで、実現のた

めのプログラムとして、例えば２０３０年までに

ゼロカーボンに向かいここまで進める、２０５０

年まではこうしたいというような計画について、

具体的な目標、プログラムはどのような形で示さ

れるのか伺います。

小項目２、学校施設などのゼロ・エネルギー・

ビル化、ＺＥＢの推進を。正確にはネット・ゼロ

・エネルギー・ビルとネットが頭につくと思いま

すが、省かせていただきます。本市では、学校や

公共施設などの老朽化に伴い随時再配置、再整備

が進められることになると思いますが、改築、修

繕をする際にゼロ・エネルギー・ビル化、ＺＥＢ

をどの程度意識して計画に盛り込み、進めていく

かについてお伺いいたします。また、ＺＥＢ化に

は相応の持ち出しが出てくることから、国や道へ

の働きかけについて伺います。

大項目４、思いやりあふれるまちづくりを、小

項目１、まちを去る高齢者が踏みとどまるような

施策について。本市では、地域包括センターや町

内会での関わり合いなど高齢者に対する接点を大

事にする取組がされていますが、高齢者を市内に

とどめるためのさらに効果的な対策について考え

方を伺います。

小項目２、思いやりの向こう三軒両隣的な相互

扶助意識の構築を。隣人を思いやり、助け合いな

がら共にこの地に生きるという雪国ならではのよ

さが本市には残っていると思います。高齢になっ

ても近隣や地域との関わりの中で暮らしていくこ

とは、昔から変わらないと考えます。市民の相互

扶助意識をどのように高めていくか、ソフト面か

らの施策について理事者の考え方を伺います。

小項目３、シニア世代の働く場を提供する企業

への応援制度を。どの産業も人手不足が顕著にな

っており、事業の先行きに影を落としています。

一方で、長寿命化によりまだ働ける、働きたいと

いう元気なシニア世代がいるのではないかと思い

ます。シニア世代が元気なうちに働いていること

は、本人にとっての生きがいにも結びつくのでは

ないかと思います。そこで、シニア世代が働く場

を提供する企業、受入れ企業への応援体制として
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本市が現在取り組んでいることなどについてお伺

いいたします。

以上、壇上からの質問といたします。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

おはようござい〇産業振興室長（田畑次郎君）

ます。佐久間議員からは、大項目４点にわたり御

質問をいただきました。大項目１の小項目１は私

から、大項目１の小項目２は市民部長から、大項

目２及び大項目３は総合政策部長から、大項目４

はこども・高齢者支援室長からの答弁となります

ので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、本市における企業誘致議論

とＣＳＶ型事業による地域創生に向けての考え方

について、小項目１、企業誘致議論と地域創生に

向けてについてお答えいたします。本市における

企業誘致の取組につきましては、名寄市企業立地

促進条例により要件に応じ投資額に対する助成や

固定資産税の免除などにより本市における立地の

後押しをしています。本条例に関しては、時代の

ニーズに対応した制度になるよう令和２年度と令

和３年度の２か年かけて見直しを行い、さらなる

企業の立地及び設備投資の促進を図るため助成の

対象となる業種の範囲を拡大するとともに、助成

の措置として事業所賃借料助成を創設するなど令

和４年２月に同条例を全部改正し、４月１日に施

行したところでございます。また、地域未来投資

促進法に基づく基本計画や中小企業等経営強化法

に基づく導入促進基本計画を適宜変更し、地域の

特性を生かして高い付加価値を創出する地域の中

核企業を集中的に支援するとともに、中小企業の

労働生産性向上に資する設備投資を後押ししてま

いりました。さらに、市内既存企業の設備投資の

拡大や企業誘致等を促進し、今後も安定した雇用

の創出と地域の活性化を図るため、特定工場が国

の準則により敷地面積に対して整備すべき緑地面

積率等の基準を緩和する名寄市工場立地法準則条

例を制定するなど企業誘致に係る法令や基本計画

などを整備いたしました。企業立地促進条例の改

正による業種の範囲の拡大に関しては、以前のよ

うに業種を追加するたびに条例改正することのな

いよう本市に立地の可能性があると思われる業種

を追加したもので、今後本市への進出を検討する

企業が議員御提案のＣＳＶ型事業に取り組む場合

においても迅速に対応ができ、地域創生にもつな

がるものと考えております。

以上私からの答弁とさせていただきます。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目１、〇市民部長（廣嶋淳一君）

小項目２、本市における法人税などの減収見込み

金額について申し上げます。

令和３年１２月での王子マテリア名寄工場停機

による市税への影響につきましては、税目による

ところもございますが、令和４年度課税分から影

響が顕著に現れてくると捉えております。令和４

年度当初予算の市税における影響額を全体で約３，

０００万円と見込んでおりましたが、今年度の９

月１日現在での王子マテリア株式会社の課税状況

を見ますと、前年度対比の調定ベースで個人市民

税は従業員の異動、離職により５２％減、法人市

民税で３６％減、固定資産税は償却資産の用途廃

止、除却により２８％の減となっており、この３

税の合計で約３５％ほどの減収となる見込みで、

当初予算の想定に近い数字となっております。現

在は従業員の異動もほぼ完了し、施設の解体等も

行われていることから、次年度以降もさらに減収

していくものと思われます。

以上、私からの答弁といたします。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目〇総合政策部長（石橋 毅君）

２、新たな道の駅構想について、小項目１、北の

玄関口として高規格道路名寄インターチェンジ付

近に道の駅を整備することなどの考え方について

申し上げます。

北海道縦貫自動車道は、我が国の発展に欠かせ

ない国土開発幹線自動車道として位置づけられて

おり、安心、安全な暮らしの確保に必要なインフ
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ラであります。現在建設中の士別剣淵名寄間につ

いては、圏域市町村や旭川市をはじめ札幌市、苫

小牧市などの道央圏にも直接結ばれることにより

命の道としての救急医療はもとより、物流や観光

振興による地域経済の活性化や交流人口の拡大に

寄与するものであると考えています。高規格道路

に関する要望活動をしている高速自動車道旭川名

寄間建設促進期成会では、今年度から加藤市長が

会長に就任しており、高規格道路の早期完成へ向

けて国へ要望してまいります。

令和４年度における士別剣淵名寄間の事業進捗

状況については、用地取得の進捗率が約９５％、

事業進捗率が約８２％となっております。また、

本年度の予算規模については２１億円となってお

り、測量設計や用地買収など事業が進められてい

ます。名寄市都市計画マスタープランにおいては、

北海道縦貫自動車道の名寄インターチェンジ周辺

の物流拠点、広域防災拠点としての整備等につい

て検討することとしております。

広域防災拠点については、名寄市立総合病院、

陸上自衛隊名寄駐屯地など災害時の対応機能が十

分整っており、物流拠点については地理的優位性

を鑑み、北海道開発局において名寄周辺モデル地

域圏域に指定され、物流の実証実験など取り組ま

れてきたところであります。物流拠点、広域防災

拠点の効果をさらに高めるため道の駅との併設は

親和性があり、効果的なものと考えております。

交流人口の拡大、市内特産品の販売、ＰＲなど道

の駅については、経済的効果も大きいことから、

官民で連携した取組の検討が必要と考えておりま

す。

次に、小項目２、庁内や担当課での構想や議論

はどのような状況かについて申し上げます。道の

駅を所管する国土交通省は、全国に１，１９８あ

る道の駅の防災対策を強化するためモデル道の駅

を認定すると公表しました。道の駅は、災害時に

一時避難所や支援物資の配送基地となるほか、自

衛隊や緊急災害対策派遣隊の拠点となります。本

市においては、災害拠点病院である名寄市立総合

病院があり、陸上自衛隊名寄駐屯地が所在するな

ど、広域防災道の駅としてのポテンシャルは高い

と北海道開発局からも評価いただいております。

これらのことから、本年８月にモデル道の駅（防

災部門）に関して課題など横断的な意見交換する

ため、庁内組織を立ち上げ、意見交換の準備を進

めております。

次に、小項目３、本市の活性化策として行政主

導で道の駅構想を検討することについての考え方

について申し上げます。道の駅もち米の里☆なよ

ろは、平成２０年の開設以降市内外からの多くの

方に利用いただいております。昨年度は新型コロ

ナウイルス感染症の影響により来館客数は約３０

万人にとどまりましたが、本市の南の玄関口とし

て交流人口の拡大、地域産品の販売、ＰＲなど経

済効果が大きいと考えております。高規格道路開

通により名寄インターチェンジ付近は物流拠点、

広域防災拠点として大きな役割を担う可能性があ

ると考えており、道の駅の併設によるさらなる地

域への波及効果などについて国土交通省との意見

交換や官民で連携した取組の検討が必要と考えて

おります。

次に、大項目３、健全な地球環境を、小項目１、

ゼロカーボンシティを実現するためのプログラム

について申し上げます。２０１５年１２月に合意

されたパリ協定において、産業革命からの平均気

温上昇幅を２度未満とし、１.５度に抑えるよう努

力するとの目標が示され、日本においては２０２

０年１０月に２０５０年カーボンニュートラル、

脱炭素社会の実現を目指すことを宣言しました。

また、北海道では昨年３月に北海道地球温暖化対

策推進計画（第３次）、北海道省エネルギー・新

エネルギー促進行動計画（第Ⅲ期）を策定し、ゼ

ロカーボン北海道の実現に向けて取組を進めてい

ます。本市においては、名寄市総合計画（第２

次）の基本目標Ⅲ、自然と調和した環境にやさし

く快適で安全安心なまちづくりにおいて主要施策
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に環境との共生を掲げており、国や北海道と協調

し、二酸化炭素排出量実質ゼロを目指すため昨年

１１月に名寄市ゼロカーボンシティ宣言を発出し

ました。本年７月に環境省の地域脱炭素実現に向

けた再エネの最大限導入のための計画づくり支援

事業の採択を受け、計画策定に伴う委託事業者選

定のプロポーザル審査会を開催いたしました。今

後ゼロカーボンシティの実現に向け本市における

再生可能エネルギーのポテンシャルや将来のエネ

ルギー消費量の推計などを踏まえた上、再生可能

エネルギーの導入目標及び本市における地域課題

の解決につながるような施策の方向性を示すとと

もに、目標達成の具体的なビジョンを示す再生可

能エネルギー導入計画の策定を進めてまいります。

次に、小項目２、学校施設などのゼロ・エネル

ギー・ビルの推進をについて申し上げます。２０

５０年のゼロカーボンシティの実現に向けては、

二酸化炭素を含めた温室効果ガス排出量の削減、

省エネの推進、再生可能エネルギーの活用など様

々な取組が必要となります。公共施設については、

照明のＬＥＤ化を順次進めており、市内小学校２

校に太陽光パネルが設置されるなど省エネや創エ

ネ設備の導入を行っております。また、これまで

の公共施設においても省エネ基準に倣い施設整備

を進めていました。現在建設中の認定こども園や

智恵文小中学校整備では、設計段階において断熱

性能や暖房機器などの仕様を決めておりますが、

使い方や事業額などを踏まえつつ、使用時の二酸

化炭素排出量を意識して施設整備を進めていると

ころです。ゼロ・エネルギー・ビル、いわゆるＺ

ＥＢについては、エネルギーを無駄なく効率的に

使い、必要なエネルギーを減らす省エネと再生可

能エネルギーの導入による創エネにより建物で消

費するエネルギー収支をゼロにすることを目指し

た建物であり、国においては政府の施設について

２０３０年度までの目標を掲げ、ＺＥＢを推進し

ているところです。また、太陽光発電についても

２０３０年までに国、地方公共団体が保有する設

置可能な建築物、屋根等の約５０％に太陽光発電

の導入を目指すと国が示しております。今後ＺＥ

Ｂのみならず本市の地域特性を生かした取組を推

進し、国や北海道の動向にも注視し、協調して進

めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

私の〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

ほうからは大項目４、思いやりあふれるまちづく

りをについてお答えをいたします。

まず初めに、小項目１、まちを去る高齢者が踏

みとどまるような施策について申し上げます。本

市では、高齢者保健医療福祉計画・介護保険事業

計画におきまして本市の目指す高齢者の将来ビジ

ョンを掲げています。高齢者に限らず、市民誰も

が安心して住み慣れた地域や在宅で暮らし続けら

れるために様々な取組を進めてきているところで

す。各町内会を会場に実施をしております介護予

防教室や総合福祉センターで実施をしております

健康づくり体操教室などは、健康づくりと介護予

防を一体的に進めることで高齢者が積極的に介護

予防へ取り組む意識の向上が図られ、元気に暮ら

すことや健康寿命の延伸につながっているものと

考えます。また、本年度は新たな取組として高齢

者の方々が講師となり、長年培ってきた経験や特

技などを若い世代へ伝えていく場の創出を考えて

いるところです。世代間交流などを通じて高齢者

の生きがいづくりと地域で住み続けていくための

動機づけにつなげられるものと思っております。

今後も既存事業を継続するとともに、高齢者が安

心して住み続けられる取組の充実に努めてまいり

ます。

次に、小項目２、思いやりの向こう三軒両隣的

な相互扶助意識を高めるためについてお答えをい

たします。隣人との関わりや親戚同士の関わりな

ど人との関わりが希薄化していると言われる中、

思いやりを持って互いに働きかけ合い、共に助け
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合う相互扶助の意識や考え方は地域コミュニティ

ーの形成や住みよいまちづくりにおいて非常に重

要な要因の一つであります。名寄市地域福祉計画

でも住み慣れたこの地域で全ての市民が互いに支

え合いながら自分らしく生きるための自立と共生

の地域社会づくりを基本目標とし、計画を進めて

いるところです。未帰宅の認知症高齢者などを地

域で見守り、早期に発見できる仕組みづくりであ

ります認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業や

安否が気になる方などを発見することを目的とし

ました地域見守りネットワーク事業、共助の意識

の醸成を目的に社会福祉協議会と共催で行ってお

ります市民ボランティア講座の開催など、相互扶

助の啓発を行ってきているところです。また、医

療機関や介護機関が連携をして、支援が必要な市

民へ適切で総合的なケアを提供します医療介護連

携情報共有ＩＣＴ事業なども地域でお互いを見守

る取組の一つです。引き続き研修会、講演会など

の開催を通じまして、市民の皆さんが相互扶助の

意識高揚につながる取組を進めてまいります。

次に、小項目３、シニア世代の働く場を提供す

る企業への応援制度についてお答えいたします。

本市の取組としましては、主に現役を退かれまし

た高齢者の皆さんで構成をされ、その能力や希望

に応じて仕事を提供している高齢者事業団へ運営

費の助成を行っているところです。名寄地区、風

連地区の両地区にあります高齢者事業団には、そ

れぞれの地域で暮らしておりますシニア世代の方

々が所属をして、自分のペースに合わせたお仕事

を行っていると聞いております。今後も高齢者の

皆さんが住み慣れた地域で健康を保持しながら生

きがいづくりにつながる取組に支援を続けてまい

ります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれお答えいた〇４番（佐久間 誠議員）

だきました。可能な限り順を追って再質問させて

いただきたいと思います。

それで、まず最初に企業誘致の関係について再

質問させていただきます。田畑室長のほうからそ

れぞれ企業立地促進条例に基づき立地の後押しを

しているということで、今の令和３年、４年の見

直しの関係も含めて条例の見直しの関係について

お話がありました。これはこれで私理解はしてい

るのですけれども、もう少し企業誘致についてこ

れまでもそれぞれどういう働きかけをしてきてい

るのか、積極的に企業誘致、働きかけをしてきた

事例などの取組について伺いたいと思います。特

に自治体と企業との包括連携協定などについても

本市も幾つかの企業と協定を結んでいると思いま

すが、こうした企業への相談であったり、誘致や

進出などの具体的な働きかけはされてきたのかど

うか、この辺りについてお尋ねいたしたいと思い

ます。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

本市におきまし〇産業振興室長（田畑次郎君）

ては、企業立地促進条例に基づいて進出企業に対

して支援などを行ってきているところであります。

これまで今議員がお話ありました包括連携協定を

結んだ企業ですとか、あるいは最初の御質問にも

ありましたＣＳＶ型事業といったところに、そう

いった事業者に対して私どものほうから働きかけ

るといったような企業誘致活動を私どもとして特

段しているものではありませんが、ただし本市に

おいて立地を検討している事業者に対してはより

促進条例で支援をしていくという考えであります。

昨年度条例を改正し、今年度施行した、この内容

につきまして先ほど答弁をしましたが、業種を相

当程度広げて、名寄市における可能性のある事業

についてはこの改正において対象としたところで

ありますので、そういった意味ではＣＳＶ型事業

も含めて迅速な対応ができる改正はなされたもの

と考えております。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ促進条例で〇４番（佐久間 誠議員）

支援をし、業種も広げてきているし、例えば仮に
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ＣＳＶ型事業の会社、企業などが手を挙げたとき

にそれを支援する体制はできているというお答え

でしたけれども、しかし具体的な働きかけについ

てはしていないというふうに聞こえました。それ

で、ただ本市見たときに本市と包括連携協定を結

んでいる製薬メーカーからふるさと納税を通じて

例えばカノコソウ栽培に対する、薬草栽培に対す

る支援だとか応援だとか、そういうものもあると

いうことはお聞きをしておりますから、ただ先般

薬草の関係についても現地視察してまいりました。

それで、そこでお話しされていたのは、カノコソ

ウ栽培などで例えば洗浄だとか下処理だとか、そ

ういったものはやっぱり製薬メーカーのほうとし

てもきれいになったもの欲しがっているよという

ことについては現地でお聞きしてきたところであ

ります。こういう下洗浄から下処理など名寄でや

れることについて例えば相談しながら事業化など

についての相談なんかはできないものかというふ

うに思っているのですが、この辺についてちょっ

とお答えいただきたいと思います。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

今議員のほうから薬〇経済部長（山田裕治君）

草に関して企業からの協力を得られないのかとい

った御質問かと思います。現状におきまして、薬

草の洗浄、乾燥等の作業につきましては生産者を

中心に機械を一定程度改良しながら取組を進めさ

せていただいております。ここにつきましては、

農業振興センターの関わりも含めて、また今名寄

市内に常駐をしていただいております製薬会社の

担当者とも密に連携を取りながら、機械の選定で

すとか、できるだけ効率的な作業が進むような工

夫ですとかいろんなことを相談をしながら、そこ

は企業にもいろんな知恵をお借りしながら進めて

いるところでありますので、そういう意味で今現

時点でも連携をしながら進めているという状況で

はございます。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。連携〇４番（佐久間 誠議員）

しながらやっているということは理解しました。

可能な限り例えば本市に様々なつながりのある企

業が事業展開できるような、その足がかりになる

ようなことについて、こちら側からも少し積極的

に提案していってはどうかというふうに思ってい

るわけであります。

それで、ＣＳＶ型事業、共有価値の創造という

ことで、なぜＣＳＶの企業を言っているのかとい

うと、特に働きかけやすい社会課題に取り組んで

いる企業だということです。地域社会、コミュニ

ティー、環境、ＣＯ 削減、水資源を守るというよ２

うな形で、地球環境からの必要性だとか社会にと

ってマイナスのことはしない、そして今持続可能

性を追求する企業だから、自治体側からも、優先

順位の高い課題、特に本市にとっては産業振興の

課題で、こういったものを解決してもらうために

企業に働きかける仕掛けが必要だと思うのですが、

この辺の認識についてお伺いしたいと思います。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

ただいま佐久間〇産業振興室長（田畑次郎君）

議員からＣＳＶ型事業など社会に貢献するような

取組に係る企業への働きかけについての考え方と

いう御質問いただきました。先ほどの答弁もさせ

ていただきましたが、昨年度改正した内容につい

てはＣＳＶ型事業などについても迅速に対応でき

るよう業種も増やしたところです。先ほど申し上

げた企業価値みたいなところに関して言いますと、

ゼロカーボンシティ宣言もした本市としては、そ

の方向性は合致しているものと考えておりますの

で、私どももアンテナを張りまして、そういった

事業者の情報は把握していきたいと考えておりま

す。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひ広くアンテナを〇４番（佐久間 誠議員）

張っていただいて、より積極的にやっていただき

たいと思います。

それと、先ほど市民税の関係で廣嶋市民部長か

らお答えいただきました。固定資産税、およそ３，
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０００万円という、そういう金額が削減されるの

ではないかということで、もろもろ合わせて当初

５，７００万円という試算が出ていたというふう

に思います。これは新聞報道でも出ていたのです

けれども、これに対して少し精査したもの、それ

ぞれ個人市民税５２％減から始まって、３６％、

２８％というようなことで、それぞれ減のところ

については分かりました。これ法人税の減収とい

うのは、全体がだんだんはっきりしてきていると

いうふうに思っています。この減収分、これを何

とかカバーしたいということはまず第一に思いつ

くことですが、そこにとどまらず、ぜひこれを機

会に企業立地、しっかりしていただきたいなとい

うふうに思っているわけです。それで、この企業

立地に頑張る市町村というもので、これ経済産業

省のデータがあるのですが、北海道では白老町、

これは出張時には必ず企業訪問して、職員も含め

た訪問件数は年間約１５０件、熱血トップセール

スが企業誘致の原動力になったということで出て

いるわけです。白老町、令和４年４月で人口１万

５，８９５人でありますが、ここの製造品出荷額、

これ平成１８年度ですが、年間６２３億円です。

これ見てすごいなと思ったのですが、そして同時

に平成２年から今日まで４３社の企業が進出して、

誘致に成功してきているということであります。

あと、岩手県の北上市、ここは人口９万人であり

ますが、ここ市長を筆頭に年間１２０から１３０

社訪問して御用聞きをし、市内にある８つの工業

団地、ここに２４６社の企業が立地している。そ

のうち１８８社の誘致に成功した。製造品出荷額、

県内、岩手県ですけれども、第２位の４，１５０

億円ということで、これはやはり働きかけ、これ

が最も重要だというふうに思いますから、様々な

チャンネルを通じてぜひこれは努力をしていただ

きたいなというふうに私思っております。

時間もありませんので、次に道の駅の関係です。

新たな道の駅の関係について質問したいと思いま

す。先ほど石橋部長からお答えいただきました。

おおむねすごく内容がこれから具体的に展開する

のだなと久しぶりにわくわくする思いで答弁を聞

かせていただきました。ぜひこの道の駅、かなり、

部長もおっしゃっておりましたけれども、経済効

果はすごいと思います。今現状風連にある道の駅、

大福が年間１００万個売れているということで、

１４０円にしても１億４，０００万円、ざらっと

ですけれども、すごく経済効果があるというよう

なことで、それで隣町の士別、ここも当初想定が

１８万人と。ところが、それを上回る３３万９，

０００人というのが来客したということで、非常

に中心街の集客拠点になっているということで、

そして観光入り込み客数も、これ道の駅だけでな

くて、町全体に及ぼす影響として２１年、昨年度

６１万５，９００人ということであります。かな

りすごいなと思っているところであります。

それとあと、道東方面、道の駅２か所造ってい

るところ、例えば足寄町も２か所ですし、鹿追町

も２か所、音更も２か所、士幌は３か所あるので

す、道の駅、調べてみますと。この音更町の２か

所のうちの１か所、今年４月１５日にこれ新たな

道の駅がオープンになったのですが、１１４日で

初年度目標来館者７０万人達成ということで、こ

れはすごいなと思って、注目しているところであ

ります。ここの音更町は、最初１か所目はもとも

とは特産館、名寄と似ているのですけれども、建

物の老朽化で新道の駅ということで、なつぞらの

ふる里というのができております。北海道開発局

長が選定する重点道の駅に認定されて、鳴り物入

りで４月１５日、移転オープンをしたわけであり

ますが、十分小さな拠点として位置づけられてい

るのではないかというふうに思っていますから、

地方創生に貢献するということも含めて、先ほど

のお答えの中で加藤市長が期成会の今度道の駅の

会長になられたということで、加藤市長にお伺い

したいと思います。

それで、新たな道の駅というのは本市にとって

も地域創生の拠点として極めてカンフル剤になり
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得るのではないかと思われることから、様々な事

業や構想と結びつけて考えられるのではないかと

いうふうに思っています。先ほど庁内の議論だと

かいろいろお聞きしました。市長の道の駅の今度

期成会の、高速道路の関係です。高規格道路の関

係で期成会の会長にもなっているということで、

高速道路の開通も含めた決意と、それから併せて

附帯設備として道の駅、それと切り離さなければ

ならぬと思いますけれども、そこら辺の考え方に

ついてちょっとお聞きしたいと。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

士別名寄間の高規格幹線〇市長（加藤剛士君）

の会長にこの春から就任をさせていただきました。

まさに道路がつながって初めて機能を発揮できる

という側面がありますので、まずは早期の開通に

全力を挙げていきたいというふうに思います。特

に名寄は救命救急センター、地方センター病院を

担っている医療機関がありますので、そうした意

味でも命の道という観点から道路整備というのは

非常に重要であるというふうに思います。加えて、

北海道開発局のほうでも今名寄が一つの生産空間

という位置づけの中で重要なポジションを担って

いる。その中でも高規格幹線道路が名寄まで来る

となると、そこの１９線の結節点が東西南北、北

北海道の重要な交通の要衝になり、さらには防災

の広域での拠点、さらには物流の拠点ということ

で、様々な開発局も今実証実験等やっていただい

たりというようなことで注目をいただいていると

いうことであります。当然道の駅ということの親

和性、あるいはそうした機能を総合的にまとめて

いく中で、道の駅というのは非常に親和性が高い

というふうに思いますので、庁内でも、あるいは

民間の皆さんともよく協議をしながら今後こうし

た構想を具体的にできるのかということを検討進

めていきたいというふうに考えております。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

加藤市長のほうから〇４番（佐久間 誠議員）

命の道ということでありました。ぜひ早期に開通

させ、そして同時に名寄インターチェンジ付近の

構想についても具現化していただきたいというふ

うにお願いしておきたいと思います。

それで次に、再質問の３、健全な地球環境をと

いうことで、それぞれ先ほど石橋総合政策部長の

ほうからお答えいただきました。時間もありませ

んので、再質問させていただきたいのですが、名

寄は第４次名寄地球温暖化防止実行計画、これは

事務事業編ということで、それぞれ庁内、庁舎、

あるいは指定管理施設での取組というのは十分さ

れていると思います。それで、ただ名寄市、まち

全体の取組としてはこれは計画とはなっていない

のではないかなというふうに思いますが、後期計

画、私今日頂いたばかりで、まだ目通していませ

んけれども、何かうたわれているかもしれません

が、まち全体の取組、計画、全市的にどのように

取り組んでいくのか。そのために例えば推進室み

たいなものは必要にならないのかどうか、そこら

辺についてお答えいただきたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

まず、まち、名〇総合政策部長（石橋 毅君）

寄市としての具体的な取組の計画という御質問だ

と思いますけれども、最初の答弁で申し上げたと

おり、環境省の補助、これなかなか競争率高かっ

たのですけれども、本市、しっかりと採択で補助

金を獲得しまして、それを財源に今プロポーザル

終えて、これから再生可能エネルギーの導入計画

というのを年度内に策定作業を進めていきたいと

いうことで現在進んでおります。この中でこれか

ら名寄市全体としてどのぐらいのエネルギーが消

費されて、どの程度再生可能エネルギーを導入し

ていけるのかとか、具体的な数値目標等もこの中

で分析しながら計画の中でお示ししていければと

考えておりますので、ここでしっかりとできると

ころは具体化していきたいと考えておりますので

よろしくお願いいたします。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました、これ〇４番（佐久間 誠議員）
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からの導入計画についてぜひ詳細、緻密に練り上

げていただきたいというふうに思います。

それと併せて、環境省の補助というお話もあっ

たのですが、先ほど少しお話あったゼロ・エネル

ギー・ビル化、これについてやっぱりコストも高

くなると思うのです。建設のコスト。ここら辺に

ついてやっぱり積極的に国や道に働きかける必要

があるかなと。それと、これＺＥＢ化、ゼロ・エ

ネルギー・ビルということで質問させていただき

ましたから、それと併せてＺＥＨ化、いわゆるゼ

ロ・エネルギー住宅、ハウス、ゼロ・エネルギー

・ハウスということで、ここの支援事業、ここを

ちょっと調べてみますと、新築でやった場合に補

助金５５万円だとか、そういうものが乗っている

わけです。ただ、本市の中の広報というのはあま

りされていないかなというふうに思うので、これ

からなのかなということなのですけれども、ぜひ

こういったことも併せて組み立てていただきたい。

それと、公共施設のこれまでのいわゆる太陽光

だとか、そういうものはどちらかというと学校施

設であれば教育のために設置していたということ

で、あまり創エネルギーまでは、つくってはいる

のですけれども、エネルギーつくっていますけれ

ども、トータルのエネルギーがゼロになるかとい

ったらそうはなっていない。本当に何％、利用料

金の数％を賄っているぐらいで終わっているかな

というふうに思いますから、ぜひここら辺も含め

て積極的により、これお金かかる話ですから、そ

こを求めて、そういうふうにしていただきたい。

あわせて、質問なのですけれども、市民に協力を

求めること、ここについて部長のほうにお尋ねし

たいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

議員がおっしゃ〇総合政策部長（石橋 毅君）

るとおりで、ＺＥＢについてはそれなりの投資が

必要になってきて、やっぱり設備をしっかり整え

なければならないという、まずそれぞれの建物で

環境そろえなければつくれないというハードルの

高いところがございます。今現在いろいろこの間

エネルギー政策、分析、検討してきていますけれ

ども、まずは発電事業をしっかりと定着していた

だくよう我々としても努力していくと。その発電

事業というのは、再生可能エネルギーをしっかり

この地で発電したものを、それを地消するといっ

たような流れをぜひつくっていけたらというふう

に考えておりまして、現在そこに向けて鋭意努力

しているところであります。その中で市民の皆様

方にこの地域でつくった再生可能エネルギーをぜ

ひ消費していただくような、受給者として使って

いただけるような御協力いただければ、ここでつ

くったゼロカーボンエネルギーをこの地で消費し

ていくという循環ができるかなと思っております

ので、そういったこともちょっと頭に入れながら

いろいろなもの組み立てていきたいというふうに

考えておりますので、よろしくお願いいたします。

佐久間議員。〇議長（東 千春議員）

お答えについては分〇４番（佐久間 誠議員）

かりました。エネルギーの地産地消化、これを推

進する、そのときに市民の皆さんにも協力いただ

くというような方向性で、これからまたさらに計

画を進めていただければというふうに思います。

それから、最後に思いやりあふれるまちづくり

をということで、特に、それぞれお答えいただき

まして、名寄で手だてをしていることについて松

田室長のほうからお答えいただきました。今回こ

のテーマ取り上げたのは、実は７月に８８歳の私

の大先輩が名寄から引っ越ししました。本当はこ

こにいたかったのだという言葉残していきました。

札幌から息子さん夫婦が迎えに来て、真っすぐ札

幌の施設に入ったわけでありますけれども、たま

たま奥さんが体壊して、その後亡くなるというこ

とで、一人で置いていけないということで札幌に

行ったのです。住宅型有料老人ホームで、転居後

に電話が来たのですけれども、どうだいと聞いた

ら、１ＤＫの拘置所みたいなものだという悲しい

答えだったのですが、そのうち話ししたら友達も
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できるよと慰めていたのですが、いや、しゃべっ

てもみんなマスクしているし、表情も分からない

し、そして話しできる人でも認知症だと。話し相

手にならないということあったのですけれども、

それでちょっと幸せというのは何かなとつくづく

考えさせられたところであります。

もう一方で、実は私の知人で９０歳を超す母親

が羽幌にいるわけです。独り暮らしで、毎月その

人は名寄から様子を見に羽幌まで通うのです。そ

れで、何か羽幌の町で特別な手だてしてくれてい

るのかいと聞いたら、いや、名寄と同じで、地域

包括センターで話しすることぐらいだね、相談し

て、あとは時々デイサービスぐらいだと。ただ、

近所に親切な人がいて、しょっちゅう買物とか連

れていってくれるのだということでありました。

名寄に来ないかというふうに誘っても来るという

ふうに言わないし、まだ身の回りのことを自分で

できるからということで頑張っているのだと。た

だ、名寄にいると電話がかかるたびにびくっとす

るのだということはおっしゃっておりました。２

つの事例から人の幸せというのは、そしてまた老

いてからの身の振り方というのを考えさせられる

出来事でありました。可能な限り一人でも暮らし

続けられる環境として本人の近く、隣人に助けて

くれる人がいるかどうか、ここが大事ではないか

と。そこで、市民の相互扶助意識、こんな大層な

言葉でなくても助け合い、これをさらに醸成する

ようなソフト政策について、向こう三軒両隣的な

絆を強める政策を改めて本市の計画に盛り込めな

いかどうかということ、このことについて最後に

お尋ねして、私の質問を終わりたいと思います。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

今議〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

員のおっしゃられるとおり、高齢者を取り巻く情

勢といいますか、そういったことで住み慣れた地

域でずっと住み続けたいのだけれどもというよう

なお声はいろいろと聞いているということであり

ますけれども、我々としては計画の中でもそうな

のですけれども、元気に高齢者の皆様が名寄の地

で長く住み続けていただくというところを目標に

といいますか、そういったことを目的にまず健康

であるべき施策をこの間ずっとやらせていただい

てきたというところになります。見守り、相互扶

助の意識というのはなかなか短時間というか、で

は醸成されるものではありませんので、気長にと

いいますか、長くいろいろな講演会ですとか研修

会、あとはいろんな策を打ちながら育てていかな

ければならないなというふうには思っております。

いろいろな、周りの住んでいる方々だけではなく

て、企業や何かも含めて見守り意識というものの

高まりをしていかなければならないなということ

で、先ほども少し申し上げましたけれども、地域

で見守るネットワークというような事業を展開を

させていただいて、市内の事業所さん、生命保険

会社さんですとか新聞社さんですとか、そういっ

た市民の皆様に足を運んでいらっしゃる企業にお

声かけをしながら協定という形で結ばさせていた

だいているという状況にあります。この協定を結

んだことで実は心配な方というところの、このお

うちが心配なのだよねというようなお声も毎年５

件近く、５件前後情報いただいておりますので、

そういった意味も含めて地域でいろいろな形で見

守りを進めていければというふうに考えていると

ころです。

以上で佐久間誠議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

本市農業のさらなる発展に向けて外１件を、清

水一夫議員。

議長から御指名をいた〇９番（清水一夫議員）

だきました。通告順に従い、大項目２点にわたっ

て質問させていただきます。

大項目１、本市農業のさらなる発展に向けて。

国は、農地の集約化と人の確保、育成、農地保全

による荒廃防止を目指す人・農地関連法が５月２

０日の参議院本会議で可決、成立し、市町村は地
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域農業の将来の在り方について協議の場を設け、

目標地図を含めた地域計画、人・農地プランの策

定、農業委員会は農業を担う人ごとに利用する農

用地などを定めた目標地図の素案づくりを担うこ

とになりました。そのような中、本市の第２次名

寄市農業・農村振興計画は中間的な総括を行い、

必要な見直し中とお伺いしております。同じくＪ

Ａ道北なよろ農業協同組合も第４次地域農業振興

計画、第４次中期経営計画の総括を見直しをし、

次期地域農業振興計画、経営計画を策定中とお聞

きしました。議会も７月７日、名寄市民文化セン

ターで市民との意見交換会を開催し、市民から名

寄の基盤は農業だ。農業をどのように守っていく

のか。農業が衰退すると商店街も衰退する。ぜひ

議会の中で議論展開との意見、質問があり、ここ

で小項目３点についてお伺いします。

小項目１、水田の集約化と農地整備事業につい

て。私は、５月下旬、２日間、田植の時期、風連

地区の農家さんに研修を受け入れてもらい、そこ

で感じたのは中名寄地区の水田と比べて、１筆、

１枚の水田面積が小さいと感じました。これでは、

大型農業機械を引用するには非効率であり、これ

からはスマート農業、ＧＰＳを活用して無人のト

ラクターによる耕うん、またＡＩを活用したドロ

ーンでピンポイントの追肥及び除草剤散布が行わ

れていくことでしょう。改めて市としてのお考え

を伺います。

小項目２、農福連携について。農福連携の意義

は、障がい者等が農業分野で活躍することを通じ、

自信や生きがいを持って社会参画の実現と就労や

生きがいづくりの場となり、農業経営者は担い手

不足や高齢化が進む農業分野において新たな働き

手の確保につながります。ここで本市の農福連携

についての現状をお知らせください。

小項目３、未婚農業後継者の婚活について。こ

のことについて農業委員会にお尋ねしましたとこ

ろ、ＪＡさんが対象者４２名に７月、アンケート

調査を実施し、回答者が９名であったとお聞きし

ました。再度未回答者に８月３１日までに再調査

を実施するとのことでございますが、この問題は

名寄市の農業を守るための重要な課題と思ってい

ます。前回別海町の取組事例を紹介し、名寄市は

東京杉並区と交流自治体協定を締結していること

から、行政とＪＡさんが中心となり、相互に連携

して取り組むべきものと見解をお伺いし、検討す

ると回答を得ましたが、改めてその検討結果と市

の考えをお伺いします。

大項目２、防災についてここで小項目２点にわ

たりお伺いします。小項目１、防災訓練について。

７月２０日、西小学校で防災体験教室が行われ、

自然災害を正しく理解させ、防災、減災に関する

行動について自ら考え、判断できる能力、生きる

力を育成したものと思料します。東日本大震災の

釜石の奇跡を導いた片田敏孝氏は、学校に着目し、

子供たちに教育すれば家庭に伝わると考え、震災

前８年間にわたり子供たちに防災教育、避難訓練

を行い、釜石市の小中学生３，０００人のうち亡

くなられたのは５人でした。また、震災後の避難

調査を見ると、子供が地域の大人を巻き込み避難

したとのことでありました。このように実践、成

功事例がありますので、防災体験教室を毎年行っ

てほしいものと思っております。今年度あと防災

セミナーを予定し、内容は冬期間や感染症対策を

意識した避難に関することやマイタイムラインの

作成、図上訓練などを検討中とのことであります。

具体的に内容は決定したのかお聞きします。

最後に、小項目２、自宅療養の重度障がい者の

避難所での対応について。市が高齢者等避難を発

令したときには、自宅療養の重度障がい者を介護

ベッドから車椅子に乗せ、必要な薬、生活用品を

持って、専用の車で早めに避難所に避難しますが、

その後避難所での対応についてお伺いします。

以上で壇上の質問とし、答弁のほどよろしくお

願い申し上げます。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

清水議員からは大項〇経済部長（山田裕治君）
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目で２点にわたり御質問いただきました。大項目

１は私から、大項目２は総務部長からの答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

はじめに、大項目１、本市農業のさらなる発展

に向けて、小項目１、水田の集約化と農地整備事

業についてお答えいたします。水田等の農地の集

約化、大区画化につきましては、農業者が生産コ

ストを下げた上で所得をしっかり確保し、発展的

な経営を行うために必要であり、国や道も含めた

政策においても大変重要な位置づけとして進めら

れております。このことは本市においても同様で

あり、その重要性を理解した上で国営や道営の事

業を活用し、計画的な農業基盤整備を進めており

ます。近年では、平成３０年から現在も継続をし

ております智恵文地区において、また平成２７年

から令和２年度までは風連地区において道営事業

による区画整理等が実施され、農業用機械の大型

化に対応できるよう農地の大区画化に取り組まれ

ており、議員がおっしゃるようなスマート農業に

も十分対応できる農業基盤整備を進めております。

御質問にもございました水田の大区画化に取り組

むとなりますと、周辺の道路や用排水路などの再

編も必要となり、大変大規模な事業になると考え

ております。したがいまして、先ほども述べまし

たように、国営や道営の事業を活用しての整備と

なりますので、一斉に全圃場の整備とはなりませ

んが、農業者からの意見、要望や、関係機関との

協議、調整を図りながら、計画的に進めてまいり

たいと考えております。

次に、小項目２、農福連携についてお答えいた

します。農福連携は、農業と福祉が連携すること

で、農業分野では農業従事者が減少、高齢化する

中、新たな働き手として期待をされ、福祉分野で

は動植物や土との触れ合いによるストレスの軽減

や精神的な不安定さに対するリハビリテーション

効果、働く機会の確保や生きがいづくりなどが評

価されておりまして、国においても取組が推進さ

れております。本市における取組状況としまして

は、福祉事業所が自ら農作物の栽培、加工販売に

取り組むケースや事業所が農作業を受託し、請け

負うケース、農業者が障がい者を従業員として雇

用するケースがあり、現在３つの福祉事業所で取

組が行われております。農業者のもとでの作業実

績としましては、福祉事業所によりまして期間や

人数など違いがございますが、おおむね４月から

１０月までの期間に２人から１０名程度の就労が

進められております。また、作業といたしまして

は、主に播種、草取り、収穫の作業の手伝いが実

施されているところであります。今後の課題とい

たしましては、福祉事業所におきましては作業に

同行、指導する職員の確保が難しいこと、作業と

障がい特性とのマッチングや作業内容が多岐にわ

たり、指導が難しいことなどが挙げられておりま

す。また、農業者からは障がいの特徴や個人ごと

に合った対応が必要となるため、十分な理解や経

験が必要となることが挙げられております。市と

しましては、さきに申し上げましたとおり、農業

分野では労働力不足の解消、福祉分野では、社会

参画を促す取組として期待しているところであり、

名寄市障がい者自立支援協議会におきましても障

がい者の就労の場を確保する観点から農福連携に

ついて協議を行っていただいております。今後も

農業と福祉において連携を図り、取組を進めてま

いりたいと考えております。

次に、小項目３、未婚農業後継者の婚活につい

てお答えをいたします。未婚農業後継者への結婚

支援につきましては、名寄市、ＪＡなどの関係機

関、団体で構成します名寄市農業後継者対策協議

会が中心となって事業に取り組まれております。

市としましても構成団体としてはもとより、財政

支援などを含め活動をしております。これまでの

取組から未婚農業後継者の結婚への意識や婚活事

業に対するニーズが多様化していることを受けま

して、改めて結婚支援の取組を検討するため、Ｊ

Ａ青年部の未婚農業後継者を対象に婚活事業への

参加意欲度アンケートを実施しております。調査
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内容といたしましては、結婚に対する考えや婚活

事業の必要性、女性参加者の出身地域などについ

て調査を行い、最終的な調査結果としましては対

象者４４名のうち１９名から回答がございまして、

回答率４３％となりました。また、回答の内訳と

しましては、結婚に対する意識では１９名中結婚

したいが１５名、結婚したくないが４名となって

おり、婚活事業の必要性については必要が１１名、

必要ないが８名となり、未回答者を含めますと３

３名と多く、結婚に対する意識や婚活事業への参

加意欲は高くない状況と受け止めております。ま

た、女性参加者の希望地域の質問には市内が５名、

市近郊が２名、道内が１名、道外が１名、特にな

しが２名と。道内からの参加を希望する方が約９

割を占める結果となりました。これらの調査結果

を踏まえまして、名寄市農業後継者対策協議会の

運営委員会で協議をした結果、婚活事業希望者の

意向を踏まえ、杉並区と連携した婚活事業は難し

いと判断したところであり、今年度の婚活事業に

つきましては市内でのマッチング、パーティー形

式での事業により結婚支援に取り組んでまいりた

いと考えているところであります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目２、〇総務部長（渡辺博史君）

防災についてお答えします。

初めに、小項目１、防災訓練について申し上げ

ます。本市の防災訓練につきましては、平成２９

年度から実動訓練による防災訓練と図上訓練を中

心とした防災セミナーをセットで開催し、避難誘

導等における課題や避難所運営等について理解を

深めるなど防災意識の啓発などを行っております。

本年度の防災訓練は、７月２０日に名寄河川事務

所や北海道地域防災マスターなどの御協力を得な

がら、名寄西小学校で防災体験教室として実施し

ました。北海道開発局の保有する降雨体験装置や

地下浸水体験装置を活用させていただき、小学生

が実際に大雨や浸水により起こり得る事象を体験

する中から身を守る知識などを習得することがで

きたものと考えております。この防災体験教室の

継続した取組についてですが、北海道開発局で保

有する体験装置が北海道に１台しかないという状

況であり、現状において毎年名寄市で開催してい

ただけるかは不透明な状況となっています。ただ

し、市としましても今回の防災体験教室は複数年

継続して開催したいと考えておりますので、早い

段階から市内の学校や名寄河川事務所と調整を進

めながら実施に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

次に、今年度の防災セミナーの内容についてお

答えします。現在調整中ではありますが、１１月

９日の実施に向けて準備を進めているところでご

ざいます。内容については、旭川地方気象台職員

から過去の大雨発生についての解説や大雨となる

気象状況、注意すべき気圧配置などについての講

話と併せて、上川総合振興局職員による図上訓練

を予定しております。

次に、小項目２、自宅療養の重度障がい者の避

難所での対応についてお答えします。高齢者等避

難などの避難情報の発令に当たっては、大規模地

震などの緊急な場合を除き、事前に避難場所の設

定や職員配置計画などを行い、開設の準備を整え

てから発令することとしております。このことか

ら、道路が寸断されているなど特別な場合を除き、

避難場所に職員が配置されてから避難者が避難し

てくることとなります。御質問にあったように、

特別な配慮を必要とする方が避難された場合でも

避難者の状況に応じて当該職員が必要物品や避難

スペースの確保などを行うこととなりますし、避

難が長引き、一般の避難場所での生活が困難にな

った場合などには、指定福祉避難所へ移動してい

ただくことも想定されるところでございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

答弁ありがとうござい〇９番（清水一夫議員）

ました。それでは、再質問をさせていただきます。
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水田の集約化等の整備について答弁いただきま

したが、国営事業、道営事業を計画的にという話

でありましたが、本事案は名寄市の農業をさらに

発展させていくためには、このことは計画を前倒

してやるべきものと私は思っております。先ほど

部長から関係者、関係機関と協議してということ

でありますが、一番大事なことはこの名寄市の農

業を、水田を守る、さらに発展させることであり

ますので、よろしくお願いしたいと思いますが、

部長の改めてのお考えを聞かせください。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

議員から改めまして〇経済部長（山田裕治君）

今後の考え方ということで御質問かと思います。

水田の集約化整備などを含めます大区画化の事業

につきましては、先ほどから御答弁をさせていた

だきましたし、今議員のほうからもありましたと

おり、非常に規模として大きな事業となりますの

で、国、道の支援を活用しながら進めていくとい

うことがどうしても必要となるところであります。

この事業の採択を受けるに当たりましては、当然

関係する農業者、また農地を持たれています地権

者の方の同意というものが非常に重要であります

し、これは不可欠なものとなります。したがいま

して、事業の実施に当たりましてはまずは地区の

中で十分事業採択に向けた協議、合意形成を図っ

ていただくということが非常に重要になりますし、

大前提になるかと思っておりますので、まずはそ

こを地域の中でも十分に議論いただきながら、そ

の上で事業の窓口となります市ですとか土地改良

区、またはＪＡ等に御相談をいただきながら進め

ていく形になるかなというふうに思っております。

それを受けまして、国や道との協議につながると

いうものというふうに考えておりますので、市と

しましても必要な対応については進めてまいりた

いというふうに考えておりますので、御理解いた

だきたいと思います。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

理解いたしました。し〇９番（清水一夫議員）

かしながら、地域に合意形成とか、そのためには

市行政のほうが積極的に粘り強く名寄市の農業の

ためにもしっかりやっていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

続きまして、農福連携について再質問させてい

ただきます。私は、農福連携に取り組んでいる深

川市に赴き、研修してきました。深川市は、農業

の現状及び課題、展開方向をしっかりと捉え、農

福連携に取り組み、当初２年間は行政が指導し、

令和２年度以降はＪＡきたそらちが主体的に実施

しております。本年度、令和４年度は４就労支援

事業所と連携の上、施設外就労はＪＡきたそらち

のほか６農家、施設内就労は３農家において取組

を実施し、推進しておりました。本市も深川市の

事例を、これを基にさらに調査研究し、取り入れ

てはと思いますが、お考えを聞かせてください。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

農福連携の今深川市〇経済部長（山田裕治君）

の取組を紹介いただきながら、改めて今後の取組

ということで御質問かというふうに思っておりま

す。今深川市の例もありましたが、ＪＡとの連携

を含めて深川市さんのほうでは取組を進められて

いるというところでございますが、本市におきま

してはまだ深川市のような形でＪＡと具体的な連

携を取りながら進めている状況にはないところで

ございます。状況といたしまして、これちょっと

古い資料となりますが、令和２年に農業者向けの

アンケートを行った中の設問の一つとして、農福

連携に関する関心があるかないかというところで

の設問をさせていただいた中で、約３割の農業者

の方から関心はありますというふうなお答えをい

ただいたところであります。一定程度農業者の中

には農福連携という形の中で労働力の確保という

ところに期待するというふうなことが捉えられた

ところでありますが、一方で福祉事業所のほうの

の状況でいいますと、なかなか通所者の中に農業

を希望される方があまり多くないという状況です

とか、またどうしても農作業でいいますと季節的
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に左右をされるといったこともありまして、福祉

事業者の中でも令和２年当時に取り組まれている

状況から拡大することがなかなか難しいのだと。

現状を維持するというところが中心になりますと

いうふうなお答えをいただいていた状況でありま

す。この状況につきましては、先ほども答弁させ

ていただきましたが、大きくは変わっていないよ

うな状況かなというふうに捉えております。した

がいまして、今後農福連携を進めていく上でやは

り福祉サイドからより多くの通所者の方が農業で

作業してみたいとか、またその障がいの度合いも

当然ありますので、適する方が一定程度確保でき

るというふうな状況が整いますと、もう少し農業

者、農業分野に就労する機会が増えるというふう

になろうかなと思いますので、そういう形になっ

たときにまた改めましてＪＡさんとも協調しなが

ら取組のどのように進展を図るのかといったこと

を検討できるかなというふうに思っておりますの

で、現状としては今そういうふうな状況にあると

いうことで御理解いただければと思います。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

部長の答弁を聞いてお〇９番（清水一夫議員）

りますと、ちょっと後ろ向きかなと、消極的だな

と感じました。なぜかといいますと、研修時に深

川市の農福連携の説明を聞いていますと、中心的

役割を行ったのは農務課長でありました。いろい

ろ質問しますと、農務課長がずっと、ＪＡさんも

来ておりましたけれども、農務課長さんに説明し

ていただきました。そこに農務課長さんの本事業

に対する取り進め、取りまとめた熱意を感じまし

た。本市もしっかり深川市の取組をちょっと研究

して、担当の部課の熱意ある取組を要望したいと

思います。

次に、未婚の後継者、婚活について御質問した

いと思います。もっとちょっと市とＪＡさんが協

議して、未婚農業後継者の結婚相談専門員を配置

してはいかがと思いますが、お考えをお伺いしま

す。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

未婚農業者への結婚〇経済部長（山田裕治君）

支援の専門員というような立場の方を配置しては

というふうな御質問かと思いますが、確かに本市

の農業経営につきましては家族経営が今主流とい

うか、中心となっておりますので、将来にわたっ

て持続的に農業経営を発展させていくためには、

やはり家族の経営の維持といったことが非常に重

要になろうかと思っていますので、そういった観

点から後継者への結婚支援といった形で私どもも

取組を進めさせていただいているところでありま

す。先ほどのアンケート調査の結果を報告させて

いただきましたが、なかなかストレートに結婚に

前向きな方ばかりではないというふうな状況でご

ざいます。まずは、今専門員という形で直接的に

関わりを持たれることを嫌うといった傾向もござ

いまして、ここが私どもとしてもなかなか難しい

ところかなというふうに考えております。強制的

にというふうにはなかなかいかないというふうに

考えておりますので、したがいましてまずは結婚

ですとか婚活というところのまださらに手前の段

階となるかと思いますが、先ほども言いましたと

おり、将来的に農業経営どうしていくのか、まず

そういったところで若い方を中心にどうあるべき

なのかということも含めて将来構想を考えていた

だくというふうな機会を設けるですとか、そうい

う形での専門講師を派遣していただくような形か

ら、まずはそういうところから意識改革といいま

しょうか、そういうところから進められればなと

いうふうに考えてございます。引き続き結婚支援

に対しては農協さんもそうですし、上川農業改良

普及センターなど関係機関と連携しながら取組を

進めてまいりたいと思いますので、御理解いただ

ければと思います。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

部長の答弁を聞きます〇９番（清水一夫議員）

と、部長に意識改革をしてもらいたい。熱意がな

い。これは本当に大問題であります。何とかする
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と気合も感じない。昔はおせっかいで、隣の近所

のおじさんが、おばさんがやったものです。私も

小さい頃、おばさんが東風連におりますが、私は

上名寄です。東風連のおじさんの集落の男衆が上

名寄駅から降りて、１０人ぐらい徒党を組んで、

こうやって嫁取りに来たものです。例えは悪いか

もしれないけれどもそのぐらいの、部長、熱意と

何とかするという気概を持ってほしい。

ここで、市長にお尋ねします。私は、本市の農

業がさらなる発展とつながると思って、先ほどの

別海町の事例及び結婚相談専門員の配置について

提案しましたが、市長のお考えをお聞かせくださ

い。よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

名寄市農業後継者対策協〇市長（加藤剛士君）

議会という協議会ございまして、会長私です。こ

の協議会はもちろん農業後継者の対策、全般的に

扱うのですけれども、重要な役割として配偶者対

策ということで、実はこの協議会は農協のそれぞ

れの役員、青年部、女性部も入って、さらには結

婚相談センターの所長もこの中に入っています。

結婚相談センターの所長は、ＪＡの元職員であり

まして、こうした状況をよく理解しています。か

なり熱の籠もった議論を実はここでしているので

す。議員は御承知ないかもしれませんけれども、

その中でなかなかやっぱり熱意だけでは難しい時

代でもあるし、問題もあるということであります

が、我々もこの後継者対策、あるいは配偶者対策

は極めて重要だと思っているので、このことを諦

めるつもりもないし、しかしなかなかその気にな

っていただけない方たちもいらっしゃる中で、ど

ういうアプローチをしていくかということをかな

りいろんな議論をしている中でいろんな対策を打

っているということもぜひ御理解いただきたいと

思います。これ事務局は市が、そして農協も一部

入っていただいてこの会議を運営していますので、

専門相談員を今配置するという考えはありません

けれども、この中でかなり真剣に議論していく中

で、しかし諦めないでそういった方たちにアプロ

ーチをしていく、そして選択肢をやっぱりしっか

りと提供していくということは大事だというふう

に認識はしていますので、そのことに関しては継

続してやっていきたいと思います。

一方で、時代は大きく今変わっていて、例えば

今本当にマッチングアプリとかで、名寄市内でも

そうした形での出会いでパートナーとなっている

方も相当いらっしゃるということでありますので、

そうしたいろんな多様な選択肢の中で我々ができ

ることをしっかりと諦めずに、またいろんな知恵

を出しながらやっていきたいというふうに思いま

す。杉並区との交流自治体との関係というのもア

イデアとしてはありがたく、提言として受け止め

たいと思いますけれども、いきなりこれだけ道外

の女性がなかなか厳しいというような中で杉並区

の女性とでは名寄市の未婚農業者をくっつけてと

いうようなことがやっぱりそんなにすんなりいく

のかなということも中でも議論しているところで

ありまして、いろんな知恵を絞らないとなかなか

難しいと思います。杉並区とうちの名寄市との交

流もかなり長くなってきて、いろんな人脈ができ

てきていると思いますので、ここは継続してそう

したいろんな幅広い人脈の中から何かアイデアや

つながってくる人脈同士のつながりとか、そんな

ことも是非模索していきたいというふうに思いま

すので、引き続き婚活事業に関してこの協議会を

通じて、清水議員からいただいた熱意と御意見も

注入しながらしっかりと議論していきたいという

ふうに思いますので、よろしくお願いいたします。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

よろしくお願いします。〇９番（清水一夫議員）

それでは、防災について、防災訓練について再

質問させて指定いただきます。

先ほど部長が図上訓練では上川振興局という答

弁をいただきましたが、具体的な中身はこれは指

揮所訓練でありますか。よろしくお願いします。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）
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現在考えている図上〇総務部長（渡辺博史君）

訓練でございますけれども、避難所運営ゲーム北

海道版、これを活用しまして、感染症対策も含め

て実際の避難所で起こり得る状況などを体感しな

がら避難所運営の疑似体験を行っていただくとい

うことを想定しています。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

有事に備え、市対策本〇９番（清水一夫議員）

部は初動体制の確立と、住民は発令等があった場

合は速やかに避難する。そのためには、平時にお

ける訓練が重要。久しく指揮所訓練はやっていな

い。市は初動体制確立の確認のための指揮所訓練

を行うのか、その検討について改めてお聞きしま

す。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

災害があったときで〇総務部長（渡辺博史君）

すとか、そういう部分では初動の部分、先ほど清

水議員もおっしゃられていましたが、全庁的な対

応も求められますし、各部署、各職員が何をする

かということを把握していくことは重要なことだ

と考えております。初動につきましては、各部署

におきまして人事異動なんかもありますから、そ

の後に毎年災害時の初動体制の一覧を作成して、

それぞれの個々の職員の役割を明確にしていると

いうところでございます。

また、指揮所訓練のこと清水議員から御質問い

ただきました。私も過去に清水議員の御指導をい

ただきながら指揮所訓練にも参加したこともござ

います。指揮所訓練も含めまして、災害時の効果

的な対応を図るためには、職員を対象とした訓練、

これの必要性につきましては同様に認識している

というところでございます。このコロナ禍の中で

すから、いつやるかということは明確にはお伝え

できませんけれども、指揮所訓練の実施も含めま

して今後内部で協議しながら考えていきたいと思

います。

以上です。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

指揮所訓練、重要であ〇９番（清水一夫議員）

ります。ひとつ協議のほどよろしくお願いします。

最後に、再質問で自宅療養の重度障がい者の避

難所での対応について再質問させていただきます。

障がい者の同伴者から避難所で介護ベッドがあれ

ば使用させてほしいという要望があります。そこ

で、人材開発センターにおいて介護講座、セミナ

ー、これで使用している介護ベッドがあるとお聞

きしました。また、避難所ではありませんが、清

峰園、しらかばハイツで空いている介護ベッドが

あると思いますが、人材開発センターの介護ベッ

ド及び特例で清峰園、しらかばハイツに避難し、

介護ベッドが使用可能か、見解をお伺いします。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

清水議員におかれま〇総務部長（渡辺博史君）

しては、町内会で毎年避難訓練等、防災訓練を行

っているということであります。敬意を表すると

ころでございます。どうもいつもありがとうござ

います。お尋ねの人材開発センター、まず人材開

発センターに避難した場合に施設内にある介護ベ

ッドを使用したいということなのだろうと思いま

すが、まず人材開発センターには段ボールベッド

が常備されていますので、まず基本的にはそちら

を利用していただくということになろうかと思い

ますが、例えば身体に影響があるだとか、そうい

う希望、要望があれば施設側の了承をいただきな

がら介護ベッドの使用については大丈夫なのかな

と、可能なのかなと考えております。なお、例え

ば準備が整えば指定福祉避難所への移動ですとか、

また体調が本当に悪くなれば病院、医療機関への

搬送なども考えられるというところでございます。

次に、清峰園ですとかしらかばハイツですとか、

避難について特例的にというところでございます

が、私どもの立場としましては、私どもの立場と

しては当該施設は、清峰園でいえば若干水がつく

ということもありますし、施設におかれましては

基本的に入所者、入所されている方ですとか職員

の安全確保が優先をされるということでありまし
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て、そのときの状況にもあろうかと思いますが、

外部からの避難者の受入れは基本的には難しいと

考えておりますので、御理解をお願いしたいと思

います。

以上です。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

人材開発センターの介〇９番（清水一夫議員）

護ベッド、可能であるということは御理解しまし

た。なお、指定福祉避難所での段ボールベッド、

ここで私もちょっと重度障がい者の介護について、

段ボールベッド、やったことないのです、段ボー

ルベッドで。どうかこれをちょっと研究していた

だきたいと思います。食事だとかお世話とかいろ

いろありますよね。それから、つい立てもしなけ

ればいけないと思いますので、有事に対応できる、

ちょっと段ボールベッドの研究をしていただきた

いと思いますが。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

清水議員から貴重な〇総務部長（渡辺博史君）

御提言いただいたと思います。私どももそういう

部分で検証させていただきたいと思いますし、こ

れからもいろいろ町内会等で出た意見につきまし

てはまた私どもに教えていただきながら、一緒に

よりよい環境をつくっていただければと思います。

よろしくお願いします。

以上です。

清水議員。〇議長（東 千春議員）

以上で終わります。あ〇９番（清水一夫議員）

りがとうございました。

以上で清水一夫議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５０分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（東 千春議員）

を開きます。

夢ある農業を目指した取組について外１件を、

今村芳彦議員。

議長より御指名をいた〇６番（今村芳彦議員）

だきましたので、通告に従い、順次発言をいたし

ます。

大項目１、夢ある農業を目指した取組について、

小項目４点にわたりお伺いいたします。１点目、

令和４年７月１日、環境と調和のとれた食料シス

テムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進

等に関する法律、通称みどりの食料システム法が

施行されました。この法律は、環境と調和の取れ

た食料システムの確立に関する基本理念を定める

とともに、農林漁業に由来する環境への負荷の低

減を図るために行う事業活動等に関する計画の認

定制度を設けることにより、農林漁業及び食品産

業の持続的な発展、環境への負荷の少ない健全な

経済等の発展を図るものであると説明をされてお

ります。昨今環境負荷の少ない農業を目指すべく

低炭素農業やＳＤＧｓの導入などが求められてお

りますが、みどりの食料システム法が本市農業に

与える影響や同事業の取り組み方についてのお考

えをお伺いいたします。

２点目、水田活用の直接支払交付金事業に関す

る水田交付要件の見直しを受け、水田の要件が大

きく変わろうとしていることは皆様御承知のとお

りでありますが、今後の水田農業の在り方は非常

に大きな課題となっております。令和４年の農作

業も終盤となり、水田では稲刈りの最盛期となっ

ておりますが、来年度以降の同事業の見通しや本

市農業への影響をお知らせください。

３点目、昨年からの世界情勢の変化を受け、農

業生産資材の高騰が続いております。燃料に係る

水道光熱費の高止まりはもちろん、銘柄や種類に

もよりますが、肥料や農薬といった直接的な資材

は前年比２倍から３倍の価格高騰が懸念をされて

おります。政府や農業協同組合等による激変緩和

措置が発動される見込みであるものの、依然とし

て予断は許しません。この状況に接し、名寄市と

しての受け止め方と新たに策定を進めております
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農業・農村振興計画への影響についてお伺いをい

たします。

４点目、先ほど稲刈りの最盛期と申し上げまし

たが、本市を代表する農産物である水稲、モチ米

はもちろん、名寄市が誇るサンダーソニアやスイ

ートコーン、アスパラガスといった花、野菜は押

しなべて高品質であり、市場評価も高いところは

既に皆様御承知のことと思います。現在本市内で

生産された農産物を購入可能な市内店舗や場所が

限られており、名寄市も推進をしております。地

産地消の取組は、まだまだ道半ばであると考えて

おります。昨今の農業情勢の変化を踏まえ、足元

マーケットこそ最大の利点であると考えておりま

す。名寄市民全員が市内の農産物をお手頃価格で

享受し、なおかつ応援団として下支えをいただけ

るような体制の構築までまだまだ機運の醸成が必

要と考えておりますが、名寄市としての今後の地

産地消の在り方をどうお考えなのかお知らせくだ

さい。

続いて、大項目２、夢ある除排雪を目指した取

組について２点お伺いいたします。本市が所有す

る除排雪作業機械は、およそ１年に１台が計画的

に導入されており、除雪能力の向上に努めておら

れることは疑う余地はありません。積雪深が１メ

ートルを超える豪雪地帯かつ２万人規模の地方中

核都市である本市の除排雪事業は、他の市町村か

ら見ても非常に優秀な体制を構築していると考え

ております。昨年は降り始めからの降雪が短時間

で４０センチを超え、テレビ報道されたことは記

憶に新しいところでありますが、その中でも特段

の問題がなく、道路の往来が可能であったことは

本市の除排雪作業に従事されている作業員の皆様

それぞれが高い技術水準を持っておられることの

証左であり、名寄市が誇る除雪体制と言って過言

ではありません。しかしながら、行政あるいは市

政に対するアンケート等拝見しますと、除排雪に

ついての御意見が多くあるようにお見受けしてお

ります。このことを踏まえ、少なからず課題があ

り、なおかつ市民の期待でもあると受け止めてお

ります。除排雪作業に対する市民の理解と向上に

向けた取組について現状をお知らせください。

２点目、本市が管轄する市道除排雪に係る経費

としては令和４年度当初予算で約７.２億円が計上

されており、冬期を４か月間、１２０日で単純計

算しますと、１日当たり６００万円の売上げとな

ることから、民間住宅等を含めると、さらに裾野

が広がる一大産業と言って差し支えないと受け止

めております。しかしながら、委託先でもある民

間企業が所有する除雪トラックやロータリー除雪

車は老朽化が著しく、中には３０年、４０年とい

った長期間にわたり使用されている機械もあるよ

うに聞いております。名寄市の道路除排雪の大部

分を民間業者による請負で賄っていることから、

民間が所有する除排雪車両の老朽化は喫緊の課題

であると認識をしております。名寄市として、こ

の難題をいかに乗り越えられるのか、お考えをお

伺いいたします。

以上、大項目２点にわたり名寄市経済の根幹を

担う農業、そして市民生活の根幹を担う除排雪に

ついてお伺いをいたしました。それぞれの未来が

明るくなるような答弁を期待して、壇上からの質

問といたします。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

今村議員からは、大〇経済部長（山田裕治君）

項目で２点にわたり御質問をいただきました。大

項目１は私から、大項目２は建設水道部長からの

答弁となりますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目１、夢ある農業を目指した取組

について、小項目１、みどりの食料システム法が

施行されたが、本市農業への影響はについてお答

えいたします。みどりの食料システム法が施行さ

れた背景といたしましては、全国各地での記録的

な豪雨や台風などの頻発、気温の上昇が作物の収

量減少、品質低下など重大なリスクの一つとなっ

ており、農林水産業の持続的発展のためには生産

から販売までの各段階で環境負荷の低減を図り、
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環境と調和の取れた食料システムを確立させる必

要があるとされております。国が本法律に基づき

策定したみどりの食料システム戦略においては、

２０５０年までに目指す姿として農林水産業にお

けるＣＯ ゼロエミッション化の実現、化学農薬の２

使用料５０％低減、化学肥料の３０％低減、有機

農業の取組面積割合の拡大など目標が示されてお

ります。今後は、北海道と市町村が連携した基本

計画が作成され、事業が実施されることとなりま

すが、現時点におきましてはこうした環境負荷低

減の実現に向けた技術開発や実証事業が計画の中

心となる見込みであり、目指す姿の目標達成に向

けドローンやＡＩを用いた画像診断技術の普及や

リモートセンシングによる生育、病害虫管理技術

の確立、ピンポイントに農薬や肥料の散布を行う

ことでの減農薬や減肥、電動草刈り機自動操舵シ

ステムなどの導入を促進することで目標達成を目

指すとされております。本市としましては、今後

環境負荷の低減に向けた様々な技術開発が進むこ

とにより高い生産性と持続的な生産体系の確立が

期待されており、労働力不足の解消やコストの低

減につながる可能性がある一方で、収穫量への影

響など経済性とのバランスにおいては不透明な点

もあることから、今後の推移を見ていく必要があ

ると受け止めております。

次に、小項目２、水田活用の直接支払交付金に

関する水田要件の見直しに係る状況についてお答

えいたします。水田活用の直接支払交付金につき

ましては、昨年度転作作物が固定化している水田

の畑地化を促すとともに、令和４年度から今後５

年間に一度も水稲作付が行われない農地を交付対

象水田としない方針が国から示されたところです。

現状としましては、方針を受け、北海道が中心と

なり本交付金の見直しに関する関係連絡会議を立

ち上げ、地域からの課題を取りまとめ、国への提

案として取組が進められております。提案の主な

内容としましては、品目によって収量や品質の低

下などの影響があることやアスパラなど多年性作

物では収益性に問題が生じるなど５年に１度のブ

ロックローテーションがなじまない作物がある状

況や中山間地域など条件不利農地では離農や耕作

放棄地の増加、対象となる水田機能の確認方法な

ど、これらの課題に対するための地域における今

後の産地形成に向けた支援、需要に応じた米生産

と水田有効活用の推進、畑作物などの本作化に向

けた支援が提案として取り組まれております。本

市における見直しに係る影響につきましては、平

成２９年度から令和３年度の過去５年間に水稲作

付がなかった水田約１，６００ヘクタールを参考

値としておりましたが、今回の見直しを受けまし

て、水稲作付に取り組む動きもあり、交付対象外

となる面積はこれよりも減少する見込みと捉えて

おります。また、今後５年間での復田が難しいと

判断し、今年度に畑地化推進事業を活用し、交付

対象水田から除外を予定されている水田が約１２

０ヘクタールありまして、次年度以降も増加して

いくことが想定されております。今後につきまし

ては、今回の見直しによる影響が将来にわたるこ

とから、国に対し地域の水田経営の実情を踏まえ

た対応と畑作物が定着し、交付対象外となる農地

におきましても営農継続ができるよう十分な支援

を求めるなど関係機関、団体と連携し、取り組ん

でまいります。また、見直しにおいては現時点で

未確定な部分もあるため、引き続き情報収集に当

たり生産者への情報提供に努めてまいります。

次に、小項目３、生産資材高騰の受け止め方と

農業・農村振興計画への影響はについてお答えい

たします。原油価格、物価高騰は市民生活や各産

業に深刻な影響を与えていますが、さらに農業に

おきましては世界的な穀物需要の増加や化学肥料

原料などの高騰を受け、生産に欠かせない燃料や

肥料、飼料などの資材が高騰を続けております。

特に肥料は大幅な値上げにより生産コストが上昇

している状況です。しかし、農産物の価格につき

ましては、全国的な水準や需給バランスにより決

定するためコスト上昇分を価格転嫁することが難



－95－

令和４年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

しく、資材高騰が経営に影響を与える状況となっ

ております。国におきましては、肥料価格高騰対

策として土壌診断に基づく適正施肥の実施や堆肥

の活用など化学肥料の使用を減らす取組を実施す

ることを条件に価格上昇分に対する支援が示され

たところです。また、道におきましても化学肥料

購入支援金給付事業により肥料１トン当たり３，

１２５円の助成をすることとなっております。さ

らには、ＪＡにおきましても激変緩和措置を検討

していると聞いておりまして、これらの支援によ

り高騰による影響が緩和されると想定をしている

ところです。今後の対応につきましては、国や道

における支援による影響緩和の水準や農産物の出

荷、販売後の経営状況などを踏まえた上で検討し

てまいりたいと考えております。また、こうした

不安定な世界情勢の影響や円安による輸入資材の

高騰につきましては、全国的な課題であることか

ら、引き続き国に対し継続した支援について関係

機関、団体と連携し、求めていきたいと考えてお

ります。燃料費や物価の上昇は、農業に限らずほ

ぼ全ての事業者や市民全体に影響を及ぼしている

ことでもありますから、総体的な支援について考

えていく必要があると考えているところでありま

す。

また、現在検討しております第２次名寄市農業

・農村振興計画の後期実施計画におきましては、

こうした輸入依存度が高い資材や穀物価格の上昇

など食料安全保障上の懸念が高まっている状況を

踏まえ、地域内で確保が可能な堆肥など有機質資

材を利用した土作り、ＩＣＴを活用したセンシン

グ技術による減農薬の実施などコスト削減の必要

性を再確認し、取組を推進する方向で議論を進め

ております。

次に、小項目４、地産地消の取組強化へ向けて

をお答えします。議員の御説明のとおり、本市に

おきましては日頃の生産者の御尽力により高品質

な農畜産物が多く生産されており、より多くの市

民の方に食べていただくことで消費拡大を図ると

ともに、地場農産物のよさや農業に対する理解を

広げることを目的に地産地消の取組を進めており

ます。昨年度実施いたしました食育アンケートの

中で名寄産農産物の購入に関する設問のうち、購

入のしやすさについては米で４９％、野菜で６７

％、肉で３７％の市民の方が購入しやすいと感じ

ており、名寄産を使用するよう意識するかでは米

で５５％、野菜で７４％、肉で３７％となり、実

際に購入できることが市民の地場農産物に対する

意識につながるものと捉えております。市民の皆

さんが購入する機会といたしましては、直売所や

市内の小売店での購入を中心に産業まつりや地産

地消フェアなどのイベントのほか、直接生産者か

ら購入されるケースも見受けられます。市としま

しては、多くの市民の方に購入いただけるよう直

売所の情報提供として広報６月号と同時にチラシ

を配布しているほか、今年度から小売店に御協力

をいただき、販売が目立つよう名寄マルシェと表

示した大小ののぼりを作成し、店内での設置をい

ただいているところであります。今後の課題とい

たしましては、長年活動いただいておりました直

売グループが人手不足や会員の高齢化などで解散

するなど、市民が直接生産者と触れながら購入す

る機会が減少傾向にあること、また品目によって

は流通などの課題があり、市内での販売が難しい

ことが挙げられております。今後につきましては、

生産者による直売を手がける個人、グループなど

の育成を図るとともに、市民の皆様に対しまして

は安全、安心な食を選択するという食育の視点か

らも地産地消の重要性について理解を広げ、より

身近なものとなるよう情報提供に努めてまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目〇建設水道部長（東 聡男君）

２、夢ある除排雪を目指した取組について申し上

げます。

まず、小項目１、市道除排雪事業の市民理解へ
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向けた取組はについてお答えします。除排雪事業

は、市民生活に直接関わる重要な業務であること

からも毎年多くの御意見、御要望をいただいてお

ります。要望については対応の可否もあり、全て

の事案について対応しておりませんが、対応が可

能な事案についてはできる限り解決に努めさせて

いただいているところです。除排雪事業に対する

市民周知につきましては、除排雪作業がどのよう

な内容なのか、なぜ除雪が入ると間口に雪が残る

のかなど、市民全体へ向けた周知につきましては

広報なよろにおいて名寄の除雪というページを設

け、市道の除排雪の出動基準や手法について市民

に広く周知することで御理解と御協力をいただけ

るよう努めており、併せて排雪ダンプ助成事業や

除排雪担い手育成確保事業などの各種助成事業に

ついても周知をしているところです。また、これ

らの内容については、除排雪Ｑ＆Ａを含めた市の

ホームページからも情報を発信しております。除

排雪に係る全体的な情報交換の場としては、毎年

冬本番を迎える前に国道や道道の除雪を所管して

いる開発局や北海道建設管理部、警察、消防、町

内会連合会、福祉や教育部門の本市関係部局とい

った関係各所に御参集いただき、名寄市除排雪対

策会議を開催し、情報の共有や課題について共通

認識を持ち、連携を図りながら効果的で即応性の

ある除排雪体制や除排雪事業における問題点につ

いてしっかりと市民の期待に応えられるよう意見

交換を行っております。

除雪業務における現場での市民対応としまして

は、特に高齢化により間口に置かれた雪の処理が

大変であるといった御意見が年々多くなってきて

いることから、連絡を受けた際には現場に赴き、

本人から直接説明を受けるなど丁寧な対応に心が

け、内容をしっかりと認識した上で現場を一緒に

確認し、御理解をいただくよう対応しています。

雪が道路を塞ぎ、交通の妨げになるなど急を要す

るような連絡が入った場合には、道路センター職

員や委託先の業者により敏速な対応が図れるよう

調査を行い、担当職員や委託業者が連携し、市民

対応を行っています。また、排雪業務における現

場での市民対応についても生活道路ではシーズン

１回の排雪になりますので、排雪作業を早い時期

に行った地域ではシーズン終盤には道路幅員が狭

くなり、市民から拡幅要望などを多くいただいて

おり、道路センター職員で部分的な排雪作業等を

行っています。交通量の多い幹線道路の排雪につ

いては、積雪状況をしっかりと判断した上でカッ

ト排雪や交差点排雪などの部分的な排雪の対応が

できるよう準備を進めておくことが重要であると

考えております。今後も引き続き市民の除排雪事

業への理解度の向上を目指し、より分かりやすい

情報発信や効果的な除排雪事業に努めてまいりま

すので、御理解いただきますようよろしくお願い

いたします。

次に、小項目２、老朽化する民間所有の排雪車

両の更新及び修繕を可能とする取組はについてお

答えします。民間業者が所有する除排雪車両の更

新につきましては、車両価格の高騰に加え、維持

費用の面でも除排雪車両は使用期間が冬期間に限

られ、稼働時間も少なく、排気ガス規制対応や税

金及び保険料や車両も古くなると毎年の整備費用

も高額となることから、維持経費についても各業

者の負担増となっており、更新が難しくなってい

る状況については承知しております。除排雪に使

用する車両については、国や北海道の除排雪では

ほぼ貸与車両となっていますが、名寄市を含めた

多くの市町村においては民間の業者の機械が多く

使用されております。これは、除雪の歴史的な経

緯として、夏場に建設会社が保有しているブルド

ーザーやダンプカーを改良した除雪車、道路工事

用のグレーダーを除雪車として使用するなど道路

管理者が所有をしていない土木建設業者の保有車

両を除排雪に使用することは必然的だったと思い

ます。本市が所有し、業者に貸与している除排雪

車両の更新につきましては、車両価格も大変高価

であることから、国土交通省や防衛省の交付金の
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補助金を活用して更新を行っております。要望し

ても不採択となる年度もあり、何とか更新を行っ

ている状況にありますが、除排雪の請負業者保有

車両の更新が進められないことから、市からの貸

与車両を増やす増強手法について研究する必要が

あると考えます。除排雪車両を新たに購入する際

には、これまでは旧車両を下取りにして更新して

きましたが、旧車両を残すことで貸与車両を増強

し、業者の負担軽減を図る手法や更新する際も交

換契約による下取りありきではなく、市内業者か

らの購入意向などを聞き取り、市内業者の参加に

より入札において売却をすることなども同様に調

査をしていく必要があると考えているところです。

また、増強手法の一つとして北海道からの払下げ

車両を導入した実績もございます。これは、業者

からロータリー除雪車の更新がままならないので、

ロータリー除雪車の貸与について要望があったこ

とから、北海道からの払下げ機械を購入して増強

した事例であります。除排雪業務を含む公共事業

費全体でコスト縮減が求められる中、限られた予

算の中でいかに効率よく持続可能な除排雪体制を

確率できるのかについて除排雪業者と情報交換、

協議を行いながら今後も引き続き調査研究してま

いりたいと考えておりますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁をいた〇６番（今村芳彦議員）

だきました。順次再度質問させていただきます。

まず、大項目１の夢ある農業を目指してと。夢

を持ちたいなと思っております。その中で、みど

りの食料システム法というところでありました。

これは、環境を大事にしながら地域が持続的にで

きるようにといったような何かどこかで聞いたこ

とがあるような文句、非常に最近よくこれ聞かれ

ることになっていまして、実際に農業の場面で持

続可能かどうかと言われると、今までも何十年も

農家やっているだから、これ持続しているのでは

ないかと正直思わないでもないのですけれども、

ちょっと今回この食料システム法というのはそう

いう部分にさらに踏み込んだ内容、さらに踏み込

んで、肥料、農薬を減ずる、あるいは有機農業を

進めていくといったような大枠の内容だというこ

とで理解をさせてもらいました。答弁いただいた

中で、有機質を使いますよとかドローンピンポイ

ントといった部分、これ実際に実証試験を行うと

いうことになろうかと思いますが、実証試験を行

う場所といいましょうか、行う人というのは農業

振興センターが該当するのかなと思いますが、そ

の辺どうお考えでしょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

今後の取組について〇経済部長（山田裕治君）

ということで、特に実証試験に関わってという御

質問でありました。現在国のほうで進められてお

ります食料システムに関する技術ということで、

国のほうで今進められておりますのは特に実証試

験の取組に対してのメニュー事業の、メニュー化

されている支援メニューがございます。中身とい

たしましては、実際に資材の試験ですとか、そう

いった技術の試験ということが中心となっており

ますが、企業ですとか、大学とか研究機関、そう

いったところと連携をしながら、その技術が効果

としてどれぐらいの効果が現れるのか評価をする

といったことが最終的には求められるような支援

メニューとなってございます。私どもで設置して

おります農業振興センターにおきましては、様々

な試験栽培等取り組んでおりますが、レベルとし

てはどちらかというと名寄市に合ったものがある

かないかといったところを評価するというところ

に重き置いていますので、なかなかそういう最先

端の技術の実証ですとか評価を行うというところ

が難しいかなというふうには捉えておりますので、

今後は国なりで一定程度実証が済んだ技術に関し

て改めまして名寄市の地域適性に合うのかどうな

のかということを評価をしながら、そこの場面に

なりますと振興センターで試験、実証が可能かと
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思いますので、そこで一定程度地域適性が認めら

れたものをそれぞれ生産者の皆さんに技術普及と

いう形で示していければなというふうに考えてお

ります。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

農業者の中にでも非常〇６番（今村芳彦議員）

に興味を持っておられる方も多くおります。この

事業、まず最初に取組の事例といったようなパン

フレットが先行して配付をされたのかなと思って

おります。この中では、本当に先行の事例という

ことで例えばメタン発酵の消化液の液肥料ですと

か、すごくかっこいいこと書いてあるのです、自

動運転田植機とかと。ただ、それではこれやれと

いうことなのかという認識になってしまうのです。

農業者として、ではカタログあるから、これやっ

てみたら何か我々メリットあるのですかという点、

それがなかなか理解がしづらいところでありまし

て、だけれども取り組むにももちろんお金もかか

ってきますし、リスクもやっぱりかかってきます。

その中で振興センターさんが実践的に取り組んで

いただいた中で名寄市に合った技術をということ

でありましたけれども、そういう新しい技術を見

つけていくということかと思っていましたけれど

も、何かそうでもなさそうな雰囲気の御答弁であ

りました。改めてお伺いになりますけれども、で

は北海道等の進捗にもあるのかもしれませんが、

名寄市としても独自にこういうカタログには、あ

るのかないのか分かりませんけれども、適合した

新しい技術を見つけていくといった取り進め方と

いうのは行う予定があったり、考えがあったりす

るのでしょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

現在国のほうからみ〇経済部長（山田裕治君）

どりの食料システムに関する技術分類という形で

水稲ですとか野菜とか畑作物といった作物ごとに

様々な技術が紹介をされております。先ほど私が

答弁させていただいた部分は、そこにまだ載って

いない部分の技術も含めて今現在国のほうでモデ

ル事業として進めているというところで紹介をさ

せていただきました。先ほど言った国から既に今

示されております技術の中でいいますと、例えば

水稲、米のほうでは自動運転田植機の導入ですと

か、露地野菜の分野でいいますと生分解マルチの

活用など既に名寄市内でも一部取組が進められて

いる技術も紹介をされております。また、水稲の

密植栽培技術ですとか、省力カボチャの品種の導

入ですとか様々な技術が既に紹介されているとこ

ろであります。それ以外にもかなり多岐にわたっ

て技術が紹介されておりまして、今後名寄市内で

導入、または活用の可能性がある技術、本当に結

構あるものですから、紹介しませんけれども、そ

ういったものを今ピックアップをさせていただい

て、今後、これ府県で実証している技術なんかも

結構多くあるものですから、ある程度まず机上で

内容について精査をさせていただきながら、実際

に例えばコストが低減されるですとか、省力化が

図れるのではないかといった、一定程度そういっ

た目星をつけながらそれぞれ示されている技術に

ついて何をまずは試験として取り組むのかという

ところ、ここ振興センター運営協議会があります

ので、運営委員会の中で、ＪＡさん、普及センタ

ーさん、それぞれ入っておりますから、そういっ

た関係機関とも連携しながら、まずは技術の絞り

込みをしていきながら実証試験というふうな形に

つなげていきたいというふうに考えております。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。新たな〇６番（今村芳彦議員）

技術というのは、この技術カタログに載っている

こと以外にもやっぱり民間でといいましょうか、

農業者それぞれが取り組んでいる技術の中に落ち

込んでいたりする部分もあるのかと思います。そ

ういう点、ぜひ細かく拾い上げていただいて、こ

の食料戦略なのですが、先日８月３１日にちょっ

と新しい資料ということで、これ令和５年度の概

算要求の資料が農水省のホームページで掲示をさ

れておりました。これ予算立てされて、いよいよ
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事業化して、恐らく来年度からの事業なのかなと

いうふうに思います。これまだまだ私も中身はっ

きり読み込んでいるわけではありませんけれども、

そういう実証実験を行うに当たっての予算づけが

される部分もあろうかと思います。ぜひこれ取り

組んでいただいて、私産業高校の跡地の圃場、ぜ

ひこれ使っていただきたいというように考えてお

ります。圃場自体が誰も管理しないとすぐに荒廃

してしまうという部分もありますし、あそこどう

しても圃場が山際に近いという点、そして公園に

隣接しているという点ですから、やはり野生の動

物が侵入を簡単に許してしまうことにもつながり

かねないということも危惧しております。まだま

だどういう状況になるかという点、今の段階では

っきりと分かるわけではないのですけれども、産

業高校を統合された後の活用についてやはり名寄

市として一定程度の責任はあるのではないかなと

思いますが、この点どう考えなのかお伺いをした

いと思います。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

実証試験の取組、今〇経済部長（山田裕治君）

国のほうから予算が示されているというお話で、

ここにつきましては先ほど申し上げましたが、実

証試験の最終的な効果の試験、測定をしなければ

いけないという部分が肝になっておりますので、

そういった体制が市内で整えることが可能なのか

どうなのかというところがまずは一番基本的なと

ころかなと思いますので、先ほど申し上げました

とおり、そういった機関との事業者との連携を含

めて現時点ではなかなか難しい点が多いかなとい

うふうには受け止めております。また、引き続き

そこについてはいろいろと調査もしてみたいと思

っておりますが、また産業高校の跡地活用につき

ましては、まだ具体的にどういう活用するという

ところの考えを持ち合わせておりませんので、今

北海道のほうでもいろいろと検討がされていると

いうお話も伺っていますので、その中で何か有効

活用が図れれば検討していきたいなというふうに

思っております。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひ活用できる部分の〇６番（今村芳彦議員）

検討するという答えでありましたので、十分期待

をさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。

続いて、小項目の２番目に移りたいと思います。

水田活用の直接支払交付金の要件見直しに関する

部分ということで、北海道が今中心となって連絡

会議ということで現場の課題を提案するというこ

とになっています。正直北海道が中心に座ってい

るというところにちょっと違和感は覚えないわけ

ではないのですけれども、名寄市としても当然こ

の協議会ですか、連絡会議の中で意見を述べてい

るという認識でよろしいのでしょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

ここにつきましては、〇経済部長（山田裕治君）

地域農業再生協議会、北海道にも当然同じような

組織がございますけれども、そこを通じましてそ

れぞれ名寄市のほうにも課題ですとか要望等の取

りまとめとして照会が来ておりますので、そこに

つきまして私どものほうでも回答させていただい

ているところであります。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

先ほどの答弁でもあり〇６番（今村芳彦議員）

ました、今まで５年間で水田作付されていない１，

６００ヘクタールがあると。これが今にわかに水

田作付が始まっているという認識を私も持ってお

ります。しばらく畑だったのが突然水を入れて、

今代かきをしているという状況が特に７月から８

月にかけて見られたのかなと思います。これは、

来年の水田の準備という認識ですので、やはりこ

の事業が見直しがあったことを受けてのそういう

作業に迫られたという部分であるのかなというふ

うに思っています。そういう圃場が、特に今まで

ソバですとか麦は作付されていました中山間地域

といいましょうか、山に近いほうの、言ってしま

えばあまり農作業に適さないような条件の悪い地
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域にある程度集中をしているということで、やは

り畑作専業農家さん、あるいは酪農家さんの影響

というのは非常に強いものがあるのかなと思いま

す。特に飼料についてはこれまで交付金の措置に

入っていたものが除外をされてしまうということ

ですから、この点農業資材の高騰と併せて、さら

に追い打ちをかけた事態にもなり得るのかなとい

うように感じております。今回地域の実情に即し、

現場の課題を検証するというふうにあるのですが、

現状で名寄市としての現場の課題をどう検証され

ているのか、現状お話しできることがあればお伺

いをしたいと思います。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

先ほどの答弁の中で〇経済部長（山田裕治君）

も一部触れさせていただきましたが、例えばアス

パラガス、当然名寄の特産品でございますが、そ

こについてはやはり５年間に１度のブロックロー

テーションということにはなかなか、採算性の部

分も含めて合わない作物であるということで、こ

れはこれまで生産者の皆さんがより収益性を高め

るために選択してきたという作物でもありますし、

これ市も農協もそうですが、農家経済にとって有

効な作物という位置づけで振興作物、ＪＡですと

重点作物という言い方していますけれども、そう

いう形で進めてきたところであります。そこが今

回の見直しに当たりまして交付対象から外れてい

くということになってきますと、生産者の中でも

果たしてアスパラの作付、特に新規の作付をどう

しようかというふうに悩んでいらっしゃるという

お声も聞いておりますので、ぜひここにつきまし

てはそれぞれの地域で高収益作物という位置づけ

も含め振興してきたというふうな、そういった背

景を十分に理解していただけるように国のほうに

も求めているところでございます。

また、それぞれ課題といたしましては、ここ作

付もそうですけれども、将来的な農地の継承とい

った点でも一定程度交付対象水田になるかならな

いかといったところは、ここ農地の流動化の中で

も一つのポイントになるというふうにもなってお

りますから、そういった点に関してもここは国の

制度に乗った上でのということになりますので、

地域の中でもよりそこがスムーズにいけるような

体制ですとか、そういった農業者間の意思疎通を

図るということになるのかもしれませんが、そう

いった取組が必要ではないかなというふうに考え

ております。来年度以降からちょっと時期はまだ

はっきりしていませんけれども、人・農地プラン

という形で新たな農業委員会が中心となって進め

るというふうに国のほうで示されておりますが、

農地の将来的な引受先も１筆ごと明らかにしなさ

いというふうな、そういった方針が示されており

ますので、今後まだ取り組み方については十分に

検討の余地がありますけれども、そういった取組

も含めてそれぞれ地域の中で今後の農地の流動化

について検討もされていくのかなと思いますので、

今回の見直しの影響をできるだけ激変緩和が取り

組まれるようにここは進めてまいりたいなという

ふうに思っております。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

私も考えていることと〇６番（今村芳彦議員）

いいましょうか、危惧している部分は非常に近い

ところがあります。国の施策に対する現場の課題

検証、それを連絡協議会、その中心が北海道、そ

れも国ではないのかなとちょっと思ってしまいま

すけれども、それはいいとしまして、もう一点、

国に実際求めていく、あるいは今後国の動向を注

視するといった点もちろん大切ですが、やはり農

業者がこの地域で継続的に営農を営むことができ

る、これが一番の最初の目的だと考えております。

これぜひ交付金に頼らない強い農産物の策定、選

定、それこそ農業振興センターさんの役割であり

ますから、この点強化をしていただいて、どっち

に転んでも、国が何と言っても名寄市の農家は大

丈夫ですと言っていただけるような足腰の強い農

業をこれからつくっていただきたいというふうに

強く求めて、要望させていただいて、次、３点目
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に進みたいと思いますが、ちょっと時間がないの

で、駆け足になってしまいます。

３点目の農業生産資材の高騰というところで非

常に、もう皆さん承知のことだと思います。小項

目の１番でもお話が出ておりましたが、土壌診断

等を行って、無駄な施肥を行わないですとか、あ

とＧＰＳガイダンスを利用したロスのない走行経

路の確認、トラクターで時間を使わないといった

ところ、またピンポイントでの施薬といったとこ

ろもあるのでしょうが、これまだまだ発展途上の

技術の部分もあります。しかしながら、この土壌

診断を行う適正な肥料、施肥設計というのは、こ

れは今でも普通の農業者さんやられていることで

す。やはりこの土壌診断をこれから強化をしてい

く必要があると。その強化、具体的には私は職員

さんが出向いて、勝手に畑の土拾っていっていい

と思うのです。そして、名寄市全体でどういう土

壌条件のところにはどういう施肥量が必要ですよ

といったようなやはりマップ化することで、見た

目でどこにどういう肥料が重点的に必要なのかと

いった点が分かれば、今度肥料自体の共同購入、

あるいは地域全体での精密肥料散布といった新た

な世界が開けるような考え方を持っている方も少

なくありません。その点について山田部長、どう

お考えなのかお知らせいただきたいです。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

今議員のほうから土〇経済部長（山田裕治君）

壌診断の今後の在り方、活用の在り方ということ

で御質問かと思います。今おっしゃられるとおり、

土壌診断につきましてはそれぞれ適正な施肥量、

また品目に合った栽培体系の一つのベースになる

部分を生産者の皆さんにまずは理解していただい

て、実践していただくということ目的にやってお

ります。なかなか今資材高騰下にありますから、

できるだけ価格の安い肥料に変えてみませんかと

いうふうな、そういった提案もさせていただいて

おります。ただ、生産者の中、皆さんの中には、

やはり従来使っていた肥料のほうが何となく安心

感があるですとか、あとはどうしても作業効率を

考えたときに多少高くてもそっちのほうがいいよ

というふうに選択をされるというケースもあって、

ここなかなか土壌診断した結果を今後どういう目

的で生かしていくのかという、最終的にはそこ生

産者の皆さんの判断によるところが大きいのかな

というふうに思っております。ですので、マップ

化一つの案として参考にさせていただきたいと思

いますが、まず生産者の皆さんがどこにやっぱり

着目しながらこの土壌診断の結果を生かすのか、

そういうことにも関わってくると思いますので、

そこも含めて情報提供の中でも一定程度意見交換

しながら指導に努めてまいりたいというふうに思

っております。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

情報交換等含めてとい〇６番（今村芳彦議員）

うことであります。実は精密施肥を行う作業機と

いうのが海外では利用されておりまして衛星の情

報を使って、葉っぱの色を診断してといったよう

なかなり大規模な診断方法になっているというふ

うに聞いております。当然なかなか日本で、ある

いはこの地域で使うという点を考えてみれば、非

常に難しい、ハードルが高い部分もありますが、

施肥効率等々考えますと、面積が広がれば広がる

ほど効果が出やすいという点があるそうです。そ

の辺ぜひ検討していただければと思います。その

中で、肥料が高騰しても大丈夫な計画を立ててほ

しいなという思いから、新たな農業・農村振興計

画への影響ということでお話をさせていただきま

した。この中では有機質の資材ですとかＩＣＴ、

コスト減をうたっていくという点でありましたの

で、これはぜひそのように進めていただきながら、

何があっても大丈夫な農家と、先ほども申し上げ

ましたが、それを目指していただきたいというよ

うに思っています。

それと、もう一点、農業振興計画の中で、私が

言える立場にあるかどうか分かりませんけれども、

やはり農産物を高く売る対策についてもある程度
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明記が必要ではないかなというふうに考えており

ます。生産する側、農業者側だけの計画ではなく、

販売する側といいましょうか、利用する側につい

てもある程度こういう努力が必要なのではないか

といったようなお考えといいますか、そういう目

線もあってもいいのではないかなと考えておりま

すが、その辺どうお考えでしょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

農産物の販売につき〇経済部長（山田裕治君）

ましては、やっぱり基本的にはＪＡさんがいかに

有利販売に取り組むかというところで今も努力を

いただいているかというふうに思っておりますの

で、そこにつきましてはＪＡのほうでも今回計画

の策定時期というふうになっておりますので、そ

こは市の計画とＪＡの計画の中で十分にそういっ

たすり合わせができるように連携しながら進めて

まいりたいというふうに思っております。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひそうしていただけ〇６番（今村芳彦議員）

ることを要望いたします。よろしくお願いします。

続いて、名寄市の地産地消といった点でありま

す。現状地産地消を行っているという答弁でもあ

ったかと思いますし、実際名寄マルシェといった

のぼりの部分ですとか、また地産地消フェアとい

った点、かなり多くの一般市民の方が利用されて

いる姿を私も見た経験があります。壇上でも申し

上げましたが、ほかの農産物に比べて名寄市内、

同じ市内の農産物何がいいかといったら、これ運

送費かからないということなのです。同じ品質の

ものを考えると、運送費の分だけやっぱり安く買

えるでしょうと。そしてさらに、生産者との交流

が増えてくると、この人の作ったものなら食べて

もいいかなといったような、そういうことが地産

地消、あるいは食育といった部分の観点からは今

後必要になってくる部分なのかなというようにあ

ります。地産地消の在り方という点でちょっと離

れてしまうのですけれども、産業高校のみずなら

ショップさんが先日最後の営業終わりましたとい

う報道があったかと思います。産業高校が撤退を

してしまうということは、やはり未来の農業者育

成に向けた取組がちょっと衰退をしてしまうので

はないかなというような感覚になってしまいます。

地域から農業を勉強する空気が途絶えてしまう。

その点どうやって受け止めているのか、お考えを

お聞かせいただいてもよろしいでしょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

産業高校の酪農科学〇経済部長（山田裕治君）

科がなくなるということで、これまでも多くの農

業者、地元に就農をされている旧名寄農業高校出

身の方が多くいらっしゃるということで、そうい

った今の名寄市内の農業の基盤を築いている一翼

を担っていただいたのかなというふうにも思って

おります。確かに産業高校の酪農科学科なくなり

ますが、今後につきましては現状でも食育といっ

た観点ではありますけれども、それぞれ小学校で

の農業体験ですとか、先ほど言いました直売です

とか、様々な機会を通じて小学生の低学年、小学

校の時代の年代から、一定大人の期間までそれぞ

れ農業に触れる機会というので少しでも農家に対

する理解を深めていただけるということが今後ま

すます重要なのかなというふうに思っております。

そういった意味で、先ほども答弁させていただき

ましたが、できるだけ地産地消という食べるとこ

ろをまず通じて関心を持っていただけるような、

そういうふうな活動にうまくつなげていければな

というふうに考えております。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございます。〇６番（今村芳彦議員）

やはり子供たちの幼い頃からの教育というのは非

常に大切であり、恐らくかつ一番の近道だなとい

うように考えてもおります。実際私この場で何度

もお話ししておりますが、給食で食べているお米

というのが風連産のななつぼしということ、子供

たち皆さん知っているとは思うのですけれども、

そういうところから地産地消が始まっているのだ

よという点、これも親御さんのほうに向けながら
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発信をぜひこれからもしていただきたいというよ

うに思います。地産地消という話ではありますけ

れども、やはり地元の農産物を使いたいという業

者さんも多くいらっしゃいます。企業の方、飲食

店が中心になるかと思いますが、これからインボ

イス制度が本格施行されるに当たり、農業者の中

でもインボイスの制度、承認を受けなければなら

ないのかなといった声が多々聞かれております。

このインボイス制度を目指した考え方、名寄市と

して現在あればお伺いをしたいと思います。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

インボイスの件につ〇経済部長（山田裕治君）

きましては、それぞれ各事業者の皆さんが今どう

いう取引をなされているのかといったところに一

定程度課税事業者になるのか、それとも免税事業

者のままで今の事業継続されるのか一定判断され

るのかなというふうに思っておりますので、そこ

については市といたしましてはどちらということ

ではありませんので、まずはインボイス制度の理

解を深めていただくという意味での情報提供とい

うところで進めさせていただいているところです

ので御理解ください。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひ進めていただきた〇６番（今村芳彦議員）

いと思います。

ちょっと時間が食ってしまったので、新たな道

の駅を整備するといったお話が午前中ありました

が、私はこれを支持したいと思います。ぜひそう

いうところから直売所を増やしていただいた地産

地消の増え方、していってもらいたいなというふ

うにこれもお願いをしたいと思います。

続いて、大項目の２点目、ちょっともう時間が

ありませんので、夢ある除排雪を目指した取組と

いうことをさせていただきました。なかなか夢な

んかないぞという話にもなるかもしれません。道

路の除雪作業自体を疎んでしまっている市民風潮

があるということに私は危惧を覚えておりました。

トラック走っていると邪魔だなとか、何でこんな

ところに雪置いていくんだと、そういうマイナス

な感情がどうしても出てしまう部分もあるかと思

いますが、これ市民周知を徹底していくといいま

しょうか、さっきも言いましたけれども、やはり

子供のうちからの取組というのが非常に大きな部

分かなと思います。これかっこいい除雪の仕事に

なっていただければいいなというような理解をし

ておりましたが、子供たちへ向けた意識の啓発と

いいましょうか、例えば冬の道路でここは危ない

地点ですよとか、そういったような指導というの

は、ちょっと教育部長になりますか、どうお考え

なのかといいましょうか、そういう実例があるか

どうかお聞かせください。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

通学路における除排〇教育部長（木村 睦君）

雪といいましょうか、雪山が多いところですとか

危険な箇所につきましては、各学校におきまして

は通学路安全マップというものを作成しておりま

して、それを配付することによって注意喚起を行

っているということになっていますので、御理解

いただきますようお願いいたします。

今村議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひそういうところの、〇６番（今村芳彦議員）

除雪車両ってやっぱり近づいたら危ないですし、

どうしても子供が隠れてしまうよという部分があ

ります。その辺例えば産業まつりですとか、そう

いうイベントのときに除雪機械を展示してとか、

そういう除雪の、そもそも除雪自体に触れ合う機

会というのをやはり増やしていくこともある程度

必要なのかなというように考えております。

そして、２点目にありました除排雪車両の老朽

化の問題については、確かに行政等々の機関から

払い下げる、あるいは行政から貸与する、車を増

やす、どちらかなのかなというような認識をして

おります。これについては、ちょっとこの後同僚

議員が引き続きお話しになるかと思いますが、ぜ

ひその中でしっかりと執り行ってください。

以上で終わりたいと思います。
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以上で今村芳彦議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

物価高騰に伴う学校給食等に係る保護者の負担

軽減について外２件を、塩田昌彦議員。

議長より御指名をい〇１４番（塩田昌彦議員）

ただきましたので、通告順に従い、順次質問して

まいります。

日本の経済は、エネルギー価格高騰や円安を背

景とした物価高の影響から生活に不可欠な食料品

や光熱費などの値上がりが相次ぎ、市民生活は厳

しい状況に追い込まれております。

そこで、大項目の１、物価高騰に伴う学校給食

等に関する保護者の負担軽減についてお尋ねをい

たします。学校給食は、学校給食法第１１条に規

定されているとおり、食材費を保護者が負担する

ことになっています。

そこで、小項目２点にわたりお尋ねをいたしま

す。小項目の１、学校給食の提供に係る食材価格

高騰の影響について。本市の学校給食は、国が定

めた学校給食摂取基準や献立計画を踏まえ、栄養

価、栄養バランスはもとより、児童生徒から喜ば

れ、安全、安心な給食の提供に心がけ、食材調達

においては食育教育の実践から地産地消を念頭に

地場産食材を優先をし、次に道内産、そして端境

期には国内産を使用していると認識をしておりま

す。令和２年４月からは、当時の食材高騰の影響

回避のため給食費の値上げに保護者の理解を得て

きたと思いますが、さらなる食材高騰が続いてお

り、給食１食当たりどれくらいのコスト高になっ

ているのか。また、９月、１０月にかけて調味料

や加工食品等のさらなる価格高騰が想定をされま

すが、給食食材の供給において給食費の現行単価

で賄えるのか、献立の工夫で賄える状況にあるの

かをお知らせください。

次に、小項目の２、食材価格等の上昇分の保護

者負担軽減、独自支援についてお尋ねをいたしま

す。さきにも述べたとおり、物価高騰、食材価格

の高騰から給食１食当たりのコストは上昇してい

ると思われ、かつ今後さらなる上昇も想定される

ことを踏まえて、考えをお聞かせください。物価

高の影響は、既に市民生活に及んでおり、食材の

上昇分を給食費に転嫁することは保護者負担につ

ながり、一層厳しい状況になりかねません。保護

者負担の軽減を図るための対応策としてお考えを

お答えください。

次に、大項目の２、冬の暮らしを守る安全、安

心な生活道路網の確保に関わってお尋ねをいたし

ます。本市は、冬期間雪に閉ざされる地域であり、

積雪深が１メートルを超える豪雪地帯です。した

がって、市内、郊外を問わず安全、安心な生活道

路の確保は緊急車両の通行はもとよりも市民の生

活道路を除排雪作業により確保することは、まち

づくりに欠くことのできない重要な業務でありま

す。

そこで、小項目の１、除排雪業務に必要な専用

車両及び特殊建設機械の現状についてお尋ねをい

たします。現在名寄、風連の市道除排雪業務に当

たられている専用車両等の民有車両及び官貸車両

の車両数をお知らせください。なお、専用車両の

老朽化に伴って馬力の低下、修理費の増加、部品

の入手困難などが想定をされます。故障発生時の

除排雪作業停止への懸念や道路除排雪体制に支障

が生ずることなどを危惧しておりまして、車両の

基本的な耐用年数は車両の使用年数、稼働時間、

走行距離など考え方についてお知らせをいただき

たいと思います。また、車両故障の発生から除排

雪業務の影響があった事例などがあれば、お知ら

せを願いたいと思います。

次に、小項目の２、車両等の確保についてお尋

ねをいたします。名寄市総合計画では、近年の高

齢化社会の発展によりきめ細やかな除排雪や効率

的、効果的な除排雪体制が求められています。除

排雪の作業効率向上のため官貸車両の除排雪用大

型機械を計画的に更新することとしていますが、

車両更新の現状についてお知らせください。また、

委託先が所有する民有車両の車両更新が進んでい
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ないことから、老朽化は著しく進み、厳しい状況

下にあると推測されます。冬期における市民の安

全で安心な生活道路を確保するためには、民間の

委託している民有車両の更新は早期に取り組まな

ければならない課題と受け止め、除排雪業務の委

託者として車両更新を促すための誘導策について

の考え方をお知らせください。

次に、大項目の３、公共施設とまちづくりにつ

いてお尋ねをいたします。名寄市は平成２８年に

名寄市公共施設等総合管理計画を策定をし、人口

減少、人口構造の変化を見据えた公共施設の延べ

床面積を１３％削減することとしており、令和２

年名寄市立地適正化計画を策定、コンパクトシテ

ィーを目指し、都市機能誘導区域と居住区域を設

定、翌令和３年３月には各施設の維持、補修、建

て替え、除却など今後の施設方針を示すため名寄

市公共施設個別施設計画を策定した中、施設の再

編及び再配置等を含めた方策の時期を示すロード

マップ、名寄市公共施設等再配置計画を作成をい

たしております。

小項目の１、名寄市公共施設等再配置計画の進

捗状況についてお知らせ願います。再配置計画で

は図書館、児童センター、学生寮、生活支援ハウ

ス、ワーケーション施設の対象５施設の再配置に

ついて検討されていますが、中心市街地に人を呼

び込み、にぎわいをつくるため将来的なまちのキ

ーとなる図書館の動向などについてお知らせを願

いたいと思います。

小項目の２、名寄市中小企業振興条例施行の見

直しに関わる効果についてお尋ねをいたします。

見直しの前の支援では補助事業の内容が分かりづ

らい、区域によって限度額に大きな差がある、事

業承継に関する支援メニューがないなど課題とし

て挙げられていましたが、見直した支援メニュー

では大きく５つに分類、１３種類のメニューで分

かりやすくするなど中小企業の活性化に向けた有

効活用を呼びかけておりますが、スタートしてか

らまだ３か月でありますけれども、見直しの周知

方法、それからその反響についてお知らせをいた

だきたいと思います。なお、支援の相談について

は、市の産業振興課、名寄市商工会議所、風連商

工会が窓口となっているということで、そういう

ことになっていると思いますけれども、相談状況、

支援の状況、見直しの効果などについてお知らせ

をいただきたいと思います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

塩田議員からは、大〇教育部長（木村 睦君）

項目３点にわたり御質問いただきました。大項目

１は私から、大項目２は建設水道部長から、大項

目３の小項目１は総合政策部長から、小項目２は

産業振興室長からの答弁となりますので、よろし

くお願いいたします。

まず、大項目１、物価高騰に伴う学校給食等に

係る保護者の負担軽減について、小項目１、学校

給食の提供に係る食材価格高騰の影響についてお

答えいたします。本市の学校給食費は、各小中学

校の校長、保護者、給食業務担当者、事務局であ

る学校給食センターで構成する学校給食会の総会

の決議により決定しており、これまでおおむね５

年ごとに物価の状況や文部科学省から示される学

校給食実施基準による栄養摂取量の改正などを踏

まえ、改正してまいりました。現在の学校給食費

は、食材費高騰により令和２年４月から改正とな

ったもので、１食当たり小学校では９円、中学校

では１１円の値上げを行いました。学校給食の献

立内容については、学校給食法に基づき各月の給

食目標や指導内容、使用する旬の食材、行事食な

どの項目を設けた年間献立計画に基づき栄養教諭

が毎月の献立を立案し、実際に給食を提供する月

の前月の献立会議にて決定いたします。献立の立

案に際しては、文部科学省が示す学校給食摂取基

準の栄養量及び日常家庭の食生活で不足しがちな

栄養素を補うよう配慮しております。そのため、

現在も日によって違いはあるものの、１食当たり



－106－

令和４年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

の栄養量を減ずることなく栄養バランスが取れる

よう代替食材の活用や献立の工夫などを行いなが

ら対応しているところです。一方、調理に使用す

る調味料類や加工食品については、昨年の冬期頃

から新型コロナウイルス感染症の影響などにより

価格の高騰や品不足の状況に不安を感じていると

ころでございます。安全、安心で児童生徒に喜ば

れる学校給食の提供のため、さきにも述べたとお

り、献立内容の工夫などにより本年度は現状の学

校給食費を据え置き対応してまいりますが、この

先も様々な食材価格の高騰が予想され、高騰が続

く場合にはこれまで同様の給食提供が難しくなる

ものと想定されます。

次に、小項目２、食材価格等上昇分の保護者の

負担軽減、独自支援についてお答えいたします。

本市の学校給食費は、学校給食法第１１条に規定

されているように、給食実施に必要な施設設備、

人件費など運営に係る経費は設置者である名寄市

が負担し、保護者にはそれ以外の経費である食材

費を学校給食費として御負担いただいております。

令和２年４月の学校給食費の改正以降食材価格は

毎年高騰を続けておりますが、本市の学校給食に

おいてはこれまで同様地元産を含む国産食材を使

用し、栄養摂取基準を満たした安全、安心な学校

給食の提供に努めたいと考えております。引き続

き学校給食会においては食材価格の動向をしっか

りと注視し、検証しながら次年度以降にやむを得

ず学校給食費の値上げを検討せざるを得ない状況

となった場合にはその時々の交付金等を確認し、

対応策について考えてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

私からは大項目〇建設水道部長（東 聡男君）

２、冬の暮らしを守る安全、安心な生活道路網の

確保に関わってについて申し上げます。

まず、小項目１、除排雪業務に必要な専用車両

及び特殊建設機械の現状についてお答えいたしま

す。現在の本市における除排雪業務の民有車両及

び本市の貸与車両につきましては、名寄地区にお

いては民有車両台数が８８台、本市の貸与車両台

数が７台、合計で９５台となり、貸与車両率は約

８％となります。また、風連地区においては、民

有車両台数が１０台、本市の貸与車両台数が８台、

合計で１８台となり、貸与車両率は約４５％とな

ります。本市全体においては、民有車両台数が９

８台、本市の貸与車両台数が１５台、合計で１１

３台となり、貸与車両率は約１４％であります。

車両の基本的な耐用年数につきましては、経過年

数や走行距離ではなく、車両系建設機械の更新に

当たっては稼働時間を目安とし、おおむね７，０

００時間を超えたあたりから更新の検討が必要と

言われておりますが、機械の種類や使用状況によ

っては劣化具合が大きく異なることから、一概に

判断することが難しいため、それぞれの車両ごと

に判断することとなります。本市所有の貸与車両

についてもその基準を大きく超えている除雪車両

もありますが、メンテナンスなど小まめな維持管

理に努めながら稼働しているところです。しかし

ながら、議員のおっしゃるとおり、年式が古くな

ると修理費の増加や部品の調達が困難となること

から、故障の際の修理期間が長引く事案も発生し

ています。実際に令和２年度には本市が貸与する

ロータリー除雪車１台が故障をし、修理期間のた

め１か月間使用できない状況となったため、請負

業者と協議の下、民有車両１台併用しながら作業

を進めていく状況となりました。こうした状況を

鑑み、今年度は除雪ドーザーとロータリー除雪車

を兼務することができる車両を１台更新し、来年

度以降についても本市の更新計画に沿って車両の

更新を計画していますが、これまでは現行車につ

いては下取りしていた車両を貸与車両として使用

することの可能性について研究する必要があり、

民有車両が故障した際や貸与車両に活用できるも

のと考えております。今後も除排雪業務に支障が

出ないよう計画的な除排雪機械の更新や増強に努

めてまいりますので、御理解のほどよろしくお願
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いいたします。

続きまして、小項目２、車両等の確保について

お答えいたします。本市所有の除排雪用大型機械

の更新については、従来は国土交通省の交付金に

より更新を進めていましたが、平成３０年度から

は防衛省の補助金を活用できることとなったため、

平成２４年度から名寄市総合計画（第２次）前期

計画期間の平成３０年度までの７年間では５台、

名寄市総合計画（第２次）中期計画期間である令

和元年度以降は除雪ドーザー、除雪専用車、除雪

グレーダーをそれぞれ１台ずつ、合計３台を購入

しています。今年度におきましても先ほど申し上

げたとおりではありますが、ロータリー除雪車１

台の更新について令和４年第２回定例会で議決を

いただいており、この車両を含めますと更新を計

画している本市の保有車両１５台のうち９台の車

両の更新が完了することとなります。

また、機械力の増強を図るべく、この間北海道

からの払下げ機械導入の取組も進めております。

平成２９年度は歩道除雪車や車道の拡幅、積み上

げに使用する小型ロータリーを令和２年度には大

型ロータリー除雪車を１台増強しております。今

後も更新計画に沿って毎年１台以上の車両の更新

を目標とし、車両の増強についても併せて検討し

ながら冬期間の安全、安心な道路空間の確保に努

めてまいります。

また、きめ細かな除排雪を実施するための体制

につきましては、現状での除排雪業務体制におい

て除排雪車両のオペレーター不足が大きな課題と

なっていることを受け、令和３年度より除排雪担

い手育成確保事業において技術継承訓練、講習会

及び研修会の受講、大型特殊免許取得経費の３種

類の補助金制度を創設し、新たな除排雪業務従事

者の確保により将来にわたり市民に安定した除排

雪作業を提供できるよう努めているところであり

ます。現在の状況につきましては、令和３年度は

１名、令和４年度については８月末現在で７名の

大型特殊免許の取得助成の申請がございます。

次に、民有車両の更新を促すための誘導策につ

きましては、本市の除排雪を受注している名寄三

信環境整備事業協同組合、風連環境保全事業協同

組合からも車両価格の高騰などによりますます更

新が難しくなっており、維持費用の面でも使用期

間が冬期間だけに限られる上に毎年の整備費用も

高額であることから、各業者の負担となっている

との報告はいただいております。市道の除排雪委

託業務の施工単価は、労務費と燃料費及び機械損

料の合計となっており、車両に係る保険料、税金

は委託業務費用に含まれておりませんけれども、

除排雪車両の機械損料として車両維持管理に係る

費用については積算に含めて発注をしていること

から、除雪業務期間中の車両管理に係る費用は計

上をしていることになります。しかし、近年の国

や北海道の財政状況からも公共事業が減少し、こ

れに伴い除雪業務以外での機械の稼働時間も減っ

たことから、機械の減価償却が難しくなっている

ことと機械の維持には稼働の多少にかかわらず維

持的経費が必要となるため機械の保有が受注者の

経営を圧迫する一因になるなど、民有車両への依

存体制については将来的に除排雪業務に支障を来

す事態になることも想定されることから、検討を

重ね、調査研究を進めていかなければならない課

題であると認識しております。本市としましては、

国土交通省や防衛省の交付金や補助金の活用によ

る貸与車両の更新や増強、北海道からの払下げに

よる車両の購入について今後も継続して実施して

いくことにより安定的な除排雪体制の確保に努め

てまいりたいと考えておりますので、御理解くだ

さいますようよろしくお願いいたしします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、大項〇総合政策部長（石橋 毅君）

目３、公共施設とまちづくりについて、小項目１、

名寄市公共施設等再配置計画の進捗状況について

申し上げます。

本市におきましては、昨年度末に名寄市公共施
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設等再配置計画を策定し、令和８年度までを計画

期間とするフェーズワンの対象施設をまちづくり

や行政サービスの観点から重要な役割を果たす老

朽化が進む公共施設に加え、にぎわいづくりに向

け新たな設置が想定される施設など、図書館、児

童センター、学生寮、生活支援ハウス、ワーケー

ション施設の５施設とし、図書館を軸として３つ

のパターンを示しました。フェーズワンでの施設

整備についてですが、計画で示した再配置パター

ンの絞り込み、中心市街地の活性化に向けて必要

な機能や規模等を含めて検討するため講演会、タ

ウンミーティングを開催するとともに、市民ワー

クショップを開催し、議論を重ねていただいてい

るところです。講演会、タウンミーティングの参

加者アンケートでは、図書館を中心とした複合施

設の新規建て替えを望む回答が最も多く、併せて

歩きたくなるまちに向けた道路整備や公共交通サ

ービスの充実などの関連事業が重要といった御意

見が多く寄せられました。また、５月から市民ワ

ークショップを毎月開催し、中心市街地の活性化

に向けて必要な機能や規模等を含めて議論を重ね

ていただいており、将来的なまちのキーとなる施

設として図書館の複合化を基本に誰もが集まれる

ような開かれた多機能な場、第３の居場所となり

得るカフェ、コミュニティースペースの設置や広

場の併設に加え、学習、ワーケーションスペース

の設置などついで利用もされる施設に向けた議論

をいただいております。さらには、２グループに

分かれて、実際に中心市街地を歩きながら中心市

街地の活性化に向けた引きつけられる仕掛けや歩

きたくなる道路に必要な機能、公共交通の充実な

どについて理解を深めていただきました。市民ワ

ークショップでは、次回以降に学生寮についても

議論を行いたいと御意見をいただいており、再配

置計画フェーズワンで対象となるほかの施設につ

いても引き続き丁寧な議論を重ね、年度内に整理

を行い、庁内検討委員会でも年度内を目途に再配

置パターンをはじめ中心市街地に必要な機能や規

模について絞り込みを行いたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

私から小項目の〇産業振興室長（田畑次郎君）

２、名寄市中小企業振興条例施行規則の見直しに

係る効果についてお答えいたします。

中小企業振興条例に基づく施策を実施するため

に定める施行規則における支援メニューについて

は、中小企業振興のための基本理念や役割などを

定めた同条例の全部改正の議論に併せ、中小企業

振興審議会及び検討部会で御審議いただき、ウィ

ズコロナ、アフターコロナを見据えた事業者ニー

ズに沿った使い勝手のよい制度となるよう同条例

施行規則を改正し、本年４月１日施行となりまし

た。具体的には、当条例に基づく中小企業や個人

事業主を支援するメニューを拡充し、店舗のリニ

ューアルやＩＴ機器の導入などの設備投資を後押

しする企業活力強化支援事業や創業奨励金を新た

に追加した創業支援事業のほか、地域を盛り上げ

るイベント支援を拡充した街なかにぎわい創出事

業に加え、新規事業として商店街の活性化や創業

のスタートアップを支援する事務所賃貸料支援事

業や市外企業がテレワークやワーケーションを名

寄でお試しできるトライアル企業支援事業を創設

しました。また、事業所の人材育成を支援する名

寄で人づくり事業を拡充したほか、中小企業の事

業承継時に係るコンサルタント経費を補助する事

業承継支援事業や高度な専門性を持ち、企業の成

長戦略を具現化するための人材を新たに雇用する

企業に対して補助するプロフェッショナル人材確

保支援事業など人材育成、人材確保の補助事業も

拡充、創設し、地域経済の活性化及び人手不足の

解消などを期待しているところでございます。同

条例施行規則の改正に伴う支援メニューに関する

予算については、市長選後の政策的経費、いわゆ

る肉づけ予算となり、本年６月２３日に議決をい

ただき、同日から予算執行が可能となったことを

受け、その後速やかに市ホームページをはじめ経



－109－

令和４年９月２１日（水曜日）第３回９月定例会・第３号

済団体の会報、地元各紙への記事掲載で周知する

とともに、７月１１日に名寄商工会議所定例議員

会の場において説明させていただいたほか、８月

２日に駅前交流プラザよろーなで中小企業支援メ

ニュー事業説明会を開催いたしました。また、併

せて４月１日から予算執行が可能となった日の前

日である６月２２日までの期間で各支援メニュー

に掲げる事業を実施した場合、補助対象となる場

合があるため、産業振興課まで御相談をいただき

たい旨を市や経済団体のホームページ、新聞への

記事掲載により周知しております。新しい支援メ

ニューに対する事業者の関心は高く、補助率や対

象となる事業、補助対象経費などについてのお問

合せを多くいただき、これまでに企業活力強化支

援事業３件、創業支援事業４件、販路拡大支援事

業３件、新事業創出支援事業１件、街なかにぎわ

い創出事業４件、名寄で人づくり事業５件の交付

決定を行い、プロフェッショナル人材確保支援事

業は１件の事業認定を行いました。中でも企業活

力強化支援事業は３件全て、創業支援事業は４件

のうち２件が居住誘導区域加算、あるいは都市機

能誘導区域加算の対象となっており、新型コロナ

ウイルス感染症や原油価格、物価高騰の影響を受

ける中、中小企業の積極的な投資を後押しし、例

年以上の新規創業につながり、中心市街地の活性

化に資する事業と認識しております。引き続き中

小企業の設備投資、販路拡大及び人材確保を推進

するため支援メニューの周知、利用促進に努め、

来年度からスタートする名寄市総合計画（第２

次）後期基本計画に基づく実施計画事業として中

小企業はもとより、本市の地域経済、まちづくり

の発展を目指してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁いた〇１４番（塩田昌彦議員）

だきました。確認含めて再質問をさせていただき

たいというふうに思います。

まず初めに、給食費の関係ですけれども、実際

に２年前、２年４月に単価改正をして、そしてそ

のときも食材の高騰というのが大きな理由だった

なというふうに思いますけれども、そのようにし

てきたことから、このようなイレギュラーな状況

が起きなければ、スムーズな給食の提供ができた

のかなというふうに思いますけれども、実際我々

も買物している中でも感じることでもありますし、

この食材価格の高騰、これやっぱり学校給食に大

きな影響はあるというふうに思われます。それで、

一年で考えるとまだ半年ということですから、実

際９月、１０月に新たな値上げが想定をされると

いうふうなことで、それこそ厳しい状況は続くと

いうふうに思われますけれども、今の現状の中で

実際に、まだ本当に途中だから、例えば対比でき

るものがどこにあるのかというふうなことや何か

もあるのかもしれないけれども、前月対比だとか

前年対比だとかいうふうなことや何かもあるのか

もしれないですけれども、今の現状として厳しい

状況に変わりはないと思うのですが、その受け止

めというか、どれくらい想定される……想定です

から、どのようにお考えになっているのかお知ら

せいただきたいと思います。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

１食当たりのちょっ〇教育部長（木村 睦君）

とコストの話をさせていただきたいというふうに

思うのですけれども、あくまでも食材費を食数で

割った単純計算なのですけれども、積算させてい

ただくとＲ３年度で約２７１円なのです。今の給

食費の平均というのは約２７３円ですので、昨年

ベースでいくとまだペイはさせていただいている

かなというところであります。ただし、今議員も

おっしゃられたとおり、食材価格含めた高騰が続

いていますので、先ほどの答弁のとおり、現状献

立の見直しですとか残食数のチェックをして作る

量を減らしていたり、そういったかなり栄養教諭

の工夫をしていただきながら対応している状況か

というふうに思っているところでございます。こ

れ今後の食材価格については高騰を続けておりま
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すので、いつ止まるか分からない状況でございま

すから、大変厳しい状況はこれからも続くものか

なというふうに思っておりますけれども、今年度

については先ほどのとおり給食費についてはこの

まま据置き対応させていただきたいというふうに

思っているところでございます。あくまでもこれ

からも食材費の動向を注視しながら、給食会のほ

うで今後の対策について検討していきたいという

ふうに思っておりますので、よろしくお願いいた

します。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

直近といいましょう〇１４番（塩田昌彦議員）

か、１週間の部分で２円程度の上昇といいましょ

うか、数字的な部分でいうとそういうことなのか

なというふうに思いますけれども、実際献立に関

わる部分としては当月の提供する給食の献立は前

月に行って、その前月に行った、栄養教諭を中心

として実際に作られる方と協議をされて、当然国

の基準というか、考え方を踏襲をしながら作って

きているのだろうというふうに思いますけれども、

価格というのはそのものによって高くなったり安

くなったりしますから、葉物野菜とか野菜の関係

でいうと今収穫期ですから、安く手に入るという

ふうなことになりますし、当然端境期になってし

まうとその逆の部分が出るので、一概に言えない

という部分ではあると思うのです。しかしながら、

もう想定をされていると、想定というよりはもう

価格はこのようにやりますよということで、新聞

なりテレビなりで報道されていることも含めて、

絶対そういうものは食材として使わなければいけ

ないから、少なからず赤字につながっていくとい

うふうに思うわけですけれども、今年度の実際に

学校給食会の予算というふうな部分でいうと、給

食費を変更するという考えは持っていないという

ことですから、当然それに伴う不足分、赤字分と

いうふうな部分は何らかの対応をしなければなら

ないというふうなことだというふうに認識すると

ころですけれども、実際今こういう経済の状況を

踏まえて、この新型コロナウイルスの感染対策、

それから臨時交付金ありますよね、地方創生の。

このメニューの中でも実際に新たな保護者の負担

軽減を図るためという部分ということでいうと、

上昇部分の、この部分についての助成制度という

ふうなことを実際に公表しているわけですけれど

も、この部分を適用しながら実際に対応し、保護

者の負担軽減を図っていくのだというふうな理解

でいいのかどうなのかということでお聞きをした

いと思います。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

今臨時交付金の話を〇教育部長（木村 睦君）

議員のほうからしていただきましたけれども、今

年度に入ってから原油価格、物価高騰等総合緊急

対策として学校給食等の負担軽減策に、地域の実

情に応じこれまでどおりの栄養バランスや量を保

った学校給食等が提供されるよう新型コロナウイ

ルス感染症対策の交付金を活用して保護者負担の

軽減に向けた取組を進めるように各道教委等から

でも連絡があったというところでございますけれ

ども、先ほどもお話しさせてもらったとおり、今

年度については今のところ給食会の中での対応に

よって値上げをせずにやるということですから、

給食会の中で何とかやりくりできるのかなという

ふうには考えているところでございまして、この

交付金の活用について今年度については今のとこ

ろ現時点では考えてはいないのですが、次年度以

降やはりこの給食費、先ほどからお話しさせても

らっているとおり、改正を考えなければならない

ときにはこういった交付金を活用しながら保護者

負担の軽減には努めていきたいと考えているとこ

ろでございます。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

今の御答弁の中でち〇１４番（塩田昌彦議員）

ょっと私の理解とも違うなというところあるので

す。なぜかというと、実際にこの５月、６月とい

う部分でいうと、新聞なりで報道されている部分

としては学校給食の食材価格の高騰に伴う部分と
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して、その上昇分を見越して補助金といいましょ

うか、実際補正予算を組んで補助対応していると

いう行政が、市町村あるわけです。そういうふう

に出ているということは、これは今の現状も踏ま

えてそうですけれども、相当な高騰につながって

いくのかなというふうに思われるのですけれども、

今の部長の御答弁でいうと、実際に保護者から負

担をいただく予定であるこの部分、それで賄い切

れるというふうなことで私受け止めさせてもらっ

たのですけれども、本当にそうなのですか。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

あくまでも今年度の〇教育部長（木村 睦君）

話をさせていただいておりますけれども、今年度

については我々の今の給食会等の協議の中では給

食費を値上げせずに対応していきたいというふう

に思っておりますので、賄えるというふうには想

定はしているところでございます。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

だから、給食費を上〇１４番（塩田昌彦議員）

げるということではないです。給食費は学校給食

会というところで協議をしながら、先ほど御説明

あったとおり、その人たちが話をして、そして状

況を踏まえた中で判断をするということですから、

それは分かるのです。ただ、今年度の部分につい

てはもう単価決まって、保護者に御負担いただく

金額といいましょうか、実際に食した食数掛ける

単価ということで、実際にいただくことになると

思いますから、トータルでどれぐらいになるのか

なというのはまだ未確定の部分でありますけれど

も、その金額で間に合うというふうに私は受け止

めたのですけれども、私はそうは思っていないの

です。なので、その辺のことです。実際に他の自

治体でもそういうふうにしてそういうことが無理

だというふうなことから、補助金まで制度化して、

それは単年の部分です、あくまでも、今年度とい

う。そのようにして対応していくというふうな形

で実際に取り組んでいるところが多々あるわけで

す。その中で、私は今のお答えの中で、本当にで

きるのだったら何も私質問する必要もないし、何

もないのだけれども、万が一そういうふうになっ

たときにどうするのかということをお聞きをした

くて、質問をしているのですけれども。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

半年ぐらいたったと〇教育部長（木村 睦君）

ころかと思います、年度でいきますと、現在の給

食会の会計を見ていると、確かに議員おっしゃら

れるように、特に野菜ですとやはり価格が高騰し

ているものもあれば、当初、４月に取れない、取

りにくいものが高かったりするのですけれども、

端境期になれば値段は下がってきたりして、トー

タル的に今考えないとならないのは認識同じだと

思うのですけれども、トータル的に考えた中での

給食会の会計の中で今年については今のところは

何とかやり切れるというふうに想定をしていると

いうことでございますので、御理解のほうよろし

くお願いいたします。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

毎月毎月の部分で、〇１４番（塩田昌彦議員）

この議論長くしていても全然意味をなさないので、

ただ、これは実際に最終、来年の３月、年度末の

段階でどうなっているのかというふうなことが当

然問題になるのかなというふうに思います。名寄

学校給食会の関係について言えば、貸付制度とい

う部分でいうと、４月分の食材の支払いという部

分についてはまだ実際に在学している児童生徒の

保護者から負担をいただくのは５月以降からです

から、払えないので、そういうふうな制度を設け

ているということですけれども、それは最終的に

お返ししなければならないけれども、それを除い

た中で十分できているという、そういう理解でい

いのですか。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

貸付金は当然借りた〇教育部長（木村 睦君）

ものですので、返さなければなりませんので、最

終的な会計の状況となれば給食会の会計の中でや

り取りするわけですけれども、繰り返して申し訳
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ないのですけれども、あくまでも半月を見た中で

の想定といたしまして、今現状でいけば１年間、

今の給食会の会計の中で今年度においてはやりく

りできるものではないかということでお話しさせ

ていただいておりますので、万が一これが３月に

イレギュラーなことが起きて、難しくなった場合

には、やはり何かしらの対応はしなければなりま

せんけれども、今の現状では対応できるものでは

ないかというふうに給食会の中でもお話しさせて

いただいておりますので、御理解のほどよろしく

お願いしたいと思います。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

では、財政のほうに〇１４番（塩田昌彦議員）

ちょっと確認しますけれども、地方創生臨時交付

金、この活用ですけれども、最終１１月ですよね。

違いましたっけ。メニューとして名寄市が適用す

る、活用するメニューをして、申請をしていくと

いう部分でいうと時期が限られていると思うので

すけれども、実際にそこで不足分が生じたという

ふうな部分が、今は出ないという話ですから、こ

れ仮の話になってしまいますけれども、そうなっ

たときに当然学校給食会はどこからもお金出ると

ころないですから、その部分については他の自治

体では補助金という、補助というか、補正をして

賄うと、負担軽減をするのだというふうにしてい

るわけですけれども、そういうふうな部分の考え

方の中でどのように受け止められるのかどうなの

かお聞きをしたいと思います。

橋本副市長。〇議長（東 千春議員）

財政の関係ですので、〇副市長（橋本正道君）

私のほうから若干この間のやり取りも含めてお話

しさせていただければと思います。

今教育部長のお話のとおり、現時点では会計年

度の中では間に合うということなのですが、塩田

議員の御心配はこれから何が起きるか分からない

し、食材の高騰も含めてもし急に上がったり、そ

れとも不足が起きたらどうするのだと、その問題

提起だというふうに受け止めております。交付金

につきましては１１月ということなのですが、ほ

かの議員の方の若干御質問にありましたけれども、

この交付金を使ってどのような燃料高騰、あるい

は物価上昇等に対する支援するのかということで、

市長のほうからも御指示ありましたので、今早急

に議論を詰めているところであります。１１月と

いうのが一つの基準にはなりますけれども、その

間まだ時間がありますので、そこのところ給食費

について十分状況も踏まえて考えていかなければ

なりませんし、今給食会の会計の中、そして食材

の入替えを含めていろんなやり取りと給食会の会

計の中で間に合うということありますけれども、

この年度を超えたときに給食会の会計に与える影

響というのは当然考えなければなりませんので、

様々なところからこれは十分情報を集めながら、

１１月に向けて給食費のところ含めて協議してま

いりたいと思います。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇１４番（塩田昌彦議員）

協議をしていくということでありますけれども、

実際にそういう実態が起きたときは協議の話では

ないですから、それなりの対応をするというふう

に理解をしてよろしいのですか。

橋本副市長。〇議長（東 千春議員）

対応に踏み込めるかど〇副市長（橋本正道君）

うかにつきましては、まだ十分情報が来ておりま

せんけれども、対応の仕方もいろいろあると思う

のです。給食費の上昇分、あるいは思い切った方

策を取れるのか、いろんなやり方も含めて協議を

してまいりたいと思います。この場では、どのよ

うな対応ができるかということについてはちょっ

とまだ申し上げられないということで御理解いた

だければと思います。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

対応は、きちっとし〇１４番（塩田昌彦議員）

た対応策といいましょうか、お答えいただけない

というのでは何のために質問したのかなというふ

うに思いますけれども、いずれにしても問題が起
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きないようにその辺はしっかりとした対応協議を

していただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。

続きまして、除排雪に関する部分として質問を

させていただきます。実際に車両等については民

有車両、名寄、風連合わせて９８台、官貸車１５

台ということですから、１１３台です。非常に民

有車両が多いのですけれども、官貸車両に関して

は先ほど総合計画の中でもこういうふうな形で進

めてきて、実際８台で９台、それは更新をすると

してきたのが８台、そして４年度に１台更新をし

て、９台になるというふうなことで理解をしまし

た。今回の質問の趣旨としては、この民有車両、

実際に普通の道路でいうと６４７路線ありますよ

ね。その除雪、そして排雪はまた一般道路と、そ

れから幹線と出てくるわけですけれども、その部

分については全部が全部で民有車両の先ほど言っ

た９８台全部を一回に使うということではなく、

対応しているのだろうというふうに思いますけれ

ども、ただ車両の年式が非常に古いのが多く見ら

れます。実際に２０年を超える部分が率としては

６割程度古いのです。ですから、３０年以降とな

るとまだ２５％ぐらいですから、３０年選手の車

で要するに除排雪を行っているというふうな状況

でありますけれども、非常にそういう古いものが

更新されてきていないという現状を踏まえて、や

はり危惧するところは市民の生活道路の確保とい

うのが、それこそしっかり保たれるのかどうなの

かというのが自分の中にあるのですけれども、先

ほど耐用年数の部分について言えば、年数ですと

か走行距離とかいうことでなく、稼働、７，００

０時間ですか、という目安を、一応目安です、と

して考えているのだというふうなことであります

けれども、この部分でざっくり話ししますけれど

も、今回のこの車両に関して調査をされていると

思いますけれども、その調査の結果を見て、部長

はどのようにお考えですか。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

調査の結果とい〇建設水道部長（東 聡男君）

うこと、民有車両の台数もそうですけれども、年

数なり、また業者さんからもし増強するのであれ

ばということで、そういうような意向があるかと

いう意向調査のようなものも併せてこの間行って

きているところでございます。このことについて

は、今ではなくてもずっと前からそういうことが

考えられたのではないのかという御疑問もあるか

と思いますけれども、このことについてはこの間

除排雪の車両、補助金、交付金使いながら更新か

けてきていたところなのですけれども、平成３０

年頃までは機械買うときには必ず機械、更新、下

取りに出すか、売り払って、売り払った分は国庫

返納するというようなことではないと駄目よとい

うことだったのですけれども、それが令和元年度

からはある程度年数、今機械の種類によりますけ

れども、たてばそれは売り払っても国庫返納しな

くてもいいよというふうになってきたものですか

ら、であれば新品の機械ということではないかも

しれませんけれども、そういうような機械を貸せ

るということも水面下というか、私どもの中では

議論を進めてきているところではございますので、

機械の一覧表、取りまとめたものは当然持ってい

ますし、緊急度の高いもの、低いものということ

で分析は今しておりますけれども、先ほどの答弁

にありますように、まだちょっとその辺りは調査

研究も進めなければなりませんし、業者さんの意

向も聞きながら併せて進めていくような形で、少

しでも機械貸与することが、機械増えることによ

って業者のそれ以外の手持ち機械の更新につなが

っていくようなことが考えられないかなというこ

とで今ちょっと調査しているところでございます

ので、御理解いただきたいと思います。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

先ほど下取りどうの〇１４番（塩田昌彦議員）

というのは、官貸車という行政で持っている車の

話ですよね。今私言っているのは民有車の話です

から、民間が、実際に行政が民間委託しているわ
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けです、路線を。それで、それに関わる車両とい

うのが全体で名寄８８台、そして風連１０台、こ

れは用意をしながら路線の除雪、排雪に関わる部

分として業務を委託、受託して受けているという

ふうな部分でありますけれども、その中で今回調

査をされた中で実際に、先ほども言いましたけれ

ども、相当老朽化しているのです。更新を考えて

いると言った車両、１台です。あとは更新のとこ

ろ、更新を考えているという部分についてはなか

ったと記憶しているのですけれども、そういう状

況の中で実際一番古いので４３年くらいたってい

る車があるのです。それやっぱり心配ですよね。

先ほども実際にシーズン始まる前に車両の整備を

行う。整備を行うという部分でいうと、状況を確

認したら、ある業者にしてみれば１台１００万円

超えの修理費がかかってしまうのだとかいうふう

な話もお聞きをしていますし、名寄で三信ですし、

それから風連が風連環境ですか、そこにもちょっ

とお邪魔して、現状を確認をさせていただいてき

ています。その中で、なかなか車両更新が進まな

いと。そこにどうしても投資をするというか、そ

れがなかなか難しいというお話も実際にある。そ

ういう状況から当然進まないのだなと。進まなけ

れば、一年一年、毎年毎年古くなっていくという

ふうなことにつながっていくわけですから、これ

が更新がされていくような状況になれば、それが

解消されていくというふうなことに当然なると思

うのだけれども、実際に道なり、それから開発、

国、そこで持っている車両も過去でいうと要する

に払下げという形で結構手に入る状況にはあった

のだけれども、今はないですと。欲しがっている

ところがあるというふうなことも含めてそういう

状況なのだと。だから、中古ということになるか

もしれないけれども、それでも進まないという状

況が今生まれているのです。私が一番心配するの

は、市民の要するに足の確保と言ったらおかしい

ですけれども、そういうふうなことがこれちゃん

ときっちり担保されるのかというところが一番大

事だというふうに思っていて、それを担う民有車

がそういう状況にあるというふうなことを今回見

てびっくりしたのですけれども、その中でもう一

度お考えをお聞きしたいと思います。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

恐らく塩田議員〇建設水道部長（東 聡男君）

の心配と私の心配は同じ状況なのだろうなという

ふうに思います。突発的に動かなくなってしまっ

たりということもこれまでもありましたし、業者

さんの中で物すごく古い機械、部品もないのでは

ないかというような、部品作りながらでも修理し

ているというお話聞いてはございましたので、な

かなかそういう部分に手だてをということ、今こ

の間ずっと貸与車両の更新を最優先に私ども考え

ざるを得なかったものですから、そこを考えてい

たのですけれども、なので今持っている貸与車両

の数を増やしていくことができないかということ

をちょっと内部で今検討を進めていることで、そ

うすることによって重ね重ねになりますけれども、

新品ではないけれども、貸与する車両が増やせる

ことによって少しでも業者さんの費用負担軽減に

なればと思って、今そういうことを調査研究をし

ていますという思いでございます。

塩田議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。調査〇１４番（塩田昌彦議員）

研究するということですから。ただ、なかなか進

まないという状況からすれば、一つの例としては、

考え方の一つの部分としては助成制度を設けて、

更新を促していくというふうなことも考えられる

わけですから、その辺は当然厳しい財政の中での

部分だというふうに認識はしますけれども、冬の

道路をいかに安全に確保するのかというのは一番

重要なところでありますから、民有車両の更新を

進めていく助成制度も含めたいい策を考えていた

だいて、そして実際に受託している業者ともしっ

かりとした協議を進めていっていただきたいとい

うことを要望して、終わりたいと思います。

以上で塩田昌彦議員の〇議長（東 千春議員）
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質問を終わります。

以上で本日の日程は全〇議長（東 千春議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時０２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 倉 澤 宏

署名議員 五十嵐 千 絵
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開議 令和４年９月２２日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 令和３年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第３号 令和３年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第２号 令和３年度決算に基づく

健全化判断比率の報告について

報告第３号 令和３年度決算に基づく

資金不足比率の報告について

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君

経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君

令和４年９月２２日（木曜日）第３回９月定例会・第４号
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ただいまの出席議員数〇議長（東 千春議員）

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（東 千春議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

４番 佐久間 誠 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

を指名いたします。

日程第２ これより一〇議長（東 千春議員）

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

原油高騰・物価高騰等に対する総合緊急対策に

ついて外３件を、高橋伸典議員。

議長の御指名をいた〇１３番（高橋伸典議員）

だきましたので、通告順に従いまして、順次質問

してまいります。

まず初めに、大きい項目１、原油高騰・物価高

騰等に対する総合緊急対策についてであります。

新型コロナウイルス感染症の長期化並びにロシア

による領土侵犯による戦争により、ウクライナ危

機による世界食料危機のため、物価高騰の影響や

国際的なＬＮＧ価格、原油価格上昇等を背景に、

電力需要の逼迫や、１２月には燃料調整分が加算

され、低圧電力自由料金の電気料金の２回目の値

上げ、約７００円があります。

地方創生臨時交付金、コロナ禍における原油価

格・物価高騰対応分が決定されました。新型コロ

ナ感染症対応地方創生臨時交付金を拡充し、コロ

ナ禍における原油価格・物価高騰対応分が創設さ

れ、前回も質問いたしましたが、これにより地方

自治が実施する生活に困窮する方々の生活支援や

児童扶養手当受給者等の非課税の子育て世帯の支

援の取組をしっかりと後押しすることが総合緊急

対策に明記されております。専門家は、物価の上

昇はここ数か月間続くと言われております。１０

月１日からは、６，５３２品目の値上がりで調味

料等を含み、これまで約２万品目に及ぶ値上がり

となりました。本市も確実かつ具体的に実現する

ことが生活に困窮する方々への生活支援であり、

市民への経済支援と考えます。ある市では、全世

帯に電気料金の補助等の１万円の実現を議決され

ました。本市も電気料金補助など積極的な活用の

検討の理事者の御見解をお願いいたします。

大きい項目２つ目、新型コロナウイルス感染症

に関する後遺症外来等についてであります。新型

コロナウイルス感染症の後遺症外来についてお尋

ねいたします。感染症が増え続ける限り、後遺症

で苦しむ方々も増えると思われます。後遺症外来

や相談窓口の設置促進とともに、後遺症対策に関

する医療データのオープンソース化、いわゆる無

償一般公開も重要だと言われております。岸田首

相は、後遺症に悩む方々は必要な医療を受けてい

ただくよう努めてまいります、また後遺症に関す

る研究結果について広く国民に還元してまいりま

すと言われております。後遺症外来について、現

在名寄市では新型コロナ感染症の累計患者数は数

千人となっている状況で、子供の感染が８月は２

３．４％だったのが９月は３０．６％と大変高止

まりしております。私の周りにも障がいに悩んで

いる方がおられます。

そこで、お尋ねいたします。新型コロナウイル

スに感染し、後遺症に悩む方が必要な医療を受け

る体制が本市にも必要だと考えております。医療

機関との連携した後遺症外来設置について、理事

者の御見解をお願いいたします。

小さい項目２つ目、また他市町村では医療機関

と連携した無料のコロナウイルス感染症後遺症相

談窓口が設置されております。本市にも必要と感

じられますが、理事者の御見解をお願いいたしま

す。

大きい項目３つ目、公正な選挙の執行に向けて

であります。公正な選挙の執行について、初めに
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不在者投票指定施設での投票の公正化についてお

尋ねをいたします。国民が投じた１票は重たく、

大切な１票であることは言うまでもありません。

投票日当日に投票所に行けない場合には、期日前

投票ができるようになっているとともに、病気で

入院されている場合には病院や老人ホーム、いわ

ゆる不在者投票指定施設に入所、入院されている

方であれば、その施設内で不在者投票をすること

ができます。

名寄市には、現在医療機関施設４施設、老人ホ

ーム施設４施設、合わせて８施設で不在者投票が

できると伺っております。平成２５年、公職選挙

法が改正され、施設での不在者投票の際、公正な

実施を確保するため、外部の方を立会人として立

ち会わすよう制度が創設されました。全国におい

ても、投票する患者に対して施設側の投票干渉な

どがあると聞き及んでおります。

そこで、不在者投票の公平性を保つため、施設

関係者だけでなく、不在者投票に立ち会うのでは

なく、施設に関係ない第三者の立会いの義務づけ

が必要ではないかと思われます。不在者投票指定

施設での投票の公正化について理事者の御見解を

お願いいたします。

大きい項目４つ目、投票率向上に向けた取組に

ついてであります。今回参議院選挙における投票

結果は、令和元年５９．２３％、令和４年は５８．

５３％、前回の名寄市議会選挙も６４．１４％、

年々投票率が減少しております。政治に信頼を戻

すことも必要であります。平成２８年から導入さ

れた１８歳選挙権の動向など、若年層への対策や

投票率向上につながる方策の検討が必要と考えら

れます。

そこで、お尋ねをいたします。１つには、期日

前投票についてであります。期日前投票に行くの

が大変と言われる高齢者が大変多いことが今回選

挙中に聞かれました。名寄市役所に行き、あの階

段を上るのが大変、文化センターや大型商業施設

ではできないのかと何人からも言われました。市

として、投票率を上げる方法として検討はされて

いるのか。文化センターや大型商業施設の期日前

投票率を上げる方策について、期日前投票につい

て理事者の御見解をお願いいたします。

小さい項目２つ目、障がいの方々への対応であ

ります。市民との意見交換会でも障がい者の方が

名寄市役所の期日前投票の際に車椅子で２階に上

がらなければならないので大変と言われておりま

す。また、別の障がいの方からもそのことは言わ

れております。障がい者にも安心して投票に行き

やすい投票方法の検討はされておられるのか。障

がい者への対応について理事者の御見解をお願い

いたします。

小さい項目３つ目、今後行われる選挙に向けて

投票率の向上や広報活動に対する具体的な取組に

ついて理事者の御見解をお願い申し上げ、壇上で

の質問を終わらせていただきます。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

おはようござい〇健康福祉部長（馬場義人君）

ます。高橋議員からは、大項目で４点御質問をい

ただきました。大項目１と２は私から、大項目３

と４については総務部長からの答弁となりますの

で、よろしくお願いいたします。

それでは、大項目１、原油高騰・物価高騰等に

対する総合緊急対策について、小項目１の生活困

窮者への生活支援に対する考え方について申し上

げます。本市では、平成２５年から名寄市福祉灯

油支援事業実施要綱、平成２７年からは名寄市冬

の生活支援事業実施要綱を定めて、生活困窮者等

の低所得者世帯を対象に、灯油代、電気代の負担

軽減の取組を行っています。また、昨年度は原油

価格の高騰を受け、冬期暖房用灯油の購入により、

生活費に大きな影響を受ける生活困窮者等の所得

が低い世帯を対象に、昨年１２月１５日に名寄市

暖房費用緊急支援事業実施要綱を本年３月３１日

までを期限として定めて告示し、実施してきまし

た。現在も依然として上昇を続ける原油価格など

に圧迫を受けている家庭もあり、特に生活困窮者
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への支援策が必要であると認識をしております。

今後暖房費用がかさむ冬季を迎えるに当たり、広

い視野で庁内議論を加速し、より効果的な支援策

となるよう政策判断をしてまいります。

次に、大項目２、新型コロナウイルス感染症に

関する後遺症外来等について、小項目１、後遺症

外来等の設置についてと小項目２、後遺症相談窓

口の設置については関連がございますので、併せ

てお答えいたします。新型コロナウイルス感染症

は、誰でもかかる可能性のある病気ですが、治療

や療養が終了しても、年代にかかわらず、嗅覚障

がい、せき、呼吸困難、倦怠感などといった症状

が現れ、長引く場合がございます。

国においては、令和４年７月６日の都道府県や

保健所設置市に対する事務連絡において、罹患後

症状などは一般医療の中で対処できるものが少な

くなく、まずはかかりつけ医や地域の医療機関に

つなぐことが大事であると周知しております。

北海道では、療養終了後も症状が続く場合は、

最寄りの保健所への相談を案内しております。保

健所では、保健指導や受診勧奨を実施し、必要な

方にはかかりつけ医や地域の医療機関を案内する

体制が整えられております。

以上のことから、本市においては特定の医療機

関に後遺症外来を設置するということではなく、

保健所と連携をし、後遺症に苦しむ方々への丁寧

な対応に努めてまいります。

また、後遺症相談窓口につきましても、保健所

への相談を案内しておりますので、保健センター

などに寄せられました御相談についても、症状な

どをお聞きしながら保健所へつなぎ、スムーズに

医療機関を受診していただけるよう丁寧な対応を

してまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、大項目３、〇総務部長（渡辺博史君）

公正な選挙の執行に向けて及び大項目４、投票率

向上に向けた取組についての２点につきまして、

名寄市選挙管理委員会の所管となりますので、同

委員会事務局としてお答えいたします。

初めに、大項目３の小項目１、不在者投票指定

施設での投票の公正化についてお答えします。本

市の指定施設における不在者投票は、指定病院及

び指定老人ホーム、計８施設において実施してお

り、いずれも一定の施設基準に基づき、北海道選

挙管理委員会が指定した施設であります。指定施

設における不在者投票の実施については、公職選

挙法などの法令で規定されているとともに、北海

道選挙管理委員会が示す手続によって実施するこ

ととなっており、本市としても選挙の公正を確保

するため、それら法令等に基づいて実施している

ところです。

御質問のありました外部立会人の選任について

ですが、指定施設側の努力義務となっておりまし

て、これまで本市の不在者投票において選任した

事例はありません。現状としましては、各投票所

の立会人の担い手不足が社会問題となっており、

本市においても立会人の確保は非常に苦労してい

る状況で、年々確保が難しくなっている状況です。

特に指定施設における不在者投票所の開設に当た

っては、短期間で日程を調整し、実施しているこ

ともあり、第三者による外部立会人の選任を条件

とすることは現実的に困難であると考えます。本

市選挙管理委員会としては、議員がおっしゃるよ

うな施設側の投票干渉が起きないよう、指定施設

にマニュアルを配付するとともに、不在者投票の

実施に当たり選挙管理委員会職員を配置し、適正

な投票が行われるよう対策を講じているところで

す。今後も選挙の執行に当たり不正が発生しない

よう対応していくとともに、北海道選挙管理委員

会の指導、通知などに基づいた適正な選挙の執行

に努めてまいります。

次に、大項目４、投票率向上に向けた取組につ

いて、小項目１、文化センター、大型商業施設で

の期日前投票所について、小項目２、障がい者へ

の対応について、小項目３、投票率向上への具体
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的な取組について、これらについては関連があり

ますので、一括してお答えします。

初めに、本市における投票率の推移を申し上げ

ます。本年７月に執行された参議院議員通常選挙

では、投票率は５８．５３％となり、前回の令和

元年執行の選挙が５９．２３％、前々回の平成２

８年執行の選挙が６３．８％でありましたので、

参議院議員通常選挙の結果で比較すると、少しず

つ投票率が減少してきている状況と言えます。

一方、期日前投票の状況については、本市では

４か所で実施しており、有権者総数に占める期日

前投票者数の割合は２７．２７％となりました。

期日前投票所の数は、管内市町村のほとんどが１

から２か所としている中、本市は４か所開設して

いる状況もあり、期日前投票率は全道３５市中１

位となりました。

御質問のあった市民文化センターなどへの期日

前投票所の増設についてですが、昨年の衆議院議

員総選挙終了後の選挙管理委員会における総括に

おいて期日前投票所の増設について議論しました

が、期日前投票率が全道３５市中トップである状

況や同時並行的に複数の期日前投票所を設置する

ことは事務負担が非常に大きいこと、さらには立

会人確保の課題など、現行体制では期日前投票所

の増設は困難と判断したところです。

次に、障がいがある方への環境整備についてで

すが、期日前投票所となっている名寄庁舎では階

段を上る必要がありますが、昇降機を設置してお

り、呼び鈴を押していただければすぐに職員が伺

いますので、階段の上り下りが不自由な方はぜひ

御利用いただきたいと思います。また、これまで

も各投票所には可能な限り手すりやスロープを設

置してきたところでございます。

次に、投票率向上や広報活動に対する具体的な

取組につきましては、大学における啓発活動やポ

スター掲示場を大学や高校の近くに設置するなど

取り組んできました。また、小学生に選挙の大切

さを知るためのパンフレットを配付しています。

加えて、最近の選挙では、投票所来場カードの交

付を行う市町村が増えてきている状況であり、選

挙割など、民間事業者による新しい取組も展開さ

れてきていることから、今後本市においても発行

について選挙管理委員会の中で議論してまいりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございま〇１３番（高橋伸典議員）

した。再質問させていただきます。

まず、原油高騰・物価高騰に対する総合緊急対

策についてでありますけれども、まず住民税非課

税の方々には灯油、そして電気料をお渡しされて

いる。暖房費、緊急ということで。これ何世帯ぐ

らい、名寄ではお渡しされているのでしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

昨年度の実績に〇健康福祉部長（馬場義人君）

なりますけれども、昨年度で一応６８６世帯の方

々にお渡ししている形になっております。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

６８６世帯、いい数〇１３番（高橋伸典議員）

かなというように思うのですけれども、住民税非

課税世帯というのはいろいろありますから、単身

の方で約１００万円で、所得限度額が４５万円だ

とか、扶養１人いる方は１５６万円、２人いる方

は２０５万７，０００円、３人の方は２５５万７，

０００円、４人の方は３０５万７，０００円、未

成年、そして養護、そして障がい者、独り親は２

０４万３，０００円なのですけれども、これで見

ても名寄市は所得が１００万円の方は、昨年です

けれども、５５５名、１００万円から２００万円

が１，７０８名、２００万円から３００万円の方

が３，５６５名の方なのです。

この住民税非課税といってもなかなか、住民税

非課税の方なのだけれども、いただいていない方

たくさんおられます。それは、去年私もこの住民

税非課税で５万円いただけるのですよねと何人か

らも連絡来まして、市役所行って、こういう人な
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のだけれども、どうだい。いや、娘さんが百七、

八十万円のところに勤めているので、お母さんの

年金を合わせれば住民税非課税……。お母さんは

住民税非課税だけれども、娘さんがその金額だか

らもらえませんよというのがたくさんあります。

風連の方でもそうでした。

だから、住民税非課税でも対応を私は別個にし

たほうがいいと思う。よく言う、この住民税非課

税の決めでは自治体が定める金額の少ないほうと

いう、この額がありますよね。この額をちょっと

高くしてもいいのかなと私は感じます。５００万

円、６００万円も７００万円ももらっている人に

あげれというのでないのです。住民税非課税の方

々で娘さん１人しかいなくて、１５０万円から１

７０万円の年収の方々、それが親の年金と合算す

るから非課税でなくなりますよというのは、私は

おかしいかなと感じるのですけれども、そこら辺

お聞かせいただきたいなと思います。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

暖房費用の助成〇健康福祉部長（馬場義人君）

の支援等々や、そのほかの福祉サービスでも除雪

だとか様々なサービス、非課税だとか、あと生活

保護費の基準だとかを参考にさせていただきなが

ら、基準を決めさせていただいているところが実

態でございます。

今議員御指摘いただいたように、御本人は非課

税なのだけれども、課税されている方々に扶養に

なっている場合については、それは対象にならな

いよというものも当然中にはあるかと思います。

扶養にするということは、その方に対して扶養

義務が生じている方々だとか、扶養にすることに

よって支援しているという一定のお考えがあって

支援されていると思いますので、そのような方と

そうではない方とが同一でいけるかどうかという

ことも今後の参考にはさせていただかなければな

りませんが、どこかで一定基準はつくっていかな

ければならないかと思っております。

現状としては、昨年度につきましてはそういう

形で実施をさせていただいているという、そうい

う実態でございます。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

分かります。分かり〇１３番（高橋伸典議員）

ますけれども、できれば世帯主が３００万円も４

００万円も５００万円ももらっている人ならいい

のです。そこにはあげる必要はないと思います、

扶養されているから。私が言うのは、この１００

万円から２００万円、そして１００万円以下の方

々、これで約２，３００名おられるのです。この

方々と住民税非課税の方が一緒に住んでいる場合

というのは、私は相当生活が厳しいかなと。そこ

の対応を、きっと国の制度でも自治体で定める額

というのが設けられるというように感じています

ので、そこをある程度私は調整されたほうがいい

のかな。３００万円以上だとか、そこら辺は全然

気にしていないです。この２００万円以下の方々

というのは、やっぱり真剣に考えていかないとい

けないのかな。ここで住民税非課税、おととし５

万円もらっていますよね。今年も５万円、申請と

いうか出しましたよね。ここで出たのです。５万

円いただけないのかと、去年。でも、娘さんと一

緒。今年も風連の方から連絡来て聞いたら、今年

はもらえましたと連絡来ました。だから、そこら

辺の調整、部長が言うのは合世帯でなく世帯は別

にすればいいのかいという部分にもなってしまい

ますよね。そこがいいのかどうか。それと、世帯

主の税金が上がってくるという部分もありますけ

れども、そこの部分しっかりと、私は行政として

考えていただきたいなと思っています。

今回国のほうで昨日決定しました物価高騰対策

に対する３．５兆円規模の部分であります。１つ

には１２月までのガソリン、１つには住民税非課

税の世帯に５万円が支給されます。そして、新型

コロナ緊急包括支援ということで、病院のコロナ

の病床を増やすとか、地域創生臨時交付金４，０

００億円、そして家畜の餌だとかの負担増、あと

自衛隊の燃料費だとかという部分があります。そ
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の中で、今年新型コロナ、物価高騰で、当初約５

兆円、名寄で約６，０００万円ぐらい来たと思い

ます。そして、今回追加されました。約１兆２，

６１１億円になります。これが追加されたことに

よって、きっと名寄も何千万円か来るのかなとい

う思いがあります。今回のこの５万円の非課税世

帯というのは、前も１年置き、もらった人はもら

えませんよということになっていましたから、去

年もらったらもらえないのです、今年は。ですか

ら、今回この５万円来たものというのは、去年、

おととし、今年もらった人はもらえなくなってし

まうのでしょうか。どうなのでしょうか。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

今回国のほうで方針〇市民部長（廣嶋淳一君）

決められた部分ですけれども、５万円につきまし

ては４年度の、今年の住民税非課税世帯というこ

とになりますので、去年１０万円をもらっている

方について、３年度にもらっている方と同じ基準

で交付される予定になっておりますので、支給は

されると思います。

以上です。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

安心しました。〇１３番（高橋伸典議員）

それで、きっとその部分で大分非課税の世帯は

楽になると言ったらおかしいですけれども、一息

はつけるのかなという部分あると思います。この

円安によって輸入品価格高騰だとか消費税の物価

高騰、今回約３１年ぶりに１２か月連続２．８％

上がりました。そして、食料品は４．１％、電気

料は２１．５％、ガスは１６．９％、灯油も約１

０％という部分があります。そして、１０月から

の物価上昇を含めて、また北電の１２月の低圧電

力も含めて、松本市では１世帯、これは生活困窮

者のみなのですけれども、１世帯電気料金の上昇

分として６か月１万円、全世帯にあげますと。そ

して、鳥取県では１世帯、電気料上昇分約３か月

分、７，０００円、先ほど言った市は全世帯１万

円配付するという報道が出ておりました。

先ほど馬場部長は、庁内でしっかり議論してス

ピーディーにやっていくと言われましたけれども、

やっぱり早く決めなければ、生活している方から

いえばすごく大変な思いをされていると思うので

す。この臨時交付金、７月２９日締めのものもあ

りましたし、これからのものも一般のものもある

と思いますので、これからきっとどんどん、どん

どん出るのかな、出すのかなという思いで私は見

ています。本当に名寄市のお金を管理されている

と言ったら悪いですけれども、把握され、どうい

う部分でそういう生活困窮の方に支援ができるの

か。また、市民の方に支援ができるのか。そして、

事業所団体に支援ができるのかという部分をある

程度橋本副市長の頭の中にはあるのかなというふ

うに私は思っているのですけれども、この地方創

生臨時交付金をどのように活用、今橋本副市長の

そろばんの中に項目があればお聞きをしたいなと

いうように思うのですけれども。

橋本副市長。〇議長（東 千春議員）

昨日、議員今御案内の〇副市長（橋本正道君）

とおり電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援地

方交付金ということで、昨日の議会散会後に私の

ほうに来ているということで確認しております。

それで、従前、その前に新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金というのが来ていま

すので、結局これは今まで来ている分とこれから

の分、２回分が用意されているなというふうに思

っております。一般質問の中でも様々な形で物価

高騰、燃料高騰ということが問題として上がって

おりますので、まず第１弾、そして第２弾と構え

ていくのが交付金の流れにも沿っているのかなと

思っております。

昨日了知したその交付金につきましては、まだ

Ｑ＆Ａですとか従前の交付金とどういう使い分け

ができるのかと、まだ見えていませんので、ここ

の議論はまだなのですけれども、私の頭の中にあ

るのは、前にもお話ししましたけれども、これか

ら冬を迎えて燃料の高騰がどうなっていくのか。
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時期になるとかなり上がってきます。それと、円

安傾向がどうなるのか、これは我々コントロール

できない部分ですけれども、なかなか利上げが日

本はできないので、結果的に円安に流れていくと

ころですから、アメリカのほうではまた利率が上

がってくるので、これ日本の利率が上がるとかな

りインパクトが大きな話になりますので、その辺

のことも見据えながら、頭の中にあるのは冬を迎

えてのところでどういうことになるのかというの

を少し推計しながらやらなければならない。方策

としては、第１弾、第２弾と分けながら交付金で

いろんな支援をできればというふうに思っており

ます。

馬場部長のほうから議論を加速するということ

でお話ありましたし、市長のほうからも、これは

大事なことですということで指示を受けておりま

すので、さらに庁内で議論を加速して政策判断し

てまいりたいと思います。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひスピーディーな〇１３番（高橋伸典議員）

庁内議論を進めていただいて、早めに交付金をし

っかりと配付していただきたいなというふうに思

います。

できれば、先ほど言ったように、住民税非課税

の部分は分かります。でも、そこの部分を含めた

世帯も検討していただけることが必要かなとすご

く思っています。

本当大変です。年収１５０万円ぐらいから２０

０万円の方々が一人の親を、年金３万３，０００

円ですよ、月。３万６，０００円かな、それぐら

いしかもらえないのです。それを一緒に扶養して

生活している方々たくさんいるのです。それも含

めた庁内議論を私はしてほしいな。だから、３０

０万円、４００万円、５００万円の年収をもらっ

ている人は省いてもいいのかな。そこの、本当に

目の届かない部分、１００から２００万円の間の

年収の方々で非課税世帯持っている方々、そこの

助けが今絶対必要だと思います。これ間違いなく

必要です。これやっていかないと、その世帯の方

々大変な思いされます。生活困窮、独り親、子供

のいる方、これも含めてしっかりと対策を練って

いただくことを要望したいというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。

時間もありませんので、次に移りたいと思いま

す。

次に、後遺症外来の部分は分かりました。今本

当に子供がすごくかかっている状況であります。

そして、私の知っている方の後遺症は味が分から

ないという。働いていますからそうなのですけれ

ども、ひどい方は罹患後症状といって、働いても

倦怠感ややる気をなくしただとか、休日になった

ら一日中、家のこともできないでぼおっとしてい

るだとか、そういう方々もおられると聞いていま

すし、いろんな方いるみたいです。そういう方々

をやっぱり市として、体の症状のみならず、精神

面だとか社会面でしっかりアプローチすることが

行政として大事なことかなというふうに思ってお

りますので、先ほど保健所さんにつなぐというこ

とで言っておりました。地域のかかりつけ医で名

寄でやっているということで馬場部長は言ってい

たのですけれども、この後遺症外来、しっかりで

きるかかりつけ医って名寄は何件ぐらいあるので

しょうか。具体的にというか、何件ぐらい。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

今般一般質問い〇健康福祉部長（馬場義人君）

ただいて、中身についていろいろ保健所やら道や

らに問合せやら相談なりさせていただいていると

ころでございます。私、先ほど答弁させていただ

いたかかりつけ医ということは、まず一般の私も

含めた市民の方々についてはファーストコンタク

トをするためのかかりつけ医を、ふだんちょっと

風邪引いたとか、ちょっと調子が、おなかが痛い

とかというときに診てもらえるお医者さんを見つ

けましょうということは市でも道でも国でも御案

内をさせていただいているところです。

まず、コロナの症状に見舞われて、その後もし
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調子が悪いとかということであれば、かかりつけ

医の先生にまず御相談してくださいというところ

です。そのかかりつけの先生から、先ほど議員御

指摘いただいた専門外来というか、後遺症外来と

かにつなげていただくという形で、道のほうでも

札幌市では後遺症外来を一般のホームページで公

表しているのですけれども、北海道については保

健所等々では押さえているようなのですけれども、

私ども市町村だとか市民の皆さんに公表を今のと

ころしていないということでございますので、そ

れは私どもで御相談いただいたものは受け取って、

もしくはかかりつけ医の先生のほうから紹介して

いただくというような形になるものかと思ってお

ります。

以上です。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇１３番（高橋伸典議員）

したら、名寄には今のところ専門の後遺症外来

の担当できるかかりつけの病院、または市立病院

等々はできないから、旭川に行くしかないという

ことなのでしょうか。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

申し訳ございま〇健康福祉部長（馬場義人君）

せん。それも含めて、後遺症外来を名寄市内で設

置しているかどうかということを公表していない

という状況でございますので、診てくださる先生

もいるのかもしれないのですけれども、現在のと

ころはかかりつけ医と保健所のほうでそういう内

容については押さえていらっしゃるのかなという

ふうに思っているので、まずはそういう後遺症で

悩んでいる方がいらっしゃったら、保健センター

もしくは保健所のほうに御相談いただければ、し

かるべき医療機関につなげていただくだとかとい

うような対応はできるかなというふうに思ってお

ります。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇１３番（高橋伸典議員）

本当にこの罹患後症状を持たれている方、精神

的な面、社会的アプローチ、しっかり支えていっ

てあげることを要望したいというふうに思います。

次に、公正な選挙執行について、これは施設で

立会人を決めなければいけないだとか投票干渉が

ないことを選挙管理委員会が見に行っているとい

うことなので、これからもしっかりと進めていた

だきたいということをお願いいたします。

最後に、選挙の投票率を上げる部分でのお話を、

残り時間１７分ですけれども、行いたいというふ

うに思います。

まず、皆さんの言うのは、名寄市役所に期日前

投票に来て、あそこの階段上るのが大変、障がい

者の方は、あのスロープに行くのが大変。呼んで

も、来てくれるけれども、エレベーターで上がっ

て、あれも大変、おっかない。いろいろあるので

す。だから、根本はバリアフリーのところで期日

前投票をする以外に私はないと思います。根本的

に名寄市役所内でそこをできるのかといったら、

できるといったら食堂ぐらいかなとか、そこら辺

ぐらいしかないのです。上ではやっぱり期日前投

票、高齢者、障がい者の方々に上がってこいよと

いうのは、もう選挙やらなくてもいいよというぐ

らい大変なことだというふうに私は思います。そ

の部分は、改善をしていただきたいなというよう

に思うのです。そこの部分を、部長、どうお考え

なのか。

部長は、もうあそこしかないのだ、毎回言われ

ます。分かるのです。あそこしかないのは分かる

のですけれども、やはり高齢者と障がい者が安心

して投票に行ける場所を作ってあげない限り、こ

れは投票率を上げるだけでなく、選挙に行く権利

の方々のお礼だと思うのです、私は。そこの部分

を、やっぱり改善をお願いしたいなというふうに

思っているのですけれども。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

名寄庁舎の関係でお〇総務部長（渡辺博史君）

話がございました。

総務、施設管理を私どもの業務として携わって
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おりますので、その部分で申し上げますと、基本

的に昭和４３年に名寄庁舎が建設されまして、こ

の間大規模改修なんかもしながら今に至って、そ

してあとこの庁舎も公共施設の個別施設計画等で

は、あとしばらくは長寿命化を図ってと、適切な

維持管理を図りながらということで、この施設を

当分は使うという形で考えているところでござい

ます。

そういう部分におきまして、基礎的な環境の整

備ということも含めて、十数年前でしょうか、ま

ずピロティーから入ってきて、エレベーターもな

く、長い階段があって、スロープも急だというこ

ともある。あと、１階から２階に福祉部門がある

のですけれども、そちらに行くのもやっぱり階段。

エレベーターが止まらない、そういう根本的な課

題があるということで、これを解消するにはもう

抜本的に改築するしかないということも含めまし

て、十数年前に階段昇降機というのを１，０００

万円以上かけて２台設置したところでございます。

あれにつきましては、昭和４３年に建った建物が、

やっぱり当時はそれでよかったのでしょうけれど

も、今現状に合わないという形で、基礎的に環境

整備をさせていただいたというところで理解して

いるところでございます。

あの階段昇降機につきましては、選挙のみなら

ず、福祉のほうに行くにも、そのために設置した

というものでございます。なかなか、あの昇降機

を使うのに勇気が要るだとか、皆さん注目すると

いう部分もあるのですが、私どもとしてはぜひあ

れを使っていただいて、すぐ呼び鈴を押していた

だいて、当然市民課の窓口の職員ですとか、選挙

があれば選挙の事務従事者も研修を受けて、すぐ

操作できるようになっていますので、あの昇降機

を否定されると、この庁舎自体の存在が難しくな

るという形もありますので、私どもとしてはぜひ

あのものを普通に使っていただいて、呼び鈴を押

していただいて、職員がすぐ来ますので、普通に

使っていただければと思いますし、議員の皆さん

ももしそういう問合せがあったときには、普通に

使ってくださいと。そのためにあるものですから

という形でやっていただければ、私どもは嫌な顔

一つせず、親切に対応させていただいて、昇降機

を活用させていただきたいと思いますので、どう

ぞよろしくお願いします。

あと、基本的に名寄庁舎でとか、風連庁舎もそ

うなのですけれども、期日前投票所の場所になっ

ているということについては、恐らくどこの自治

体も庁舎と支所が期日前投票所の場所になってい

るということもありますし、私ども実は選挙管理

委員会は総務課ですとか、あと風連でしたら選挙

管理委員会は地域住民課ですか、全て兼務で行っ

ていまして、あとは住民基本台帳の機械的なこと

もありますし、やはりあそこでやるのが一番効率

があるという形で期日前投票所と指定させていた

だいておりますので、御理解をいただければと思

います。よろしくお願いします。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

庁舎改修できないの〇１３番（高橋伸典議員）

も知っています、私は。壊してしまうと崩れるの

も分かりますし……

（何事か呼ぶ者あり）

ぼろくないです。そ〇１３番（高橋伸典議員）

ういう構造なのです。分かるのです。だから、分

かるのですけれども、改修すれだとかどうのこう

のは私は一切言いません。

そして、先ほど部長はここに住民票の機械なん

かがあるからというふうに言われておりましたけ

れども、ほかのところは文化センターと大型商業

施設でできないのかという市民の方からあって、

調べさせていただきました。

青森県の弘前市、ここではある大型商業施設に

期日前投票を移動しております。そして、ここの

部分では光回線、これが入っている。ここは役所

の施設があるのです。そして、システム関係費、

追加ライセンスで約９０万２，８８０円、もう一

つ２８万１，８８０円、そこに市民生活センター
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が入っているから、それの修繕費で２万５，００

０円で約１２０万円ぐらいでここはできている。

そして、期日前投票、２万３，５５３人投票者数

があったのですけれども、この大型投票施設では

８，２１１名、期日前投票の約３０％の方々が投

票に行ったというふうに書いてあります。

そして、秋田市では、ここも市役所の施設が大

型商業施設に入っていますから、回線引込み初期

で４３万９，０２０円、選挙用にかかるイーサネ

ット回線使用料で１２万７，４４０円、期日前投

票システム運用手数料で１１万４，７２０円かか

っています。ここも期日前投票が約４１％、そし

てこの４１％のうち２０．７％が４０代以下の方

が投票されています。

もう一つが青森市、ここも大型商業施設です。

今回６９．２５％の投票率だったのですけれども、

その全体の２２．２５％、だから相当の数、３分

の１の方がこの大型商業施設で投票を終わってい

るということなのです、期日前投票で。費用は２

１７万円、ネットワーク構築費用１７２万円、あ

と人件費１６万７，０００円、会場費で１３万円。

名寄でも一応できるのでないかなというふうに、

この部分を見たら思うのです。名寄の行政型のサ

ーバーがあって、そして全部そうなのです。民間

企業のネットワークに一回入れて、そしてモバイ

ル接続専用スイッチで抜けて会場のほうに行って

いる。可能なことは可能だというふうに私は感じ

るのですけれども、部長が言う名寄市のために費

用が大変なのですというのはすごく重々分かるの

ですけれども、可能なのは可能ではないですか。

そうなれば、市役所ではなく、違うバリアフリー

のところの行政の施設で、まちの真ん中ぐらいで

期日前投票を全体でやれれば、私は高齢者、障が

い者の方含めて来れると思うのですけれども、そ

の部分どのように考えておられるのかお聞きした

いと思います。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

今議員おっしゃるの〇総務部長（渡辺博史君）

は、名寄庁舎を期日前投票所から外しても、大型

商業施設だとか、そういうバリアフリーのところ

でやったほうがいいのではないかという話なのか

なと思います。

今やっているところ、私どもとしては３か所プ

ラス大学、４か所で実施しているというところで

ございます。

先ほど申し上げましたけれども、市役所ですと

か名寄庁舎ですとか、風連庁舎ですとか、智恵文

支所につきましては、そこそこの地域の代表とい

うか、庁舎という形でこれまでもそこで設置して

投票所として利用させていただいたというところ

もありますし、先ほど申し上げましたが、職員も

兼務でやっていますので、それぞれの業務をそれ

ぞれ並行しながら効率よくやっているという部分

でございます。

確かに、例えば名寄庁舎が、期日前投票所の多

くは名寄庁舎が多いのですけれども、そこをやめ

て、どこか商業施設にやるというのは可能かもし

れませんけれども、どうでしょう、市民の皆さん

も含め、それについては様々な御議論があろうか

と思いますので、今後選挙管理委員会の中でもそ

ういう市議会で御意見があったということも伝え

ていきながら議論していければと思います。

以上です。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

よろしくお願いしま〇１３番（高橋伸典議員）

す。

本当に投票率を上げるというのは、市民が安心

して行ける場所、名寄市役所が安心して行ける場

所でないというのでないです。本当に投票に行き

たいなという、だから行政のバリアフリーの建物

で私は全然構わないと思います。市民が行きやす

い方法を模索していただいて、安心して投票でき

る体制を整えていただくことを要望いたしまして、

質問を終わりたいと思います。ありがとうござい

ます。

以上で高橋伸典議員の〇議長（東 千春議員）
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質問を終わります。

都市公園の在り方について外１件を、三浦勝秀

議員。

議長より御指名いただ〇５番（三浦勝秀議員）

きましたので、通告順に従い、質問させていただ

きます。

大項目１、都市公園の在り方についてお伺いい

たします。都市公園とは、都市公園法によって設

置や管理に関する基準が定められ、国や地方公共

団体が設置、管理を行う都市施設であり、公共イ

ンフラの一つです。都市における人々のレクリエ

ーションの空間や良好な都市環境の形成、都市環

境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確

保、豊かな地域づくりに資する交流の空間の提供

など、役割を担っています。

近年、都市公園のストックは増大する一方、施

設の老朽化、財政状況の厳しさを受け、都市公園

のストックの適切な維持管理を行う環境は年々厳

しさを増しています。

本市においては、名寄市公園施設長寿命化計画

を策定し、遊具の新設等、適切な公園の維持管理

に御尽力いただき、公園の整備は一定程度進みつ

つあると理解するところでございます。

しかし、その一方で公園施設の老朽化で本来持

っていたポテンシャルを十分に発揮できていない

都市公園も散見されることが懸念されます。

小項目１、市内の公園のトイレを見ると、老朽

化が進んでいる場所があると思いますが、現状と

今後の改修計画についてお知らせください。

小項目２、都市公園のストック再編等の検討に

ついてお伺いいたします。都市公園の在り方につ

いて議論する上で、人口減少による需要の低下に

ついても考えていくべきだと思います。都市公園

は、本来多様な機能を発揮して、都市の機能維持

向上に寄与するべきであり、みだりに廃止するべ

きではないと考えています。しかし、今後公園の

周辺人口が減少することで利用が見込めなくなり、

その設置目的を十分果たせなくなる都市公園が発

生することも見込まれます。施設を集約、再編す

ることも都市全体の将来像の実現に向けた全体的

な計画の中で進めていくことが必要と考えますが、

理事者の御見解をお伺いいたします。

次に、大項目２、観光産業施策についてお伺い

いたします。観光産業は、旅行業や宿泊業だけで

はなく、交通業や飲食業、小売業なども含め、裾

野の広い産業です。地域経済の影響は極めて大き

いものです。いまだ新型コロナウイルス感染症の

影響を受け、感染防止対策に取り組むことが必要

ですが、感染状況を見極めた上で地域経済に活力

を取り戻すといった観点からも、観光振興にも取

り組んでいくことが必要であると考えます。

観光業の皆様にとっては、大変厳しい状況が続

いており、飲食業を経営されている方にお話を聞

きますと、多くの補助制度で今までは大変助かっ

ているが、もしコロナ禍以前の元どおりに戻った

としても、人材不足等の影響により規模を縮小し

て営業をせざるを得ない状況になる可能性がある

とお聞きしています。

政府においては、新型コロナウイルスの感染者

が療養のために待機する期間について短縮する方

針を示すなど、変異型の発生や感染拡大に備えつ

つ、社会経済活動を正常に近づける措置を打ち出

しています。観光庁も様々な支援策やコンテンツ

を造成し、多く予算づけしており、観光産業の本

格的な復興を見据え、力を入れていることがうか

がえるところです。

小項目１、これから改めて地域の観光事業者を

しっかりと支援する取組が必要であると考えます

が、市のお考えをお聞かせください。

小項目２、テント等イベント備品の更新や修繕

についてお伺いいたします。行政報告で加藤市長

からありましたように、アスパラまつりやふうれ

ん白樺まつり、てっし・名寄まつりなど様々なイ

ベントが久しぶりに開催されました。てっし・名

寄まつりについては、過去最多の観客動員数とお

伺いしているところでございます。理事者の皆様
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も御承知のとおり、イベントの運営にはテント等、

様々な備品が必要です。本市が管理されているテ

ントにおいては、骨組みの破損や天幕の老朽化が

著しく確認されているところでございます。イベ

ントにおける安全面での配慮や来場者へのホスピ

タリティーの観点から適切な修繕や更新が必要で

あると考えます。テント等様々な市民団体が利用

するイベント備品の更新についてどのように進め

ていくのかお知らせください。

以上、壇上からの質問とさせていただきます。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

三浦議員からは、〇建設水道部長（東 聡男君）

大項目で２点にわたり御質問いただきました。大

項目１は私から、大項目２は産業振興室長からの

答弁となりますので、よろしくお願いします。

初めに、大項目の１、都市公園の在り方につい

て、小項目の１、公衆トイレの現状と改修計画に

ついてお答えします。本市においては、都市公園

として位置づけられている公園は３１か所ござい

ます。名寄児童公園のような最も身近で、公園か

らおおむね２５０メートル範囲内の街区にお住ま

いの方が多く利用する街区公園が２４か所、大学

公園のようなおおむね５００メートル範囲内の近

隣区にお住まいの方が多く利用する近隣公園が３

か所、名寄公園のような都市部全般の方が休息、

観賞や散歩、遊戯、運動など総合的に利用するこ

とができる総合公園が３か所、道立サンピラーパ

ークのような市町村の区域を超え、広域のレクリ

エーションの需要の場としてお送りをする広域公

園は１か所あり、公園の整備につきましては設置

から維持補修を重ね、平成２２年度に策定した名

寄市公園施設長寿命化計画に基づき整備を進めて

まいりました。

全３１か所の都市公園の中でトイレが設置され

ている都市公園は２０公園あり、設置されている

トイレの数は名寄公園は３か所、浅江島公園は２

か所、サンピラーパーク森の休暇村も同じく２か

所、そのほかの都市公園は１か所ずつ１７公園に

設置されており、合計で２４か所となります。

トイレの設置後、改築や改修からの経過年数の

状況については、２０年未満が６か所、２０年か

ら２９年が１１か所、３０年から３９年が５か所、

４０年以上が２か所となっております。経過年数

２０年から２９年が最も多い４６％と、およそ半

分を占めています。

本市では、公園のトイレを利用する際に快適で

清潔な環境を提供するために、必要に応じた修繕

や定期的な清掃を実施し、設備の維持を図ってま

いりました。しかしながら、使用頻度や設置され

た場所、早い段階で破損箇所を修繕できているか

など、それぞれのトイレの状況に違いはあります

が、長年使用しているトイレについては、臭いや

汚れの染み、経年による老朽化が進んでいること

は承知をしております。

今後の公園トイレの改修につきましては、これ

までと同様に定期的な清掃を行うとともに、利用

頻度や経年劣化、破損などの状況をしっかりと把

握し、昨年度実施した大きな公園アンケート調査

により市民からいただいた意見を踏まえながら、

現在トイレの具体的な改修年次計画は定めており

ませんが、噴水やトイレなど公園施設全体の改修

内容について検討し、進めてまいりたいと考えて

おりますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。

続きまして、小項目２、都市公園のストック再

編等の検討についてお答えいたします。都市公園

の整備に関する考え方は、都市公園法や都市公園

法施行令などにより、住民１人当たりの標準的な

敷地面積が定められているほか、自治体が都市公

園を設置する場合、都市公園の分布の均衡を図り、

かつ防災、避難等、災害の防止に資するよう考慮

するとともに、居住する市民が様々な利用目的に

応じて都市公園としての機能を十分に発揮するこ

とができるように配置をし、その敷地面積を定め

るものと規定されております。

また、このように整備された都市公園は、多様
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な機能を有しているため、社会資本のストック効

果も多様となっており、都市公園の効果が示され

ております。例えば１つ目には、生活の質の向上

効果として生物の多様性の確保、二酸化炭素の吸

収、健康運動、レクリエーションの場となり、心

身の健康増進に寄与、子供の健全育成の場を提供、

地域コミュニティーの活動拠点、良好な町並みの

形成効果を有してございます。２つ目には、安全

安心効果として災害発生時の避難地や防災拠点と

しての活用により、都市の安全性を向上させる効

果を有している。以上のような都市公園のストッ

ク効果があり、市街地形成において重要な役割を

担っております。

本市におきましても、都市公園は生活関連基盤

の一つに位置づけられていることから、安全で快

適な緑豊かな都市環境の形成を推進し、豊かな生

活環境の実現に向け都市公園法と法令に基づいた

整備を積み重ね、現在の都市公園の整備のストッ

クとなっております。

また、公園施設においては、平成２２年度に名

寄市公園施設等長寿命化計画を策定し、遊具や照

明灯、石積み擁壁、人道橋などを計画的に更新し、

安全で安心な公園環境の維持を図ってまいりまし

た。

市街地の徒歩圏内にある身近な存在として整備

された街区公園や敷地が広く、自然豊かで様々な

施設が整備された総合公園や近隣公園、これらは

市民に対し散歩やパークゴルフを楽しんだり自然

観察や子供と遊べる場であったり、町内会活動の

憩いの場としても目的に応じて公園を活用してい

るものと認識しております。

人口減少に伴う都市公園の集約、再編に対する

考え方についてですが、街区公園や近隣公園、総

合公園の配置状況を見ますと、このほとんどが人

口集中区域内、ＤＩＤ地区というのですけれども、

この区域の中、もしくは隣接地に配置をされてお

り、それぞれの地区に市民が居住されていること

を鑑みますと、生活基盤の一つとなっている公園

の廃止等については今の段階では検討できる公園

はないと考えておりますけれども、将来的に人口

が減少していく中での公園の在り方については、

今後も状況をしっかりと分析し、調査研究してま

いりますので、御理解くださいますようよろしく

お願いいたします。

私からは以上です。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

私から大項目の〇産業振興室長（田畑次郎君）

２、観光産業施策についてお答えいたします。

初めに、小項目の１、観光事業者への支援につ

いてですが、新型コロナウイルス感染症が国内で

流行し始めてから２年半が経過しましたが、この

未曽有の世界的危機に対して、国や道により外出

や外食の自粛など、経済を止める施策が取られた

ことから、経営維持に資する国の給付金や道の協

力支援金に加え、本市においては６度にわたる給

付金による支援や３度のプレミアムつき商品券事

業への支援を行ってまいりました。

本市の給付金では、飲食業、宿泊業及びバス、

タクシー業を手厚く支援するとともに、業種によ

らず支援することで裾野の広い観光関連産業の経

営維持に努めてきたところです。

また、プレミアムつき商品券においては、１回

目は飲食店限定、３回目は一部を飲食店限定とす

ることで飲食業者の支援に努めてまいりました。

感染の第７波が落ち着きを見せつつある中、９月

８日には国はウィズコロナに向けた政策の考え方

を決定し、感染防止と社会経済活動の両立を図る

方針とされたところです。そのための施策として、

道による旅行者支援であるどうみん割は、利用対

象者が青森県民と福島県民まで拡大され、期間も

９月３０日まで延長されました。このほか、国に

おいてはＧｏ Ｔｏ トラベルに代わる全国旅行

支援を近く開始する調整に入ったとの報道もあっ

たところです。

また、道による飲食店利用促進支援事業は、第

三者認証店を対象としたプレミアム率２５％のプ
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レミアムつき商品券で、９月７日時点で１０５店

の市内認証店のうち、この事業に参加している飲

食店は４２店となっており、紙クーポンと電子ク

ーポンの両方に対応する必要がありますが、利用

者がスマホなどで読み込む２次元バーコード、い

わゆるＱＲコードが送られてくる方式のため、初

期投資を必要とせず、非接触決済が可能となり、

感染防止対策と利用者の利便性が図られることか

ら、より多くの飲食店に御参加いただくことで、

広く支援が行き届くものと考えております。

市が実施する事業者対策に関して、地方創生臨

時交付金における原油価格・物価高騰対応分につ

いては、国が示す活用可能な事業として大きく生

活者支援と事業者支援に分かれ、事業者支援では

地域の物流の維持に向けた経営支援や宿泊事業者、

旅行業者、観光関連産業に対する経営支援など１

３項目と多岐にわたっています。

また、今般新たに電力・ガス・食料品等価格高

騰重点支援地方交付金が創設され、その中におい

ても推奨支援メニューとして生活者支援、事業者

支援とそれぞれに幅広く細かく例示をされており

ます。

限られた財源の中で市民や市内事業者のために

最も効果的な対策を実施するためには、これから

冬を迎える時間軸も見極めながら慎重に検討しな

ければならないと考えており、国や道の施策を注

視しながら、経済団体や研究機関と緊密に連携し

てまいります。

一方で、本市では全部改正した中小企業振興条

例に基づき、店舗のリニューアルや創業支援、事

業所の人材育成支援を拡充したほか、事業承継を

支援するメニューなどを創設し、前年に比べ２倍

以上の予算規模を確保して、観光産業に携わる事

業者を含め中小企業の支援に努めているところで

ございます。

次に、小項目の２、テント等イベント備品の更

新や修繕についてお答えいたします。各種イベン

トの運営には、テントをはじめとして様々な備品

が必要になりますが、基本的には各種イベントを

実施する実行委員会や協議会などの団体が準備す

べきものと考えております。しかし、実際にはテ

ントや机、椅子などの備品を市などが所有し、健

康の森や文化センターなどの市の施設で分散保管

しており、市が実行委員会に参画する大型イベン

トをはじめ、市内各イベントにおいて使っていた

だいております。特にあぐりん館に保管されてい

るテントについては、産業まつり実行委員会が相

当程度昔に購入したものが中心で、アスパラまつ

り、てっし・名寄まつり、産業まつり、雪質日本

一フェスティバルなど使用頻度も多いため老朽化

が著しく、安全性や衛生上支障を来すものもある

ことから、利用者からは更新や修繕を希望する声

があることは承知しているところでございます。

以上で私の答弁とさせていただきます。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁いただ〇５番（三浦勝秀議員）

きましたので、確認含めて再質問させていただき

ます。タブレットで不慣れですが、御了承くださ

いませ。

まず、都市公園のトイレについて、細かくいた

だきました。それで、なぜこの話をさせていただ

いたかというと、利用者の方から、部長もおっし

ゃられていたように、臭いのほうとか、そういっ

たところが気になるということのお話をいただき

ました。そういったところも御答弁でお話しいた

だいて、認識はされているとのことでした。なの

で、こちらの臭い、汚れについては今光触媒のタ

イル等、何かいろんな臭い軽減の素材も出てきて

いるみたいなので、そういったものも改修になる

のかな。その改修等についても考えていられると

いうことで承知いたしました。

もう一つ、和式のトイレが利用しづらいよとい

ったお話もあるのですが、和式を洋式にするとい

うお考えについてあるのか、お聞かせいただきた

いなと思います。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）
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今ありました、〇建設水道部長（東 聡男君）

水洗ではあるのですけれども、和式の便器が多数

ございます。こちらを洋式化ということは、当然

私どものほうにも多く要望もいただいてはいると

ころなのですけれども、いかんせんそこの部分に

つきましてはその改修をするのであれば、ただ便

器だけを取り替えるという手法もあるのですけれ

ども、今の状況であればトイレの躯体そのものの

老朽化もございますし、公園であれば本来であれ

ばバリアフリー対応とかも考えてということの整

備も考えていかなければならないのですけれども、

そうなってくると便器だけでなくて総体を考えて

いかなければならないということも併せて考えて

いかなければならないものですから、その辺具体

的に便器の取替えだけということではなくて、そ

こも含めた公園全体の中で考えていきたいなと。

具体的にいつという、どの部分という、どのぐら

いの箇所ということはないのですけれども、将来

的にはそういう部分で検討しながら進めてまいり

たいと考えているところでございます。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございます。〇５番（三浦勝秀議員）

バリアフリーについても次にお聞きしようかな

と思ったのですが、考えられているということで

理解しました。

風連と、あと徳田地区ですか、ユニット型のト

イレの設置もあると思うのですが、ああいったも

のに更新をするほうがこれから、今費用のお話も

あったと思うのですが、ユニット型に移行してい

くという形という考えなのか、確認させていただ

きたいなと。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

具体的にユニッ〇建設水道部長（東 聡男君）

トありきということではなくて、やはりいろんな

人が多目的で使われるということもあります。街

区公園ではなかなかトイレ全体ということは考え

にくいのですけれども、もしかしたらユニットと

いう、議員おっしゃられるとおりに考え方もある

かと思いますけれども、やっぱり多くの人が利用

される公園につきましては、少しトイレに求めら

れている、いろんな部分で、トイレだけではなく

て、今ですとおむつ取り替える台もないわという

ようなこともいただいてございますので、その辺

も併せてということなので、やはり公園の規模、

種類に応じてその辺も考えてまいりたいなと思っ

てございますので、御理解願いたいと思います。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございます。〇５番（三浦勝秀議員）

今本当におむつのことも次お聞きしようかなと

思った。全部先に考えて答えていただいていると

いうことで、住民の方にアンケートでもあって、

しっかりいただいているということで、これから

すばらしい地域、地区に合ったトイレになってく

るのかなというふうに思います。ありがとうござ

います。

では、次に街区公園、今のところ集約などの計

画はないということは、今のまま続け、管理され

ていくのかなというふうに理解しました。

個別的な大学公園のことで１点お伺いしたいの

ですけれども、大学公園って利用者が大体南側に

車、路上に駐車されて利用されていると思うので

すが、こういった駐車場の整備については難しい

と思うのですが、一応考えをお聞かせいただきた

いと思います。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

大学公園につい〇建設水道部長（東 聡男君）

てということで、多くの方が隣接している大学の

駐車場を使っていいのだろうかというお問合せも

よくいただいたりもするところなのですけれども、

なので近傍の道路に車を一時的に止めてという利

用もあろうかと思うのですけれども、今のところ、

公園の今ある部分を潰して駐車場にしていこうと

かという計画は具体的には私どもでは今持ってい

ないということになります。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

すみません。もう一回〇５番（三浦勝秀議員）
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確認したいのですけれども、大学公園の利用者が

名寄市立大学の駐車場を使うというのはできない

ということでよろしいですか。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

はい。正式に言〇建設水道部長（東 聡男君）

うと、好ましい形ではないので、この場では使え

ませんという回答になろうかと思います。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇５番（三浦勝秀議員）

路上駐車がそのままいい、悪いと、いろいろあ

ると思うのですが、安全面に配慮した公園運用で

きるように、しっかり検討もしていくことが必要

と思うのですけれども、今のところ一定程度整備

のことは、大学公園の駐車場等の整備は考えてい

ない。あと、大学の駐車場も基本的には利用でき

ないということでございます。これ安全に配慮す

るために、うまい工夫とかというのは何か……

（何事か呼ぶ者あり）

提案はないのですけれ〇５番（三浦勝秀議員）

ども、安全にやっぱり、あそこ一定程度学生さん

もいらっしゃいますし、そんな人通り少なくはな

いと思うのですけれども、安全に使うために路上

駐車というのはやっぱりちょっと危険性があるの

かなというふうに、どうお考えになりますか。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

今考え方という〇建設水道部長（東 聡男君）

ことになれば、今駐車場を増設したりだとか中に

公園潰してということはないということで、では

安全対策をどういうふうに考えていくのだという

部分については、公園アンケートの中でもその辺

の要望もいただいてございますので、考えてまい

りたいと思いますけれども、駐車場を造るという

ことになると、隣接する大学も潰さなければなら

ないのかだとか、別に公共用地取得をして公園の

駐車場を整備しなければならないのかということ

も検討はいたしますけれども、基本的にあそこの

公園は設立当時から駐車場のない公園を、駐車場

を整備している公園はあまり多くはないのですけ

れども、市で計画をしたものですから、そういう

ような市民の声があるということは承ってござい

ますので、そういう部分も併せて将来的に公園の

大きな改修が考えられる場合には考えてまいりた

いと思います。早急に今、では駐車場を隣接地に

整備ということは難しいかなというふうに思って

いますけれども、将来的にはということで考えて

いきたいと思います。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇５番（三浦勝秀議員）

大学公園も、名寄市にはすばらしい公園がたく

さんありますので、そういったところを車で行か

れる方、利用されるといいのかなと思います。

トイレと公園については、以上で終わります。

大項目２つ目、観光事業について再度質問、確

認させていただきます。観光事業者について、今

まで国や道の支援メニュー、また本市のメニュー、

何度も何度も田畑室長とは議論させていただいて

いる内容で理解いたしました。

具体的にこれから市として新たな、先ほどもい

ろいろ今までの事例挙げていただきましたけれど

も、これからの市の施策について具体的な方向性

等見えているものがあればお伺いしたいなと思い

ます。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

先ほどの答弁で〇産業振興室長（田畑次郎君）

も、これまで観光関連産業をはじめとして中小企

業対策として様々に支援をさせていただきました。

これから、特に観光関連産業におきましては、

ウィズコロナ、アフターコロナということで、本

日の新聞紙面でもどうみん割などを追い風に管内

の観光地で客足が戻るといった記事もありました。

これまでのような支援とは異なって、特に観光関

連産業についてはどうみん割ですとか、あるいは

先ほど申し上げた国全体での旅行支援もこれから

始まるというような報道もありましたし、あるい

は一方で北海道の認証店に対するプレミアムつき

商品券、要は消費を喚起する取組において観光関
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連産業を盛り上げていくという方向性が正しいの

ではないかと考えております。

私どもも今年度からスタートした観光振興計画

においても、ウィズコロナ、アフターコロナ、そ

してポストコロナに向けて、その段階に応じた対

策を進めていこうと考えております。そういった

中では、今後コロナ禍というところは落ち着きつ

つありまして、今後物価高騰等はありますけれど

も、国からの交付金は先ほど申し上げたとおり様

々なメニューが示されておりまして、その中では

限られた財源の中で市民にとって、あるいは市内

事業者にとって最も効率的な使い方をしなければ

いけないと考えているところでございますので、

観光関連産業についてはやはり消費を喚起すると、

あるいは旅行需要を盛り上げていくというような

ことを進めていくことが観光関連産業については

大切なことではないかと考えているところです。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

国や道の支援もありつ〇５番（三浦勝秀議員）

つ、市としては消費喚起が重要という今お話だっ

たのかどうか確認、そこの１点だけお願いします。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

市として消費喚〇産業振興室長（田畑次郎君）

起ということよりは、観光関連産業については消

費を喚起する、あるいは旅行需要を盛り上げるこ

とが必要で、そのためには私どもも観光振興計画

に基づいて観光施策をやっていこうと。市として

どうするかというのは、先ほどの交付金の使い方

ということで、様々なメニューがある中で市民、

そして市内事業者に最も適切な使い方が時間軸も

含めてあるのではないかということで、今現行で

使えるどうみん割ですとか、これから使えること

になるであろう国の旅行支援ですとか、あるいは

認証店を支援するプレミアムつき商品券といった

北海道や国の需要喚起策だとか、そういったこと

を使っていただいて、市としてはどうするのが適

切かというのは広い視野で検討しなければいけな

いと考えているところです。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

といいますと、具体的〇５番（三浦勝秀議員）

なメニューを今は検討段階なのか、そこを、すみ

ません。検討されているのかどうかお聞かせいた

だきたいなと思います。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

本定例会の一般〇産業振興室長（田畑次郎君）

質問で多くの議員の方からも様々な角度で経済対

策あるいは生活支援も含めて議論があったと思い

ます。それらも含めて、市として観光関連産業あ

るいは中小企業対策について、今の段階でこれを

するというものがあるわけではありません。幅広

くこれから検討しなければいけないと考えている

ところでございます。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇５番（三浦勝秀議員）

もちろん観光関連産業以外もすごく大変なとこ

ろはたくさんあることも承知していますので、総

合的に判断して、適切な対応をお願いしたいなと

いうふうに思います。

小項目２、具体的にテントについてお伺いしま

す。いわゆる今室長もおっしゃっていたように、

最後あぐりん館に保管されているテントの老朽化

については把握されて、利用者から修繕や改修の

希望ありというところで御答弁終わっていました

が、そのありという言葉を受けて、市としてどう

したほうがいいのかなというふうに考えがあれば

お聞かせいただきたいなと思います。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

そういった声が〇産業振興室長（田畑次郎君）

あるというところもありますし、実際三浦議員も

私も一緒に作業をしながら、その老朽化の度合い

を実感しているところでございます。

そこの、いわゆる更新をどうするかといったこ

との考え方なのですけれども、先ほど申し上げた

とおり市だけではなくて、様々な団体が所有する

ものを市の様々な場所に分散保管をされていて、

その中でも特にあぐりん館のものですとか、ある
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いは風連庁舎ですとかといったものの老朽化が著

しいところでございます。ただ、これらテントに

ついては、各施設あるいは各所管の判断により予

算要求をするということになっておりまして、例

えばあぐりん館に保管されているテントについて

は、今年度修繕費用の予算措置をしているという

ことで聞いておりまして、損壊著しいパーツの修

繕あるいは更新を予定しているというように聞い

ております。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

修繕について深く掘り〇５番（三浦勝秀議員）

下げていきたいなと思うのですけれども、イベン

トのテント耐用年数なのですが、約１０年とされ

ているのです。その答弁から産業まつりのすごく

昔に買っていただいたということで、多分耐用年

数は大きく超えているのではないかなと思うので

すが、この耐用年数すごく超えているものを修繕

で、一括に買うには財政的ないろいろ問題もある

と思うのですが、どれくらいのサイクルで新しく

その修繕の計画だとなるか、分かればお知らせく

ださい。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

市あるいはほか〇産業振興室長（田畑次郎君）

の団体等で保管されているテントについて、その

供用開始の時期だとか調べたのですけれども、例

えばあぐりん館にあるものですと追えないという、

不明というぐらい古いものでした。ですので、今

三浦議員がおっしゃるような耐用年数ははるかに

超えているのだと思います。

ただ、一方でその修繕に関する計画、大きな施

設のように改善計画、修繕計画を立ててやってい

るものではないのは実情のようで、その時々に応

じて、今回もあぐりん館のものが予算措置したも

のは数量全てを取り替えるようなものの予算は到

底難しかったものですから、一部を更新あるいは

修繕していくといったものになります。それぞれ

で判断することになりますので、計画的にという

ことではないのですが、やはりあまりにも使えな

いようなものは替えていかなければならないとい

うことで、それぞれの所管で判断をして予算要求

をしていくということになってございます。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

では、一回あぐりん館〇５番（三浦勝秀議員）

で保管されているテントにフォーカス当てていき

たいのですけれども、あぐりん館で保管されてい

るテントの所管部署はどちらになられるかお知ら

せください。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

あぐりん館のテ〇産業振興室長（田畑次郎君）

ントは、一応担当部署としてはあぐりん館が農務

課だということで農務課にはなっているのですが、

これは市の所有というものではなく、これはなよ

ろ産業まつり実行委員会が一応所有することにな

っています。しかも、その中で実行委員会で購入

したものですとか、市民から寄贈いただいたもの

も含まれているということで、様々なものがあり

ます。ですので、そのものを今回、やはり老朽化

が著しいということで、農務課のほうで予算措置

をしたということになってございます。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

分かりました。〇５番（三浦勝秀議員）

実行委員会であったり、そういったところが所

有しているということで。

今のお話聞いていると、管理体制がはっきりし

ていないということがそもそも何かこの老朽化に

つながっているのではないかなというふうに今感

じているのですが、テントの管理についても……

すみません。確認になるのですが、農務課の所管

ということでよろしいですか。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

御存じのとおり、〇産業振興室長（田畑次郎君）

先ほども例示をしましたけれども、農務課が所管

をするイベントとしては産業まつりがありますが、

あのテントを最も使っているのは恐らく観光に関

するイベントだと思います。ただ、管理という点

でいきますと、議員おっしゃるとおりあぐりん館
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が農務課所管であるということで、あぐりん館に

保管をしているから、今は管理といいましょうか、

担当というのでしょうか、農務課になっているこ

とになりますが、その管理ということになります

と、あぐりん館そのものが管理として十分な施設

かということにもなってきますので、老朽化ある

いは修繕等について、緊急を要するということで、

今所管をしている農務課が予算措置をしたのです

けれども、あぐりん館で保管しているテントにつ

きまして、形の上では今農務課が管理というか所

管をしておりますが、管理というところでいうと、

明確なものはないというのが実情だと思います。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

今室長からもおっしゃ〇５番（三浦勝秀議員）

ったように、そもそもあぐりん館で管理するのが

適正かどうかという話もありますし、管理してい

るのがどこか分からないというか、はっきりして

いないという御答弁だったと思います。

そういった中で、経過年数、何年たっているか

分からないテントを貸し出しているわけです。一

般のというか、民間の方。そこに来場者とかもい

らっしゃるわけで、そういった経過年数が超過し

ているものを貸し出すということについて、どの

ように捉えているのか、再度お聞かせいただけれ

ばなと思います。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

そこに至ってい〇産業振興室長（田畑次郎君）

きますと、答弁の一番最初に申し上げたところに

行き着いてしまうのですけれども、基本的には各

種イベントを実施する実行委員会や協議会はその

イベントを実施するところがそのテントについて

本来用意すべきものであったり管理すべきものと

いうことになってしまうので、そうなりますと今

所有が産業まつり実行委員会というふうになって

おりますので、どこがということになれば、表向

きの答えとしてはそのようになるかと思います。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

すみません。最後のほ〇５番（三浦勝秀議員）

う聞こえなかったので、もう一度お願いします。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

管理がどこかと〇産業振興室長（田畑次郎君）

いうところを明確にするとなれば、それは所有す

るところということになるのだと思うのです。今

あぐりん館のテントは、どこが所有するかといい

ますと、なよろ産業まつり実行委員会ということ

になっておりますので、実行委員会が管理、判断

していくことになるということです。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

産業まつりの実行委員〇５番（三浦勝秀議員）

会が管理ということで、今私がお聞きした、要は

その耐用年数、経過年数、破損等されているもの

をお貸しすることに対してお伺いしたのですが、

そこについて御答弁いただいていないかなという

ふうに思うのですが、お知らせください。

橋本副市長。〇議長（東 千春議員）

あぐりん館の中のテン〇副市長（橋本正道君）

トについては非常に古くからということで、私も

平成８年ぐらいから農務課ということで、そのと

きからあぐりん館のテントでありました。過去ず

っと、平成の最初から産業まつりで使っていると

いうことで、恐らく産業まつり実行委員会のほう

で購入したということなのですが、その財源とし

てやはり市のほうからの負担金も含めて出て、そ

の中で買ってあぐりん館で使用している。実際に

は、その財政上、ここの修繕や何かについては、

この管理そのものは農務課なのですけれども、産

業まつり実行委員会の事務局も農務課で持ってお

りますので、農務課で一時的に管理して、修繕等

があれば財政的な支出もしているので、過去財政

課長の査定においては農務課から上がってきた修

繕料でやっているということになります。

物品は、この所在ですとか管理の最初に関わる

主体は農務課ということでここは整理ついたので

すが、元については産業まつり実行委員会のもの

ですので、これをお貸ししているときには当然使

用料とか取っていないという状態になりますので、
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こういうテントですけれども、使っていただけれ

ばという形でそれぞれの実行委員会と、暗黙の了

解も多少あるかと思いますけれども、そういう中

で進めているということになるかと思います。

お尋ねのテントですけれども、おっしゃるとお

りかなり古い、重い、立てるのも大変ということ

で、もう３０年以上前からのテントということで

あります。ただ、その当時は実行委員会で買った

ものですとか市民の皆様の善意で寄贈いただいた

ものもありますけれども、次第に時代にそぐわな

くなってきている部分もあるかと思います。様々

なイベントに必要なものですので、これは管理、

それからこれからどうしていくかということにつ

いては、これは関連する部署のところもあります

ので、再度今度の予算査定に向けてどうするか、

細かい話もありますけれども、詰めていきたいな

と思います。

そのほか大学にもテントありますし、それぞれ

の保育所ですとか学校にもテントがあるので、包

括的にどういう管理するかというのは難しい問題

ですけれども、御指摘のとおり老朽化しているも

のについてはどこかの段階では替えていかなけれ

ばならないと思っておりますので、その辺につい

ては予算査定のときでも少し話ししてみたいなと

思っております。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございます。〇５番（三浦勝秀議員）

よろしくお願いします。

それで、私もいろんなまちでイベント等参加さ

せていただいて、結構きれいなのです、他の市町

村のイベントに出していただくと。それで、ほか

のまちに行ったから分かる部分ということでお伝

えさせていただきました。副市長から大変力強い

お言葉もいただいたので、よろしくお願いしたい

と思います。

あと、小項目に戻っていいですか。大項目２の

小項目１でお伺いし忘れたのですけれども、観光

というところで名寄市の駅前というのもやっぱり

一つの観光といいますか、来訪者、受入れの顔に

なってくる部分だと思うのですが、以前街なか運

動会で分かっている部分かなと思うのですが、ア

ーケードの老朽化であったり、インターロッキン

グ、５丁目、６丁目の床、あれがぼこぼこになっ

ていたり、雑草ですか、ああいったものが大変多

く生えていて、観光客を受け入れる駅前の通りと

してはあまりふさわしくないのかなというふうに

感じたのですが、その点についてお考えをお聞き

したいと思います。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

駅前通、もちろ〇産業振興室長（田畑次郎君）

んＪＲで来られた方はまずそこを見られるわけで、

おっしゃるとおり、あそこは観光の重要な受入れ

の場所になるのかなというのは同じ思いをすると

ころでございます。

そのアーケードの状況がよろしくないというよ

うな御意見もありましたけれども、これについて

は私ども様々な中小企業の支援の中で、あそこの

対象とするものが要件と、条件にもよりますけれ

ども、あるものもありますし、アーケードの全て

においてできるわけではありません。通常の管理

のもので随時補修しているところはございますけ

れども、全体の状況については個別に御相談、御

対応できる範囲において対応できるものについて

は対応したいと思います。

東建設水道部長。〇議長（東 千春議員）

今アーケードの〇建設水道部長（東 聡男君）

路面のインターロッキングブロックが波打ってい

るという話になってくると、私どもの市道の歩道

ということで管理施設にはなるのですけれども、

あそこインターロッキングブロックという性質上、

やっぱり経年変化で少し波打ってきたりというこ

ともございますし、数年前には一度一斉整備かけ

たという経緯もございますが、これ以降もなかな

か、少し波打っているぐらいで補修ということは

難しいかと思ってはいるのですけれども、あまり

状況、やっぱり目玉、駅前通なものですから、状
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況を見ながら、また補修等は重ねていきたいなと

思っていますけれども、今状況が悪いというお話

いただいたのですけれども、現場のほうを確認さ

せていただいて、また都市整備課のほうと調整し

ながら進めるという形になろうかと思いますので、

よろしくお願いいたします。

三浦議員。〇議長（東 千春議員）

現場のほう確認いただ〇５番（三浦勝秀議員）

けるということで、あれは本当に車椅子でも通る

のが多分大変なぐらいの段差になっている部分、

木の根っこが多分入ってきているというお話も伺

って、そういったところも根本その木を管理しな

ければいけないのかなというところもあると思い

ますので、状況を確認いただくというお話いただ

きましたので、その状況に合った管理していただ

くことをお願いして、質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。

以上で三浦勝秀議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

１３時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時４９分

再開 午後 １時００分

休憩前に引き続き会議〇議長（東 千春議員）

を開きます。

名寄市のＤＸ推進について外１件を、高野美枝

子議員。

議長の指名があり〇１２番（高野美枝子議員）

ましたので、令和４年第３回定例会に当たり、通

告順に一般質問をいたします。

大項目１、名寄市のＤＸ、デジタル・トランス

フォーメーション推進について質問いたします。

３年目に入ったコロナ禍の影響もあり、国ではデ

ジタル庁を設置し、本格的なデジタル社会が名寄

市にも求められています。市内には光回線が入り、

小中学生には１人１台のタブレットが支給され、

議会もＩＴ化に向け動いているところでございま

す。今盛んに言われているＤＸ、これは一体何で

すか。市民や職員のために、どのように便利で有

益なことを想定しているのですかという声をお聞

きしているところです。デジタル環境にない方の

不安をお聞きすることもあります。そこで、ＤＸ

推進について３点質問いたします。

小項目１、現状と課題について。国によるデジ

タル基盤改革支援補助金により、名寄市ＤＸ推進

事業がスタートしました。名寄市における現状と

課題についてお聞きいたします。

小項目２、マイナンバーカード等との連携につ

いて。マイナンバーカード、保険証や免許証との

連携も進められています。申し込むと特典がある

とのことですが、普及率とメリット、デメリット

についてお聞きいたします。

小項目３、市民への周知について。パソコンや

スマートフォンなどが得意な方もいらっしゃいま

すが、自分には全く関係がないと思われている方

や、そのような環境にない方もいらっしゃいます。

このような方への対応についてお聞きいたします。

大項目２、名寄市の教育課題について質問いた

します。岸教育長におかれましては、今年７月に

小野前教育長の後任として着任され、名寄市初の

特別職として教育長に就かれ、私も非常に大きな

期待を寄せている一人でございます。名寄市に住

んでまだ２か月余りではございますが、非常に困

難な環境の中で精力的に各種課題に取り組んでい

ただいております。そこで、名寄市の教育的課題

４点について質問いたします。

小項目１、名寄市の教育環境について。智恵文

義務教育学校や名寄中学校の改築など、老朽化し

た小中学校の改築が進められていくことになりま

すが、現状の名寄市の教育環境について、どのよ

うに捉えておられるのかお聞きいたします。

小項目２、部活動改革について。教職員の働き

方改革を踏まえた部活動は、現状の大きな課題の

一つと考えられます。部活動改革の推進に向けて、

今後どのように取り組んでいかれるのかお知らせ

ください。
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小項目３、コミュニティ・スクールについて。

コミュニティ・スクールは、小野教育長から引き

継ぐ課題とされています。今後どのようにコミュ

ニティ・スクールの推進に取り組んでいかれるの

かお知らせください。

小項目４、いじめ問題について。全国的に問題

となっているいじめの問題について、改めて教育

委員会の取組や考え方についてお知らせください。

以上、この場からの質問といたします。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

高野議員からは、大〇総務部長（渡辺博史君）

項目で２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２は教育部長からの答弁と

なりますので、よろしくお願いします。

初めに、大項目１、名寄市のＤＸ推進について、

小項目１、現状と課題について申し上げます。近

年のデジタル社会の到来やコロナ禍の対応を踏ま

えて、国は昨年９月にデジタル庁を発足し、新た

な日常の原動力として制度や組織の在り方などを

デジタル技術やデータを活用して変革していくデ

ジタル・トランスフォーメーションを強力に推進

しています。

このことを踏まえて、本市では令和３年度にデ

ジタル推進担当を設置し、推進体制を整備すると

ともに、デジタル化や情報通信技術といった専門

的なアドバイスや支援をいただくため、昨年１０

月にデジタル外部人材を任用しました。本年度に

つきましては、ＤＸ施策を横断的かつ計画的、効

果的に推進する組織として、庁内にＤＸ推進組織

委員会を設置したほか、国のデジタル基盤改革支

援補助金を活用し、本市におけるＤＸ事業推進の

ため様々な取組を進めることとしております。

具体的な取組としては、デジタル化を推進する

ための本市の基本計画として、名寄市ＤＸ推進計

画を策定するほか、戸籍や国民健康保険、固定資

産税などにおける情報システムの標準化、児童手

当の受給申請や認定請求、要介護、要支援認定の

申請などの行政手続のオンライン化などであり、

現在実施に向けた準備を行っております。

また、これらの事業実施に当たって、市役所内

部の業務量を調査し、どの手続にどれくらいの時

間を費やしているのか、重複している手続や事業

はないかなど、デジタルの視点から洗い出し、業

務改善を行えるよう進めていく予定です。

課題といたしましては、今後様々な施策や手続

でデジタルの活用が進められると想定される中、

デジタルが不慣れな方への対応や職員も含めたデ

ジタル人材の育成や確保などが上げられます。今

後ともデジタルを活用して利便性が向上するよう、

市民目線に立った施策運営を行うとともに、市民

全体がデジタル化を実感できる社会となるよう努

めてまいります。

次に、小項目２、マイナンバーカード等との連

携について申し上げます。現在のマイナンバーカ

ードは、身分証明としての本人確認のほか、確定

申告や特別定額給付金のようなプッシュ型の行政

サービスなどで活用されておりますが、日常生活

を送る上でそれほど利用する機会が少ないため、

なかなか普及が進まない状況となっており、普及

率につきましては８月末現在で国が４８％、本市

では４４％の交付状況となっております。

しかしながら、昨年１０月から保険証としての

利用が可能になりましたし、近い将来にはデジタ

ル基盤を構築することで窓口を訪れることなく、

必要な手続をオンラインにより可能にするなど、

マイナンバーカードは今後のデジタル社会の重要

なツールになるものと考えております。先ほど申

し上げた令和４年度末を目途に進めている行政手

続のオンライン化についてもマイナンバーカード

の利用は必須であることから、今後活用する機会

が増加するものと想定しています。

現在国では、期間を１２月末まで延長してマイ

ナンバーカードの取得申請を行うと、最大２万円

のポイントがもらえるマイナポイント第２弾を実

施しており、デジタル環境の構築に向けた普及啓

発を図っているところです。
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本市としても、様々な場面でマイナンバーカー

ドの活用を想定していることから、市民への丁寧

な普及啓発に努めるとともに、国の動向を注視し

ながら市民の利便性が向上したと実感できるよう

な取組を進めてまいります。

次に、小項目３、市民への周知について申し上

げます。急速にデジタル化が推進される中、デジ

タル機器の活用が不得手で不安を抱えている方が

いらっしゃることは認識しております。このこと

を踏まえ、特に高齢者への配慮については、誰一

人取り残されない、人に優しいデジタル化の理念

の下、前向きにデジタル機器を活用したいと考え

ている方への対応として、デジタル機器に触れる

場の提供と啓発を実践していこうと考えています。

現状におきまして、デジタル活用における格差

解消支援策の一環として、おおむね６５歳以上の

市民を対象に７月と９月に高齢者向けスマホ教室

を開催し、定員１０名のところ合計４回の開催に

対し３６名の市民の方々に御参加いただきました。

まずは、使って慣れて触れてみるを基本に、スマ

ートフォンの基本的な操作や検索の仕方、地図の

見方など、少しでも関心を持っていただくような

内容としたところです。参加者からは、スマート

フォンに恐る恐る触れながらも、操作がうまくい

ったときに笑顔がこぼれるなど、楽しみながら取

り組まれていたものと考えております。

この高齢者向けスマホ教室については、デジタ

ル機器に触れるきっかけとして、今年度１１月と

３月にも継続して開催する予定です。今後もデジ

タル格差の解消に向けて高齢者向けスマホ教室な

ど、デジタル機器利用のきっかけとなるような取

組を進めるとともに、デジタル化に関心がない方

へはデジタル活用の有効性などについて様々な機

会を通じて啓発を行うなど、一人でも多くの方が

デジタル化の恩恵を受けられるよう取組を進めて

まいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、大項目２、〇教育部長（木村 睦君）

名寄市の教育課題について、小項目１、名寄市の

教育環境についてお答えいたします。

子供たちにとって、学校施設は一日の大半を過

ごす学習と生活の場であり、教育効果を高めるた

めの重要な施設であります。そのため、本市にお

いてはこの間、築年数を基本に老朽化が進行して

いる学校施設について、計画的に改築や改修を行

ってまいりました。しかしながら、学校施設の改

築には多額の事業費がかかること、学校施設以外

の老朽化した公共施設への対応などから、令和３

年度の市内小中学校の校舎等における耐震化率は

７６％であり、未耐震化の棟がある学校は智恵文

小学校、名寄中学校、名寄東中学校の３校となっ

ております。このうち智恵文小学校は義務教育学

校への整備に伴い耐震化を行いますし、名寄中学

校は今年度より基本設計を開始し、改築に向け進

めているところです。また、名寄東中学校につい

ては、市内小中学校施設の耐震化率１００％とな

るよう可能な限り早期に耐震化を進めてまいりた

いと考えております。子供たちの学習と生活の場

である学校は、耐震化をはじめとして十分な防災、

防犯性など安心感のある環境を整えることが極め

て重要でありますことから、教育委員会といたし

ましては学校施設の状況把握に努めながら、教育

環境の充実に向け取組を進めてまいります。

次に、小項目２、部活動改革についてお答えい

たします。現在国においては、少子化の中でも将

来にわたり子供たちがスポーツや文化、芸術に継

続して親しむことができる機会の確保と学校の働

き方改革を推進し、学校教育の質の向上を図るこ

とを目的に、中学校部活動については休日の部活

動の段階的な地域移行を目指した部活動改革の取

組を推進しております。そのため、本市において

は今年度より学校と地域の実情やニーズを踏まえ

たＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業を開

始し、現在は登録いただいた２３名の部活動指導

員の配置や３つの合同部活動で部活動学校間バス
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の運行、さらに９月末からは８つの部活動でＩＣ

Ｔを活用して外部の専門コーチからオンラインで

指導を受ける取組を進めるところです。部活動改

革については、これまでの歴史や部活動に携わる

方々の思いや考え方も多様であることから、様々

な課題が山積しております。一朝一夕には本市に

適した部活動は確立することとはなりませんが、

学校、保護者、地域、スポーツ団体などと協議を

重ねながら、本市の実態を踏まえた事業の推進に

努めてまいります。

次に、小項目３、コミュニティ・スクールにつ

いてお答えいたします。本市では、平成２９年に

智恵文小学校と智恵文中学校をコミュニティ・ス

クールとしたことを皮切りに、令和元年６月に全

ての学校をコミュニティ・スクールといたしまし

た。また、令和２年６月には全てのコミュニティ

・スクールに地域学校協働活動を推進していく地

域学校協働本部を位置づけるとともに、地域学校

協働本部には地域の窓口となって地域学校協働活

動を効果的、効率的に展開する役割を担う地域コ

ーディネーターを任命しています。残念ながら、

コロナウイルス感染症の影響により、学校運営協

議会の開催や地域学校協働活動の取組ができない

状況となっておりましたが、今年度は各学校で運

営協議会が開催され、年間の活動計画や地域学校

協働活動による学校の支援について協議がされて

おります。今後は、学校と地域住民等が力を合わ

せて学校運営に取り組むコミュニティ・スクール

と学校と地域が相互にパートナーとして行う地域

学校協働活動の一体的な推進が必要です。そのた

めには、学校と地域をつなぐ役割を担う地域コー

ディネーターの研修会や相互の情報交換などを実

施し、地域の状況を学校運営へ積極的に情報提供

を行うとともに、学校運営協議会での目標や方針

を共有した上で地域学校協働活動の推進を図れる

ような体制づくりを進めていく必要があると考え

ております。教育委員会といたしましては、地域

とともにある学校づくりと学校を核とした地域づ

くりの取組がさらに充実するような、必要な支援

に努めてまいります。

小項目４、いじめ問題についてお答えいたしま

す。いじめは、決して許されるものではないこと

から、いじめ根絶に向け、教育委員会においては

平成２６年度に名寄市いじめ防止基本方針を策定

し、いじめの未然防止、早期発見、早期解消、そ

の他いじめの防止等のための対策を推進しており

ます。継続的な取組として、各学校においてはい

じめに関するアンケート調査を年２回実施し、ど

んなささいなことでも見逃さず、解決に向けて保

護者と連携を図りながら対応してきております。

また、名寄市内の全小中高等学校の児童会、生徒

会の代表者が集い、各学校のいじめに対する取組

について意見交換を行う名寄市小中高いじめ防止

サミットを開催し、名寄市全体でいじめを根絶す

るという意識の醸成を図っております。今年度も

７月２１日に開催し、各学校でのいじめ根絶に向

けた活動やネットいじめの防止策について具体的

事例を取り上げ、協議いたしました。教育委員会

といたしましては、今後ともこうした取組を各学

校と連携して継続していくとともに、特にサミッ

トの取組が各学校に着実に浸透し、児童会、生徒

会を中心とした児童生徒による主体的な活動によ

って、いじめを絶対許さない学校づくりが一層推

進されるよう取り組んでまいりたいと考えており

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

答弁いただきまし〇１２番（高野美枝子議員）

たので、再質問をしたいと思います。

名寄市のデジタル・トランスフォーメーション

推進について現状と課題ということで、様々な時

代の流れというか、コンピューター時代、ＩＴ時

代、いろいろな面で免れない状況なのかなという

ふうに思っております。７月に推進委員会を設置

して取組を進めてきておられるということなので

すが、どのようなメンバーで、今税務、介護保険、
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障がい者福祉、進んでは国民健康保険、国民年金、

後期高齢者医療など、そこら辺のこともあっての

進み方だというふうにお聞きしたのですけれども、

具体的にどのような取組を目指しておられるのか

お聞きしたいと思います。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

今ＤＸ推進組織委員〇総務部長（渡辺博史君）

会についての御質問をいただきました。

デジタル社会の到来とともに、市役所の庁内で

すとかの業務改善ですとか地域課題もございます。

今後取り組むべきＤＸの課題は、さらに多くなっ

ていくというところでございます。このことを踏

まえまして、７月にＤＸ施策を組織横断的な連携

により推進するために、市長を委員長に副市長、

教育長、そして９部長職で構成する名寄市ＤＸ推

進組織委員会を設置したというものでございます。

どんなことをやっていくかというところでござ

いますけれども、要綱の所掌事務としてはＤＸ推

進事業の取組に対する進行管理及び関係各部の連

携、ＤＸ推進事業の総合的な調査及び対策の企画

立案、その他ということでありまして、計画的、

効果的にデジタル施策の企画運用を図りまして、

スピーディーにその施策を実践できるような判断

を行うと、そういう機関として位置づけていると

ころでございます。

また、この委員会の下部組織として係長職以下

の一般職員で構成するワーキンググループを複数

設置しているところでございます。これらのグル

ープにつきましては、企画立案ですとか様々な施

策を検討していくというところでございますが、

具体的には情報システムの標準化ですとか行政手

続のオンライン化、あと基本計画策定といった庁

内のＤＸと。あと、子育てですとかその他都市計

画ですとか、地域課題における地域ＤＸの部分に

ついて議論を進めていくという形で構成している

というところでございます。職員にとっては結構

重たい業務になろうかと思いますけれども、今後

ＤＸ推進は必須でございますから、組織横断的に

柔軟な発想で施策に反映できるように私ども事務

局も含めて努めてまいりたいと思います。

以上です。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

庁内横断的に全員〇１２番（高野美枝子議員）

がＤＸに向かって進んでいるということに、非常

に課題も大きいことでしょうけれども、市内地域

課題、また職場のいろいろな様々な取組の中でＤ

Ｘが生かされていくのかなというふうに受け取り

ました。

格差解消のために高齢者向けのスマホ教室を実

施されまして、３６名の参加者がおられたとのこ

とですが、募集についてはなかなか知らなかった

という方もいたのですけれども、どのような内容

で実施し、実施効果についてはどのように分析さ

れて、また開催されるということなのですけれど

も、何か特徴的なことがございましたら、本当に

楽しくて笑い声があふれるような講習会だったと

いうことはお聞きしているのですけれども、課題

もあったのかなというふうに思うのですけれども、

そこら辺をお聞きしたいと思います。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

先ほどの答弁でも申〇総務部長（渡辺博史君）

し上げましたけれども、デジタル格差解消のため

に７月と９月に高齢者向けスマホ教室を開催しま

して、合わせて３６名の方に御参加いただいたと

ころでございます。先ほど申し上げましたけれど

も、おおむね６５歳以上の方を対象としまして、

デジタル機器に少しでも触れて慣れていただくこ

と、そういうことを目的として開催させていただ

きました。

募集の方法ですとか、その部分ですけれども、

参加者募集に当たりましては一応各回定員１０名

という形で募集させていただきまして、名寄市の

広報ですとか新聞広告、名寄市のホームページ、

ラインなどの媒体を活用したほか、市長の定例記

者会見ですとか、あと町内会連合会の懇談会です

とか、そういう様々な場面で周知させていただい
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たところでございます。

参加された方のお話を聞くと、名寄市の広報を

見て申し込まれた方が半数以上もあったというこ

とから、今後も周知については紙媒体も含めて様

々な手法でも周知しようと思っていますが、名寄

市広報がかなり効果があるなと実感しているとこ

ろでございます。

あと、スマホ教室の内容でございますけれども、

スマートフォンの文字入力ですとかカメラですと

か地図ですとか、主に基本的な操作方法ですとか、

あと検索の方法などを学べる内容としまして、ま

ずは使って触れて楽しむということを基本に実施

したということでございます。

教室につきましては、これから１１月と３月に

も開催予定としております。現段階では、なかな

か総体的に効果ですとか分析しているところでは

ございませんけれども、一応やっている状況を見

ますと、参加された方は熱心に受講されて、スマ

ートフォンを使いたいと、使えるようになりたい

といった、前向きに学ぶ意欲を持った方が多くお

られまして、私どもとしては大変好評を得たので

はないかと考えているところでございまして、今

後も取りあえず今年度あと２回やるということで

ございますが、引き続き普及啓発を含めまして取

組を進めてまいりたいと考えています。

以上です。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

大変好評だったと〇１２番（高野美枝子議員）

いうことで、でもやはり１時間とか２時間ではな

かなか理解できないというふうに、私もなかなか

大変苦労しておりまして……思いますので、その

方たちがまた次の段階に行くとか、そこにも行き

着けない、行きたいけれども、行けないという方

の声も多くお聞きしたものですから、誰でも行け

るのだよという、今部長がおっしゃったようなこ

とを広報とか何かに載せていただいて、大丈夫だ

よということで、またお声がけしていただきたい

なというふうに思います。

今マイナンバーカードのことでも説明していた

だきまして、お得感が今あるので、申し込みたい

けれども、当初から言われていることなのですけ

れども、やっぱり情報がマイナンバーカード１枚

で集約されるということですね。それで、やはり

紛失などしたり、高齢化するとどこに何を置いた

か分からなくなるとかということで、セキュリテ

ィーとか保管のことで非常に不安を感じている方

が多いのですけれども、そのような不安にはどの

ように考えているのかお聞きいたしたいと思いま

す。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

マイナンバーカード〇市民部長（廣嶋淳一君）

に関するセキュリティーの関係で御質問いただき

ました。

カードにはＩＣチップが入っておりまして、そ

こに電子証明のほか、氏名、住所、生年月日、性

別の４種類の情報と、それからカードには顔写真

がついておりますので、顔写真と、それから個人

の番号、カードに記載されている情報がそのカー

ドの中に入っております。それ以外の所得ですと

か資産などの情報については入っておりませんの

で、大丈夫かなというように考えております。

また、カード作成するときに暗証番号設定をい

たしますけれども、それも例えばどなたか違う方

が拾って暗証番号を入力すると、一定程度の回数

間違うとロックがかかってしまうということと、

無理にＩＣチップからデータを引き出そうとする

と、チップが壊れるというような仕組みになって

おりますので、カードには厳格なセキュリティー

がかかっておりまして、安全性としてはデメリッ

トはないというふうに考えておりますけれども、

既に交付された方、それから今後申請される予定

の方に対しては、そういったメリット、安全性に

ついては周知しながら、交付率の向上につなげて

いきたいというふうに考えております。

以上です。

高野議員。〇議長（東 千春議員）
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やはりパソコンだ〇１２番（高野美枝子議員）

とかスマートフォンだとか、いろいろな関係でセ

キュリティー、強めれば強めるほどもっと上のい

ろんなことがあるということで、なかなかそこの

ところが心配な方がやはり多いですし、私も心配

かなというふうに思っていますけれども、具体的

な重点取組事項として国のほうでもセキュリティ

ー対策の徹底ということを上げていますので、安

心していいのかなというふうに思いますし、そこ

は個々人の判断によるところなのかなというふう

にも感じてお聞きしていました。

それで、市民への周知ということなのですけれ

ども、新型コロナワクチンの接種の予約のときに

大変混乱いたしまして、私の仲間でもスマートフ

ォンに替えたり、ラインアプリの活用について取

り組んでいきまして、一定程度分かったかなとい

う感じで受け取られている方もいらっしゃいます

けれども、そのような高齢者もいらっしゃいます

けれども、なかなかそういうことができない、分

からない、そのままになっている方も多く、先ほ

ど４３％のマイナンバーカード普及率ということ

なのですけれども、先ほどから言われている、誰

一人取り残されない、人に優しいデジタル化につ

いて、誰一人取り残さないというのが普通なのだ

と思うのですけれども、誰一人取り残されないと

いうところに何か思いがあるのかなというふうに

感じているのですけれども、そこら辺お話しいた

だきたいと思います。

渡辺総務部長。〇議長（東 千春議員）

さきの答弁で申し上〇総務部長（渡辺博史君）

げましたけれども、積極的というか、前向きにデ

ジタル機器を活用したいと考えられている方々に

つきましては、先ほどのスマホ教室もその一環で

ございますけれども、きっかけづくりですとか、

あとそういうデジタルに慣れる場の提供ですとか

啓発活動に随時取り組んでいきたいと思っていま

す。

また、デジタル化に関心がないだとか、不慣れ

で遠慮したいという方もいらっしゃると思います

けれども、あとはそういう環境にない方。折に触

れデジタル活用の重要性ですとか利便性について

啓発していきたいと思いますし、一人でも多くの

方がデジタル化で環境が変わった、生活しやすく

なっただとか、そういう実感できるような取組を

進めていきたいと思います。

なお、デジタル化については、デジタル社会一

気に進んでおりますけれども、やはり様々啓発し

たり、いろいろうちも活動していく、取組は進め

ていくというところなのですが、どうしてもやっ

ぱりデジタル化に対して難しいと考えている方は

いらっしゃると思います。例えば、先ほどワクチ

ン接種の予約のときの話もされていましたけれど

も、ワクチン接種のとき、あのときは市役所に電

話いただいて、市のほうで職員が代行してやった

ということもありましたし、聞いた話だと町内会

の皆さんがそういうお年寄りの方を支援して、代

わりに予約したという話も聞いていますし、そう

いった地域と連携して、我々も含めて支えていく

ような取組もしていきたいと思いますし、仮に窓

口業務ですけれども、例えばオンライン化が進ん

だだとか、そういう場合になったからといって、

今現状やっている窓口の手続をやめるだとか、そ

ういうことは考えておりませんので、基本的には

今の状況は継続しつつ、デジタル化については啓

発を進めながら過ごしやすい、そういう環境をつ

くっていきたいと考えておりますので、御理解を

お願いします。

以上です。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

私も取り残された〇１２番（高野美枝子議員）

くないので、ぜひ誰一人取り残されないというこ

とで進めていってほしいと思いますし、やはり先

ほど町内会とかとおっしゃっていましたけれども、

周りの人たちがいろいろ聞き合ったり教え合った

りできるような、そのような雰囲気になっていけ

ればいいのかなというふうに思います。
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あと、名寄市からのお知らせとかコロナ感染情

報などの情報ですね、たくさんの市民にラインア

プリでお知らせいただいていますけれども、スマ

ートフォンだとか持たない、アプリ受信の環境に

おられない方には……持っている方にはリアルタ

イムに情報が届きますけれども、そのような環境

にない方との差があるのではないかと心配してい

るところなのですけれども、そのような方への対

応ということについてはどのように考えているか

お聞きしたいと思います。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

情報のそれぞれ〇総合政策部長（石橋 毅君）

発信ツールによって、届き方が違うというような

御指摘だと思います。

ちょっと脱線してしまうかもしれませんけれど

も、おかげさまで公式ラインも１万３，０００を

超える、友達としてつながっていただいている方

が１万３，０００まで来たと。単純計算すると、

人口のほぼ２分の１近くが一気に情報発信できる。

これは、まさに市民と共同でつくり上げた名寄市

の誇る情報発信ツールに育ったなというふうに感

謝しているところです。

実は、このラインでプッシュで通知している内

容については、地デジ広報というのをうちは導入

しておりますけれども、同じような内容のものが

ラインで発信したと同時にテレビの地デジ広報で

も同じ内容が見れる環境を提供しておりますので、

ぜひそちらのほうを活用いただければと思います

し、その導入したときには、全世帯に全戸配布で

御案内させていただいていますし、今月も、不定

期なのですけれども、広報の中で地デジ広報の活

用をということで御案内もさせていただいている

ところであります。私も出前講座とかで各町内会

に出向いたりする機会があったとき、いろいろ意

見交換させてもらうのですけれども、中には本当

に地デジ広報助かっているよということで感謝の

お言葉をいただいたりとか、そういう機会も増え

てきておりますので、ぜひとも議員のお力もお借

りしながら、ぜひ広めていただいて、我々もそう

いった言葉を励みにしっかりと満遍なく情報発信

には努めていきたいというふうに考えております

ので、よろしくお願いいたします。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

半分の方、１万３，〇１２番（高野美枝子議員）

０００、本当にすばらしいと思いますけれども、

１万３，０００は残っているということでござい

ますので、引き続き頑張っていただきたいという

ふうに思います。

あと、ＨＴＢですか、地デジ広報、私も見てみ

たのですけれども、あれラインに発信されたとき

だけなのでしょうか、それともずっと掲載されて

いるのでしょうか。私理解できなくて、見れない

でいるのですけれども、よろしくお願いいたしま

す。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

今月の広報でも〇総合政策部長（石橋 毅君）

御案内していますので、ぜひお試しいただければ

と思いますが、８チャンネルでのデータ放送を選

んでいただければ、市町村の広報というのが出て

きて、そこで名寄市というのを選べるようになっ

ていますので、そこで選んでいただければ名寄市

のお知らせということで見ることができますので、

ぜひ８チャンネルから入っていただければと思い

ます。よろしくお願いいたします。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

広報をくまなく見〇１２番（高野美枝子議員）

ているつもりだったのですけれども、見落として

おりました。帰って早速視聴させていただきたい

というふうに思います。

今お答えいただいたのですけれども、イベント

や講演会や災害情報など、公費、お金を使って市

が行う事業については、やっぱり広く全市民に周

知を行う必要があるというふうに考えるのですけ

れども、ラインやフェイスブックをはじめとして、

ＳＮＳを使って今もやっていただいておりますけ

れども、事前もしくはリアルタイムで発信を行っ
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ていくという考えについて、このＤＸについて変

わっていくのかなというふうにも期待していると

ころなのですけれども、その辺についてお知らせ

ください。

石橋総合政策部長。〇議長（東 千春議員）

基本的に、元に〇総合政策部長（石橋 毅君）

戻ってしまう議論になってしまうのですが、この

ＤＸって何なのかということを考えたときに、ど

うもデジタル化することが目的みたいな捉え方が

されているのですけれども、決してそこが目的で

はなくて、市民の皆さん方とか我々の生活が便利

になれば一番いいというところが一番の目的で、

その便利になる便利さがいいねと共感していただ

ける方は使っていただくというツールを増やして

いくということなのだと思います。その観点から

すると、今おっしゃっていただいたようにＤＸを

活用すればプッシュ型の情報発信もできるといっ

たところでいうと、産業まつりだったり、例えば

風連の街なかマルシェだったり、そういったよう

な大きなイベントについては、しっかりとライン

のほうでプッシュで通知させていただいている。

そうではない部分については、広報でしっかりと

そこは宣伝をさせていただいておりますので、そ

れぞれのＳＮＳをうまく活用しながら、ツールの

特徴をうまく利用して、最大限我々も努力してい

きたいというふうに考えております。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

今行事もコロナの〇１２番（高野美枝子議員）

中でございますけれども、防止策を完全にして今

いろいろ進められているところで、そういう情報

があればまた行ってみたいなというふうにも思い

ますし、いろんな方に情報が届くような取組を引

き続きしていただきたいというふうに思います。

自治体ＤＸの先進事例として、北海道では北見

市の窓口ワンストップ、あと那須塩原市だとか石

川市の電子申請システム、そして香川県高松市で

は、名寄市でも屋上にカメラ、市立総合病院とか

上げて見ていますけれども、川に、台風のシーズ

ンで川の水が増水されたときに監視するようなシ

ステムとか、あと長野県の伊那市なのですけれど

も、２０２１年に誰一人取り残さない持続可能な

社会の実現を目指して、伊那市ＤＸしあわせのま

ち宣言というのを行いまして、買い物困難者のた

めの支え合い買い物サービス、ゆうあいマーケッ

トというのが、利用者がケーブルテレビのリモコ

ンを操作して食料品や日常雑貨などを午前１１時

までに注文すれば、集落支援員やボランティアが

その日のうちに自宅に配達すると。物流ドローン

を活用することで、中山間地においても当日配送

が可能になったとか、モバイルクリニック事業と

いいまして、移動が困難な高齢者などのためにオ

ンライン診療専用車両が患者の自宅付近まで出向

いて、同乗した看護師がサポートしながら、クリ

ニックの医師とオンライン診察を行う、そういう

モデル地区として全国への横展開が期待されてい

るということで、総務省の冊子で見つけたところ

なのですけれども、市長におかれましては、ＤＸ

を進めることを公約に上げておられますけれども、

具体的にどのような事業を想定されておられるの

かお聞きしたいと思います。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

具体的にというか、これ〇市長（加藤剛士君）

から様々な事業が展開されていくと思いますので、

今ここで明言は避けますけれども、石橋部長から

もお話あったとおり、ＤＸはまさに市民の皆さん

の豊かさと利便性を向上させるために社会を変革

する、そのためのツールであるということであり

ます。

東京だとか人口の集中しているところと比べる

と、やっぱり一定の物理的なハンデはあるのかも

しれない。しかし、ＤＸによって、そうしたハン

デをなくす、さらには地域の魅力に変えていく、

そんなことも可能ではないかというふうに思いま

す。まずは、庁内の様々な手続をしっかりとＤＸ

化によって市民の皆さんにさらに利便性を感じて

いただけるような今改革をしていくということに
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なりますし、地域の中で今議員がおっしゃられた

いろんな課題があって、名寄市の中でもいろんな

課題を今抽出している段階でありますので、全て

一遍にいろんなことが全部ということにはなかな

かならないかもしれませんけれども、今出てきて

いる地域通貨の話だとかもそうだし、公共交通だ

とか除排雪の問題、こうしたこと、あと医療と介

護の連携、こうした事業は一定程度進んでいるも

のもありますので、そうした地域の課題もこのＤ

Ｘによってさらに改善、解決できるように、組織

の中でも今庁内組織を立ち上げて具体的な議論に

入っているというところでございます。そのため

には、やはりマイナンバーカードというのが我々

の役所の仕事をＤＸ化する中で必須であるという

ふうに思いますので、改めて市民の皆さんにこの

マイナンバーカードの取得に関して御理解と御協

力をいただければと思いますので、よろしくお願

いいたします。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

私たち市民福祉常〇１２番（高野美枝子議員）

任委員会では、研究テーマを健康寿命の延伸、フ

レイルの予防等を掲げて様々取り組んでいます。

今回も視察させていただいたところでは、運動す

ることによってポイントを付与し、それを地域通

貨として契約しているお店で使えると。市民皆ス

ポーツと地域経済の活性化というふうな取組をし

ているところに、よい方向に進んでいるというこ

とで学んできたところです。いずれにいたしまし

ても、２０２５年には、いわゆるガラケーがなく

なり、スマートフォンに移行するとのこともお聞

きしています。ＤＸ、デジタル・トランスフォー

メーションと言われますと、なかなか難しいもの

があるというふうに思いますけれども、今市長が

おっしゃった豊かさ、利便性を求めていくのだと

いうことで理解いたしました。誰一人取り残され

ない、人に優しいデジタル化を進めて、鋭意努力

していただきたいというふうに思っております。

次に、大項目２、名寄市の教育課題について再

質問させていただきます。様々小野教育長から引

き継いでいるところでございますけれども、岸教

育長におかれましては、これまで北海道教育委員

会において要職を歴任され、また多くの自治体の

教育行政について様々関わられてきたことと思い

ますが、着任されて、名寄市の教育環境について

どのように捉えられていらっしゃるのかお聞きし

たいと思います。

岸教育長。〇議長（東 千春議員）

ただいまの御質問は、〇教育長（岸 小夜子君）

名寄市の教育環境に対する私の所感というような

ことでよろしいでしょうか。

私、着任直後、学校施設につきましては小中学

校を訪問させていただいたところでございます。

各学校、全ての校舎が外観に特色があり、さらに

他市町村に比べると廊下が非常に広くて、普通教

室ですとか理科室、特別教室、図書室、体育館な

ど、いずれも建築された当時のデザイン、先端の

デザインとか設備が取り込まれているなというこ

とで、その時々に学校関係者の方はもとより、市

民の皆様の御意見をきちんと踏まえながら協議の

プロセスを大切にされて、学校が地域のシンボル

になるように、そして皆さんの思いが形になるよ

うに、そういうようなことで校舎が造られてきて

努力されてきたのではないかなという印象を持ち

ました。

また、近年の課題でございますけれども、子供

と教職員のＩＣＴ環境の整備ですとか、それから

コロナウイルスですとか熱中症対策で網戸の問題

ですとか扇風機の問題など、そうした課題が起き

るといろいろ対処が必要なのですが、そうしたも

のに非常に迅速に適宜対応されているなというよ

うな印象も持ったところでございます。

社会教育施設関係につきましては、まだ詳細見

ておりませんので、外からの印象でございますが、

確かに古いもの、新しいものございますが、これ

につきましても学校と同様に、やはり市全体で協

議を重ねながら、一つ一つきちんと名寄市として
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の特色を出そうということで計画的に造られてき

たのではないかなというような感想を持ってござ

います。

私といたしましては、ほかの市町村と比べると

いうふうなことになりましたときに、決して引け

を取らない。私自身は、非常にこの教育環境につ

いては自信を持って、これをベースにしながら仕

事をしていかなければならないというふうに思っ

ておりまして、本当に名寄市はその都度の教育課

題を受け止めながら教育環境の改善に努めてきて

いるなというふうに感じていますし、まだ私も子

供たちの様子というのは、学校訪問したときの様

子ですとか、それから名寄小学校を私は背中にし

ているものですから、子供たちの遊びの様子です

とか少年団の活動の様子、それからふだん土日、

まちを歩く中で子供たちに接していますけれども、

子供たちが非常に温かく伸び伸びとしていると、

そういうような印象も持っております。

本当に限られた予算の中で市議会議員の皆様や、

それから市職員の皆様をはじめとする教育関係の

ことにつきまして、本当に何か熱心に取り組まれ

てきた形が今ここに表れているのかなという、教

育都市宣言をされているという、まちにふさわし

い歴史を刻みながら環境を整えてきているような

印象を持ちましたので、私自身はこれまでのそう

いう皆様方の思いですとか歴史をきちんと踏まえ

ながら、社会の変化、時局というものがございま

すから、それから要請もございますので、そうし

たものに遅れを取ることなく、本市の教育課題に

しっかりと取り組んでいきたいと、そういうふう

に思っているところでございます。

以上でございます。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

何かお褒めの言葉〇１２番（高野美枝子議員）

をいただいたようで、教育都市宣言を掲げている

のですけれども、やはりここに住んでいますとな

かなか自分のところが見えないし、よそへ行って

初めて、ああ、そういうことなのだとかというふ

うに思うことも多いわけなのですけれども、教育

長が着任されて、やはり新鮮な目でこの名寄市を

厳しく評価をし、進めていっていただきたいとい

うふうに考えております。

次、部活動の地域移行についてはどのように考

えているか、岸教育長のお考えをお聞きしたいと

思います。

岸教育長。〇議長（東 千春議員）

部活動の地域移行に〇教育長（岸 小夜子君）

対する私の考えということでございますが、部活

動の地域移行につきましては、先ほど教育部長か

ら答弁がありましたように、この趣旨というのは

少子化の中で学校の部活動を支え切れなくなって

きている状況を踏まえまして、スポーツや文化、

芸術に継続して親しむことができる機会の確保と

ともに、それからそのことによって学校における

働き方改革を推進して、学校教育の質の向上にも

つなげていこうと。そういう意図があるというふ

うに認識しているところでございます。

子供たちは様々なスポーツや文化、芸術に触れ

たいと思っていても、生徒数が少なくなりますと、

どうしても先生の数も減りますし、そうした中で

部活動の数や種類というのは制限されることにな

ります。それから、学校の部活動で触れることが

できないスポーツや文化、芸術に今度は地域の中

で取り組みたいというふうに考えても、地域に指

導者がいなかったり活動できる場所がないという

ことになれば、またそこで子供たちの活動は制限

されることになるわけでございます。

こうした状況というのは、本当に地域によって

事情が異なって、その課題というのも様々である

というふうに考えておりまして、私としては今回

の部活動改革の地域移行ということは、それぞれ

の地域で子供たちが……子供たちはもとより、ず

っと大人の方々も生涯にわたってなのですが、地

域の方々がスポーツや文化、芸術に親しんで、そ

してそれを次世代に継承していくという、そうい

う整備をしていくことが問われているのではない
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かというふうに思っておりますので、この中学校

部活動の地域移行を考えるということは、そうし

た地域のスポーツや文化、芸術の環境を考えてい

くという契機になっているのではないかなという

ふうに思っているところでございます。

したがいまして、教育部長のほうでも答弁させ

ていただきましたが、私といたしましては今回の

このＮＡＹＯＲＯスタイル部活動改革推進事業、

これを通しながら学校、保護者、地域、スポーツ

団体などと協議を重ね、また市長、そして議員の

皆様、庁内関係部局の皆様の御意見も伺いながら、

本市の実態を踏まえた名寄市に適した部活動の体

制づくりということを整備できるように取り組ん

でいきたいと考えております。

以上でございます。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

あと、教育長が着〇１２番（高野美枝子議員）

任のときの言葉に、子供からお年寄りまで、市民

が生涯にわたって学び続け、豊かな人生を送れる

ような環境づくりをしていきたいというふうなお

言葉でございましたが、人生１００年時代、生涯

学習が非常に重要になってくると考えますが、環

境づくりへの具体的な考え方についてお聞きした

いというふうに思います。

岸教育長。〇議長（東 千春議員）

本市における教育環〇教育長（岸 小夜子君）

境づくりに対します私の考え方でございますが、

前小野教育長からは全ての市民一人一人の学びた

い気持ちに寄り添い、生涯にわたり学び続けるこ

とができる環境整備に不断の努力を行っていくよ

うにと、そういう引継ぎを受けているところでご

ざいます。

また、名寄市は、繰り返しになりますが、教育

都市宣言の理念の中に幼児教育から大学教育まで

の連携の下、学校、家庭、地域が手をつなぎ合い、

豊かな心と知性を育み、生涯にわたって生き生き

と学ぶというものがございます。これは、まさに

将来を見通しながら策定されているものでござい

ます。そして、さらに名寄市総合計画の基本目標

の中でも生きる力と豊かな文化を育むまちづくり

ということが示されておりまして、私といたしま

しては小野教育長からの引継ぎ、さらにはこの教

育都市宣言の理念ですとか、総合計画の目標、そ

れをしっかりと胸に刻んで取組を進めていきたい

というふうに考えているところでございます。

私が所管するところは、学校教育と、それから

生涯学習という社会教育ですので、その部署にお

きまして既に総合計画がございますから、それに

基づいて、それの取組を着実に進めていく。そう

した中で、生涯にわたって学び続ける豊かな環境

づくりということに取り組んでいきたいと考えて

いるところでございます。

以上でございます。

高野議員。〇議長（東 千春議員）

ＤＸ、デジタル・〇１２番（高野美枝子議員）

トランスフォーメーションの進展、そして今教育

長から熱い思いもお聞きしまして、これで質問を

終わらせたいというふうに思います。どうもあり

がとうございました。

以上で高野美枝子議員〇議長（東 千春議員）

の質問を終わります。

コロナ禍における原油価格、物価高騰に対する

支援について外２件を、川村幸栄議員。

通告順に従いまして、〇１０番（川村幸栄議員）

大項目３点にわたって質問をさせていただきます。

まず最初に、大項目１、コロナ禍における原油

価格、物価高騰に対する支援について伺います。

生活必需品の値上げが加速しています。帝国デー

タバンクの調査によると、食品の値上げは８月に

２，４３１品目、９月以降の値上げが、予定は８，

０４３品目に達するといいます。こうした状況下、

道内でも住民の生活支援に取り組む自治体が増え

ています。名寄市の考えを伺います。

小項目１つ目、暮らしの支援について伺います。

日用品から食料品とあらゆるものが値上がりし、

暮らしは大変な状況です。札幌市などの水道料基
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本料免除、士別市では燃料券として１世帯１万円

を全世帯に配付するなど、生活支援が広がってい

ます。本市の考えを伺います。

小項目２、事業者への支援について伺います。

原油、資材の高騰の影響は幅広い業種に及んでい

ます。事業者への支援についてのお考えをお聞か

せください。

小項目３、農業者への支援について伺います。

来年の営農計画にも大きく響いてくると不安を募

らせている農業者への支援についてどのようにお

考えかお聞かせください。

続いて、大項目２点目、コロナ禍における子供

たちへの支援について伺います。コロナ禍の下で

子供たちへのマイナス影響が様々な調査で指摘さ

れています。以前にも御紹介いたしました国立成

育医療研究センターの直近の調査、２０２１年１

２月では、６人に１人の子供に中等以上の鬱症状

があり、外から見えづらい子供の内面に寄り添う

ことの大切さが指摘されています。

そこで、小項目１つ目、子供を取り巻く困難さ

をどう取り除くことができるかについて伺います。

伸び伸びと遊べない、友達と会えないことに、よ

り大きなストレスを抱えています。子供たちの困

り事の第１位は友達と会えないこと、第２位が思

いっ切り外で遊べないことであり、感染症への不

安や勉強が遅れてしまうことより大きいといいま

す。生活リズムが乱れ、不安定な心の状態に陥っ

たり、父母とのトラブルや深刻な子供の貧困、そ

して増加傾向の虐待、子供の自殺、不登校が急増

しているといいます。こうした子供たちを取り巻

く困難さをどう取り除くことができるか、お考え

をお聞かせいただきたいと思います。

小項目２点目、子供が主人公の居場所づくりを

について伺います。学校には保健室や給食があり、

子供の福祉を守る場であり、特に虐待的、放任的

な環境にいる子供にとっては重要な保護機能を持

つ安全地帯と言えます。校庭や体育館や図書館が

あり、子供の遊び仲間やスポーツ、文化活動を通

じて子供の発達と文化の権利を保障する場所でも

あります。学校は、その基本機能として子供にと

っての居場所であり、大事なセーフティーネット

の役割を担っていると思います。コロナ禍の中で、

ウィズコロナの下で学校の役割は何か、子供を育

てる課題は何か、その根本が問われているのでは

ないでしょうか。学校が子供の居場所になり、子

供が主人公として活躍する場になるために、ゆっ

くりしていてもいいのだよ、失敗してもいいのだ

よ、自分たちが決めて取り組んでいいのだよとい

うことが当たり前の雰囲気として、教室に、地域

社会にあふれるようにしていきたいものと考えま

す。お考えをお聞かせください。

大項目３点目、市長の旧統一教会との関連につ

いて伺います。小項目１、関連の有無について伺

います。旧統一教会と政治家との関連が大きな問

題になっています。加藤市長の旧統一教会との関

連のありかなしかを示すべきと考えます。関連の

有無について伺います。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

川村議員から大項目で３〇市長（加藤剛士君）

点にわたり御質問をいただきました。大項目１の

小項目１については健康福祉部長から、小項目２

については産業振興室長から、小項目３について

は経済部長から、大項目２については教育部長か

ら、大項目３については私から答弁をさせていた

だきます。

初めに、大項目３、市長の旧統一教会との関連

について、関連はございません。

馬場健康福祉部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、大項〇健康福祉部長（馬場義人君）

目１、コロナ禍における原油価格、物価高騰に対

する支援について、小項目１、暮らしの支援につ

いて申し上げます。

本市が毎月実施しております令和４年９月分の

小売価格状況では、調査品目５２品目中、本年４
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月対比で３１品目、８月対比でも２３品目の平均

価格の上昇が確認されております。

本市といたしましても、市民生活を守る観点か

ら喫緊の課題であると考えており、山崎議員、高

橋議員の御質問にもお答えさせていただいたとお

り、コロナ禍における原油価格・物価高騰対応分

に係る地方創生臨時交付金の使途について協議し

ているところでございます。

委員からは、道内自治体の支援策として燃料券

の１世帯１万円を全世帯へ配付など、具体的事例

を用いて御質問いただきましたが、名寄市といた

しましてはどのような対策がより効果的かつ多く

の市民に行き届くか議論を加速し、政策判断をし

てまいりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

田畑産業振興室長。〇議長（東 千春議員）

私から、小項目〇産業振興室長（田畑次郎君）

の２、事業者への支援についてお答えいたします。

昨年末頃からの原油価格、物価高騰は、コロナ

禍からの世界的な需要回復が契機であり、その後

のウクライナ情勢や記録的な円安などにより出口

が見通せない状況となっております。

このような状況を受け、国においては令和４年

４月２６日にコロナ禍における「原油価格・物価

高騰等総合緊急対策」を策定し、その一環として

原油価格高騰対策を実施しているほか、新型コロ

ナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金にコロ

ナ禍における原油価格・物価高騰対応分が配分さ

れました。また、これを受け道においては、コロ

ナ禍における価格高騰等緊急経済対策を取りまと

めたところです。

国の原油価格高騰対策としての石油元売り各社

への補助金の効果は、ガソリンの市中価格が高値

で推移しているため見えにくいものの、補助金が

なければ２００円を超えている状況にあり、その

効果は大きいと考えております。

道における緊急経済対策では、道議会第２回定

例会において、売上げ２０％減少と原材料等のコ

スト増を要件に中小企業に１０万円、個人事業主

に５万円給付する事業などの対策を決定し、実施

しているほか、先週開会した第３回定例会におい

て、燃料価格高騰を受け、運送事業者を支援する

経済対策などの補正予算を提出したところです。

市の対策に関して、地方創生臨時交付金におけ

る原油価格・物価高騰対応分については、国が示

す活用可能な事業として大きく生活者支援と事業

者支援に分かれ、生活者支援では生活困窮者や低

所得者に対する給付金の支給や学校給食等の負担

軽減など子育て世帯に対する支援など１３項目、

事業者支援では事業者に対する燃料費高騰の負担

軽減や地域の物流の維持に向けた経営支援、宿泊

事業者、旅行業者、観光関連産業に対する経営支

援など１３項目と多岐にわたっています。また、

今般新たに電力・ガス・食料品等価格高騰重点支

援地方交付金が創設され、その中においても推奨

支援メニューとして生活者支援、事業者支援、そ

れぞれに幅広く大きく４項目ずつ掲げ、さらに細

かく例示されております。

限られた財源の中で市民や市内事業者のために

最も効果的な対策を実施するためには、これから

冬を迎える時間軸も見極めながら慎重に検討しな

ければならないと考えており、国や道の施策を注

視しながら経済団体や金融機関と緊密に連携して

まいります。

以上で私の答弁とさせていただきます。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、小項目３、〇経済部長（山田裕治君）

農業者への支援についてお答えいたします。

コロナ禍に加え、不安定な世界情勢や円安の影

響により、輸入資材の高騰や原油、肥料、飼料な

どの生産資材価格は高騰を続け、特に肥料につき

ましては原料となる尿素やリン酸などが高騰し、

秋に利用する肥料の大幅な値上げとなり、農業経

営に影響を与えているところです。

また、価格高騰につきましては、来年に使用す

る肥料にも影響しておりまして、各農家は資材高
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騰を考え、来年の営農計画を立てるものと思われ

ます。

国におきましては、こうした来年用の肥料を含

め、化学肥料の使用を減らすための取組と併せま

して、肥料高騰に係る上昇分に対する支援の実施

が予定されております。

道におきましても、化学肥料購入支援給付金事

業により購入する肥料１トン当たり３，１２５円

の助成に取り組まれることから、肥料高騰対策に

おいては一定の支援が行われることとなっており

ます。

一方で、燃料や暮らしに関わる物価上昇は、市

民全体に大きな影響を及ぼすところでもあること

から、総体的に支援について考えていく必要があ

ります。

農業者への支援につきましては、国による肥料

高騰対策において支援の基準となる価格上昇率が

今後示され、具体的な支援の規模が明らかになる

とともに、農産物の出荷、販売後の経営状況など

を踏まえ検討してまいりたいと思っております。

また、農業振興センターにおきましては、農業

者に対し土壌中の肥料分を測定し、検討資料とし

て比較的安価な資材による施肥例を提案するなど、

相談、指導に引き続き取り組んでまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁といたします。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

私からは、大項目２、〇教育部長（木村 睦君）

コロナ禍における子供たちへの支援について、小

項目１、子供を取り巻く困難さをどう取り除くこ

とができるかについてお答えいたします。

長期化するコロナ禍の影響により、児童生徒は

教育環境や友人関係の変化、感染拡大に伴う家庭

環境の変化などから、様々な不安やストレスを抱

えているものと考えられ、全ての児童生徒が何ら

かの不安や悩みを抱えていることを前提に、一人

一人に応じた心のケアに努めることは極めて重要

であると考えております。そのため、学校には児

童生徒一人一人の心身の状況を的確に把握し、組

織的に適切な対応をするようお願いしております。

具体的な学校の取組としては、学級担任や養護

教諭等により、全ての児童生徒を対象とした健康

観察や健康相談などを実施しております。また、

定期的な教育相談を実施したり、いじめ等に関す

るアンケートを実施し、その直後に個別面談を行

うなど、児童生徒がいつでも相談でき、相談内容

に応じて適切な支援ができる校内体制の充実を図

っております。

教育委員会といたしましては、引き続き学校に

はこれまで以上に子供たちの危機のサインを見過

ごすことなく、早期発見、早期対応に万全を期し

ていただくようお願いするとともに、各学校が名

寄市教育相談センターや各関係機関、心の教室相

談員やスクールソーシャルワーカーなどと十分な

連携を図り、不安や悩み、困り感等を抱えた子供

たちに組織的、協働的に適切な対応ができるよう

支援してまいります。

次に、小項目２、子供が主人公の居場所づくり

をについてお答えいたします。令和３年１月２６

日に公表された中央教育審議会答申、「令和の日

本型学校教育」の構築を目指してにおいては、コ

ロナウイルス感染拡大による学校の臨時休業に伴

う問題や懸念が生じたことにより、学校は学習機

会と学力を保障するという役割のみならず、全人

的な発達、成長を保障する役割や人と安全、安心

につながることができる居場所、セーフティーネ

ットとして身体的、精神的な健康を保障するとい

う福祉的な役割をも担っているということが再認

識されたと示されました。

教育委員会や学校におきましても、感染症対策

等を講じる中でこうした学校の役割を再認識し、

この間感染リスクを可能な限り低減した安全、安

心な居場所づくりの提供とともに、子供たちの健

やかな成長や学習機会、学力を保障し、誰一人取

り残すことのないよう教育環境や教育活動の工夫

改善に努めてきたところです。
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また、各学校では学級が一人一人の児童生徒に

とって存在感を実感できる場となり、集団の一員

として安心して自分の力を発揮できるよう、支持

的風土が醸成される学級経営の充実に努めてきて

おります。

教育委員会といたしましては、今後とも各学校

と十分に連携を図り、本市の学校が全ての子供た

ちにとって安心して楽しく通える、魅力ある居場

所となるよう取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

それぞれ御答弁いた〇１０番（川村幸栄議員）

だきました。通告順に再質問させていただきたい

と思います。

１つ目に、コロナ禍における原油価格、物価高

騰に対する支援策であります。今定例会では、や

はりこの物価高騰が大きな社会問題といいますか、

そういった中で数多くの質問が上げられたところ

であります。実は、お昼のニュースで１ドル１４

５円というふうなニュースもあって、また円安が

というふうな感じで、本当に大変な状況かなとい

うふうに思っています。

そういった中で、国のほうもなかなか、はっと、

これぞという支援が伝わってこない中で、本当に

各自治体、道内だけでも、先ほども御紹介しまし

たけれども、例えば帯広市もほぼ全ての水道契約

者を対象に、今年の冬の４か月分、水道の基本料

金免除する、それから学校給食費の値上げにつな

がらないように材料費の増額分を市が支援する、

また低所得の６５歳以上の高齢者世帯などにも道

の補助を活用して支援していくというような取組

が進められています。また、釧路市でも、これも

水道料金の免除が出ています。それから、これは

一般家庭ばかりではなくて、工場や飲食店などの

業務用、それからお風呂屋さん、釧路では浴場が

１４件あるそうです。ここにも支援対象だという

ことです。財源は、一般財源と地方創生臨時交付

金というような形で支援しています。

先ほども御答弁いただきました。協議している

というような御答弁でした。やっぱり名寄市にお

いても、思い切った施策が必要だというふうに思

います。ここでも市民への強いメッセージが、支

援していくのだと。この物価高騰の中で国の支援

を待たずに支援していくのだぞというような強い

メッセージが必要ではないかというふうに考えま

すが、いかがでしょうか。

橋本副市長。〇議長（東 千春議員）

答弁の中で、各議員の〇副市長（橋本正道君）

物価高騰含めて、やっぱり支援が必要ではないか

というお話が出ております。

先ほどの答弁の中で、１回目、２回目、少し段

階を経てということでありますけれども、協議の

中で、議員御指摘のとおり、ほかの市でどういう

ことをやっているのか、私どもも情報を今集めて

いる最中です。非常に大きな形で一回支援をしな

ければならないかなと思っておりますが、田畑室

長の答弁もありましたとおり、事業者の支援につ

いては恐らく時間軸によって少し変わってくるも

のだというふうな認識しておりますので、最初の

支援については生活者に対する支援について中心

に今協議をしているところであります。あとは、

いつ私どものつくった政策判断が御審議いただく

かということになりますけれども、これもできる

だけ早く進めていきたいと思っておりますので、

いろんな観点から進めなければならないと思って

います。特に生活に困窮されている方、様々な事

情のある世帯もあると思いますので、その辺は総

合的に勘案しながら進めてまいりたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

生活困窮者の方々へ〇１０番（川村幸栄議員）

の支援はもちろんです。でも、先ほども御紹介し

ましたように、本当に生活必需品がこれだけ値上

げになっている。スーパーに行くたびに上がって

いる。そして、新聞紙上、テレビ等でも大きなニ

ュースに取り上げられている。例えば年金生活者
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でいえば、今年６月から受け取った年金から引き

下げが始まりました。そして、１０月からは、こ

れは所得にもいろいろ条件がありますけれども、

７５歳以上の医療費の窓口負担が倍になります。

こんなふうにして、いろんなことが増えていく中

で、やっぱり支援というのは急がれるのではない

かなというふうに思っているのですが、その点に

ついていかがでしょうか、お考えをお聞かせいた

だきたいと思います。

橋本副市長。〇議長（東 千春議員）

協議の中で、やはり様〇副市長（橋本正道君）

々な視点ということありましたけれども、生活困

窮者の方もそうなのですが、先ほど水道料金の御

紹介もいただきました。幅広に構える部分も必要

かなという中で進めております。

本当に円安も含めて物価高騰ありますので、で

きるだけ早めの政策判断が必要だと思っています。

会期も残り僅かではございますが、その中でどの

ような対応ができるか、ここも早急に努めていき

たいと思います。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

本当に早急にお願い〇１０番（川村幸栄議員）

したいなというふうに思っています。例えば事業

者の方々、国からの支援もありますけれども、こ

の間のコロナ禍で大打撃を受けているわけです。

そういった方々にも、やはり早い支援が必要かな

というふうに思います。

名寄市では、これからの時期、除雪の問題も一

般質問で取り上げられていましたけれども、私の

周りでも今年の冬の除雪の問題、大きな話題にな

っています。というのは、業者さんもガソリンの、

原油支援があったので、効果はあったというふう

な御答弁がありましたけれども、それでも高いで

す。なので、業者さんにとってはこのガソリンの

高騰が大きく響いてきて、やっぱり今までと同じ

ような費用で除排雪する、個人的にお願いしてい

る部分ができないというふうなお断りの、お願い

の文書が来たりして、話題になっているのです。

やっぱり高齢になって、一人ではできないから、

業者さんに頼まなければならないわけです。そう

したときに、さっきも言ったように、年金は減ら

されているけれども、また出ていくものがこんな

に増えるのかというようなことで、本当に困って

いる、市民生活に大きな影響が出ているという状

況であります。ですから、やはり急いで対策を練

ってほしい、このことを申し上げたいと思います

が、どうでしょうか。何かしつこいですけれども、

よろしくお願いします。

加藤市長。〇議長（東 千春議員）

お気持ちは十分受け止め〇市長（加藤剛士君）

ました。

この間も事業者に対しての支援も、先ほど来ず

っとお話ししていますけれども、コロナ禍以降、

名寄市としてはかなりきめ細かくやってきたつも

りでもおります。一方で、今また別の局面にもな

ってきているということで、新たな支援策も国の

ほうからも今打ち出されておりますし、北海道の

ほうでも様々な事業者支援、あるいはいろんな形

での支援が行われているということであります。

そうしたことを、状況をしっかりと捉まえた上

で、それでもなかなか行き届かないところに関し

て、我々はできることをしっかりやっていこうと

いうことで、国からの臨時交付金も活用させてい

ただきながら、できるだけ効果的な支援を速やか

にやるように今準備を進めているところでありま

すので、ぜひ御理解をいただきたいと思いますし、

先ほどお話もあったとおり、また第２弾の臨時交

付金の話もありますので、その先、年末年始も見

据えた中でのさらなる支援策というのも今のうち

から準備、検討していきたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

速やかな取組をお願〇１０番（川村幸栄議員）

いしたいというふうに思います。

それで、農業者への支援についてなのですけれ

ども、今国のほうもいろいろ肥料の高騰分の支援
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だとか出されてきているところですけれども、こ

れ調べてみましたら、今年２２年産のお米、これ

の概算金、６０キロ当たりの仮払金ですね、私た

ちがたくさん食べるななつぼし、これが６０キロ

当たりで１万１，５００円と。去年よりかは５０

０円高くなっているということでありました。し

かし、２０２０年産から比べると１，７００円も

下がっているというようなことです。これがほと

んど生産費、全国平均では１万５，０００円と言

っていますけれども、この生産費を下回る水準の

ままで今概算金が言われている状況にあります。

私たちは、買って食べるほうにしてみれば安いの

はいいかもしれませんけれども、しかし次の、来

年のお米を作ってもらう将来に向けて、食料自給

率を上げてもらうためには、やっぱりここのとこ

ろの支援、もっと必要になるのではないかなとい

うふうに思います。ある農業者の方にお聞きして

もはっきりと、国の支援も出てはきていますけれ

ども、幾ら幾らというふうにがっと出てこないと

いうあたりでは、非常に不安なのだ。少し前の話

でしたから、その後きちっとした数字が出ている

のかもしれませんが、そういった状況にあります。

今ロシアのウクライナ侵略もあって、世界的に

食料危機が言われている中で、やっぱり日本の農

業、この北海道の農業を守っていかなければなら

ない、このことをすごく痛感しています。この点

について、改めてお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

今米の仮渡金のお金、〇経済部長（山田裕治君）

金額も含めまして、今後の推移といいましょうか、

どのようなことになっていくのかというふうな観

点で御質問いただいたかと思います。

昨日の今村議員の答弁の中でもお答えさせてい

ただきましたが、今議員からありましたとおり、

農産物の価格につきましては、やはり全国的な市

況ですとか需給の状況等によって価格帯が一定程

度決まっていくというふうな、そういった性格の

ものになっておりますので、なかなか生産者の皆

さんの生産コストが価格転嫁できないというふう

な、そういう構造にあるのかな。

今年につきましては幸いなことに、今のところ

作物全般的に平年作、もしくは米に至っては豊作

基調で進んでいるというところでありますので、

そういう意味では販売価格自体は大きく上がらな

い状況下にあって、収穫量のほうで一定程度収入

が確保できるものではないかなというふうに捉え

ているところでございます。

先ほどお答えもさせていただきましたが、そう

いったことも含めまして、今年の一定程度収穫、

出荷の状況を見ながら、最終的に農家経営、来年

の再生産可能なものとなるのかどうなのかという

ところを見ながら、また国の対策のほうも、先ほ

ど申し上げましたとおり、まだ不透明なところも

ございますので、制度としては示されているので

すが、基準となる、いわゆる具体的にどれぐらい

の金額が支援されるのかというところがまだ見え

ない部分もございますので、そういったものを勘

案しながら引き続き検討させていただきたいとい

うことで、よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

昨日のやり取りの中〇１０番（川村幸栄議員）

で国や道、またＪＡさんのところからの支援もと

いうようなお話があったかなというふうに思うの

ですが、ここの部分についてももうはっきりとし

た、今まだ明らかになっていない部分もあるとい

うふうにお話があったかと思いますけれども、大

体ほぼ決まっているのでしょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

国の肥料高騰対策の〇経済部長（山田裕治君）

中身が、肥料価格に上昇率といったものを掛けて、

これは上昇率につきましては国のほうで一定程度

統計の数字から、例えば１．８倍になっています

とかというような、そういった高騰率を用いて、

補助の支援の基本金額を決めるという仕組みにな

ってございまして、そこの高騰率がまだ確定して
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いない。そこが決まりますと、今の販売価格とい

うところから積算できますので、それで支援の額

といったところが示されていくというところで、

そこがまだ不透明なところですので、御理解いた

だきたいと思います。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

先ほどもお話ししま〇１０番（川村幸栄議員）

したように、農業者の方々、来年度の営農計画の

ところで、もう本当にせっぱ詰まっている状況に

あるということですので、やはり早くきちっとし

た額を示してもらうように、地方からも、昨日の

議論の中でもありましたけれども、国に支援を求

めていくという部長のお話もあったかと思います

けれども、強く求めていただけたらいいかなとい

うふうに思っております。

あと、酪農の部分です。ここも、私もあまり詳

しくなくて申し訳ないのですが、子牛の価格が非

常に安くなっているというようなことなのですが、

こういった部分でも酪農されている皆さん方、大

変な思いをされているのでないかというふうに思

います。ちょっと調べましたら、８月２６日に行

われた宗谷地方の豊富ですね、家畜市場で初任牛

の平均価格が４５万８，０００円で、５０万円の

水準を下回りましたと。２０１９年８月には７７

万円だったというようなことが記載されていまし

た。この状況というのは、名寄市でも同じなので

しょうか。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

酪農、畜産におかれ〇経済部長（山田裕治君）

ましては、まだ正式に通知は来ておりませんけれ

ども、今国のほうでも追加対策ということで配合

飼料の価格補填ですとか、経産牛１頭当たりに対

する支援といったものが今検討されているという

ところで示されておりますので、今後正確な内容

として示されることで、一定程度酪農、畜産にお

いても今の価格高騰の部分に対しての影響が緩和

されるかなというふうに押さえているところです。

それで、今議員のほうからお話のありました子

牛の販売価格の下落の部分でありますが、これに

つきましてはコロナ禍ということもございまして、

生乳の需要が落ち込んだというふうな、以前生乳

廃棄というふうな危機もあるのではないかという

ことも一部報道された、御存じかと思いますが、

そういった今の流れの中で、一時期増産体制、牛

を増やして生乳生産を増産していこうというふう

な、国の事業の活用も含めて全国的に、特に道内

においてはかなり増産に向けた取組というのが進

められてきておりました。市内におきましても、

そういう意味では規模拡大の取組というのが何件

かの酪農家さんでも取り組まれておりますが、こ

こに来てそういった、先ほど言いました需給のバ

ランスが崩れたということがあって、名寄市内で

は生産調整というふうな取組、まだ行っておりま

せんが、地域によっては一定程度、これまでの生

産量の範囲内にとどめてほしいというふうな、そ

ういう調整を行っている部分もございますので、

その部分でできるだけ、過剰と言っていいのかど

うか分かりませんけれども、出荷できる分に見合

わない頭数については、少し減らしていこうとい

うふうな動きが進んでおります。

そうした流れを受けまして、なかなか出回って

くる子牛の数としては増えてくる一方で、新しく

買おうというふうなところの動きがやっぱり鈍い

ということがありまして、そこによって価格のと

ころが下落している。これは、市内の生産者の中

でも特に雄牛については、そういった市場に出す

ことになりますので、そこでうまく買われるか買

われないかというところが一つありますし、価格

についてもやはり今一時期の高騰時期に比べると

かなり落ちているというふうには聞いております

ので、少なからず影響はあるかと思っております。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

私たちの食を支えて〇１０番（川村幸栄議員）

いただいている農家の方々、酪農家の方々、この

方々がこんなにひどい状況になっているか、びっ

くりしました。
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今の子牛のことなのですが、調べましたら、今

年６月までは大体１０万円以上だったというふう

にありました。それがもう１万円を割り込む状況

になっている。大変なことになっていくのかなと

いうふうに思います。こういったところに国や道

の支援が追いついていっているのかどうか、そこ

がすごく気になるところであります。

名寄市民としてもそうですけれども、私たちの

食を支えていただいている方々への支援というと

ころでいうと、非常に重要なところかなというふ

うに思うのですが、もう一度お考えをお聞かせい

ただきたいと思いますが。

山田経済部長。〇議長（東 千春議員）

今そういった状況に〇経済部長（山田裕治君）

あるということもございますので、先ほど申し上

げましたとおり少なからず影響はあるものという

ふうに捉えています。

そういったものに対して、子牛の販売価格等に

つきましては、これは市場の需給バランスといっ

たこともございますので、そこに対する直接的な

国の支援は今のところ出されていない状況にござ

います。ここは、需給が改善すれば高くなるとい

った性格のものでありますので、ここについては

今後の推移を見守るしかないのかなというふうに

は捉えております。

また、生産者のほうも、今性判別精液といいま

して、雌が生まれる確率の高い、そういったもの

を使って、極力雄牛が生まれにくいような、そう

いった努力も、ずっと市内でも取組が進んでおり

ますので、効率的にそういう意味では経産牛が飼

育できるようにというふうな、そういった努力も

ずっと取り組んでおります。そんなところも含め

て、できるだけ効率的な生産体制に取り組まれて

いるものと捉えております。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

ぜひ支援を強めてい〇１０番（川村幸栄議員）

ただきたいと思いますし、相談のところもお話が

あったかなというふうに思っていますので、相談

体制も含めて支援をお願いしたいというふうに思

います。

時間もなくなりましたので、次に移らせていた

だきたいと思います。

コロナ禍における子供たちへの支援なのですが、

本当にあれも駄目、これも駄目という中で子供た

ちが過ごしてきて、もう３年になってしまったと

いうような状況の中で、自殺の数が文科省の集計

した報告から、全国の国公私立小中高から報告が

あった児童生徒の自殺が２０２１年１０月に発表

されているのですが、２０２０年度で４１５人数

えたといったことでした。もう本当に何と言って

いいか分かりません。

それで、その子供たちの状態がどうだったかと

いうと、いろいろ複数回答があって、家庭の不和

だったり精神的な問題があったり、心労の問題、

いじめの問題もあったのですが、身近な人たちが

見ても特段の様子の変化が分からなかったという

不明が５２．５％になっているというふうな報告

でありました。研究者の指摘によりますと、この

不明の深い部分にある子供の苦しみと生きづらさ

の探究こそが現代社会と私たちに問われている課

題ではないでしょうか。非常に難しいのですけれ

ども、この点についてどのようにお考えでしょう

か。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

先ほど議員のほうか〇教育部長（木村 睦君）

ら御紹介いただきました国立成育医療研究センタ

ーの報告を私も見させていただきまして、子供た

ちに総合的な困難が見られることですとか、どこ

に援助や相談を求めればよいか分からないことな

ど、そういったことも調査の結果で分かったとい

うことが記されているところでございます。

繰り返しになるのですけれども、先ほどもお話

しさせてもらったとおり、本当に長期化している

このコロナ禍の影響によりまして、子供たちは何

らかの不安ですとか悩み、ストレスを抱えている

ということは、そういったことを前提にしながら、
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各学校においては一人一人の心身の状況にしっか

りと把握して、組織的に対応させていただいてい

ると考えているところでございます。

さらには、ＳＯＳというものを発信できる教育

というところも始めさせていただいていると思っ

ています。子供たち、不安や悩みを抱えているこ

とを誰にどのように助けてもらえばいいか、そう

いったことも身につけるということも非常に重要

ですので、そういった教育のほうも少しずつ行わ

させていただいているところでございます。

先ほど教育長のほうも名寄小学校の話しさせて

いただいていましたけれども、私も後ろというか、

窓側が名寄小学校なものですから、よく見えるの

ですけれども、放課後を問わず、日中もそうなの

ですけれども、今子供たち少しずつ笑顔で友達と

遊んでいますし、また放課後は野球クラブが本当

に一生懸命練習している姿を見ると、少しずつ以

前の生活には戻りつつあるのかなと感じ取れます

けれども、こういったコロナ禍の影響の中という

ことをしっかりと踏まえながら、学校のほうには

対応していただきたいということでお願いしてい

るところでございますので、御理解のほうよろし

くお願いいたします。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

今子供たちがＳＯＳ〇１０番（川村幸栄議員）

を発信できるような体制づくりというお話があり

ました。ここ本当に大切なところだなというふう

に思いますし、非常にうれしく今お聞きをさせて

いただきました。

私の町内会の中で夏休みにラジオ体操を一緒に

したり、それからちっちゃな子供の祭りもやらせ

ていただきました。本当にはじけるような笑顔で

した。こういったことが少ない中で、本当に子供

たち我慢してきたのだなというのを強く感じたと

ころです。

先ほど部長の御答弁の中にもありましたけれど

も、学校というのは学習権、学習する場だけでは

なくて、同時に生活権であったり文化権、厚生権、

また自治や参加権を保障する、そういった役割も

担っている場所であるということかなというふう

に思っています。この環境を大切にしていってい

ただきたい。私たち市民も一緒に大切にしていき

たい、こんなふうに思っています。

それで、行政報告の中で不登校児童生徒の学び

の継続のために１人１台の端末を活用して遠隔に

よる授業参加ができる仕組みづくりに取り組んで

いくというふうに書かれていました。まだ取り組

んで……もう取っかかったのでしょうか。どうい

う状況なのかお知らせください。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

本年度不登校の子供〇教育部長（木村 睦君）

たちのためにＩＣＴを活用して教育環境を整えて

いこうということで今取組をさせて、まだ始めて

はいないのですけれども、これから進めさせてい

ただきたいのですが、今どのようにやったらいい

か等々、学校を含めて今研究させていただいてい

る状況でありますので、よろしくお願いいたしま

す。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

このことについては、〇１０番（川村幸栄議員）

以前私も御紹介した経過があったかなというふう

に思っています。そういった部分でのＩＴの活用

というのは、このコロナ禍だからこそ、こういう

ことができるのだなというのが分かったといいま

すか、そんなふうに思っています。これだけに頼

ってしまうと、また大変なことになるかなと思い

ますので、よろしくお願いいたします。

それで、本来であれば、楽しい語らいの時間で

もあった給食の時間が黙食ということで、何かも

ぐもぐタイムというふうに言われているというこ

とで、感染予防を徹底した指導がこういったこと

になったのだというふうには思います。しかし、

入学式も卒業式も、また修学旅行も体育祭も学校

祭も本当に学校生活の中で欠かすことのできない

思い出が空白に近い状態になっている。そこがお

友達と楽しい思い出が共有できない、また家族と



－159－

令和４年９月２２日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

も共有できないといったことが本当に多過ぎたか

なというふうに思っています。ここのところをど

う補っていくかというのが重要かなというふうに

思っています。

それで、１つ確認をさせていただきたいのです

が、東中学校の回覧、がんばるねばるです。この

中で、９月３日の学校祭に合唱コンクールがあり

ました。参観は、各家庭保護者１名というふうに

書かれていて、何とかならなかったのかなと。保

護者の中で１名しか来れない児童生徒の方々もい

らっしゃるかもしれませんけれども、この機会に

おじいちゃん、おばあちゃんにも来てもらいたい、

そんな思いがあったのではないかなというふうに

思うのですが、それぞれの学校ごとの対応かとい

うふうに思いますが、この点についてのお考えを

お聞かせいただきたいと思います。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

この間の学校でのい〇教育部長（木村 睦君）

ろいろな行事につきましては、議員も御承知のと

おり、保護者の皆さん方にお越しいただいて、子

供たちの頑張りですとか努力した姿ですとか、笑

顔あふれる姿ですとかを見ていただきたいところ

ではあるのですけれども、やはり学校の中におき

ましても、まだコロナというものの、言い方は悪

いですけれども、脅威みたいなものもございます

ので、やはりそこは各学校において、その状況を

踏まえながら対応させていただいているものかな

というふうに考えているところでございます。

各学校におきましても、それぞれこれからの状

況に応じて、そういったところも少しずつ変わっ

てくるものかなと思いますが、学校間によって今

の状況って大分変わってきますので、その辺は各

学校においてしっかりと対応させていただいてい

るというふうに認識しておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

保護者の方から寂し〇１０番（川村幸栄議員）

かったという声も聞いていますので、それをお伝

えしたいなというふうに思います。

それからあと、もう一点、行政報告の中にあり

ました全国学力・学習状況調査の参加状況につい

てお伺いしたいと思っているのですが、小学校６

年生が１６１人、中学校３年生１７６人が参加し

たと報告がありました。参加できなかった児童生

徒はいたのでしょうか。また、できなかった理由

が分かればお知らせください。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

参加できなかった子〇教育部長（木村 睦君）

供たちはいないというふうに聞いています。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

今この学力・学習状〇１０番（川村幸栄議員）

況調査、都道府県ごとの結果が公表され、また学

校別の平均点も公表されているということで、学

校間の競争をあおっていないかといった指摘もあ

るところであります。点数を上げるために、過去

問や類似問題を繰り返して行ったと、こんな話も

聞いています。子供たちが楽しみにしている学校

行事を削って行われたという話も以前聞いたこと

があったところであります。こうしたことが、今

コロナ禍の中も含めて、子供たちに大きな負担に

なっていないかというふうなことで危惧されると

ころであります。

ある現場の先生の声ですが、学力・学習状況を

どういう状況なのか把握するのであれば、抽出調

査でいいのではないかといった声もあるのですが、

この点についてお聞かせいただきたいと思います。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

本市の小中学校の児〇教育部長（木村 睦君）

童生徒、保護者からは、全国学力・学習状況調査

を受けることについての負担ですとか不安等の相

談があったという報告は今のところございません。

文科省は、この調査の目的といたしまして、義

務教育の機会均等等、その水準の維持向上の観点

から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握、

そして分析し、教育施策の成果と課題を検討し、

その改善を図るということが目的とされておりま
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して、今回コロナ禍における児童生徒の学習状況

や学習習慣等を把握することが重要と判断された

ことで実施に当たったものと考えられております

ので、私どももそうした市の考え方に基づき、本

調査のほうに参加させていただいたということに

なりますので、よろしくお願いいたします。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

全国で一斉にやるわ〇１０番（川村幸栄議員）

けですから、膨大な費用になっています。以前も

この費用のことも取り上げたことがありましたけ

れども、今回は取り上げませんけれども、この費

用があったら少人数学級の実現を求めたいなとい

うふうに私は思っているところでありますけれど

も、この費用のことでいろいろ調べてみましたら、

概算要求のところで全国学力・学習状況調査のＣ

ＢＴ化、コンピューター・ベースド・テスティン

グ、パソコンやタブレットを使ったテスト、これ

に向けた取組の推進として６億円が概算要求で上

がっていました。名寄市もこういった取組が始ま

っているのでしょうか。今後どのようになってい

くのか、これをお知らせください。

木村教育部長。〇議長（東 千春議員）

ＣＢＴ化、いわゆる〇教育部長（木村 睦君）

コンピューターを使った試験方式のことだと思い

ますけれども、こちらにつきましては全国的な学

力調査、２０２４年度から順次導入かなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いいたし

ます。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

もう想像がつきませ〇１０番（川村幸栄議員）

ん。私、パソコンやタブレットを使ってテストを

するという想像がつかないでいるのですが、どう

いうふうにしていくのでしょうか。このために６

億円が追加されるということですので、もうちょ

っと私も調べていきたいなというふうに思ってい

ますし、今後どんなふうになるか注視をしていき

たいというふうに思っています。

最後になりました。市長の旧統一教会との関連

については、ありませんというふうなきっぱりと

した御答弁がありました。やっぱりこれだけ大き

な問題になっている中ですので、やはり市長や、

また市の関連のところでもこういった反社会的な

カルト集団との関係は全て明らかにすることが必

要だろうということで、取り上げさせていただき

ました。

今回この旧統一教会の中で被害に遭われた方々

の相談窓口が、政府が設置した相談窓口なのです

けれども、９月５日から９日までの５日間で１，

００２件の相談があり、ほとんどが金銭にまつわ

る相談だったといいます。電話がつながりにくく

て、体制を強化したというふうなことでありまし

た。名寄市民の中にはいるかいないか分かりませ

んけれども、こういった相談が来られたときには、

どこにどう相談したらいいのか。やっぱりこうい

うこともお知らせしていく必要があるだろうとい

うふうに思うのですが、その点についてどのよう

にお考えかお聞かせをいただきたいと思います。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

旧統一教会の関係の〇市民部長（廣嶋淳一君）

相談窓口ということでございますけれども、道の

ほうから消費生活センターのほうで、そういった

問合せがありましたらこちらのほうにということ

で連絡が参っておりますので、改めてケアをして

いきたいというふうに考えています。

以上です。

以上で川村幸栄議員の〇議長（東 千春議員）

質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

日程第３ 報告第２号〇議長（東 千春議員）

令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報告

について、報告第３号 令和３年度決算に基づく

資金不足比率の報告について、以上２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。
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報告第２号 令和３年度〇市長（加藤剛士君）

決算に基づく健全化判断比率の報告について及び

報告第３号 令和３年度決算に基づく資金不足比

率の報告について、一括して御報告を申し上げま

す。

報告第２号については、地方公共団体の財政の

健全化に関する法律第３条第１項、報告第３号に

ついては同法第２２条第１項の規定に基づき令和

３年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足

比率を御報告申し上げます。

なお、細部につきましては総務部長から説明を

させますので、よろしく御審議くださいますよう

お願い申し上げます。

追加説明を渡辺総務部〇議長（東 千春議員）

長。

それでは、私のほう〇総務部長（渡辺博史君）

から報告第２号 令和３年度決算に基づく健全化

判断比率の報告について及び報告第３号 令和３

年度決算に基づく資金不足比率の報告について一

括して追加説明をさせていただきます。

配付いたしました資料の１ページをお開きいた

だきたいと思います。初めに、総括表①、健全化

判断比率の状況（令和３年度決算）についてであ

りますが、実質赤字比率及び連結実質赤字比率に

ついては赤字が発生していないことから、バー表

示、実質公債費比率については前年度より０．５

ポイント増の１０．２％、将来負担比率について

は１１．８ポイント減の７．５％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況（令和３年度決算）につ

いてであります。初めに、表の左上の欄は一般会

計等の赤字の割合を示す実質赤字比率の積算内訳

を記載しています。一般会計の実質収支は４億６，

２０５万５，０００円の黒字、市立大学特別会計

の実質収支はゼロ円となっており、分母である標

準財政規模に対する割合はマイナス３．４９％で、

実質的な赤字が発生していないことになります。

次に、表の右下を御覧ください。一般会計等に加

え、特別会計、企業会計など全ての会計を対象と

した連結実質赤字比率の積算内訳を記載しており

ます。全ての会計の実質収支を合計すると２３億

６，３７０万７，０００円の黒字となり、この額

が標準財政規模に占める割合はマイナス１７．８

５％であることから、特別会計、企業会計を合わ

せた全ての会計においても実質的な赤字が発生し

ていないことになります。

３ページを御覧ください。総括表③、実質公債

費比率の状況（令和３年度決算）についてであり

ます。実質公債費比率とは、一般会計の公債費に

加え特別会計や企業会計、一部事務組合などへの

公債費に準じた繰出金や負担金などの合計額が標

準財政規模に占める割合をいい、直近の決算の３

か年平均を用います。令和３年度は、普通交付税

や臨時財政対策債発行可能額の増加などにより、

単年度の比率では前年度より０．９２ポイント減

の１０．０９％となりましたが、地方債の元利償

還金の増加から令和元年度から令和３年度の３か

年平均では０．５ポイント増の１０．２％になり

ました。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況（令和３年度決算）についてであり

ます。将来負担比率とは、地方債残高など一般会

計が将来にわたって負担すべき金額が標準財政規

模に占める割合をいいます。令和３年度決算では、

前年度より１１．８ポイント減の７．５％となり

ました。上段の将来負担額は、地方債の現在高、

債務負担行為に基づく支出予定額、公営企業債等

繰入れ見込額、職員の退職手当負担見込額など将

来にわたって負担すべき金額を記載しています。

また、中段の充当可能財源等は、充当可能な基金

や公営住宅使用料等の特定歳入、将来にわたって

地方交付税で措置される基準財政需要額算入見込

額などを記載しています。将来負担比率が減少し

た要因としましては、各会計の地方債現在高の減

少、職員の年齢構成の変化による退職手当負担見
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込額の減少と普通交付税の増加による標準財政規

模の増が上げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況を表しております。企

業会計である病院事業会計及び水道事業会計並び

に下水道事業会計の歳出相当の額は貸借対照表に

おける流動負債から翌年度償還の企業債等の額を

控除した金額を、また歳入相当の額は流動資産の

額をそれぞれ記載しており、その差額が資金不足

額となります。各会計とも歳入相当額が歳出相当

額を上回っているため資金不足は発生していない

ことから、資金不足比率は算出されません。

また、食肉センター事業特別会計についても歳

出と歳入の決算額を記載しておりますが、こちら

は一般会計繰入金で調整しておりますので、収支

均等となっており、資金不足は発生しておりませ

ん。

以上、追加説明といたします。よろしく御審議

くださいますようお願いいたします。

これより、報告第２号〇議長（東 千春議員）

外１件の一括質疑に入ります。御発言ございませ

んか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

報告第２号外１件を終結いたします。

お諮りいたします。〇議長（東 千春議員）

議事の都合により、明日９月２３日から９月２

８日までの６日間を休会としたいと思いますが、

御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、明日９月２３日から９月２８日までの

６日間を休会とすることに決定いたしました。

以上で本日の日程は全〇議長（東 千春議員）

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

お疲れさまでした。

散会 午後 ３時１０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 佐久間 誠

署名議員 遠 藤 隆 男

令和４年９月２２日（木曜日）第３回９月定例会・第４号
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令 和 ４ 年 第 ３ 回 名 寄 市 議 会 定 例 会 会 議 録

開議 令和４年９月２９日（木曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２号 名寄市企業立地促進条例

の特例に関する条例の制定について

（経済建設常任委員長報告）

日程第３ 議案第１３号 令和３年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１４号 令和３年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和３年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和３年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和３年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 令和３年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和３年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２０号 令和３年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２１号 令和３年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第２２号 令和４年度名寄市一般

会計補正予算（第８号）

日程第５ 議案第２３号 令和４年度名寄市水道

事業会計補正予算（第２号）

議案第２４号 令和４年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第６ 意見書案第１号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

意見書案第２号 労働・公務災害補償

認定への努力義務の周知と認定充実を

求める意見書

意見書案第３号 加齢性難聴者への補

聴器購入に対する公的助成を求める意

見書

日程第７ 報告第４号 例月出納検査報告につい

て

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 議員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第２号 名寄市企業立地促進条例

の特例に関する条例の制定について

（経済建設常任委員長報告）

日程第３ 議案第１３号 令和３年度名寄市一般

会計決算の認定について（決算審査特

別委員長報告）

議案第１４号 令和３年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第１５号 令和３年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定について（決

令和４年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号
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算審査特別委員長報告）

議案第１６号 令和３年度名寄市食肉

センター事業特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第１７号 令和３年度名寄市後期

高齢者医療特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第１８号 令和３年度名寄市立大

学特別会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第１９号 令和３年度名寄市病院

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２０号 令和３年度名寄市水道

事業会計決算の認定について（決算審

査特別委員長報告）

議案第２１号 令和３年度名寄市下水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第２２号 令和４年度名寄市一般

会計補正予算（第８号）

日程第５ 議案第２３号 令和４年度名寄市水道

事業会計補正予算（第２号）

議案第２４号 令和４年度名寄市下水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第６ 意見書案第１号 国土強靱化に資する

社会資本整備等に関する意見書

意見書案第２号 労働・公務災害補償

認定への努力義務の周知と認定充実を

求める意見書

意見書案第３号 加齢性難聴者への補

聴器購入に対する公的助成を求める意

見書

日程第７ 報告第４号 例月出納検査報告につい

て

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

日程第９ 議員の派遣について

日程第10 委員の派遣報告

１．出席議員（１８名）

議 長 １８番 東 千 春 議員

副議長 １１番 佐 藤 靖 議員

１番 富 岡 達 彦 議員

２番 倉 澤 宏 議員

３番 山 崎 真 由 美 議員

４番 佐 久 間 誠 議員

５番 三 浦 勝 秀 議員

６番 今 村 芳 彦 議員

７番 五 十 嵐 千 絵 議員

８番 遠 藤 隆 男 議員

９番 清 水 一 夫 議員

１０番 川 村 幸 栄 議員

１２番 高 野 美 枝 子 議員

１３番 高 橋 伸 典 議員

１４番 塩 田 昌 彦 議員

１５番 東 川 孝 義 議員

１６番 山 田 典 幸 議員

１７番 黒 井 徹 議員

１．欠席議員（０名）

１．事務局出席職員

事 務 局 長 伊 藤 慈 生

書 記 開 発 恵 美

書 記 石 橋 恵 美

書 記 加 藤 諒

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 橋 本 正 道 君

教 育 長 岸 小 夜 子 君

総 務 部 長 渡 辺 博 史 君

総合政策部長 石 橋 毅 君

市 民 部 長 廣 嶋 淳 一 君

健康福祉部長 馬 場 義 人 君
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経 済 部 長 山 田 裕 治 君

建設水道部長 東 聡 男 君

教 育 部 長 木 村 睦 君

市立総合病院
岡 村 弘 重 君

事 務 部 長

市 立 大 学
水 間 剛 君

事 務 局 長

こども・高齢者
松 田 慎 司 君

支 援 室 長

産業振興室長 田 畑 次 郎 君

上下水道室長 佐 藤 美 香 君

会 計 室 長 鈴 木 康 寛 君

監 査 委 員 岡 川 進 君



－166－

令和４年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号

ただいまの出席議員数〇議長（東 千春議員）

は１８名であります。定足数に達しております。

直ちに本日の会議を開きます。

日程第１ 会議録署名〇議長（東 千春議員）

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

３番 山 崎 真由美 議員

９番 清 水 一 夫 議員

を指名いたします。

日程第２ 議案第２号〇議長（東 千春議員）

名寄市企業立地促進条例の特例に関する条例の

制定についてを議題といたします。

付託しました委員会の審査の経過及び結果の報

告を求めます。

経済建設常任委員会、山田典幸委員長。

ただい〇経済建設常任委員長（山田典幸議員）

ま議長より御指名をいただきましたので、令和４

年第３回定例会で経済建設常任委員会へ付託され

ました議案第２号 名寄市企業立地促進条例の特

例に関する条例の制定について、経済建設常任委

員会・総務文教常任委員会連合審査会を９月６日、

１２日及び２０日に、委員会を９月２１日に開催

し、慎重に審査を行いましたので、その経過及び

結果について一括して御報告いたします。

６日の連合審査会では、審査に当たり説明員か

ら逐条解説や図面などの資料を基に条例の内容に

ついて説明を受け、質疑に入りました。１２日の

連合審査会では、資料要求をした他自治体の特例

条例や特例条例第５条第４号と現行条例第８条第

４号の規定の違いなどについて説明を受け、質疑

に入るとともに、２０日の連合審査会でも引き続

き総務文教常任委員会と合同で質疑を行いました。

また、２１日の委員会では、質疑のほか委員間協

議、採決を行いました。

連合審査会及び委員会における主な質疑の概要

ですが、現行条例の施行後、半年を経過しないう

ちに特例条例の制定を提案するに至った理由につ

いて複数の委員から質疑があり、説明員から今年

度に入り、改めて工場の稼働停止による経済的損

失から早期に経済を再生させ、雇用の創出を図る

ために進めている３つの柱の事業の具現化に向け

た行政としての強いメッセージが必要と考えた。

したがって、地域や期間を限定し、特例条例の提

案を行った。企業進出の呼び水となるようなイン

センティブを付与する特例条例を提案することで

早期の経済再生を期待したいとの答弁がありまし

た。次に、助成申請の見通しについて質疑があり、

説明員から現在の進捗状況としてはバイオマス発

電は年内に一定程度の事業方針が示される。物流

では製品を保管するためには倉庫の改修等を行わ

なければ事業展開を見通せないが、この課題をク

リアすれば名寄を拠点として事業展開の可能性が

ある。データセンターは、情報通信のインフラ整

備がまだ追いついていない部分があるので、後期

計画の期間中では難しい。再生可能エネルギーと

物流の拠点化では、視察してもらった倉庫や敷地

等を有効に活用した事業が名寄で定着してほしい

との答弁がありました。次に、助成に至る経過の

説明について質疑があり、説明員からあくまでも

王子マテリアの所有地で事業化されると決定した

ものに対し助成をするという考え方であるので、

シンプルに説明したほうがよいとの答弁がありま

した。次に、助成する判断の主体について質疑が

あり、説明員から３本の柱については市でも積極

的に提案していくが、それ以外のものであっても

王子マテリアが認めるものであれば特例条例で検

討することになるので、主体は助成の審査をして、

認めるか否かの判断をする市であるとの答弁があ

りました。次に、助成の考え方について複数の委

員から質疑があり、説明員から賃貸業者が王子マ

テリアから倉庫等を賃借し、王子マテリアの賃借

料に上乗せをした賃借料で物流を行う事業者等に

貸す場合は賃借料の助成を利用する必要がないの
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で、助成を受けるかどうかは事業者間の関係によ

る。賃貸業者が特例条例の別表に定める事業所設

置助成ということで２，５００万円以上の投資を

して、さらに立地に伴い増加する常時雇用者が５

人以上の場合については最大限８０％で９，００

０万円を超えれば、９，０００万円を申請するこ

とができる。市としては、市内経済の発展に資す

るという判断の下に初期投資に限定していない。

特例条例で規定していないものについては、現行

条例に基づき助成を行うことができる。北海道産

業振興条例の助成を受ける場合は、投資額から道

の助成額を除いたものを特例条例の補助対象額と

する。操業して１０年たつまでの間に休止や廃止

をすると、補助金や固定資産税を免除した分につ

いて返還等をしなければならないので、歯止めに

なると考えている。特例条例では災害により操業

等の継続ができなくなった場合は除くとなってお

り、現行条例の市長がやむを得ない理由があると

認める場合を除くという裁量行為は規定していな

い。特例条例は、この部分についても厳しくなっ

ているとの答弁がありました。次に、補助総額の

上限について質疑があり、説明員から要件を満た

せば助成することになるので、総額の上限は定め

ていないとの答弁がありました。次に、市内業者

の取扱いについて質疑があり、説明員から市内事

業者を使ってほしいとの要件を加えることによっ

て検討中の事業計画が変更することも想定される

ので、市としては事業者が円滑に事業を進めるこ

とを優先する。また、市内事業者ができる部分と

できない部分の専門的な判断は市では難しく、市

内事業者の活用を要件とするような規定を設ける

ことは難しい。条例に規定しないものの、市内事

業者の活用を働きかけるほか、いずれかの段階で

企業の立地が公表されるので、そういったときに

市内事業者からの積極的な営業活動に期待したい

との答弁がありました。次に、中小、零細事業者

等の参入について複数の委員から質疑があり、説

明員から特例条例は移転や増設も対象としている

ので、市外の事業者だけではなく、市内事業者も

活用することができる。要件として投資額が２，

５００万円以上となっているので、そこが市内事

業者にとってハードルが高いものになっているか

についてはその市内事業者が将来を見据えてどの

ような事業を展開するかによると思うので、そこ

については各事業者の状況によるが、今回の特例

条例では補助率を８０％としていることもあり、

呼び水になると考えている。土地の賃借等につい

ては、王子マテリアの確約を取って事業化するこ

とがセオリーである。３本の柱に資するような取

組については、市も王子マテリアに対して一緒に

アプローチをかけるとの答弁がありました。次に、

今後の財政見通し等について複数の委員から質疑

があり、説明員から財政面では相当厳しいが、議

会での議論も含めて今やらなければならない喫緊

の課題であり、市全体として意思統一、情報共有

をして今回の提案に至った。今後も執行残と特定

財源の確保に努め、財政負担を小さくしたい。今

年の１１月末に示す中期財政計画は、今回の特例

条例による助成を算入した上、策定できるよう準

備を進めている。補助金に対する地方創生交付金

等の活用は確約されていない。あくまでも緊急か

つ一時的な支援と認識している。地域経済のこと

を考えると、市としては必要なことではないかと

の答弁がありました。次に、庁内での意思統一に

ついて質疑があり、説明員から工場跡地の利活用

は喫緊の課題であり、全庁的に課題を共有しなが

ら進めてきて、今回の提案に至ったとの答弁があ

りました。次に、市民生活や地域経済への影響等

について複数の委員から質疑があり、説明員から

新たな産業振興により雇用が創出されることは地

域経済再生には重要なことであり、市内における

生産年齢人口の増加に寄与する。特例条例の制定

により企業を後押しする呼び水になるのではない

かと考えている。経済活動の基盤となる企業を残

していくことが名寄を支える若者が定着する策に

なると考えているとともに、ここで踏ん張らない
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とそういった環境はなかなか残らないので、よい

ものを残すために投資をしていかなければならな

いという考えであるとの答弁がありました。次に、

市民理解等について複数の委員から質疑があり、

説明員から新型コロナに対しては様々な対策を取

ってきた。工場跡地に何もなくなるよりは、早い

時期に新たな事業を呼び込みたい。まちづくり懇

談会や様々な機会を通じて市民にも今の状況や市

の考え方について周知をしたいとの答弁がありま

した。次に、経済的な損失について質疑があり、

説明員から本市における製造品出荷額約１８０億

円のうち、紙パルプ業は８割程度を占めていた。

王子マテリア名寄工場やその関連する産業がそれ

だけのものを占めていたということで、大きな損

失があると考えているとの答弁がありました。次

に、特例条例第５条第４号と現行条例第８条第４

号の規定の違いについて質疑があり、説明員から

操業から１０年たつまでの間に事業を廃止、休止

したときに補助金の返還等を求めるとの考えによ

るとの答弁がありました。次に、本市が進めてい

る敷地利活用の３本の柱に限定した条例になって

いるのかについて質疑があり、説明員から３本の

柱には限定していないとの答弁がありました。次

に、対象業種に追加された不動産賃貸業、管理業

について複数の委員から質疑があり、説明員から

土地も建物も賃貸になる可能性が非常に高い。物

流の拠点化をしていこうと考えたときに倉庫の利

活用が考えられるため、倉庫業をなりわいとする

事業者が今まで本市になかった物流の備蓄という

新しい事業展開を行うことをイメージしている。

現存している倉庫が１棟当たり１，６００坪ぐら

いあるので、全て物流で使い切ることはハードル

が高い。倉庫を運営する事業者が倉庫を分割して

貸し出すなど事業展開の裾野を広げたという考え

方である。現行条例では、そもそもそこで事業を

する方が土地や建物を取得することに対して補助

することがベースにある。今回の特例条例では、

工場跡地の利活用を積極的に進めてもらうために

追加したという考えである。倉庫の中を分割して

使っていただくような事業が考えられるので、そ

うなると賃貸というところもフォローしていかな

いと倉庫をうまく使った事業をなかなか提案して

いけない。同じ建物内で部屋を分割した場合、営

業倉庫としての認可が下りないことを運輸局に確

認している。したがって、賃貸業が非常に有効に

なってくるという認識である。転貸しは、契約書

に規定していれば問題ない。今回はさらなる事業

展開、誘致についてハードルを下げるために賃貸

業を追加するとともに、転貸しによる事業展開も

考慮したとの答弁がありました。次に、貸家業の

参入について質疑があり、説明員から敷地に住む

ような供用については王子マテリアは認めないと

の答弁がありました。次に、王子マテリアと民間

事業者への市の介入と公平性等について複数の委

員から質疑があり、説明員から敷地でどのような

事業が行われるかについて市の介入する余地はな

い。３本の柱に限定せず、特例条例で認めている

業種は広く認めるので、公平性は保たれている。

令和２年度に中小企業振興条例で特例的に８割補

助を行ったが、公平性について問題にはならなか

った。今回は特別な事情、目的のために区域や期

間を限定して８割補助を行うという公平というよ

りは活性化させたいとのメッセージである。３本

の柱に沿った事業であれば相談に乗ることはある

が、それ以外の場合でも特例条例の助成を受ける

可能性があることとまずは王子マテリアから借り

なければいけないということを説明し、連絡先を

伝えることはできるとの答弁がありました。次に、

区域を限定した助成について質疑があり、説明員

から区域周辺は物流の拠点として適していると物

流業界は判断していると思う。そういった状況を

踏まえて、この敷地にこれだけ立派な倉庫がある

ため、うまく使って誰か事業化しませんかという

イメージであるので、敷地の中に全て物流の拠点

化を収めるという考えではない。立地の環境にフ

ォーカスしてもらい、投資を呼び込みたいという
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思いであるとの答弁がありました。その他助成に

係るスタートラインのギャップ、助成に係る審査、

投資額の想定、市内事業者への周知、敷地周辺の

道路整備、工場敷地での取壊し、水利権などにつ

いて質疑が行われました。

本委員会では、質疑、委員間協議終了後に採決

を行った結果、全会一致で原案のとおり可決すべ

きものと決定いたしました。

以上をもちまして令和４年第３回定例会議案第

２号 名寄市企業立地促進条例の特例に関する条

例の制定についての審査の経過及び結果の報告を

終わります。

これより委員長報告に〇議長（東 千春議員）

対する質疑に入ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

正副委員長は自席にお戻りください。

お諮りいたします。議案第２号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議あり」と呼ぶ者あり）

異議がございますので、〇議長（東 千春議員）

起立により採決を行います。

議案第２号を委員長報告のとおり決定すること

に賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第２号は委員長報告のとおり可決

されました。

暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時１７分

再開 午後 １時１７分

再開いたします。〇議長（東 千春議員）

日程第３ 議案第１３号 令和３年度名寄市一

般会計決算の認定について、議案第１４号 令和

３年度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定に

ついて、議案第１５号 令和３年度名寄市介護保

険特別会計決算の認定について、議案第１６号

令和３年度名寄市食肉センター事業特別会計決算

の認定について、議案第１７号 令和３年度名寄

市後期高齢者医療特別会計決算の認定について、

議案第１８号 令和３年度名寄市立大学特別会計

決算の認定について、議案第１９号 令和３年度

名寄市病院事業会計決算の認定について、議案第

２０号 令和３年度名寄市水道事業会計決算の認

定について、議案第２１号 令和３年度名寄市下

水道事業会計決算の認定について、以上９件を一

括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過及び結果

の報告を求めます。

決算審査特別委員会、遠藤隆男委員長。

議長よ〇決算審査特別委員長（遠藤隆男議員）

り御指名をいただきましたので、今定例会で決算

審査特別委員会に付託されました議案第１３号

令和３年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第１４号から議案第１８号までの各特別会計

決算の認定について、議案第１９号から議案第２

１号までの各事業会計決算の認定について、決算

審査特別委員会の審査経過と結果の御報告を申し

上げます。

第１回委員会は、９月５日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私遠藤隆男

が、副委員長には富岡達彦委員が選任されるとと

もに、審査日程を９月２６日、２７日、２８日、

２９日の４日間と定めました。

審査期間中は、市長をはじめ関係する職員の出

席を求めるとともに、必要な資料の要求などをし

た上で、各会派の代表による総括質疑並びに委員

による質疑を行い、慎重に審査を行いました。

審査過程につきましては、本委員会は全議員を

もって構成された特別委員会でありますので、詳

細な報告は省略させていただき、審査の結果のみ

を御報告申し上げますので、御了承願います。

本委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計については起立多

数により、その他の４特別会計、病院事業会計、
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水道事業会計、下水道事業会計についてはいずれ

も全会一致で原案のとおり認定すべきものと決定

いたしました。

したがって、本委員会に付託されました各会計

決算につきましてはいずれも予算の執行が適正で

あったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

本委員会の開催中、運営に終始御協力をいただ

きました富岡副委員長、丁寧な御答弁をいただき

ました理事者の皆様並びに連日慎重かつ熱心に審

査を尽くしていただきました委員の皆様にお礼を

申し上げますとともに、日程どおりに終えること

ができましたことに感謝申し上げ、報告を終わり

ます。ありがとうございました。

ただいま決算審査特別〇議長（東 千春議員）

委員会委員長より報告のありました議案第１３号

外８件については、全議員をもって構成されまし

た特別委員会で審査をしておりますので、この際

質疑を省略し、直ちに採決を行います。

お諮りいたします。議案第１３号 令和３年度

名寄市一般会計決算の認定について委員長報告の

とおり決定することに賛成の議員の起立を求めま

す。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１３号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１４号 令和３年度

名寄市国民健康保険特別会計決算の認定について

委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の

起立を求めます。

（起立多数）

起立多数であります。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１４号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

お諮りいたします。議案第１５号 令和３年度

名寄市介護保険特別会計決算の認定についてから

議案第２１号 令和３年度名寄市下水道事業会計

決算の認定についてまでの７件について委員長報

告のとおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第１５号から議案第２１号までの

７件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

日程第４ 議案第２２〇議長（東 千春議員）

号 令和４年度名寄市一般会計補正予算（第８

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２２号 令和４年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市一般会計補正予算について、提案の理由

を申し上げます。

今回の補正は、各款にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでございまして、歳入

歳出それぞれ３億８，１３１万円を追加し、予算

総額を２４５億８，２６８万４，０００円にしよ

うとするものでございます。

補正の主なものを歳出から申し上げます。３款

民生費におきまして暖房費用緊急支援事業費４，

１７１万８，０００円の追加は、冬期間の暖房用

燃料購入により生活に大きな影響を受ける世帯に

対し緊急的に暖房費用の一部を助成しようとする

ものでございます。同じく３款民生費におきまし

て住民税非課税世帯等臨時特別給付金給付費業費

（価格高騰緊急支援分）２億２，８５０万円の追

加は、電力、ガス、食料品等の価格高騰による負

担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得

者世帯等に対し１世帯当たり５万円を給付しよう

とするものであり、財源につきましては情報化推

進事業費に計上した当該給付に係るシステム改修

費も含めて同額を国庫補助金にて予算を計上して

おります。

同じく３款民生費におきまして子育て世帯緊急

特別給付金給付事業費６，９０６万４，０００円
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の追加は、国が実施する低所得の子育て世帯に対

する子育て生活支援特別給付金の支給対象となら

ない１８歳未満の児童等を扶養する世帯に対する

給付金を支給しようとするものでございます。

４款衛生費におきまして下水道事業会計繰出金

４，６９７万円及び上水道事業会計繰出金７，１

２２万４，０００円の追加は、物価高騰に対し広

く市民、市内事業者の負担軽減を図るべく令和４

年１１月から令和５年３月請求分の水道料金及び

下水道使用料の基本料金相当分を減額するため、

両会計への繰出金を追加しようとするものでござ

います。

次に、歳入について申し上げます。１６款国庫

支出金におきまして新型コロナウイルス感染症対

応地方創生臨時交付金１億３，７３１万円を追加

をするほか、事業の追加に伴う特定財源を計上し

ようとするものでございます。

以上、補正の概要について申し上げました。よ

ろしく御審議くださいますようお願い申し上げま

す。

これより、質疑に入り〇議長（東 千春議員）

ます。御発言ございませんか。

高橋伸典議員。

今回このような施策〇１３番（高橋伸典議員）

を打っていただいて、本当にこれから冬に入り、

大変な御苦労されている方々に一筋の光がともっ

た思いであります。若干お聞きしたいことがあり

ますので、よろしくお願いいたします。

まず、今回地方創生臨時交付金を使いまして、

また国の予算で様々な施策があります。そこで、

暖房費用緊急支援事業４，１７１万８，０００円

なのですけれども、対象の方々を含め何世帯ぐら

い、何名ぐらいの方々がこの１万２，０００円を

受けられるのかちょっと詳しく教えていただきた

いと思います。

また、次の住民税非課税世帯、これも２億２，

０００万円ですから、前回と同じ住民税非課税の

方々全員、また子育て世代なんかと、あと障がい

者ですか、等が受けられると思いますけれども、

どういう方々受けられて、そして何人ぐらいが該

当されるのかちょっと教えていただきたいと思い

ます。

そして、子育て世帯の緊急特別給付金、これが

国の低額所得外れた方ということですから、その

方も何名ぐらいいて、どういう方なのかちょっと

教えていただきたいと思います。

下水道、水道は全世帯、全事業者なのか、それ

ともこういうくくりがあるのかというのもちょっ

とお聞かせをいただきたいと思います。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

私の〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

ほうから暖房費用緊急支援事業費の部分と子育て

世帯緊急特別給付金給付事業について御説明をさ

せていただきます。

まず、暖房費用緊急支援事業の部分ですけれど

も、こちらは原油価格、物価の高騰の影響を受け

る低所得であります高齢者世帯、また障がい者世

帯等に対してその影響を緩和することを目的に実

施をさせていただければというふうに思っていま

す。あわせて、北海道が実施しています市町村高

齢者世帯等生活支援事業費補助金というものも活

用させていただきながら、昨年実施をさせていた

だいた暖房費用の事業から対象者を拡充させてい

ただいて、実施をする予定です。対象者につきま

しては、昨年６５歳以上で、かつ非課税で、一定

の収入要件を設定させていただいておりましたけ

れども……

（何事か呼ぶ者あり）

昨年〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

７０歳です。ごめんなさい。すみません。でした

けれども、昨年の７０歳の部分を６５歳以上とい

うことにさせていただき、収入要件は撤廃させて

いただいて、非課税世帯を該当ということにさせ

ていただきます。障がい者の部分につきましては、

昨年障害者手帳の等級を１級、２級、療育手帳が
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Ａ、精神保健福祉手帳については１級ということ

で、ここも限定をさせていただいておりまして、

かつ収入要件設定させていただいておりましたけ

れども、今回の部分については障害者手帳を有す

る方で構成される非課税世帯ということで、収入

要件等も外させていただくというような内容にさ

せていただこうと思っております。あと、継続し

て独り親世帯ですとか生活保護世帯については昨

年同様に支給をする予定でございます。この部分

合計して、想定している世帯数としましては３，

５００世帯程度ということで想定をしているとこ

ろになります。

続いて、子育て世帯の部分ですけれども、こち

らは国が実施をしておりました独り親の非課税世

帯に対する補助金、給付事業の該当にならない方

ということで、それ以外の方を対象にさせていた

だいております。今回は、児童手当の受給者に対

して支給をしていくというような内容にさせてい

ただいております。金額については、児童１人当

たり２万円ということで考えているところです。

対象の世帯については、想定しているのが世帯数

で１，９５０世帯程度、児童数にすると約３，４

００人を想定しているところです。

先ほどの暖房費用、少しちょっと言い忘れまし

たけれども、助成する、支援する金額については

昨年１万円でしたけれども、今年は１万２，００

０円ということでさせていただきます。北海道の

ほうで実施をしています補助金事業の金額に合わ

せさせていただいたというところになってござい

ます。

以上です。

廣嶋市民部長。〇議長（東 千春議員）

臨時特別給付金の関〇市民部長（廣嶋淳一君）

係でございます。今回提案させていただきました

価格高騰緊急支援分につきましては、令和３年、

４年度に実施しました考え方とほぼ同じでござい

まして、１０万円の分につきましてはまだ確定で

はないですけれども、今のところ３，６００か７

００ぐらいになるのですが、今回計上させていた

だいたのはちょっと余裕を持っておりまして、４，

４００世帯分ということで計上させていただいて

おります。

以上です。

佐藤上下水道室長。〇議長（東 千春議員）

私のほうから水〇上下水道室長（佐藤美香君）

道料金、下水道使用料の減免の対象について説明

させていただきます。

先ほど説明ありましたとおり、今回１１月の請

求分から３月の請求分までの５か月分の基本料金

を減免することとなりますが、対象といたしまし

ては名寄市と給水契約、下水道の使用契約を結ん

でいる上下水道使用者が対象となります。ただし、

対象から外すものといたしまして、市をはじめ国、

道など公的機関が契約者となっている場合ですと

か、公共施設及び指定管理者制度により管理運営

している施設の使用者については対象外とするこ

とといたします。ただ、今現在その件数等を精査

している最中ですけれども、今のところ対象予定

数ですが、水道につきましては一般の世帯が１万

１，６００件程度、事業所につきましては総体で

１，２５２事業所なのですけれども、そのうち減

額対象外としているのが２００で、減額対象とし

ますのが……ごめんなさい。１９６です。減額対

象とするのが１，０５６件となっております。下

水道につきましても同じく一般の対象が１万１，

４１０件、事業所については１，０３３件、その

うち対象外が１３９件、減額対象が８９４となっ

ております。

以上です。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございま〇１３番（高橋伸典議員）

す。今ある程度説明受けました。暖房費は昨年よ

りも大分人数が増えるということで、助かる方が

大分いるのでないかなというふうに思います。３，

５００世帯、そしたら名寄市内の大体３分の１の

方々が受けられるような形になるという感じはす
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るのですけれども、本当にこれすごく助かると思

います。

この部分で、道のものと併せてという部分です

から、このように増えたと思うのですけれども、

住民税非課税、障がい者、低所得者、そして独り

親等々含めての部分だと思うのですけれども、こ

れ３，５００世帯というのは、去年で６８６世帯

だったのです。約５倍ぐらいになるのですけれど

も、予算的な部分、去年は１万円で、今回１万２，

０００円ということで、いつぐらいからの支給開

始を検討されているのかというのをちょっとお聞

かせ……住民税非課税部分、子育て世帯、そして

水道関係は１１月からですから、あれなのですけ

れども、この暖房費用、住民税非課税世帯、そし

て子育て世帯の緊急特別分はいつぐらいからの支

給を考えておられるのかお答えいただきたいと思

います。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

いつ〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

頃からという御質問ですけれども、まず初めに暖

房費用のほうですけれども、非課税世帯というこ

となのですけれども、一応６５歳以上の非課税世

帯ということでなってございますので、よろしく

お願いいたします。予定としましては、昨年同様

に広報で申請書を全戸配布させていただこうかな

というふうに思っていまして、この後議決いただ

いた後には広報なよろ１１月号で何とか入れられ

るように準備を進めていきたいなというふうに考

えているところです。が暖房のほうになります。

子育て世帯の部分になりますけれども、こちら

については国の独り親分の支給の分、システムで

管理をさせていただいていたということもありま

して、こちら同じシステムを少し改修をさせてい

ただきながら次の該当する方にさせていただくと

いう作業する関係も少しございまして、ちょっと

システム改修に一定程度時間がかかりますので、

何とか１２月ぐらいには御案内ができるように進

めていきたいなというふうに現在は考えていると

ころです。

高橋議員。〇議長（東 千春議員）

ありがとうございま〇１３番（高橋伸典議員）

す。ぜひできれば早め早めにシステム改修してい

ただいて、子育て世代、住民税非課税世帯、そし

て暖房費用の部分、市民の方々に行き届くように

お願い申し上げ、質問を終わります。

以上です。

川村幸栄議員。〇議長（東 千春議員）

今回の提案、歓迎を〇１０番（川村幸栄議員）

したいというふうに思います。それで、いろいろ

と種類がたくさんあるのと先ほども高齢者は６５

歳に引き下げられたりというようなことで、分か

らないことがたくさんあります。例えばこのこと

は、情報として市民の皆さんにお知らせすると。

今いつからということが出ていましたけれども、

やっぱり例えば暖房費であれば、すぐにというふ

うな思いというのもあるかなというふうに思うの

です。ですから、丁寧なやはり周知といいますか、

必要かなというふうに思っているのですが、その

点についてどのようにお考えかお聞かせをいただ

きたいと思います。

松田こども・高齢者支〇議長（東 千春議員）

援室長。

周知〇こども・高齢者支援室長（松田慎司君）

の方法ですけれども、先ほども少し述べさせてい

ただきましたけれども、広報なよろに申請書、案

内書も含めて全戸配布をさせていただく予定でい

ます。そちらについては１１月号に何とかという

ふうに思っているのですけれども、それ以外にも

事前に、あとの方法としてはホームページとかラ

インを少し活用させていただきながら、１１月号

にそういったものが入りますよというような御案

内はさせていただこうと思っております。

川村議員。〇議長（東 千春議員）

１１月の広報ですか〇１０番（川村幸栄議員）

ら、あともう少しあります。その中で待っていら
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っしゃる皆さん方にとってはやはりいつか、いつ

かというふうになってしまって、混乱も起きない

とも限らないかなというふうなちょっと余計な危

惧をしているところであります。ぜひ地元新聞等

も活用していただいてというか、お願いしていた

だいて、やはり広く市民の皆さんに詳しい内容、

私はここに該当するのだろうかというところら辺

が非常に気になるところかなというふうに思いま

すので、丁寧なお知らせをしていただくことをお

願いして、終わります。

ほかに質疑はございま〇議長（東 千春議員）

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

以上で質疑を終結いた〇議長（東 千春議員）

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

議案第２２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第２２号は原案のとおり可決され

ました。

日程第５ 議案第２３〇議長（東 千春議員）

号 令和４年度名寄市水道事業会計補正予算（第

２号）、議案第２４号 令和４年度名寄市下水道

事業会計補正予算（第１号）、以上２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

議案第２３号 令和４年〇市長（加藤剛士君）

度名寄市水道事業会計補正予算及び議案第２４号

令和４年度名寄市下水道事業会計補正予算につ

いて、一括して提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、昨今の物価高騰を受けて、広く

市民、市内事業者の負担軽減を図るべく水道料金

及び下水道使用料の減額を行おうとするものでご

ざいます。

１款水道事業収益及び下水道事業収益におきま

して令和４年１１月から令和５年３月請求分の水

道料金及び下水道使用料の基本料金相当分を減額、

他会計補助金を追加し、２款水道事業費用及び下

水道事業費用におきましてシステム改修費用等の

必要経費を追加しようとするものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願い申し上

げます。

これより、議案第２３〇議長（東 千春議員）

号外１件の一括質疑に入ります。御発言ございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより議案第２３号外１件の一括採決を行い

ます。

議案第２３号外１件は原案のとおり決定するこ

とに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議案第２３号外１件は原案のとおり可

決されました。

日程第６ 意見書案第〇議長（東 千春議員）

１号 国土強靱化に資する社会資本整備等に関す

る意見書、意見書案第２号 労働・公務災害補償

認定への努力義務の周知と認定充実を求める意見

書、意見書案第３号 加齢性難聴者への補聴器購

入に対する公的助成を求める意見書、以上３件を

一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外２件は、
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質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

これより採決を行います。

意見書案第１号外２件を原案のとおり決定する

ことに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、意見書案第１号外２件は原案のとおり

可決されました。

日程第７ 報告第４号〇議長（東 千春議員）

例月出納検査報告についてを議題といたします。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

日程第８ 閉会中継続〇議長（東 千春議員）

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申出のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、申出のとおり決定いたしました。

日程第９ 議員の派遣〇議長（東 千春議員）

についてを議題といたします。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、議

員を派遣することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

異議なしと認めます。〇議長（東 千春議員）

よって、議員の派遣が決定いたしました。

日程第１０ 委員の派〇議長（東 千春議員）

遣報告を行います。

派遣されました委員の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、高野美枝子委員長、お願

いします。

市民〇市民福祉常任委員長（高野美枝子議員）

福祉常任委員会の行政視察について報告いたしま

す。

当委員会では、高齢化社会における健康寿命の

延伸についてを調査研究のテーマとして７月１２

日から１５日までの４日間、高知県南国市、愛媛

県新居浜市、愛媛県西条市、岡山県赤磐市で行政

視察を行いました。南国市では、地域包括支援セ

ンターの取組について視察しました。後期高齢者

１人当たりの医療費では、高知県が全国１位、南

国市は県内２位となっていることから、地域包括

支援センターの機能強化は第８期計画の重点施策

であり、介護予防把握事業で保健事業と介護予防

との一体的な実施を行っています。７５歳以上で

介護認定を受けていない方のために保健師と地域

支え合い推進員で家庭訪問を行っています。介護

予防普及啓発事業では、特に参加が少ない男性に

焦点を当て、６５歳以上の男性のために参加料無

料で男のための健康教室を行い、参加者募集のチ

ラシにも工夫をしているとのことでした。介護認

定につながっていない高齢者への訪問事業、市民

ボランティアによるフレイルサポーターの募集、

また長寿支援課という担当課の名称は市民に分か

りやすいなど参考になる点が多くありました。

新居浜市では、第２次元気プラン新居浜２１の

取組について視察しました。「日々健やかに、笑

顔あふれる健康のまち」をスローガンに２０１４

年から２０２４年までの計画期間で健康寿命の延

伸、生活習慣病の発症予防と重症化予防の徹底な

ど５項目に取り組んでいます。具体的には、健康

長寿地域拠点づくり事業として送迎に頼らない住

民主体の通いの場づくりに対する支援で、自治会

館などを活用し、週１回５人以上の参加で介護予

防体操を実施することを条件に市民体操指導士を

養成し、運動支援、機能評価、出前講座を行って
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います。生活習慣病の発症予防と重症化予防の取

組では、就労層の運動習慣の定着、健康意識の向

上促進のため３から５人１組のチームでウオーキ

ングをし、活動量計で歩数や消費カロリーを測定

します。チーム対抗で競い、参加特典としてタニ

タの活動量計やポイントの贈呈、プログラム協賛

店での割引を行っています。健康プログラム事業

の効果として２０歳代からの参加、歩数増加、Ｂ

ＭＩの改善、運動日数の増加があったとの説明を

受けました。２０１９年の中間評価では、健康長

寿拠点づくり事業、健康プログラム事業について

は一定の成果を上げており、健康経営事業者との

連携、ポイント付与の取組はこの地域の就労年齢

層を対象とした健康プログラム事業の中心的役割

を果たしている印象を受けました。情報弱者対策、

保健事業と介護予防を一体的に実施するための保

健、医療、福祉の連携強化など本市も同様の課題

を有していますので、今後も新居浜市の状況を注

視し、参考にしていきたいと思います。

西条市では、健幸都市西条の実現の取組につい

て視察いたしました。西条市版ＳＤＧｓの推進と

して、健康寿命の延伸、働きがいの創出、経済活

力の維持、経営感覚のある行財政運営の実践を設

定し、具体的な取組につなげています。健康づく

り地区推進事業では、地区ごとの健康づくり推進

員が地域の健康づくりの担い手として学習会やイ

ベントなど健康づくりの輪を広げる活動を行って

います。平成２６年度には、各地区の推進員が地

域の情報を盛り込んだウオーキングマップを作成

し、翌年度からはそのマップを活用した健康づく

り推進事業が開始されました。今は推進員に負担

がかからないように協議を重ね、健康アンバサダ

ー、ボランティアという形に移行してきています。

また、保健師の企業訪問により企業の健康意識の

醸成を図っています。市職員も多く参加している

わくわく健康ポイント事業は、活動量計やスマー

トフォンを活用しポイントをためます。市内の店

舗で利用でき、健康寿命の延伸を図りつつ経済活

動にも貢献しています。笑いで健康づくり推進事

業では、令和４年度は愛媛プロレス、笑いヨガを

検討中とのことでした。本市でもＮスポーツコミ

ッションと連携した数々の健康寿命の延伸に寄与

する取組も行われ、さらなる連携で健康と経済、

地域コミュニティーの活性化を進めていけると改

めて実感できました。また、健康量計やアプリケ

ーションの活用では、地域ポイントへの交換が市

民の健康づくりを始めるきっかけになることを確

認しました。少子高齢化対策として市民、企業、

行政が一体となることが重要であると改めて認識

しました。

赤磐市では、エコプラザあかいわ、赤磐環境セ

ンターについて視察しました。名寄地区衛生施設

事務組合では、炭化処理施設が老朽化し、現在循

環型社会形成と最終処分場の延命化を図るため中

間処理施設の検討が進められており、望ましい処

理施設の参考にするために視察先としました。人

口推移とごみの排出量では、人口減少よりも総排

出量は減少しており、１日１人当たりの具体的な

目標を設定し、取り組んでいます。総排出量減少

の背景には、リサイクル率の向上が効果を上げて

いました。名寄市においても高齢者や転勤者が分

かりやすい分別方法を検討する中で、プラスチッ

ク処理の分別の考え方、総排出量の減量化に向け

ての取組を含めた機種選定と分別を進める際の具

体的な手法について学ぶことができました。また、

設備導入に向けては最終処分場の延命対策及びラ

ンニングコストの低減に向けた建設費用を考える

ことが必要であると感じました。

コロナウイルス感染症で２年間視察ができませ

んでしたが、今回４市を視察し、創意工夫を重ね、

輝いている担当者に大いに刺激を受けましたので、

この視察を通して得た結果を今後の活動に生かし

ていきたいと思います。

以上、市民福祉常任委員会の行政視察報告とい

たします。

経済建設常任委員会、〇議長（東 千春議員）
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山田典幸委員長。

令和４〇経済建設常任委員長（山田典幸議員）

年度経済建設常任委員会の行政視察について御報

告をいたします。

７月１２日及び１３日の２日間の日程で室蘭市、

登別市、富良野市の計３か所にて行政視察を行い

ました。室蘭市では、地方再生コンパクトシティ

ーの取組について視察を行いました。鉄のまちと

して栄えた室蘭市においてもピーク時約１６万人

を数えた人口も２０２０年には約８万２，０００

人となり、人口減少が急速に進行している状況に

置かれております。室蘭駅周辺地区には港、文化、

歴史、公共施設、商店街等の地域資源があるもの

の、人口減少に伴う空き家等の増加によるまちの

空洞化のほか、公共施設の更新が課題となってお

り、老朽化する公共施設の再編を契機に都市のコ

ンパクト化や地域の稼ぐ力の向上に取り組むこと

とし、平成３０年度に創設された国土交通省の新

規施策である地方再生コンパクトシティにおいて

全国で３２都市が選定されるモデル都市の一都市

として選定され、平成３０年度から３年間、社会

資本整備総合交付金による集中支援を受けました。

このことにより室蘭駅周辺地区都市再生整備計画

事業が開始され、３つの広域交流、道外、市外、

市内の促進と来街者を迎えるまちの顔としてふさ

わしいにぎわいの創出をテーマとし、地域資源を

生かした官民連携による様々な取組を通じ、地方

再生に取り組んでおります。代表的な取組として

は、図書館と環境科学館を合築し、公共施設の集

約を図り、その他特徴的な取組としてはエリア内

の回遊性の向上に向けて道内最古の木造駅舎であ

る旧室蘭駅舎と隣接する公園を一体的に整備し、

散策路として歩いてもらう仕掛けとして案内板の

設置を行いました。また、室蘭の町中を総合的に

プロデュースする官民連携の取組であるまちプロ

室蘭によりまちづくりの担い手発掘や空き店舗、

遊休不動産の活用、創業支援など商店街の活性化、

にぎわいづくりに向けた取組が行われております。

事業実施の効果として、エリア内の空き店舗活用

件数が大幅に増加したことと空き地に賃貸アパー

トが建設されるなど土地活用の動きが出てきてい

るとのことでした。また、自発的ににぎわいづく

りに関わる市民有志が継続的な活動を開始したこ

とも大きな成果であったとのことでした。今後の

課題として、にぎわいを持続的なものとするため

に公共施設利用者を町中へ回遊させる官民連携体

制を一層強化することにより民間主導のまちづく

り、にぎわいづくりの動きなど民間の発想の実現

に向けて行政が最大限サポートしていくことが必

要とのことでした。本市においても公共施設の老

朽化や中心市街地の活性化策など同様の課題があ

り、国の交付金などの有効活用はもちろんですが、

民間主導のまちづくり、にぎわいづくりの動きを

行政が実現に向けサポートしていく官民連携体制

の確立が重要であることを改めて認識した意義の

ある視察でありました。

登別市では、コロナ禍における観光施策につい

て視察を行いました。全国でも有数の温泉地であ

る登別温泉は、コロナ禍前は国内外から年間約４

００万人もの観光客を受け入れていましたが、令

和２年には約１００万人まで落ち込み、外国人宿

泊延べ数も平成２９年には約５１万人を数えまし

たが、令和２年には２３０人まで激減をいたしま

した。そのような状況の下、令和２年の緊急事態

宣言の解除に伴い、観光客の早期回復を期するた

め湯之国登別応援事業補助金や湯之国登別クーポ

ン発行事業補助金を創設し、足元のマーケットの

拡大と市外からの入り込み観光需要を増やすため

の施策として３回のクーポン発行事業を展開いた

しました。また、ネット通販システムにも力を入

れ、人気のお土産品などの通信販売を実施したと

のことでした。コロナ禍以前は、登別市の宿泊延

べ数の約４割をインバウンド需要が占めていたこ

とからもインバウンド需要の早期回復が望まれて

おり、現在は訪日外国人受入れ環境整備をさらに

充実させ、海外プロモーションを再開させつつ、
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観光客回復に備えた取組を進めているとのことで

した。施策の効果については、市民を対象とした

湯ったりキャンペーンやクーポン券発行事業の結

果、クーポン券の回収率は９６％と高い効果を得

ることができたとのことでした。また、宿泊はも

とより土産物店、飲食店、テーマパークなどを積

極的に利用してもらえた結果、一定の外貨を獲得

することで域内経済は持ちこたえられ、観光関連

産業回復の一助となったとのことでした。今後の

課題と展望については、落ち込んだ観光客の回復

には入り込みの４割を占めるインバウンドの回復

が必要不可欠であり、今後観光客のニーズの変化

に即応でき得る体制を整え、受入れ環境の整備を

はじめ海外プロモーションや情報発信などに努め

ていく。また、今後は新たな観光需要として、国

内外からの登別版ワーケーションを提案し、ワー

ケーションやサテライトオフィスなどの誘致を増

やすことを模索したい。あわせて、新千歳空港を

観光客の出入口として、胆振管内の観光名所を有

する自治体との連携を図っていくことも考えてい

きたいとのことでした。本市と登別市では、観光

立地の条件が大きく異なるところではありますが、

アフターコロナの新たな観光施策としてのワーケ

ーションやサテライトオフィスの誘致の考え方や

広域連携による観光施策の展開など道北の観光振

興にも生かせる内容が多くありました。

富良野市では、民間を主軸とした官民協働によ

る複合的中心市街地活性化事業についてふらのま

ちづくり株式会社に伺い、視察を行いました。ふ

らのまちづくり株式会社は、まちづくりに関わる

公共性の高い事業を主たる業務として事業展開し、

富良野市の中心市街地の活性化に寄与することを

目的として平成１５年に設立されました。同社が

主体となって推進する民間主導により収益を上げ

ることを目標とした富良野市中心市街地活性化基

本計画に複数の事業が登載されています。中でも

富良野のブランドイメージを押し出した食材、加

工食品などを販売し、イベント実施のための多目

的広場を整備、観光の拠点としての機能を有する

施設の整備事業としてフラノマルシェ整備事業、

商店街及び未利用地を市街地再開発事業により一

体的に開発し、高齢者住宅、クリニック、店舗、

事務所、住宅を整備する事業としてネーブルタウ

ン整備事業などを柱として同計画が開始され、フ

ラノマルシェは平成２２年にオープン、平成２７

年にはフラノマルシェ２を含むネーブルタウン整

備事業が完成しております。本年６月現在、マル

シェ１ではテナント９件、うち直営３件、マルシ

ェ２ではテナント９件、うち直営２件、独立店舗

２件、合計１８店舗となっており、テナントのう

ち８件が新規創業となっております。事業の効果

として、富良野市の観光客入り込み数では平成２

１年までのマルシェ整備前の中心市街地でおよそ

６万人程度であったものがマルシェ１開業後６０

万人、マルシェ２開業後の平成２８年では１２２

万人、令和２年のコロナ禍においても９１万人と

整備前と比較して１０倍以上を堅持しております。

これにより、ふらのまちづくり株式会社を含む５

つの関連会社で組織するふらのまちづくりグルー

プ全体では令和３年度６億７，０００万円の売上

高があるとのことです。また、経済効果としては

マルシェ完成後から間接１次効果９８億円、総合

効果は１１３億円以上との試算がされているとの

ことです。その要因は、出店者が全て地元事業者

であること、販売品目の多くが地元企業の商品で

あることと地元の原材料を積極的に利用している

こと、事業が地元企業の受注工事であることと分

析がされております。そのほか、中心市街地の変

化としてはマルシェ隣接の路線価が６年連続で上

昇しており、地元事業者にとっては含み資産の増

加となり、金融機関等での融資条件の緩和に直結

することで設備投資への追い風にもなっていると

のことです。本市においても今後想定されるであ

ろうまちづくり会社を中心とした民間主導による

官民協働事業の成功事例を学ぶことができ、大変

意義深い視察でありました。
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以上、経済建設常任委員会の行政視察報告とい

たします。

以上で委員の派遣報告〇議長（東 千春議員）

を終わります。

以上で今期定例会に付〇議長（東 千春議員）

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、令和４年第３回名寄市議会

定例会を閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

閉会 午後 ２時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 東 千 春

署名議員 山 崎 真由美

署名議員 清 水 一 夫

令和４年９月２９日（木曜日）第３回９月定例会・第５号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

令和４年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 山 崎 真由美 １ 義務教育における保護者負担の公平性について

（Ｐ ２６） (1) 特別活動における交通費の保護者負担について

(2) 公平性を担保する支援策について

２ 災害に強いまちを目指して

(1) 地震を想定した防災訓練について

(2) 災害対応の日常化について

(3) 災害廃棄物処理計画について

３ 物価高騰に対する支援策について

(1) 燃料費高騰に対する支援策について

(2) 不安解消につながる相談対応について

２ 東 川 孝 義 １ スポーツ振興体制の強化に向けて

（Ｐ ３７） (1) Ｎスポーツコミッション発足後の活動と成果について

(2) Ｎスポーツコミッションの認知度について

(3) 名寄市スポーツ団体の組織統合に向けて

２ 名寄の財産を活かしたまちづくりに向けて

(1) 名寄の自然・歴史財産の位置づけについて

(2) 名寄の財産魅力度アップと認知度向上について

(3) 名寄の財産を未来につなげるには

３ 富 岡 達 彦 １ ＪＲ宗谷本線活性化にかかわって

（Ｐ ４８） (1) 公共交通網形成計画における宗谷本線の必要性について

(2) 観光資源としての宗谷本線の可能性について

(3) 物流の拠点機能の構築における宗谷本線の位置づけについて

(4) 沿線自治体が鉄道サービスの当事者になることの可能性について

２ こども基本法の成立にかかわって

(1) こども基本法に対する本市の基本理念について

(2) こどもの権利条約への考え方について

(3) こどもの意見表明権について

令 和 ４ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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(4) こども基本法と教育のかかわりについて

４ 遠 藤 隆 男 １ 移住・定住推進事業について

（Ｐ ６０） (1) 近年の移住者の状況について

(2) 移住者への支援施策について

(3) 知名度を向上させる施策について

(4) 定住支援施策について

２ 地域おこし協力隊について

(1) 近年の状況と課題等について

(2) 今後の進め方と考え方について

５ 佐久間 誠 １ 本市における企業誘致議論とＣＳＶ型事業による地域創生に向けて

（Ｐ ７４） の考え方について

(1) 企業誘致議論と地域創生に向けて

(2) 本市における法人税などの減収見込み金額について

２ 新たな道の駅構想について

(1) 北の玄関口として高規格道路名寄インターチェンジ付近に道の駅

を整備することなどの考え方について

(2) 庁内や担当課での構想や議論はどのような状況か

(3) 本市の活性化策として行政主導で道の駅構想を検討することにつ

いての考え方について

３ 健全な地球環境を

(1) ゼロカーボンシティを実現するためのプログラムについて

(2) 学校施設などのゼロ・エネルギー・ビル化（ＺＥＢ）の推進を

４ 思いやりあふれるまちづくりを

(1) まちを去る高齢者が踏みとどまるような施策について

(2) 思いやりの「向こう三軒両隣り」的な相互扶助意識を高めるため

に

(3) シニア世代の働く場を提供する企業への応援制度を

６ 清 水 一 夫 １ 本市農業のさらなる発展に向けて

（Ｐ ８４） (1) 水田の集約化と農地整備事業について

(2) 農福連携について

(3) 未婚農業後継者の婚活について

２ 防災について

(1) 防災訓練について
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(2) 自宅療養の重度障がい者の避難所での対応について

７ 今 村 芳 彦 １ 夢ある農業を目指した取り組みについて

（Ｐ ９２） (1) みどりの食料システム法が施行されたが本市農業への影響は

(2) 水田活用の直接支払交付金に関する水田要件の見直しにかかわる

状況について

(3) 生産資材高騰の受け止め方と農業農村振興計画への影響は

(4) 地産地消の取り組み強化へ向けて

２ 夢ある除排雪を目指した取り組みについて

(1) 市道除排雪事業の市民理解へ向けた取り組みは

(2) 老朽化する民間所有の除雪車両の更新および修繕を可能とする取

り組みは

８ 塩 田 昌 彦 １ 物価高騰に伴う学校給食等にかかる保護者の負担軽減について

（Ｐ１０４） (1) 学校給食の提供にかかる食材価格高騰の影響について

(2) 食材価格等上昇分の保護者の負担軽減（独自支援）について

２ 冬の暮らしを守る安全・安心な生活道路網の確保にかかわって

(1) 除排雪業務に必要な専用車両及び特殊建設機械の現状について

(2) 車両等の確保について

３ 公共施設とまちづくりについて

(1) 名寄市公共施設等再配置計画の進捗状況について

(2) 名寄市中小企業振興条例施行規則の見直しにかかる効果について

９ 高 橋 伸 典 １ 原油高騰・物価高騰等に対する総合緊急対策について

（Ｐ１１８） (1) 生活困窮者への生活支援に対する考え方（電気料金補助）につい

て

２ 新型コロナウイルス感染症に関する後遺症外来について

(1) 後遺症外来等の設置について

(2) 後遺症相談窓口の設置について

３ 公正な選挙の執行に向けて

(1) 不在者投票指定施設での投票の公正化について

４ 投票率向上に向けた取り組みについて

(1) 文化センター・大型商業施設での期日前投票所について

(2) 障がい者への対応について

(3) 投票率向上への具体的な取り組みについて



－184－

令 和 ４ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会

１０ 三 浦 勝 秀 １ 都市公園のあり方について

（Ｐ１２８） (1) 公衆トイレの現状と改修計画について

(2) 都市公園のストック再編等の検討について

２ 観光産業施策について

(1) 観光事業者への支援について

(2) テント等イベント備品の更新や修繕について

１１ 高 野 美枝子 １ 名寄市のＤＸ推進について

（Ｐ１３８） (1) 現状と課題について

(2) マイナンバーカード等との連携について

(3) 市民への周知について

２ 名寄市の教育課題について

(1) 名寄市の教育環境について

(2) 部活動改革について

(3) コミュニティ・スクールについて

(4) いじめ問題について

１２ 川 村 幸 栄 １ コロナ禍における原油価格、物価高騰に対する支援について

（Ｐ１４９） (1) くらしの支援について

(2) 事業者への支援について

(3) 農業者への支援について

２ コロナ禍における子どもたちへの支援について

(1) 子どもを取りまく困難さをどう取り除くことができるかについて

(2) 子どもが主人公の居場所づくりを

３ 市長の旧統一教会との関連について

(1) 関連性の有無について
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令和４年第３回名寄市議会定例会議決結果表

令和４年９月５日～令和４年９月２９日 ２５日間

本会議時間数 １４時間３４分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市の年末年始の休日の変更に伴う関係条 ― ― 4. 9. 5
第 １ 号

例の整理に関する条例の制定について ― ― 原 案 可 決

名寄市企業立地促進条例の特例に関する条例 4. 9. 5 4. 9.21 4. 9.29
第 ２ 号

の制定について 原 案 可 決経 済 建 設 常 任 可 決 す べ き

名寄市職員の勤務時間、休暇等に関する条例 ― ― 4. 9. 5
第 ３ 号

の一部改正について ― ― 原 案 可 決

名寄市職員の育児休業等に関する条例の一部 ― ― 4. 9. 5
第 ４ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

― ― 4. 9. 5
第 ５ 号 名寄市税条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

― ― 4. 9. 5
第 ６ 号 名寄市手数料徴収条例の一部改正について

― ― 原 案 可 決

名寄市議会議員及び名寄市長の選挙における ― ― 4. 9. 5

第 ７ 号 選挙運動の公費負担に関する条例の一部改正 ― ― 原 案 可 決

について

令和４年度名寄市一般会計補正予算（第７ ― ― 4. 9. 5
第 ８ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市介護保険特別会計補正予算 ― ― 4. 9. 5
第 ９ 号

（第４号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市後期高齢者医療特別会計補 ― ― 4. 9. 5
第 １ ０ 号

正予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市立大学特別会計補正予算 ― ― 4. 9. 5
第 １ １ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市病院事業会計補正予算（第 ― ― 4. 9. 5
第 １ ２ 号

１号） ― ― 原 案 可 決

令和３年度名寄市一般会計決算の認定につい 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 １ ３ 号

て 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市国民健康保険特別会計決算 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 １ ４ 号

の認定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

令和３年度名寄市介護保険特別会計決算の認 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 １ ５ 号

定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市食肉センター事業特別会計 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 １ ６ 号

決算の認定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市後期高齢者医療特別会計決 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 １ ７ 号

算の認定について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市立大学特別会計決算の認定 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 １ ８ 号

について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市病院事業会計決算の認定に 4. 9. 5 4. 9.29 4. 9.29
第 １ ９ 号

ついて 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市水道事業会計決算の認定に 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 ２ ０ 号

ついて 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和３年度名寄市下水道事業会計決算の認定 4. 9. 5 4. 9.28 4. 9.29
第 ２ １ 号

について 認 定決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き

令和４年度名寄市一般会計補正予算（第８ ― ― 4. 9.29
第 ２ ２ 号

号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市水道事業会計補正予算（第 ― ― 4. 9.29
第 ２ ３ 号

２号） ― ― 原 案 可 決

令和４年度名寄市下水道事業会計補正予算 ― ― 4. 9.29
第 ２ ４ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

報 告 令和３年度名寄市下水道事業会計継続費精算 ― ― 4. 9. 5

第 １ 号 報告について ― ― 報 告 済

報 告 令和３年度決算に基づく健全化判断比率の報 ― ― 4. 9.22

第 ２ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 令和３年度決算に基づく資金不足比率の報告 ― ― 4. 9.22

第 ３ 号 について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 4. 9.29
例月出納検査報告について

第 ４ 号 ― ― 報 告 済

意 見 書 案 国土強靱化に資する社会資本整備等に関する ― ― 4. 9.29

第 １ 号 意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 労働・公務災害補償認定への努力義務の周知 ― ― 4. 9.29

第 ２ 号 と認定充実を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 加齢性難聴者への補聴器購入に対する公的助 ― ― 4. 9.29

第 ３ 号 成を求める意見書 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

― ― 4. 9.29
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定

― ― 4. 9.29
議員の派遣について

― ― 決 定

― ― 4. 9.29
委員の派遣報告

― ― 報 告 済

令 和 ４ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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